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第 1部 事業概要 

第 1 章 事業の背景 

 内閣府のホームページ1によると、Society5.0 によって、IoT や AI の活用により、全て

の人とモノがつながり様々な知識や情報が共有され、今までにない新たな価値が生み出さ

れる社会が実現されるとされている。そして、我が国は、先端技術をあらゆる産業や社会

生活に取り入れ、イノベーションから新たな価値が創造されることにより、誰もが快適で

活力に満ちた質の高い生活を送ることのできる人間中心の社会「Society 5.0」を世界に先

駆けて実現していくこととしている。 

 

 一方で医療の現場においては、少子高齢化の進む中、医療費の増大が課題となってい

る。実際、2018 年度には 39 兆 2,000 億円である医療費は、団塊の世代が 75 歳以上の高

齢者となる 2025 年度には 47 兆 4,000 億円に達する。さらに、65 歳以上の高齢者が 4,000

万人近くとピークに達する 2040 年には、68 兆 5,000 億円に達するものとみられている。

こうした医療費の増加する背景には、高齢者人口の増加に加え、医療の高度化による医療

費の値上がり等がある。財政健全化を考える上で、一般歳出の 3 分の 1 を占める社会保障

費の伸びを如何に抑えるかが大きな課題となっているが、とりわけ高齢化に伴って、医療

費の大幅な増加が見込まれている。 

 

 

図表 1 医療費の見通し2 

 

 
1 内閣府 Society5.0 http://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html 
2 NHK オンライン 「議論呼ぶ医療費抑制策～骨太の方針への注文」（時論公論） 

http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/298526.html 
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 また、我が国では都市部に比べて山間部・へき地の医師数が極めて少ないといった医師

の地域的な偏在や、産科・小児科等を中心に医師不足が深刻であるなど医師の診療科間の

偏在が生じている3。 

 

 先述した医療現場の課題に対しては、IoT や AI の活用により改善が期待できる。例え

ば、医師の地域的な偏在については、インターネットを介したテレビ電話等により主治医

と患者が対話を行い、併せて、伝送された患者の心身の状態を基に主治医が判断し患者の

療養を支援する、という遠隔医療が実施されている。さらに、血圧や心拍数、血糖値など

のバイタルデータをモニタリングするデバイスを患者が装着し、バイタルデータを自動的

に計測・収集・分析・保存し、ワイヤレスネットワークを通じて医療関係者にデータを転

送することや、遠隔から薬剤の点滴注入・量の操作や調整を行うことが可能なスマート輸

液ポンプもある。こうした IoT システムを活用することで、患者が遠隔地の病院を訪問せ

ずに診察を受けることができるようになる。 

 

 

図表 2 スマート輸液ポンプ4 

 

 このような IoT システムの活用により、医療機関には以下のようなメリットがあり、結

果として、医療費の抑制に繋がっていく5。 

 

  

 
3 厚生労働省 『平成 29 年度版厚生労働白書』 第 7 章 

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/17/dl/2-07.pdf 
4 独立行政法人情報処理推進機構 『米国の病院における IoT の活用状況』 

https://www.ipa.go.jp/files/000059590.pdf 
5 同上 
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・【医療コストの削減】 

― 自宅にいながら、リアルタイムで患者の病状のモニタリングを医療関係者が遠隔か

ら行えるようになり、医師による診療訪問の手間を大幅に軽減し、入院及び再入院

にかかるコストを削減できる。 

・【治療効果や疾病管理対策の改善】 

― 患者の病状を継続的にモニタリングし、健康に関するデータをリアルタイムで得ら

れることで、タイムリーに適切な医療ケアを提供し、病状の悪化を予防できる。 

・【医療ミスの削減】 

― 患者の医療／健康データに基づく意思決定と医療業務の自動化・効率化を実現し、

人為的な医療ミスを最低限に抑制できる。 

・【患者エクスペリエンスの改善】 

― IoT を通じた医療ケアは、予防治療や正確な診断、タイムリーかつ適切な医療ケアに

基づく患者の医療ニーズと治療効果を重視しており、患者の信頼を得られる責任あ

る医療サービスを提供できる。 

・【薬剤管理の効率化】 

― IoT を用いてプロセスを自動化することで薬剤管理にかかる業務・コストを効率化で

きる。 

 

 また、臨床情報の解釈に AI やディープラーニングを活用した事例6もある。一般に、CT

検査画像等の医療画像から正しく所見を解釈し読み取ることは、医者にとっても難しい。

直観的な判断力や画像パターンの認識力に頼ることが多く、異常を見落としてしまうこと

もある。そこで、膨大な画像データに正しい診断や所見（どこにどのような異常がある

か）といった情報を付加したデータにディープラーニングを適用し、医療画像データベー

スを構築しておく。こうしたデータベースを、CT 検査画像や超音波検査画像、病理組織

画像、レントゲン画像、及び電子カルテ臨床経過等から作成しておき、さらに医学教科書

や論文、ガイドライン、ネット上の記述等の文献から自然言語処理による自動処理から生

成された臨床知識を組み合わせて、医療画像からの診断を補助するシステムも研究されて

いる。このシステムを活用することで、医師による診断の効率化や医療ミスの防止等が期

待できる。 

 

 
6 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 科学委員会資料 『医療における AI 活用をどう

捉えるか』 https://www.pmda.go.jp/files/000215325.pdf 
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図表 3 ディープラーニング（深層学習）によるマルチモーダル医療診断システム7 

 

第 2 章 事業の目的 

 患者に適切な医療ケアを提供していくために地域医療連携8やチーム医療9の取組が進ん

でいるが、多種多様な医療サービスを提供していくためには、IoT や AI などの高度な次世

代技術によってこうした取組を積極的に支援していく必要がある。これはまさしく、Society 

5.0 の目指す方向と合致しており、このような次世代技術を医療に提供できる IT 技術者、

即ち医療 IT 人材の育成が必要になる。また、こうした次世代技術の活用によって、先述し

た医療現場の課題の解決にも繋がっていく。 

 

 医療をサポートする IT 人材には医療情報技師があるが、その検定試験を実施している一

般社団法人医療情報学会医療情報技師育成部会10が公表している「到達目標」では、AI や

IoT に関する内容が少なく、こうした最新技術にはまだ対応できていないことがわかる。ま

た、AI 等を活用した自動化技術の普及に伴い、多重請負構造の中で集約的労働に従事して

いる従来型の IT 技術者の雇用機会の減少が予測される。このような従来型の IT 人材を高

度な医療 IT 人材へと転換することは、社会人の学び直しという観点からも極めて重要であ

 
7 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 科学委員会資料 『医療における AI 活用をどう

捉えるか』 https://www.pmda.go.jp/files/000215325.pdf 
8 地域の医療機関が自らの施設の実情や地域の医療状況に応じて、医療機能の分担と専門

化を進め、医療機関同士が相互に円滑な連携を図り、その有する機能を有効活用すること 
9 1 人の患者に複数の医療専門職が連携して治療やケアに当たること。異なる職種のメ

ディカルスタッフが連携・協働し、それぞれの専門スキルを発揮することで、入院中や外

来通院中の患者の生活の質（QOL）の維持・向上、患者の人生観を尊重した療養の実現を

サポートする 
10 http://jami.jp/jadite/new/ 
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る。 

 

 そこで本事業では、従来の IT 技術に加えて AI や IoT など、Society5.0 時代の先進的な

技術を身に付け、それを医療分野に活用して課題を解決していく医療 IT 人材を育成する教

育プログラムを開発する。また開発した教育プログラムの一部ないし全部を全国の教育機

関に普及させ実施していくことで、医療 IT 人材を多数輩出し、Society5.0 時代の多様で高

度な医療サービスの提供を支援していく。 

 

 

第 3 章 事業推進の流れ 

本校（船橋情報ビジネス専門学校）は、平成 30 年度から 3 年間をかけて、医療 IT 人材

を育成するための教育プログラムの開発に取り組んでいる。本教育プログラムの学習ター

ゲットは、基本情報技術者カリキュラム体系を中核とする学科に所属する専門学校生や従

来型の IT 技術者（IT スキル標準のレベル 2 もしくは 3 に相当）と想定している。また、本

教育プログラムにより目指す人材像は、「IoT により患者の状態を遠隔でリアルタイムに把

握し、そのデータを AI で分析することで医療チームの意思決定や治療の支援をするなど、

最新技術を駆使して高度な医療サービスをサポートできる人材」と設定した。即ち、地域医

療連携やチーム医療の中核メンバーとして活躍できることを目指す。 

 

 以下、まず初年度であった平成 30 年度の取組概要（実績）を述べ、今年度の取組概要を

報告する。 

 

3.1 平成 30年度の取組概要 

 平成 30 年度は、3 年間の事業期間の初年度として、IT 人材を対象としたアンケート調査

及び医療 IT の事例調査を実施した。そこで得られた情報を基に、本教育プログラムで育成

する医療 IT 人材の評価基準、及び教育プログラム（カリキュラム、コマシラバス）の開発

を行った。 

 

 本事業で実施した各取組みについて、以下に概略を記載する。 

 

(1) 調査 

 評価基準や教育プログラムの開発に先立ち、参考資料収集を目的として IT 人材を対象と

したアンケート調査と医療 IT の事例調査を行った。 

 

 ①IT 人材対象のアンケート調査 
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  IT 技術者が AI や IoT をどれくらい活用しているかや、今後の活用意向、他業界への

進出意向等を明らかにすることを目的として、アンケート調査を実施した。本校卒業生の

就職先企業を中心に全国の 304 社に回答依頼を送付し、228 件の回答を得た。 

 

② 医療 IT 事例調査 

  医療 IT の事例を収集し、そこに活用されている AI や IoT その他の技術を整理した。

インターネットを中心とした情報収集で 27 件を収集したほか、ヒアリング調査によって

さらに 5 件、合計 32 件の事例を収集した。 

 

(2) 評価基準開発 

 実施した 2 つの調査結果に加え、既存の各種スキル標準等を参考として、本事業で育成

する医療 IT 人材の評価基準を開発した。評価基準は大別すると、「Society5.0 分野」「医療

分野」「医療 IT 分野」から構成される。それぞれの分野において、どのような知識やスキル

をどの程度身に付けるべきかを、本人の行動で評価できるような基準として整理した。 

 

(3) 教育プログラム開発 

 開発した評価基準を基に、既存の医療系・IT 系（特に AI や IoT に関わるもの）の教育プ

ログラム等を参考に、医療 IT 人材を育成する教育プログラムを開発した。本教育プログラ

ムは、専門学校の専門課程 2 年間で IT 開発を学んだ学生を対象に、さらに 1 年間、医療に

IT を活用するために必要な専門知識・スキルを身に付ける研究科（学習時間 855 時間）で

実施することを想定したものである。今年度は、本教育プログラムのカリキュラム（科目表）

及び各科目のコマシラバスを開発した。 

 

 

3.2 今年度の取組概要 

 2 年目となる今年度は、昨年度の開発成果である教育プログラムを基に、そこで使用する

講義用教材、ケーススタディ教材、PBL 教材、e ラーニング教材を開発した。また、それら

の効果を検証するための実証講座を実施した。 

 

(1) 教材開発 

 今年度は、実証講座で実施する部分を中心に、講義用教材、ケーススタディ教材、PBL 教

材、e ラーニング教材の開発を行った。 

 

○講義用教材開発 

Society5.0 分野、医療分野の講義用教材を開発した。 
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○ケーススタディ教材開発 

医療 IT 分野のケーススタディ教材を開発した。 

 

○PBL 教材開発 

医療 IT システム導入を題材としたプロジェクト学習用教材である。2019 年度は、医療

IT システムの企画・設計段階の部分を開発した。 

 

○e ラーニング教材開発 

本教育プログラムの基礎的な内容を学習する自己学習用教材である。2019 年度は、

Society5.0 分野と医療分野に対応した教材を開発した。 

 

(2) 実証講座 

 開発した教育プログラムから、医療に活用するための AI 及び IoT に関する内容を抽出

し、1 日 6 時間程度の実証講座を構成した。千葉県、富山県、愛媛県の専門学校生等を対象

に実施した。この実施結果を評価し、2020 年度の開発に活用する。 

 

 

3.3 実施委員会の構成 

 本事業では、専門学校、医療機関、IT 企業、行政機関等で実施委員会を構成し、事業の

推進に当たった。 

 

以下、実施委員会の構成機関である。 
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構成機関 役割等 都道府県 

船橋情報ビジネス専門学校 委員長 千葉県 

富山情報ビジネス専門学校 開発・実証 富山県 

河原電子ビジネス専門学校 開発・実証 愛媛県 

医療法人社団三橋会 調査 千葉県 

特定医療法人財団 五省会 西能病院 調査 富山県 

愛媛大学医学部附属病院 調査 愛媛県 

アテイン株式会社 調査・実証 東京都 

株式会社ジーミック 開発・実証 東京都 

株式会社 SHIFT 開発 東京都 

株式会社くららぼ 開発 東京都 

公益社団法人千葉県情報サービス産業協会 調査・実証 千葉県 

船橋市健康福祉局 健康・高齢部 健康政策課 評価・助言 千葉県 

図表 4 実施委員会の構成 

 

 

3.4 実施委員会の開催実績 

 今年度は、本事業を推進する上で、実施委員会 3 回をそれぞれ開催した。以下、各会議

について時系列で報告する。 

 

3.4.1 第 1回実施委員会（2019年 7月 30日開催） 

 第 1 回実施委員会では、以下の項目についての説明、討議を行った。 

  ・委員長挨拶 
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  ・委員自己紹介 

  ・昨年度実施報告 

  ・本事業の事業計画説明 

  ・本事業の内容、方向性に関する意見交換 

  ・その他、スケジュール等 

 

 

3.4.2 第 2回実施委員会（2019年 12月 18日開催） 

 第 2 回実施委員会では、以下の項目についての説明、討議を行った。 

  ・委員長挨拶 

  ・実証講座実施報告 

  ・Society5.0 分野教材開発状況報告 

  ・医療分野教材開発状況報告 

  ・本事業の内容、方向性に関する意見交換 

  ・その他、スケジュール等 

 

 

3.4.3 第 3回実施委員会（2020年 1月 23日開催） 

 第 3 回実施委員会では、以下の項目についての説明、討議を行った。 

  ・委員長挨拶 

  ・実証講座実施報告 

  ・e ラーニング教材について 

  ・PBL 教材について 

  ・ケーススタディ教材について 

  ・本事業の来年度の方向性について 

  ・その他 
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第 2部 開発報告 

 今年度事業では、昨年度実施したカリキュラム及びコマシラバス開発に引き続き、各種教

材の開発を行った。 

 

第 1 章 開発概要 

 今年度の開発概要を報告する前に、本事業で開発している教育プログラムの概要を述べ

る。 

 

1.1 教育プログラムの概要 

 本事業では、AI や IoT などの次世代技術を医療に提供できる医療 IT 人材を育成する教

育プログラムを開発した。本教育プログラムは、専門学校の専門課程 2 年間で IT 開発を学

んだ学生を対象に、さらに 1 年間、医療に IT を活用するために必要な専門知識・スキルを

身に付ける研究科（学習時間 570 コマ、855 時間）で実施することを想定している。進学対

象者としては、本教育プログラムを実施する専門学校の 2 年制専門課程の卒業者だけでな

く、他の専門学校の専門課程を卒業した者や、IT 開発業務に従事している社会人で医療分

野へのキャリアシフトを志向している者等も含まれる。また、2 年制学科と本教育プログラ

ムを実施する 1 年制の研究科を融合させ、3 年制学科として運用する可能性もある。 

 

 受講対象者のレベルは IT スキル標準レベル 2 もしくはレベル 3 を想定しており、システ

ムエンジニアやプログラマとしての学習が終了した学生もしくは業務に従事する情報処理

技術者が対象である。到達レベルとしては、IoT による患者のリアルタイム遠隔データの取

得と、それに基づく AI による医療従事者の意思決定をサポートするシステムやサービスの

開発ができることを目指す。 

 

なお、教育プログラムの開発は、実施委員会参画機関を中心に、医療・IT 双方の専門家

等の意見も参考にした。さらに、実施委員会に千葉県、富山県、愛媛県の医療機関にも参画

いただき、各地域でのニーズも探りながら開発を進める体制とした。 

 

 

1.1.1 カリキュラム概要 

 本カリキュラムは、「Society5.0 分野」「医療分野」「医療 IT 分野」の 3 つの分野で構成し

た。IT 開発に関する知識やスキルを身に付けていることを前提とし、AI や IoT の基礎か

ら、医療に AI や IoT を活用したシステムの開発までを学習する。また、各分野の基礎的な

内容は e ラーニングでも学習できるようにする。この e ラーニングは、進学学科である研



11 

 

究科へ入学する前に予習として利用したり、或いは研究科での履修に並行して復習として

利用したりすることを想定している。 

 

 

分野 概要 

Society5.0 分野 AI や IoT 等、Society5.0 に関連する IT の最新技術について、基礎か

ら活用、それらに関わる要素技術などを扱う。 

医療分野 医療に関する基礎的な内容を学習する。我が国の医療制度や社会保障

制度、医療専門職、診療プロセスなどを扱う。 

医療 IT 分野 IT を医療にどのように活用するかを中心に学習する。医療に関わる情

報、AI や IoT を医療に活用した事例、医療機関等へのシステム導入プ

ロセスなどを扱う。 

図表 5 本カリキュラムにおける分野 

 

 

 カリキュラムの各科目は、1 コマ 90 分×15 コマ＝22.5 時間を基本単位として構成した。

こうして開発したカリキュラムは、以下のようになる。 

 

 

【Society5.0 分野】 

科目名 
コマ数 

時間数 
概要 

Society5.0 概論 
15 コマ 

22.5 時間 

Society5.0 全般について学習する。また、

Society5.0 によって様々な分野がどのよ

うに変わっていくかについて、グループ

ワークを行う。 

戦略・マネジメント 
15 コマ 

22.5 時間 

Society5.0 に関わるシステムの導入を企

画・推進するために必要な知識について

学習する。 

産業システム 
15 コマ 

22.5 時間 

AI や IoTが活用される産業システムにつ

いて学習する。 

プラットフォーム 
15 コマ 

22.5 時間 

AI や IoTのプラットフォームをクラウド

に構築するために必要な知識について学

習する。 

デバイス 
15 コマ 

22.5 時間 

AI や IoT開発に関連する制御装置や電子

工学、センサ技術、スマートフォンについ

て学習する。 
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ネットワーク 
15 コマ 

22.5 時間 

AI や IoT開発に関連するネットワークに

ついて学習する。 

セキュリティ 
15 コマ 

22.5 時間 

AI や IoT開発に関連するセキュリティに

ついて学習する。 

データ分析 
15 コマ 

22.5 時間 

AI や IoT開発に関連するデータベースや

データサイエンスについて学習する。 

AI 
15 コマ 

22.5 時間 

AI や機械学習、深層学習について学習す

る。 

ビッグデータ 
15 コマ 

22.5 時間 

AI や IoTに関わるビッグデータ解析につ

いて学習する。 

統計 
15 コマ 

22.5 時間 

AI や IoTにおけるデータ分析の基礎とし

て必要な統計に関する知識について学習

する。 

関連法規 
15 コマ 

22.5 時間 

AI や IoTに関わる法律に関する知識につ

いて学習する。 

Society5.0 ケーススタディ 
15 コマ 

22.5 時間 

日々の報道等を基に AI や IoT に関わる

最新の事例を題材として、グループで課

題に取り組む。 

合計 
195 コマ 

292.5 時間 

 

 

【医療分野】 

科目名 
コマ数 

時間数 
概要 

医療基礎 
15 コマ 

22.5 時間 

健康の概念を明確に捉え、医療全般の基

礎知識を学習する。 

医療倫理 
15 コマ 

22.5 時間 

医療倫理に関する基礎知識を学習し、

チーム医療を支援する立場として医療現

場における倫理・法・社会・心理等の問題

に適切に対応する意識を持つ。 

社会保障制度と医療制度 
15 コマ 

22.5 時間 

医療や福祉における様々な制度や法律に

ついて学習する。 

医療管理 
15 コマ 

22.5 時間 

病院の機能、組織体制、危機管理について

学習する 

臨床医学 
15 コマ 

22.5 時間 

臓器別の臨床的な疾患と、その検査と治

療のアウトラインについて学習する。 

医薬品／臨床看護／先進医療 15 コマ 医薬品・臨床看護についての概要を学習
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22.5 時間 する。また、先進医療の事例を学習する。 

医療プロセス／治療・処置／医

学研究 

15 コマ 

22.5 時間 

診療における人・モノ・情報の流れについ

て学習する。 

／様々な治療と処置の分類と用語につい

て学習する。 

／医学研究の基礎知識や進め方について

学習する。 

検査と診断 
15 コマ 

22.5 時間 

病院で行われている臨床検査及び医療画

像診断の概要について学習する。 

医療記録 
30 コマ 

45 時間 

医療記録について記録・記載の目的や意

義について学習する。 

医学・医療統計／臨床データ

ベース 

15 コマ 

22.5 時間 

医学・医療に関する統計分析手法を学習

する。 

／医療における臨床データベースの収集

と分析について学習する。 

合計 
165 コマ 

247.5 時間 

 

 

【医療 IT 分野】 

科目名 
コマ数 

時間数 
概要 

医療 IT 基礎 
15 コマ 

22.5 時間 

医療 IT の基礎として、医療情報やそのシ

ステム化の概念、特性について学習する。 

医療 IT システム 
15 コマ 

22.5 時間 

医療 IT システムの機能要件を理解し、そ

の具体的な機能や典型的なシステム構成

について学習する。 

病院 IT システムの機能 
30 コマ 

45 時間 

医療 IT システムの具体的な機能や、典型

的なシステムの例について学習する。 

病院 IT システムの導入 
15 コマ 

22.5 時間 

病院ITシステムを適切に導入し運用する

ために必要な戦略的な内容を基に、シス

テムのライフサイクル・プロセスや導入

に関わる組織、組織間の調整等について

学習する。 

病院 IT システムの運用と評価 
30 コマ 

45 時間 

病院ITシステムを適切に運用するために

必要な各種業務について学習する。また、

導入された医療 ITシステムを適切に評価

し、改善するための手法について学習す



14 

 

る。 

医療情報の標準化 
15 コマ 

22.5 時間 

医療情報の標準化についての基礎知識を

学習する。 

医療 ITに関わる業務遂行能力／

医療 IT の未来 

15 コマ 

22.5 時間 

医療ITに必要な業務遂行能力について理

解を深める。 

／医療 IT 分野の動向や、我が国の医療・

医療ITに関する将来計画について学習す

る。 

医療 IT ケーススタディ 
30 コマ 

45 時間 

医療に AI や IoT を活用した事例を題材

に、グループワークによって最新技術や

活用方法について学習する。各ケースに

つき 2 コマを割り当てる。1 コマ目では

ケースの説明や課題の説明、課題のため

の情報収集等を行う。2 コマ目は、授業時

間外で取り組んできた課題の成果につい

て、グループ発表や全体討議等を行う。 

医療 IT PBL 
45 コマ 

67.5 時間 

仮想的な医療ITシステムの導入プロジェ

クトにチームで取り組み、医療 IT に関す

る実践力を身に付ける。 

合計 
210 コマ 

315 時間 
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1.1.2 コマシラバス概要 

 前項で報告したカリキュラムの各科目について、科目概要や授業計画、評価方法等を検討

してコマシラバスを開発した。コマシラバスの記載項目は、以下の通りである。 

 

項目 内容 

科目名 科目の内容を端的に表す名称 

コマ数 授業のコマ数を記載する。1 コマ＝1.5 時間で、週 1 コマ×15 週＝15 コマ

（22.5 時間）が、半期の標準的な授業時間となる。 

科目概要 学習内容や授業方法等を記載する 

履修条件 先に履修しておくべき科目等の条件があればここに記載する 

授業計画 各コマで学習する授業内容を記載する。なお、e ラーニングと対応するコマ

は、対応する e ラーニングの項目も記載する。 

使用教材 各科目で使用する教材や、参考となる資料等があれば記載する 

評価方法 成績評価の方法を記載する 

図表 6 コマシラバスの記載項目 

 

 このようにして開発したコマシラバスの一例を、以下に示す。 
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科目名 Society5.0 概論 コマ数 
15 コマ 

（22.5 時間） 

科目概要 
Society5.0 全般について学習する。また、Society5.0 によって様々な分野がどの

ように変わっていくかについて、グループワークを行う。 

履修条件 なし 

授業計画 

回 授業内容 eラーニング 

第 1 回 
ガイダンス 

・教育プログラム全体の説明 ・授業内容の説明 
 

第 2 回 
Society5.0 の概念 

・Society5.0 とは 
 

第 3 回 

Society5.0 で実現する社会 

・知識・技術の共有 ・少子化・高齢化への対応  

・情報格差・情報過多への対応 ・肉体労働への対応 など 

 

第 4 回 

サイバー空間とフィジカル空間 

・これまでの情報社会 

・Society5.0 におけるサイバー空間とフィジカル空間との融合 

 

第 5 回 
Society5.0 による課題解決 

・経済発展 ・社会的課題の解決 
 

第 6 回 
Society5.0 による新たな価値創造① 

・交通分野の事例 
 

第 7 回 
Society5.0 による新たな価値創造② 

・医療・介護の事例 
 

第 8 回 
Society5.0 による新たな価値創造③ 

・農業分野の事例 
 

第 9 回 
Society5.0 による新たな価値創造④ 

・食品分野の事例 
 

第 10 回 
Society5.0 による新たな価値創造⑤ 

・防災分野の事例 
 

第 11 回 
Society5.0 による新たな価値創造⑥ 

・防災分野の事例 
 

第 12 回 
Society5.0 による新たな価値創造⑦ 

・エネルギー分野の事例 
 

第 13 回 
Society5.0 による新たな価値創造 GW1 

・グループワーク ・グループ発表 ・質疑応答 
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第 14 回 
Society5.0 による新たな価値創造 GW2 

・グループワーク ・グループ発表 ・質疑応答 
 

第 15 回 
まとめ 

・本科目のまとめ ・Society5.0 で実現する人間中心の社会 
 

教科書 授業中に配布する 

評価方法 グループワーク、期末レポートによる 

図表 7 コマシラバスの一例（Society5.0 分野 「Society5.0 概論」） 

 

 

1.2 教材の概要 

 前節で述べたカリキュラムで使用する各種教材を開発した。具体的には、講義用教材、

ケーススタディ教材、PBL 教材、e ラーニング教材である。 

 

1.2.1 講義用教材 

 講師が講義で用いる教材である。今年度は、 

・Society5.0 分野の「データ分析」「AI」「ビッグデータ」 

・医療分野の「医療基礎」「医療倫理」「社会保障制度と医療制度」 

の各科目で使用する教材を開発した。いずれも、解説に使用する PowerPoont 形式の資料

とし、ノート部分に解説の参考になる情報や資料を記載して、講師が講義を組み立てやす

くなるような工夫を行った。 

 

 

1.2.2 ケーススタディ教材 

 医療 IT 分野にある科目「医療 IT ケーススタディ」で使用する教材を開発した。本教材

は、実際に活用されている医療 IT システムの事例を題材とした。システム構成や医療分

野における活用方法、活用のメリット等について、グループで情報収集や討議を行いなが

ら学習する形式としている。今年度は、「遠隔医療」「介護施設」「健康保険組合」を題材

とした教材を開発した。 

 

 

1.2.3 PBL教材 

 医療 IT 分野にある科目「医療 IT PBL」で使用する教材を開発した。本教材は、医療

IT システム導入を題材としたプロジェクト学習用の教材である。本 PBL 教材では、検討

を進めるための課題を設定し、それに沿って学習を進めるシナリオ型の PBL を想定して

いる。今年度は、医療 IT システムの企画・設計段階の部分を開発した。 
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1.2.4 eラーニング教材 

 本教育プログラムの基礎的な内容を学習する自己学習用教材である。開発した講義用教

材を基に講義映像を撮影し、e ラーニング化した。また、学習内容の定着を図るための確

認問題も作成して、e ラーニングに実装している。 

 

 

第 2 章 教材開発報告 

 前章で概要を述べた各教材について、より具体的に報告する。 

 

2.1 講義用教材 

 講義用教材は、Society5.0 分野の科目「データ分析」「AI」「ビッグデータ」の各科目で学

習する内容を中心に構成したものと、医療分野の科目「医療基礎」「医療倫理」「社会保障制

度と医療制度」の各科目で学習する内容を中心に構成したものとに分かれる。 

 

2.1.1 Society5.0 分野の講義用教材 

 Society5.0 分野の講義用教材では、心電図データ解析を題材として、データ分析、AI、

ビッグデータ等の基礎知識・スキルを学習することができる。実際、関連するハードウェア

やプログラミング等の基礎知識も学びながら、マイコンを用いた開発実習を通して最終的

に、AI を用いた心電図データ解析ができる知識やスキルを身に付けていく。 

 

 本教材は、以下の 9 部構成となっている。 

 

①なんでもつながる！！IoT 基礎講座【医療 AI 連携】 LED 

②なんでもつながる！！IoT 基礎講座【医療 AI 連携】 SW 

③なんでもつながる！！IoT 基礎講座【医療 AI 連携】 シリアル通信【送信】 

④なんでもつながる！！IoT 基礎講座【医療 AI 連携】 シリアル通信【受信】 

⑤なんでもつながる！！IoT 基礎講座【医療 AI 連携】 VR 

⑥なんでもつながる！！IoT 基礎講座【医療 AI 連携】 心電図データ取得 

⑦なんでもつながる！！IoT 基礎講座【医療 AI 連携】 心電図 

⑧なんでもつながる！！IoT 基礎講座【医療 AI 連携】 AI 解析環境 

⑨なんでもつながる！！IoT 基礎講座【医療 AI 連携】 心電図 AI 解析 

図表 8 Society5.0 分野の講義用教材の構成 

 

 また、各教材は、解説に使用する PowerPoint 形式の資料とした。ノート部分に解説の参

考になる情報や資料を記載して、講師が講義を組み立てやすくなるような工夫を行った。 
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図表 9 『なんでもつながる！！IoT 基礎講座【医療 AI 連携】 LED』のページ例 
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2.1.2 医療分野の講義用教材 

 医療分野の講義用教材では、「医療基礎」「医療倫理」「社会保障制度と医療制度」に関す

る基礎知識を学習する。本教育プログラムでの学習対象者は IT分野の学生や社会人であり、

医療分野の学習や従事経験があまり多くないことを考慮し、基本的な用語や概念もなるべ

く分かりやすく解説するよう心掛けている。 

 

 本教材は、以下の 12 部構成となっている。 

 

①はじめに 

②医療制度関係法規 1-1 

③医療制度関係法規 1-2 

④医療制度関係法規 1-3 

⑤医療制度関係法規 1-4 

⑥医療制度関係法規 1-5 

⑦医療制度関係法規 2-1 

⑧医療制度関係法規 2-2 

⑨健康指標と予防医学 

⑩地域連携救急医療 

⑪病院業務と病院管理 

⑫医の倫理 

図表 10 医療分野の講義用教材の構成 

 

 また、各教材は、解説に使用する PowerPoint 形式の資料とした。ノート部分に解説の参

考になる情報や資料を記載して、講師が講義を組み立てやすくなるような工夫を行った。 
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図表 11 『医療制度関係法規 1-1』のページ例 
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2.2 ケーススタディ教材 

 本教材は、医療 IT 分野の科目「医療 IT ケーススタディ」で使用する教材である。本科

目は、ケーススタディ（事例研究）による演習スタイルで実施する。ケーススタディは、具

体的なケース（事例）を取り上げ、問題点やその原因を分析したり、解決方法を構想したり

することを通して、問題発見・解決力や意思決定力、企画力などの向上を図ることを目的と

している。 

 

本教材のケーススタディでは、ケース「遠隔医療」「介護施設」「健康保険組合」を”題材”

として、ケースの中の問題点を分析し、その上で AI/IoT を活用した課題の具体的な解決策

を構想・立案する。 

 

こうした学習を通して、課題を見極める力と課題解決のための IT 化企画のスキル向上を

図る。 

 

 今年度開発したケーススタディ教材は、「遠隔医療」「介護施設」「健康保険組合」の 3 種

類である。いずれも、「演習用」「別紙①記入用フォーマット」「回答例」「指導用」から構成

されている。 

 

題材 資料 

遠隔医療 

介護施設 

健康保険組合 

演習用 

別紙①記入用フォーマット 

回答例 

指導用 

図表 12 ケーススタディ教材の構成 

 

 

2.2.1 想定する授業の流れ 

 本教材を用いたケーススタディは、以下のような流れで実施することを想定している。即

ち、はじめに講師からケーススタディの流れやケースについて説明するガイダンスを行う。

その後、ケースに関する課題に対して個人ワークで取り組む。さらに、グループディスカッ

ションを行い、グループとしての結論を導き出して発表用の資料を作成する。そして、グ

ループ発表と質疑応答を行い、最後に講師から講評を行う。 

 

 以下の授業の流れを示した図は「遠隔医療」の例であるが、他の題材も同様である。 
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図表 13 授業の流れ 

 

 

 以下、各資料について報告する。 

 

 

2.2.2 演習用 

 ケース及び課題を説明した資料である。講師がケースを説明した後、受講者が個人ワーク

及びグループワークに取り組む。個人ワークで調べたり考えたりした結果は、本資料に記入

するようになっている。 
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図表 14 「演習用」のページ例（ケースの説明） 

 

 

図表 15 「演習用」のページ例（個人ワーク） 



25 

 

 

 

図表 16 「演習用」のページ例（グループワーク） 
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2.2.3 別紙①記入用フォーマット 

 グループワークの課題に対応し、ディスカッションした結果を記入する資料である。 

 

 

図表 17 「別紙①記入用フォーマット」のページ例 

 

 

2.2.4 回答例 

 「演習用」及び「別紙①記入用フォーマット」の書式を用いて、回答例を記入したもので

ある。 
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図表 18 「回答例」のページ例（個人ワーク） 

 

 

図表 19 「回答例」のページ例（グループワーク） 
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2.2.5 指導用 

 授業を行う際に使用する講師用の資料である。「演習用」及び「別紙①記入用フォーマッ

ト」の書式を用いて、ノート部分に指導ポイントを記載し、授業を組み立てやすくしている。 

 

 

図表 20 「指導用」のページ例 
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2.3 PBL 教材 

 本教材は、医療 IT 分野の科目「医療 IT PBL」で使用する教材である。本科目は、医療

IT システムの導入を題材としたプロジェクト学習により、医療 IT に関する実践力を身に付

ける。 

 

 今年度は、企業に対して授業員のストレスチェックを行う医療 IT システムの導入を題材

とし、その企画・設計段階の部分を開発した。本 PBL 教材では、検討を進めるための課題

を設定し、それに沿って学習を進めるシナリオ型の PBL を想定している。グループで役割

分担を設定し、情報収集や討議によって課題を進め、最終的には医療 IT システムの企画提

案書を作成する。想定学習時間は、「医療 IB PBL」の 45 コマ（67.5 時間）のうち、20 コ

マ（30 時間）程度とした。 

 

 本教材は、「演習用」「別紙①状況分析シート」「別紙②対応策検討シート」「別紙③提案書

フォーマット」「回答例」「指導用」から構成される。 

 

資料 

演習用 

別紙①状況分析シート 

別紙②対応策検討シート 

別紙③提案書フォーマット 

回答例 

指導用 

図表 21 PBL 教材の構成 

 

 

2.3.1 想定する学習手順 

 本教材を用いた PBL では、以下のような手順による学習を想定している。即ち、はじめ

に講師から背景と状況の説明を行う。次に、提示された状況の分析を行う。さらに、課題に

対する対応策を検討して、医療 IT システムの導入プロジェクトの企画提案書を作成する。

最後に、企画提案書の発表と質疑応答等を行う。 
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図表 22 学習手順 

 

 

 以下、各資料について報告する。 

 

 

2.3.2 演習用 

 本 PBL 教材の中核となる資料である。講師が背景や状況を説明し、それを基に、受講者

がグループで各課題に取り組む。 
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図表 23 「演習用」のページ例（背景） 

 

 

図表 24 「演習用」のページ例（現状分析の課題） 



32 

 

 

2.3.3 別紙①状況分析シート 

 PBL の課題「状況分析」において、グループで討議した結果を記入するシートである。 

 

 

図表 25 「別紙①状況分析シート」 

 

 

2.3.4 別紙②対応検討シート 

 PBL の課題「対応検討」において、グループで討議した結果を記入するシートである。 
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図表 26 「別紙②対応検討シート」 

 

 

2.3.5 別紙③提案書フォーマット 

 PBL の最終成果物である企画提案書を記述するシートである。 
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図表 27 「別紙③提案書フォーマット」のページ例（表紙） 

 

 

図表 28 「別紙③提案書フォーマット」のページ例（概要） 
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図表 29 「別紙③提案書フォーマット」のページ例（具体的実施項目） 

 

 

図表 30 「別紙③提案書フォーマット」のページ例（システム構成図） 
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2.3.6 回答例 

 「別紙①」～「別紙③」の書式を用いて、回答例を記入したものである。 

 

 

図表 31 「回答例」のページ例（「別紙①状況分析シート」） 
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図表 32 「回答例」のページ例（「別紙③提案書フォーマット」の概要） 

 

 

図表 33 「回答例」のページ例（「別紙③提案書フォーマット」のシステム構成図） 
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2.4 eラーニング教材 

 本教材は、本教育プログラムの基礎的な内容を学習する自己学習用教材である。今年度は、

開発した講義用教材（Society5.0 分野、医療分野）を基に講義映像を撮影し、e ラーニング

化した。また、学習内容の定着を図るための確認問題を、各科目 10 問程度（合計 60 問程

度）作成して、e ラーニングに実装した。なお、本 e ラーニング教材は、PC だけでなくス

マートフォンでも利用が可能となっている。そのため、隙間時間を利用してより手軽に学習

でき、反復学習により基礎知識の定着を図ることができる。 

 

 

図表 34 e ラーニング教材 トップページ 

 

 

2.4.1 eラーニング教材の構成 

 本 e ラーニング教材は、「Society5.0 分野」9 項目、「医療分野」6 項目から構成されてい

る。各項目には講義映像が収録されている。また、知識の定着を図るための確認問題が、合
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計 60 問程度実装されている。 

 

分野 項目 

Society5.0 分野 LED 

SW 

シリアル通信【送信】 

シリアル通信【受信】 

VR 

心電図データ取得 

心電図 

AI 解析環境 

心電図 AI 解析 

医療分野 医療制度関係法規 1 

医療制度関係法規 2 

健康指標と予防医学 

地域連携救急医療 

病院業務と病院運営管理 

医の倫理 

図表 35 e ラーニング教材の構成 

 

 

2.4.2 eラーニング教材のイメージ 

 本 e ラーニング教材には、講義用教材を基にした講義映像が収録されている。そのため、

講義の予習・復習に適した内容となっており、基礎知識の定着に有効である。 

 

 以下、Society5.0 分野、及び医療分野の講義映像のイメージである。 
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図表 36 Society5.0 分野の講義映像のイメージ 

 

 

図表 37 医療分野の講義映像のイメージ 

 

  



41 

 

第 3部 実証講座実施報告 

 今年度までに開発した教育プログラムから一部を抽出し、実証講座を実施してその効果

を検証した。 

 

第 1 章 実証講座の概要 

 今年度実施した実証講座の概要を報告する。 

 

1.1 実証講座の目的 

 今年度までに開発した教育プログラムに対し、その教育効果を検証し、課題を抽出して改

善することを目的とした。また、本教育プログラムの周知・普及を目的として、本校だけで

なく、実施委員会参画校である富山情報ビジネス専門学校、河原電子ビジネス専門学校でも

実施した。なお、各校での実施内容や使用教材等は共通である。 

 

 

1.2 実証講座の実施 

 今年度は、開発した教育プログラムから 1 日 6 時間分を抽出し、各校で実施した。また、

実証講座用の実習用教材「心電図測定キット（ECG センサキット）」を開発し、電子回路の

配線や制御プログラムの開発等の実習を中心に取り組んだ。 

 

各校での実施内容は、以下の通りである。 

 

1.2.1 富山情報ビジネス専門学校での実施 

 学校法人浦山学園 富山情報ビジネス専門学校での実施内容は、以下の通りである。 
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講座実施日時 2019 年 12 月 18 日（水） 10:00～16:00 

実施会場 学校法人浦山学園 富山情報ビジネス専門学校 

出席人数 10 名 

講師氏名、所属 有限会社ワイズマン 代表取締役 

原田 賢一 講師 

使用教材 ・心電図測定キット 

・IoT 医療 AI 連携テキスト 

実施項目 ○実施委員長挨拶 

○講師挨拶 

○講座紹介 

○事前アンケート 

○教材キット説明 

○IoT マイコン入門編 

 ・心電図データ取得 

○AI 連携編 

 ・心電図 

 ・AI 解析環境 

 ・取得データ AI 解析 

○ディスカッション 

○確認テスト 

○事後アンケート 

図表 38 実証講座実施記録（富山情報ビジネス専門学校） 
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図表 39 実証講座の様子（富山情報ビジネス専門学校） 

 

 

 

図表 40 実証講座の様子（富山情報ビジネス専門学校） 
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図表 41 実証講座の様子（富山情報ビジネス専門学校） 

 

 

 

図表 42 実証講座の様子（富山情報ビジネス専門学校） 
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1.2.2 河原電子ビジネス専門学校での実施 

 学校法人河原学園 河原電子ビジネス専門学校での実施内容は、以下の通りである。 

 

講座実施日時 2020 年 1 月 23 日（木） 9:00～16:00 

実施会場 学校法人河原学園 河原電子ビジネス専門学校 

出席人数 12 名 

講師氏名、所属 有限会社ワイズマン 代表取締役 

原田 賢一 講師 

使用教材 ・心電図測定キット 

・IoT 医療 AI 連携テキスト 

実施項目 ○実施委員長挨拶 

○講師挨拶 

○講座紹介 

○事前アンケート 

○教材キット説明 

○IoT マイコン入門編 

 ・心電図データ取得 

○AI 連携編 

 ・心電図 

 ・AI 解析環境 

 ・取得データ AI 解析 

○ディスカッション 

○確認テスト 

○事後アンケート 

図表 43 実証講座実施記録（河原電子ビジネス専門学校） 
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図表 44 実証講座の様子（河原電子ビジネス専門学校） 

 

 

 

図表 45 実証講座の様子（河原電子ビジネス専門学校） 
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図表 46 実証講座の様子（河原電子ビジネス専門学校） 

 

 

 

図表 47 実証講座の様子（河原電子ビジネス専門学校） 
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1.2.3 船橋情報ビジネス専門学校での実施 

 学校法人三橋学園 船橋情報ビジネス専門学校での実施内容は、以下の通りである。 

 

講座実施日時 2020 年 2 月 19 日（水） 10:00～17:00 

実施会場 学校法人三橋学園 船橋情報ビジネス専門学校 

出席人数 11 名 

講師氏名、所属 有限会社ワイズマン 代表取締役 

原田 賢一 講師 

使用教材 ・心電図測定キット 

・IoT 医療 AI 連携テキスト 

実施項目 ○実施委員長挨拶 

○講師挨拶 

○講座紹介 

○事前アンケート 

○教材キット説明 

○IoT マイコン入門編 

 ・心電図データ取得 

○AI 連携編 

 ・心電図 

 ・AI 解析環境 

 ・取得データ AI 解析 

○ディスカッション 

○確認テスト 

○事後アンケート 

図表 48 実証講座実施記録（船橋情報ビジネス専門学校） 
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図表 49 実証講座の様子（船橋情報ビジネス専門学校） 

 

 

 

図表 50 実証講座の様子（船橋情報ビジネス専門学校） 
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第 2 章 実証講座の評価 

 本実証講座では、受講者に対して、講座の実施前後におけるアンケート、講座内のディス

カッション、講座後の確認テストを実施した。また、オブザーバーへのアンケート、及び講

師による評価も行った。 

 

2.1 講座前後の受講者アンケート 

 受講者に対して講座実施前後にアンケートを行い、意識や学習意欲の変化について評価

した。 

 

 

2.1.1 実施前のアンケート 

 講座実施前のアンケートでは、受講者の職業や、最新技術についての関心、IT の医療分

野への活用についての関心等を質問した。 

 

2.1.1.1 職業 

 

 

図表 51 受講者の職業 

 

 受講者 33 名の職業は、「学生」が 23 名とその中心となった。社会人では、「ソフトウェ

ア開発」が 7 名、「システム運用・保守」が 2 名、「IT 教育事業」が 1 名であった。 
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2.1.1.2 最新技術についての関心 

 

 

図表 52 最新技術についての関心 

 

 AI や IoT のような最新技術についての関心では、「非常にあり」「あり」「ややあり」の合

計が 87.9%に達し、関心を持っている受講者が大半を占めた。 
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2.1.1.3 ITの医療分野への活用についての関心 

 

 

図表 53 IT の医療分野への活用についての関心 

 

 IT の医療分野への活用についての関心では、「非常にあり」「ややあり」「あり」の合計が

69.7%であり、多くの受講生が関心を持っていることが分かった。 

 

 

  



53 

 

2.1.1.4 AIに関する研修や講座について 

 

 

図表 54 AI に関する研修や講座について 

 

 AI に関する研修や講座の受講意向では、「非常に受講したい」「受講したい」「やや受講し

たい」の合計が 87.9%に達した。受講意向は高いことが分かった。 
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2.1.1.5 IoTに関する研修や講座について 

 

 

図表 55 IoT に関する研修や講座について 

 

 IoT に関する研修や講座の受講意向では、「非常に受講したい」「受講したい」「やや受講

したい」の合計が 84.8%だった。こちらの受講意向は高いことが分かった。 
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2.1.1.6 医療 ITに関する研修や講座について 

 

 

図表 56 医療 IT に関する研修や講座について 

 

 医療 IT に関する研修や講座の受講意向では、「受講したい」「やや受講したい」の合計が

69.7%であった。受講意向は高いが、AI や IoT の研修や講座に比べると、やや低いことが

分かった。 

 

 

2.1.1.7 AIや IoTを活用して構築したいシステムやサービス 

 AI や IoT を活用して構築したいシステムやサービスにどのようなものがあるか、自由記

述で質問した。以下のような回答が得られた。 

 

・AI による画像認識 

・データ分析 

・アタッシュケースの中に IoT ミニ工場を構築したい 

・アラートと通知を行ってくれるような IoT のシステムを構築 

・業務を補佐するサービス等 

・地図アプリの道案内 

・入室管理・統計システム 

・養殖関連 
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2.1.2 実施後のアンケート 

 講座実施後のアンケートでは、講座の難易度、実施時間、満足度を質問した。さらに、講

座前後における意識の変化を調べるため、実施前アンケートと同じ最新技術についての関

心、IT の医療分野への活用についての関心等も質問した。 

 

2.1.2.1 講座の難易度について 

 

 

図表 57 講座の難易度について 

 

 講座の難易度については、「非常に難しい」「難しい」「やや難しい」の合計が 69.7%に上っ

た。今回の内容は、難しめであったと考えられる。 
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2.1.2.2 講座の実施時間について 

 

 

図表 58 講座の実施時間について 

 

 講座の実施時間については、約半数が「普通」と回答している。時間については、妥当で

あったと考えられる。 
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2.1.2.3 講座の満足度について 

 

 

図表 59 講座の満足度について 

 

 講座の満足度については、「非常に満足」「満足」「やや満足」の合計が 72.7%に達した。

満足度は高い講座であったことがうかがえる。 
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2.1.2.4 最新技術についての関心 

 

 

図表 60 最新技術についての関心 

 

 AI や IoT のような最新技術についての関心では、「非常にあり」「あり」「ややあり」の合

計が 97.0%に達した。実施前から関心は高かったが、実施後は更に高まった。 
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2.1.2.5 ITの医療分野への活用についての関心 

 

 

図表 61 IT の医療分野への活用についての関心 

 

 IT の医療分野への活用についての関心では、「非常にあり」「ややあり」「あり」の合計が

69.7%であり、実施前と同じであった。しかし、実施前は「あり」が 27.3%だったのが、実

施後は 30.3%と僅かに上昇している。 
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2.1.2.6 AIに関する研修や講座について 

 

 

図表 62 AI に関する研修や講座について 

 

 AI に関する研修や講座の受講意向では、「非常に受講したい」「受講したい」「やや受講し

たい」の合計が 94.0%に達した。実施前より更に受講意向が高まっている。 

 

 

  



62 

 

2.1.2.7 IoTに関する研修や講座について 

 

 

図表 63 IoT に関する研修や講座について 

 

 IoT に関する研修や講座の受講意向では、「非常に受講したい」「受講したい」「やや受講

したい」の合計が 97.0%だった。こちらの受講意向も、実施前より更に高まっている。 
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2.1.2.8 医療 ITに関する研修や講座について 

 

 

図表 64 医療 IT に関する研修や講座について 

 

 医療 IT に関する研修や講座の受講意向では、「非常に受講したい」「受講したい」「やや受

講したい」の合計が 72.8%であった。実施前より若干高まっている。 

 

 

2.1.2.9 AIや IoTを活用して構築したいシステムやサービス 

 AI や IoT を活用して構築したいシステムやサービスにどのようなものがあるか、自由記

述で質問した。以下のような回答が得られた。 

 

・データ分析 

・アタッシュケースに詰めたミニ IoT 工場 

・IoT でアラート機能を実装(呼び出し、故障検知など 

・養殖、農業など 

・バイタルデータから対象の人の健康具合をリアルタイムに把握できる様なシステム 

・モチベーション診断ツール 

・社内の備品管理をセンサーで楽にしたい 

・人の力では判断の難しいものを判断するシステム 

・体調管理システム 
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・投信リスク等 

・今のところなし 

 

 実施前に比べて、回答が増えている。医療 IT に関わる内容の回答もあった。 

 

 

2.2 講座内のディスカッションによる評価 

 実証講座で学習したことをグループで振り返り、医療・AI 分野でどのような応用が可能

かを話し合い、その成果を提出していただいた。その結果、以下のような意見が寄せられた。 

 

○医療 IT の可能性に関する内容 

・体温などの測定をセンサで取得し Wifi/Bluetooth でサーバ等で管理できる 

・医療で使用するためのデータの解析時間の短縮 

・医療で使用するために取得した大量のデータを、AI を用いることで、作業時間の短縮が

できる。 

・処方箋の誤交付防止。脳波を自宅で管理。 

・処方箋の誤交付防止（AI で過去の処方事例と比較して誤りがないかを検出する等） 

・普段の体調を記録しておき、感染症にかかった際の身体異常の判定を AI で行う 

・糖尿病患者の血糖値コントロール 

・心電図から、健康な体であるかの診断 

・スマホアプリなどと組み合わせてリアルタイムで体調を管理するシステムなど作れそう 

・心電図検査に応用し、その結果から現在の体調などのデータを導き出す 

・人の目では判断の難しい事例を行う時の手助け 

・人では気づけない身体の異常を AI で発見できるかもしれない 

・病の症状を初期状態で発見などができる気がする 

・健康な状態との比較 

・様々な人の心電図を比較して不正動脈の差異に規則があるか調査することができるので

はないか。 

・IoT を利用することで場所を気にすることなく心電図等を計測できることを学んだ。波形

を数値化して計測して近似値を求める近傍法について知ることができた。今後の医療 AI

分野では自宅にいながら体全体の状態を計測して自宅で診察を受けることができると

思った。 

・心電図が Excel 等で可視化できることで誰でも簡単に見ることが出来る 

・一日中健康状態を確認できる 

・医者のような診察をより速く行える。 

・AI によるデータ化された施術 
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・遠隔地の人々のヘルスケア等 

・AI に手術を任せる 

・センサーから取得したアナログデータを数値化する手法を学んだが、これは様々な検査を

実施する医療情報をコンピュータに取り込む処理で利用されている。より高精度のデー

タを取得する為にどのような観点が必要かについても学ぶことができた。 

・Excel で心電図を見る 

・話がまとまらなかったのでなんとも言えませんが、個人的にはデータ収集した後の解析な

どは製造などでも応用できそうだと感じました。 

 

○講座に対する不満 

・講座の時間が短く、駆け足だった。 

・時間が限られているのはわかるが、飛ばず部分と説明する部分の配分が違うのではないか

と思った 

・AI 部分の研修時間が少なく、実現方法が深く知ることができなかった。 

 

○講座の感想 

・学校で今習っているようなことに似ているようだけど要所要所がそれとは違っていてい

た印象を受けました。 

・初めて知ったことがたくさんありとても勉強になった 

 

○その他 

・これから学んで考えたいと思います。 

・わかりません 

 

 医療 IT の可能性に関する内容が多く寄せられた。一部、講座の時間配分や進むペースに

対する不満も上がった。 

 

 

2.3 講座後の確認テストによる評価 

 実証講座で学習した内容から、正誤問題形式で 10 問を確認テストとして出題し、その結

果を集計した。各問題の正答率は、以下の通りであった。 
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No. 問題 正解 正答率 

1 心電図データ取得のために A/D 変換を使った。 ○ 100.0% 

2 シリアル通信は、マイコンと PC 間だけで可能である × 72.7% 

3 双方向シリアル通信は不可能である。 × 90.9% 

4 心電図波形は Excel でも観察できる。 ○ 97.0% 

5 PQRST は、心電図上のピークの名称である。 ○ 51.5% 

6 心臓の心室・心房では、心房が下部に位置している。 × 66.7% 

7 心房と心室は収縮のタイミングが異なる。 ○ 97.0% 

8 ユークリッド距離は 2 点間を結ぶ直線の長さである。 ○ 84.8% 

9 近傍法では、お手本との距離でテストデータを評価する。 ○ 90.9% 

10 近傍法は、分類問題には応用できない。 × 78.8% 

全体   83.0% 

図表 65 確認テストの問題と正答率 

 

 全体の正答率が 83.0%に達していることから、基礎的な内容は十分理解したと考えられ

る。 

 

 

2.4 オブザーバーへのアンケートによる評価 

 本実証講座では、受講者の他に、実施委員や会場校の教員など、各会場合計 16 名のオブ

ザーバーにもご観覧いただき、アンケートによる評価を行った。本アンケートでは、授業の

難易度、実施時間、内容、使用教材、授業方法について質問した。 
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2.4.1 授業の難易度について 

 

 

図表 66 授業の難易度について 

 

 授業の難易度については、「やや難しい」という回答が 62.5%と最も多かった。受講者か

らも難しいという意見が多かったが、オブザーバーにも難しく感じられたようである。 
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2.4.2 実施時間について 

 

 

図表 67 実施時間について 

 

 実施時間については、「短い」「やや短い」の合計が半数に上った。オブザーバーの評価で

は、もう少し時間が必要だったと考えられる。 
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2.4.3 授業内容について 

 

 

図表 68 授業内容について 

 

 授業内容については、「妥当である」という回答が半数を上回ったが、「改善の余地あり」

という回答も 4 割を超えている。なお、以下のようなコメントも寄せられた。 

 

○良かった点 

・組込み関連、python を用いた波形の表示を説明していた。受講者にイメージを持たせる

には浅く広く学ぶことができる内容であった。 

・受講者も集中力を持って受講できている。 

・もっと詳しく勉強したくなりました。 

・レクチャーと演習の関係性が良い。 

・IT の知識だけではなく、その技術を使うための事前知識（今回ならば心臓の動き）をしっ

かりと講義していただけた点が、その後の授業に・役立ち大変ありがたかったです。 

 

○内容に関する改善点 

・マイコンについてが省かれていたので、勿体なかった 

・IoT なのか AI なのか、もっとハードよりの事をやりたかったのか分からなかった。 

・IoT では通信部分が重要なので、Wifi/Bluetooth についての授業があればよかった。 

・AI の時間を増やしてほしい 
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○授業時間に関する改善点 

・内容はすごくおもしろかったので、コマ数を引き延ばしてじっくり行えばより良くなると

感じました。 

・前半と比べて、後半が駆け足(進みが早すぎる)で説明されていた。 

・実証講座の範囲では、AI や IoT 機材に関する説明時間が少なく感じました。 

 

○その他 

・可能であれば、IoT のほうの講義から順番に受けてみたかった。 

 

 評価する意見も多かったが、内容及び授業時間に関して改善点を指摘する意見も上げら

れた。 

 

 

2.4.4 使用教材について 

 

 

図表 69 使用教材について 

 

 使用教材については、「妥当である」という回答が大半を占めた。また、以下のようなコ

メントが寄せられた。 
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○良かった点 

・理解しやすいものになっていると思う。 

・特殊な環境でなくても構築・実行できるので、応用がききやすいと思った。 

・通常の学生生活では触れることがない教材のため、特別な授業として学生たちが取り組め

たと思います。 

・丁寧な説明となっており、受講者が理解していくことができる教材である。誤字が少しあ

ることが気になった。 

・医療 IoT＆AI としては基本的な教材でよかったように思う 

・とても参考になりました。 

・ソースコードを見ることができてとても分かりやすかったです。 

・シンプルに見やすく、振り返りも行いやすい教材だと思う。 

・Wifi/Bluetooth を搭載しているマイコンを使用しているので IoT を学習する上で必要な

機能があった。 

 

○改善点 

・教材だけを見て進められる情報が欲しい。 

・急いで説明しなければならないように見えた。 

・マイコンよりも、もっとパッケージ化した物の方が良いと思った。 

 

○その他 

・心電図がうまく取れなかった。使い方が悪かったのか。 

・ブレッドボードの扱いに慣れていない方がいたため、可能であれば正しく配線されている

か確認する時間があると良いと思います。 

 

 教材について評価する意見が多かったが、改善点もあった。 
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2.4.5 授業方法について 

 

 

図表 70 授業方法について 

 

 授業方法については、「妥当である」という回答が 75.0%であった。また、以下のような

コメントが寄せられた。 

 

○良かった点 

・実習形式で気になるところを確認しながら学ぶのは良いと思う。 

・実習を交えながらの講義でなんとかついて行くことができました。ありがとうございまし

た。 

・実際に数値を取り分析していったので大変楽しかった 

・実際にソースコードを書く演習を受講してみたいと思いました。大変勉強になりました。

貴重なお時間をありがとうございました。 

・自分の心電図データを整理・分析し、AI へ結びつけていくことは関心がもてて面白いと

思いました。 

・学生たちが自らの手でマイコンを作成していく点が、学生たちの興味をひきつけ、良かっ

たと感じました。 

・スライドで学習し実機で確認することで理解が深まった。 
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○改善点 

・流れもよく理解しやすい。対象者によっては、事前のレクチャーが必要になる場合もある

のではないかと感じた。 

・受講者により作業時間が異なる。作業が遅れた受講者が説明を聞けなくなる悪循環になっ

ていた。受講者全員の作業ができてから次の説明に移るといいように感じた。 

・実習問題を取り入れて頂けたら、さらに身に染みて理解しやすいと思う。 

・時間が短く省略する箇所が多かった。 

・講師の理解度が大きく授業の成果に影響されてしまうと感じました。 

 

○その他 

・通常授業のように１年通して行うことができれば、多くの学生が満足するのではないかと

思いました。 

 

 実習形式での授業を評価する意見も多かったが、実証講座という短い時間での実施の難

しさを指摘する意見もあった。 

 

 

2.5 講師による評価 

 実証講座を実施した講師により、会場ごとに評価を実施した。ここで用いた評価基準は、

以下の通りである。 
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１．Python を使った基本的な処理ができる 

 

２．Arduino、Paspbeerry Pi、マイコンボードの機能や特徴を説明できる 

 

３．A/D 変換、抵抗、LED について、原理や活用方法を説明できる 

 

４．エッジコンピューティングについて概略を説明できる 

 

５．データサイエンスにおけるデータの入手方法について説明できる 

 

６．Excel による基本的なデータ分析ができる 

 

７．Python による基本的なデータ分析ができる 

 

８．与えられたデータを元に適切なグラフを作成できる 

 

９．与えられたデータから時系列グラフを作成し、移動平均を求めることができる 

図表 71 実証講座用評価基準 

 

 この評価基準による講師の評価を、会場ごとに報告する。 

 

2.5.1 富山情報ビジネス専門学校での実施結果の評価 

 

 １．Python を使った基本的な処理ができる 

    →実証講座の中で解説していない。 

 

 ２．Arduino、Paspbeerry Pi、マイコンボードの機能や特徴を説明できる 

    →Arduino およびマイコンボードについてはおおむね説明できる。 

     Raspbeerry Pi に触れて解説する時間が取れなかった。 

 

 ３．A/D 変換、抵抗、LED について、原理や活用方法を説明できる 

    →講座中に多くの時間を割いて解説したので、その後の実習結果からも、 

説明できる程度の理解が得られていることが分かる。 
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 ４．エッジコンピューティングについて概略を説明できる 

    →解説中にこのワードを入れて説明した。 

     既に座学で理解している様子がうかがえた。 

 

 ５．データサイエンスにおけるデータの入手方法について説明できる 

    →具体的に MIT からで公開されているデータ入手先について説明をした。 

 

 ６．Excel による基本的なデータ分析ができる 

    →簡易心電図ツールも含め、Excel による簡易分析は受講者全員が可能。 

 

 ７．Python による基本的なデータ分析ができる 

    →Google 環境において、入門的解析はできる。 

     お手本となるソースコードを提供して、GoogleCorabolatory 上で解析ができる。 

 

 ８．与えられたデータを元に適切なグラフを作成できる 

    →問題ない。 

 

 ９．与えられたデータから時系列グラフを作成し、移動平均を求めることができる 

    →時系列グラフは、ほぼ全員が出来ている。 

     移動平均については、確認する時間が取れなかった。 

 

コメント： 

 全体として、AI 手法についての解説では、使い方のみの解説であれば短時間で理解でき

ている。AI で実際にデータがどの様に処理されているかについて解説しようとすると、長

時間かかる。専門学校生・社会人共に AI の中身を理解するのは、時間が掛かるようだ。 

 IoT については、社会人は時間内の理解が得られている。専門学校生は、在席している

コースによって、bit でデータを表現したり、マイコンのレジスタを操作したりすることに

経験がないため、IoT の基礎を事前学習することが望ましいかもしれない。 

 

 

2.5.2 河原電子ビジネス専門学校での実施結果の評価 

 

 １．Python を使った基本的な処理ができる 

    →Python の入門編を google colaboratory 環境で学習した。 

     全ソースコードについて解説を行い、実際にプログラムを動かしている。 
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 ２．Arduino、Paspberry Pi、マイコンボードの機能や特徴を説明できる 

    →Arduino およびマイコンボードについてはおおむね説明できる。 

     Raspbeerry Pi に触れて解説する時間が取れなかった。 

 

 ３．A/D 変換、抵抗、LED について、原理や活用方法を説明できる 

    →講座中に充てた時間は長くはなかったが、その後の実習結果からは、容易に 

理解できた様子がうかがえた。 

     全体にスムースに進んだので、時間に余裕ができて、講座の最後に、基本的事項 

の実習ができた。 

     この部分の実習で、マイコン、IoT に興味を示した学生が増えたことがアンケー 

トで分かった。 

 

 ４．エッジコンピューティングについて概略を説明できる 

    →解説中にこのワードを入れて説明した。 

 

 ５．データサイエンスにおけるデータの入手方法について説明できる 

    →具体的に MIT からで公開されているデータ入手先について説明をし、この実証 

講座後にさらに前進するための教材紹介もした。 

 

 ６．Excel による基本的なデータ分析ができる 

    →簡易心電図ツールも含め、Excel による簡易分析は受講者全員が可能。 

 

 ７．Python による基本的なデータ分析ができる 

    →Google 環境において、入門的解析はできる。 

     お手本となるソースコードを提供して、GoogleCorabolatory 上で解析ができる。 

 

 ８．与えられたデータを元に適切なグラフを作成できる 

    →問題ない。 

 

 ９．与えられたデータから時系列グラフを作成し、移動平均を求めることができる 

    →時系列グラフは全員が出来ている。 

 

コメント： 

 今回の実証講座では、マイコン基礎部分の解説は後回しにして、心電図取得から入った。

AI 手法によるデータ解析については、前回の反省を踏まえて、十分な時間を当てて丁寧な

解説を行ったので、AI の Pyhton パッケージでは、数行のコードの中身が、具体的にどの
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ようなデータ処理を行っているかは、全員が理解した。特に、学習データとテストデータの

比較の仕方について、よく理解できている。 

 マイコンによる心電図データ取得では、準備したセンサーパッドの接続部分の形状が、セ

ンサー付属の端子とサイズが異なってしまったが、データ取得の実際は、体験できた。また、

事前準備で取得しておいた心電図データが活用できて、解析自体はスムースに進んだ。 

 講座展開の順番を考えたことは、短い時間の講座を効率的に進行することに役立ち、結果

的に成功した。 

 

 

2.5.3 船橋情報ビジネス専門学校での実施結果の評価 

 

 １．Python を使った基本的な処理ができる 

    → Python の入門編を google colaboratory 環境で学習した。 

     全ソースコードについて解説を行い、実際にプログラムを動かした。 

 

 ２．Arduino、Paspberry Pi、マイコンボードの機能や特徴を説明できる 

    →WiFi 機能マイコンボードについてはおおむね説明できる。 

     Raspbeerry Pi に触れて解説する時間が取れなかった。 

 

 ３．A/D 変換、抵抗、LED について、原理や活用方法を説明できる 

    →講座では時間の関係で A/D 変換を集中的に実習した。 

     この部分の実習が、新鮮と感じたという感想があり、ビジネス系の IT を学習 

している学生にも、回路作成などの経験が、今後の学習意欲向上に寄与できるも 

のと確信した。 

 

 ４．エッジコンピューティングについて概略を説明できる 

    →解説中にこのワードを入れて説明した。 

 

 ５．データサイエンスにおけるデータの入手方法について説明できる 

    →具体的に MIT からで公開されているデータ入手先について説明をし、この実証 

講座後にさらに前進するための教材紹介もした。 

 

 ６．Excel による基本的なデータ分析ができる 

    →簡易心電図ツールも含め、Excel による簡易分析は受講者全員が可能。 

     ※PC 環境の要因で、1 名のみ動作しない PC があったが、隣席の学生と共有で 

簡易ツールの動作が確認できた。 
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 ７．Python による基本的なデータ分析ができる 

    →Google 環境において、入門的解析はできる。 

     お手本となるソースコードを提供して、GoogleCorabolatory 上で解析ができる。 

     あらかじめ、ジュピターノードブックで提供した入門用 Python コードを順に 

実行することにより、基本的な部分はすべて実習した。 

     AI の解析手法に必要な【リスト】と【スライス】については少し長めに解説を 

行った。 

 

 ８．与えられたデータを元に適切なグラフを作成できる 

    →問題ない。グラフ化については、基本的なソースコードを示すことで、ある程度 

自在にデータ可視化できる。 

 

 ９．与えられたデータから時系列グラフを作成し、移動平均を求めることができる 

    →時系列グラフは全員が出来ている。 

 

コメント： 

 今回の実証講座では、マイコン基礎部分を省いて、心電図取得から入った。AI 手法によ

るデータ解析については、十分な時間を当てて丁寧な解説を行ったので、AI の Pyhton パッ

ケージでは、数行のコードの中身が、具体的にどのようなデータ処理を行っているかは、全

員が理解した。 

 特に、今回利用した最近傍法について、実際の処理が何をどう行っているのかを詳細まで

理解している。難しいイメージのあるベクトルについても、よく理解している。 

 AI の手法やマイコン、センサ等のデータシート等、英文の情報が多いが、必要な部分は

原文を示し、概略を和訳して説明したことで、内容の理解が進んだ。IoT では各種デバイス

のデータシートを読むことが必須なので、この機会に英語文献へのチャレンジとしてスラ

イドを掲げ、コツコツと学習するよう話したが、最後に【Python と英語はやる価値がある】

と感想を話した学生がおり、講座の効果があったと感じた。 

 反省点として、一番厄介で分かりにくい AI 手法の説明が、昼食直後から始める時間配分

となってしまったのは、眠気を大いに誘う原因となったと思うが、解説が AI 手法の核心部

に及ぶと、全員ばっちりと注目して、説明を聞いている姿は、学習意欲の旺盛さを感じた。 
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第 3 章 まとめ 

 今年度までに開発した教育プログラムから、1 日 6 時間分の内容を抽出し、本校、及び富

山情報ビジネス専門学校、河原電子ビジネス専門学校にて実証講座を実施した。 

 

 実施前後の受講者アンケートの結果を比較すると、「AI や IoT のような最新技術につい

ての関心」「「IT の医療分野への活用についての関心」は、実施前から関心は高かったが、

実施後はさらに高まっている。また、「AI に関する研修や講座」「IoT に関する研修や講座」

「医療 IT に関する研修や講座」の受講意向も、実施後は少し高まった。さらに、「AI や IoT

を活用して構築したいシステムやサービス」に記述された回答も、実施後は数が増えた。6

時間という短い時間で、これだけ、AI や IoT、医療 IT への関心が高まったのは、大きな成

果である。 

 

 一方、難易度については、受講者からもオブザーバーからも、「難しい」という意見が多

かった。この点は、講師自身の評価でも指摘されていたように、実施時間の短さによって解

説が十分でなかったり、駆け足になってしまったりした部分があったことも、影響している

ことが考えられる。短い時間で一つの講座を構築し、実施することの難しさを改めて感じさ

せる結果となった。 

 

 但し、受講者の満足度は高く、オブザーバーからも内容や教材について一定の評価が得ら

れたことから、十分な教育効果が認められると考えられる。 

 

 次年度は引き続き、教材の開発及び改善を進め、より完成度の高い教育プログラムの開発

を目指す。また、実証講座についても、実施委員会参画機関や関係者等の協力を得ながら、

教育プログラムの検証。評価のためだけでなく、一つの講座としてより完成度の高いものを

構築し、実施していくよう努める。 
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第 4部 次年度への展開検討 

第 1 章 今年度の事業成果 

 今年度は、3 年間の事業期間における 2 年目として、教材の開発を行い、教育プログラム

の検証を行うための実証講座を実施した。 

 

1.1 教材開発の概要 

 

○講義用教材 

 Society5.0 分野及び医療分野の講義用教材を開発した。 

 

(1)Society5.0 分野の教材 

 Society5.0 分野にある「データ分析」「AI」「ビッグデータ」の各科目を中心に、講義用教

材を開発した。教材は、解説に使用する PowerPoint 形式の資料とし、ノート部分に解説の

参考になる情報や資料を記載して、講師が講義を組み立てやすくなるような工夫を行った。

また、心電図測定用の ECG センサキットも作成し、実証講座で使用した。 

 

(2)医療分野 

 医療分野にある「医療基礎」「医療倫理」「社会保障制度と医療制度」の各科目を中心に、

講義用教材を開発した。教材は、解説に使用する PowerPoint 形式の資料とし、ノート部分

に解説の参考になる情報や資料を記載して、講師が講義を組み立てやすくなるような工夫

を行った。 

 

○ケーススタディ教材 

 医療 IT 分野にある「医療 IT ケーススタディ」の科目で使用する、医療 IT の事例を学習

する教材を開発した。実際に活用されている医療 IT システムの事例を題材とし、システム

構成や医療分野における活用方法、活用のメリット等について、グループで情報収集や討議

を行いながら学習する形式とした。 

 

○PBL 教材 

 医療 IT システム導入を題材としたプロジェクト学習用教材。今年度は、医療 IT システ

ムの企画・設計段階の部分を開発した。本 PBL 教材では、検討を進めるための課題を設定

し、それに沿って学習を進めるシナリオ型の PBL を想定している。グループで役割分担を

設定し、情報収集や討議によって課題を進め、最終的には医療 IT システムの導入プロジェ

クトの企画提案書を作成する。 
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○e ラーニング教材 

 本教育プログラムの基礎的な内容を学習する自己学習用教材として、e ラーニング教材を

開発した。講義用教材を基に講義映像を撮影し、確認問題とともに実装した。 

 

 

1.2 実証講座の概要 

 開発した教育プログラムから、1 日 6 時間分の内容を抽出して実証講座を構築し、本校及

び、富山情報ビジネス専門学校、河原電子ビジネス専門学校の各校で実施した。その結果、

AI や IoT、医療 IT といった分野への関心が高まり、一定の教育効果が認められた。 

 

 

第 2 章 次年度以降への展開 

本章では、2020 年度以降の事業計画の概略を述べる。 

 

2.1 2020 年度事業計画 

2020 年度は、2019 年度に引き続き各教材の開発と改良を行う。実証講座にてそれを評価

し、教育プログラムの検証と 3 年間の成果のとりまとめを行う。 

 

○講義用教材開発 

2019 年度の開発に引き続き、医療 IT 分野の科目で使用する講義用教材を開発する。2019

年度実証講座の結果を受けて、必要に応じて、2019 年度開発分の改良も行う。 

 

○ケーススタディ教材開発 

Society5.0 分野にある「Society5.0 ケーススタディ」の科目で使用する、AI や IoT の最

新事例を学習する教材を開発する。2019 年度実証講座の結果を受けて、必要に応じて、2019

年度開発分の改良も行う。 

 

○PBL 教材開発 

2019 年度の開発に引き続き、医療 IT システムの開発・運用段階の部分を開発する。ま

た、2019 年度実証講座の結果を受けて、必要に応じて、2019 年度開発分の改良も行う。 

 

○e ラーニング教材開発 

Society5.0 分野の学習内容の基礎的な内容を学習する自己学習用教材を開発する。また、

2019 年度実証講座の結果を受けて、必要に応じて、2019 年度開発分の改良も行う。 
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○実証講座 

医療 IT システムの開発・運用段階を題材とした 20 時間程度の実施用カリキュラムを抽出

して構成し、千葉県、富山県、愛媛県の専門学校生を対象に実施し、その結果を教育プログ

ラムの改善に活用する。 

 

 

2.2 2021 年度の方針 

実施委員会を中心として、専門学校、大学、医療機関、IT 企業、行政機関等から成る、

医療 IT 人材の育成について議論する協議会を設立し、開発した教育プログラムの改善や普

及の準備を始める。また、開発した教育プログラムの一部を抽出し、IT 開発系の社会人を

対象に医療 IT 開発を題材とした短期講座（60 時間程度を想定）を千葉県において実施す

る。専門学校生向けには、千葉県、富山県、愛媛県の専門学校において、IT 系学科の授業

に、開発した教育プログラムの一部を取り込んで実施する。どちらの実施結果も、教育プロ

グラムの改良に活用する。 

 

2.3 2022、2023 年度の方針 

 2021 年度に設立した協議会が中心となり、千葉県において医療 IT 人材を育成する専門

学校の 1 年制研究科、または 3 年制学科の設置準備に取りかかる。具体的には、社会人向

けの短期講座や、各地域で実施している専門学校生向けの講座の実施結果を受け、教育プロ

グラムの改良や新たな教材の開発、教員の育成等を行う。 

 

社会人向け短期講座や専門学校生向けの講座は引き続き実施していくが、さらに、IT 系

専門学校や大学を対象に、教育プログラムの紹介や導入支援等を実施していく。教育プログ

ラムの一部のみの導入も含め、全体で 5～6 校程度の導入を目指す。 
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付録 
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講義用教材 （Society5.0 分野）
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よ
う

※
時
系
列
デ
ー
タ
分
析

✅
時
系
列
デ
ー
タ
分
析
は
、自
動
機
械
の

保
守
時
期
予
測
な
ど
に
も
応
用
で
き
る

目
的

1

心
電
図
解
析

医
療

AI
Io

T

こ
の
講
座
は
、

Io
T技
術
者
（
初
学
者
）
に
医
療

AI
を
学
ん
で
い
た
だ
く
際
の
、
導
入
・
橋
渡
し
の
役
割
を
目
的
と
し
て
い
ま

す
。
で
す
か
ら
全
般
に
平
易
な
内
容
で
、
マ
イ
コ
ン
に
不
慣
れ
な
方
で
も
、
容
易
に

AI
の
一
手
法
を
用
い
た
解
析
ま
で
行
う

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

Io
Tで
は
色
々
な
セ
ン
サ
を
用
い
ま
す
が
、
そ
の
利
用
例
と
し
て
人
体
表
面
か
ら
心
臓
が
発
す
る
電
気
信
号
を
（
電
圧
変

化
）
捕
捉
し
て
可
視
化
し
、
分
析
す
る
ま
で
を
行
い
ま
す
。
こ
の
信
号
は
心
電
図
信
号
と
い
う
心
臓
の
動
き
を
モ
ニ
タ
し
た

も
の
で
す
が
、
筋
肉
の
収
縮
信
号
と
同
じ
な
の
で
筋
電
図
に
も
応
用
で
き
ま
す
。
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心
電
図
デ
ー
タ
解
析
計
画

2

マ
イコ
ン基
礎

心
電
デ
ー
タ取
得

AI
手
法
の
利
用

✅
D

I/D
O

✅
シ
リア
ル
通
信

✅
AD
変
換

✅
電
圧
測
定

✅
心
電
図
の
理
解

✅
デ
ー
タ解
析

◇
手
順
を
考
え
て
計
画
を
進
め
よ
う
！

心
電
図
デ
ー
タ
解
析
を
行
う
た
め
に
は
、
デ
ー
タ
取
得
が
必
要
で
す
。
そ
の
た
め
に
人
体
表
面
で
の
電
圧
を
計
測
し
ま

す
。
こ
れ
を
容
易
に
行
う
た
め
に
は
、
マ
イ
コ
ン
を
利
用
す
る
の
が
お
勧
め
で
、
そ
の
た
め
に
、
マ
イ
コ
ン
の
基
礎
を
学
ぶ

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
実
際
の
手
順
は
そ
の
逆
で
上
図
に
示
す
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

マ
イ
コ
ン
基
礎

3

◇
計
画
遂
行
の
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
項
目

✅
マ
イ
コ
ン
開
発
の
手
順

✅
L
E
D

D
O

✅
S
W

D
I

✅
シ
リ
ア
ル
通
信
【
送
信
】

メ
ッ
セ
ー
ジ
通
知
・デ
ー
タ
出
力

✅
シ
リ
ア
ル
通
信
【
受
信
】

遠
隔
制
御
・デ
ー
タ
入
力

✅
電
圧
計
測

A
D
C

心
電
図
デ
ー
タ
の
取
得

こ
れ
ら
を
実
習
し
て
、心
電
図
デ
ー
タ
の
取
得
を
目
指
す
！

※
但
し
、実
習
で
取
得
す
る
心
電
図
デ
ー
タ
は
、そ
の
ま
ま
医
療
に

利
用
で
き
る
も
の
で
は
な
い
.

マ
イ
コ
ン
の
勉
強
を
は
じ
め
る
と
き
は
、
い
つ
も
決
ま
っ
た
道
の
り
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、

DO
→

DI
→
シ
リ
ア
ル
通
信
【
送

信
】
→
シ
リ
ア
ル
通
信
【
受
信
】
→
電
圧
測
定
（

AD
変
換
）
→
ア
ナ
ロ
グ
セ
ン
サ
→

LC
D(
液
晶
表
示
器

)・
・
・
と
い
う
も
の
で
す
。

こ
の
道
【
王
道
】
に
従
っ
て
マ
イ
コ
ン
の
基
礎
を
実
習
し
ま
す
。

最
終
的
に
心
電
図
デ
ー
タ
の
取
得
を
目
指
し
ま
す
。

【
注
意
】
こ
の
講
座
で
取
得
す
る
心
電
図
デ
ー
タ
は
、
あ
く
ま
で
も
実
験
目
的
の
も
の
で
あ
り
、
医
療
に
利
用
す
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
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N
o.
5
0
0
1
L
E
D
点
滅

4

L
E
D
点
滅

E
S
P
D
u
in
o-
3
2
B
oa
rd

5

◇
本
講
座
で
使
用
す
る
マ
イ
コ
ン

✅
E
S
P
D
u
in
o-
3
2

✅
E
sp
re
ss
if
S
ys
te
m
s
社

✅
T
e
n
si
lic
a
X
te
n
sa
L
X
6
（
U
S
)

✅
２
４
０
M
H
ｚ（
M
a
x)

✅
２
C
o
re
・W
iF
i・
B
lu
e
to
o
th

✅
A
D
/D
A
・S
P
I・
I2
C
・C
A
N
・・
・

M
ic

ro
U

SB

C
PU

+W
iF

i

ア
ン
テ
ナ

R
es

et
LE

D

技
適
マ
ー
ク

こ
の
講
座
で
使
用
す
る
マ
イ
コ
ン
は
、

ES
P3

2と
い
う
マ
イ
コ
ン
チ
ッ
プ
を
搭
載
し
た

ES
PD

ui
no

-3
2と
い
う
、
ワ
ン
ボ
ー
ド
マ

イ
コ
ン
で
す
。
図
で
示
す
よ
う
に
、

W
iF

iや
Bl

ue
to

ot
hを
始
め
、

AD
/D

A・
I2

Cな
ど
の

I/F
が
そ
ろ
っ
て
い
て
、
開
発
に
必
要

な
数
々
の
ラ
イ
ブ
ラ
リ
と
そ
れ
ら
を
利
用
し
た
サ
ン
プ
ル
コ
ー
ド
も
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
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マ
イ
コ
ン
の
王
道
・・
・デ
ジ
タ
ル
出
力

6

＜
＜
L
E
D
を
点
滅
す
る
＞
＞

LE
D

ま
ず
初
め
は

DO
か
ら
・
・
・

シ
ス
テ
ム
概
要

7

◇
全
体
構
成

✅
マ
イ
コ
ン
ボ
ー
ド
内
蔵
の
L
E
D
を
使
用
す
る
の
で

必
要
な
も
の
は
少
な
い

✅
P
C
は
、マ
イ
コ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
と
書
込
み
と

電
源
供
給
に
使
用
す
る

E
S
P
D
u
in
o
-3
2

P
C

U
S
B
ケ
ー
ブ
ル

電
源
供
給

プ
ロ
グ
ラ
ム
書
込
み

必
要
な
も
の
は
３
つ
。

①
PC
（
マ
イ
コ
ン
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発
と
書
込
み
、
動
作
確
認
や
マ
イ
コ
ン
へ
の
電
源
供
給
に
使
い
ま
す
。
）

②
US

Bケ
ー
ブ
ル
で
、

PC
と
マ
イ
コ
ン
を
接
続
し
て
、

PC
と
マ
イ
コ
ン
間
の
通
信
と
、
マ
イ
コ
ン
へ
の
電
源
供
給
を
行
い
ま
す
。

③
マ
イ
コ
ン
ボ
ー
ド
本
体

の
３
つ
で
す
。
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U
S
B
-シ
リ
ア
ル
ド
ラ
イ
バ

8

◇
h
tt
p
:/
/w
w
w
.w
ch
.c
n
/d
ow
n
lo
a
d
/

C
H
3
4
1
S
E
R
_Z
IP
.h
tm
l

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
イ
ン
ス
ト
ー
ル

※
PC
とマ
イコ
ン
が

U
SB
ー

I/F
を
経
由
して
通
信
す
る
た
め
に
必
用

マ
イ
コ
ン
と

PC
を
接
続
し
て
通
信
を
行
う
た
め
に
必
要
な
、

US
B-
シ
リ
ア
ル
ド
ラ
イ
バ
を
準
備
し
ま
す
。

A
rd
u
in
o
ID
E
の
準
備

9

h
tt
p
s:
//
w
w
w
.a
rd
u
in
o.
cc
/

※
マ
イコ
ン
の
プ
ログ
ラム
開
発
と書
込
み
に
使
用
す
る

マ
イ
コ
ン
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発
と
書
込
み
を
行
う
統
合
開
発
環
境
（

ID
E）
と
し
て

Ar
du

in
o 

ID
Eを
準
備
し
ま
す
。
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A
rd
u
in
o
ID
E

10

W
EB
で

ar
du

in
oと
検
索
す
る
と
、
上
図
の

W
EB
ペ
ー
ジ
が
見
つ
か
り
ま
す
。

SO
FT

W
EA

RE
か
ら

W
in

do
w

s i
ns

ta
lle

rを
見
つ
け
て
、
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し

PC
に
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
ま
す
。
そ
の
際
、
全
て
イ
ン

ス
ト
ー
ル
す
る
か
ど
う
か
問
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
表
示
さ
れ
た
場
合
は
、

Ye
sを
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
シ
リ
ア
ル
ド
ラ
イ
バ

に
つ
い
て
も
問
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
全
て

Ye
sを
選
択
し
て
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
て
下
さ
い
。

A
rd
u
in
o
ID
E

11

◇
A
rd
u
in
o
統
合
開
発
環
境
ID
E

In
st

al
lが
終
了
す
る
と
、
デ
ス
ク
ト
ッ
プ
に
図
の
様
な
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
が
出
来
て
い
ま
す
。
図
右
は

ID
Eウ
イ
ン
ド
ウ
で
す
。

ウ
イ
ン
ド
ウ
の
白
い
部
分
に
ソ
ー
ス
コ
ー
ド
を
記
述
し
ま
す
。
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ID
E
の
環
境
設
定

12

Ar
du

in
o 

ID
Eを
使
用
す
る
前
に
環
境
設
定
を
行
い
ま
す
。

ID
E
の
環
境
設
定

13

環
境
設
定
を
開
き
ま
す
。
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追
加
の
ボ
ー
ド
マ
ネ
ー
ジ
ャ

14

ht
tp

s:
//d

l.e
sp

re
ss

if.
co

m
/d

l/
pa

ck
ag

e_
es

p3
2_

in
de

x.
js

on

追
加
の
ボ
ー
ド
マ
ネ
ー
ジ
ャ
の

UR
Lに
図
の
ア
ド
レ
ス
を
入
力
し
ま
す
。

ボ
ー
ド
マ
ネ
ー
ジ
ャ

15

ツ
ー
ル

ボ
ー
ド

ボ
ー
ド
マ
ネ
ー
ジ
ャ

次
に
、
ツ
ー
ル
→
ボ
ー
ド
→
ボ
ー
ド
マ
ネ
ー
ジ
ャ
と
た
ど
り
ま
す
。
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Ｅ
Ｓ
Ｐ
で
検
索

16

◇
検
索
に

ES
P
と
入
力

ボ
ー
ド
マ
ネ
ー
ジ
ャ
の
検
索
窓
に

ES
Pと
入
力
し
ま
す
。

使
用
す
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
選
択

17

◇
es

p3
2

by
Es

pr
es

si
fS

ys
te

m
sを
選
択

◇
In
st
a
ll
ボ
タ
ン
押
下

E
S
P
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
ラ
イ
ブ
ラ
リ
が

In
st
a
ll
さ
れ
る

ヒ
ッ
ト
し
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
が
表
示
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
中
の
上
図
に
示
す
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
ク
リ
ッ
ク
し
て

In
st

al
lボ
タ
ン
を
押

し
ま
す
。
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使
用
す
る
マ
イ
コ
ン
ボ
ー
ド
を
選
択

18

◇
ツ
ー
ル

ボ
ー
ド

ES
P3

2
D

ev
M

od
ul

e 選
択

使
用
す
る
マ
イ
コ
ン
ボ
ー
ド
を
選
択
し
ま
す
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成

19

【
ソ
ー
ス
フ
ァ
イ
ル
名
：
E
S
P
D
u
in
o-
3
2
_5
0
0
1
_L
E
D
】

Ｃ
言
語

//
G
P
IO
0
2
に
L
E
D
接
続

//
G
P
IO
0
2
を
出
力
に
設
定

//
初
期
設
定
ブ
ロ
ッ
ク

//
通
常
処
理
ブ
ロ
ッ
ク

//
L
E
D
点
灯

//
L
E
D
消
灯

//
１
秒
待
つ

//
１
秒
待
つ

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、

ID
Eの
白
い
部
分
に
上
図
の
コ
ー
ド
を
記
述
し
ま
す
。
入
力
を
終
え
た
ら
、
名
前
を
付
け
て
保
存
し
て
お

い
て
く
だ
さ
い
。

※
実
習
キ
ッ
ト

CD
に
は
、
全
て
の
ソ
ー
ス
フ
ァ
イ
ル
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

CD
内
の
ソ
ー
ス
フ
ァ
イ
ル
を
使
用
す
る
場
合

は
、
フ
ォ
ル
ダ
全
体
を

PC
内
の
適
当
な
場
所
に
コ
ピ
ー
し
て
利
用
す
る
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
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U
S
B
ケ
ー
ブ
ル
で
P
C
と
接
続

20

◇
通
常
回
路
作
成
が
必
要
で
す
が
、今
回
は
不
要
で
す

✅
U
S
B
ケ
ー
ブ
ル
で
P
C
と
接
続
し
ま
す

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
準
備
が
で
き
た
ら
、

PC
と
マ
イ
コ
ン
ボ
ー
ド
を

US
Bケ
ー
ブ
ル
で
接
続
し
ま
す
。
こ
の
時
、

US
Bシ
リ
ア
ル
ド

ラ
イ
バ
が
イ
ン
ス
ト
ー
ル
さ
れ
ま
す
。
ド
ラ
イ
バ
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
の
ア
ク
セ
ス
を
許
可
す
る
か
ど
う
か
問
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
は

Ye
s

を
選
択
し
ま
す
。

C
O
M
ポ
ー
ト
番
号
確
認

21

CO
Mポ
ー
ト
番
号
は
、
こ
の
後
マ
イ
コ
ン
へ
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
書
込
み
で
必
要

W
in

do
w

sの
デ
バ
イ
ス
マ
ネ
ー
ジ
ャ
を
開
き
、
ポ
ー
ト
の
配
下
に
あ
る

CO
M
ポ
ー
ト
番
号
（
図
で
は

CO
M

3）
を
確
認
し
て

メ
モ
し
て
お
き
ま
す
。
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シ
リ
ア
ル
ポ
ー
ト
の
設
定
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る

22

さ
き
ほ
ど
調
べ
た

CO
M
ポ
ー
ト
番
号
を

ID
Eの

ツ
ー
ル

シ
リ
ア
ル
ポ
ー
ト
で
選
択
し
ま
す
。

一
度
選
択
す
れ
ば
、
次
回
以
後
に
起
動
し
た
と
き
は
、
同
じ
設
定
に
な
っ
て
い
ま
す
。

コ
ン
パ
イ
ル
＆
書
込
み

23

◇
ID
E
左
上
の

ボ
タ
ン
を
押
す

ID
Eウ
イ
ン
ド
ウ
左
上
の
右
向
き
矢
印
ボ
タ
ン
を
押
し
ま
す
。
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プ
ロ
グ
ラ
ム
の
書
込
み

24

コ
ン
パ
イ
ル
が
始
ま
り
、
エ
ラ
ー
が
無
け
れ
ば
書
込
み
へ
と
進
ん
で
、
「
ボ
ー
ド
へ
の
書
込
み
が
完
了
し
ま
し
た
。
」
と
い

う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
表
示
さ
れ
ま
す
。

書
込
み
が
完
了
す
る
と
同
時
に
マ
イ
コ
ン
に
リ
セ
ッ
ト
が
掛
か
り
、
書
き
込
ん
だ
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
動
き
始
め
ま
す
。

※
種
類
の
異
な
る
マ
イ
コ
ン
や
ボ
ー
ド
プ
ロ
グ
ラ
ム
書
込
み
で
は
、
完
了
後
ボ
ー
ド
の

Re
se

t S
W
を
操
作
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。

動
作
の
様
子

25

L
E
D
点
滅

◇
青
色
L
E
D
が
1
秒
お
き
に
点
滅
を
繰
り
返
す LE

D
O

N
LE

D
O

FF

LE
Dの
点
滅
の
様
子
で
動
作
確
認
が
で
き
ま
す
。
１
秒
ご
と
に
点
灯
・
消
灯
を
繰
り
返
し
て
い
れ
ば
成
功
で
す
。

簡
単
な

DO
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で

LE
Dへ
の
出
力
が
で
き
ま
し
た
。
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信
号
を
引
き
出
す
た
め
に

ブ
レ
ッ
ド
ボ
ー
ド

26

◇
ブ
レ
ッ
ド
ボ
ー
ド
に
は
、色
々
な
サ
イ
ズ
が
あ
り
ま
す

✅
内
部
（
右
）
は
金
属
パ
ー
ツ
で
接
続
さ
れ
て
い
る

✅
表
面
に
穴
位
置
を
示
す
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
数
字
が
あ
る

表
内
部
で
接
続
さ
れ
て
い
る

※
マ
イ
コ
ン
基
板
に
使
用
す
る
4
0
0
穴
と
呼
ば
れ
る
ブ
レ
ッ
ド
ボ
ー
ド
。

電
源
・Ｇ
Ｎ
Ｄ
ラ
イ
ン
が
あ
る
。

電
源

Ｇ
Ｎ
Ｄ

LE
D点
滅
の
信
号
は
、
マ
イ
コ
ン
ボ
ー
ド
内
の

LE
Dに
し
か
伝
わ
っ
て
い
な
い
様
に
見
え
ま
す
が
、
外
部
に
取
り
出
す
こ
と

も
で
き
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
図
の
様
な
ブ
レ
ッ
ド
ボ
ー
ド
を
利
用
し
ま
す
。
ブ
レ
ッ
ド
ボ
ー
ド
内
は
、
図
の
様
に
内
部
に
は

金
属
に
よ
り
接
続
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
り
、
こ
れ
を
利
用
し
て
色
々
な
パ
ー
ツ
や
マ
イ
コ
ン
を
相
互
に
接
続
で
き
ま
す
。

ジ
ャ
ン
パ
ワ
イ
ヤ

27

◇
ブ
レ
ッ
ド
ボ
ー
ド
に
ジ
ャ
ン
パ
ワ
イ
ヤ
を
挿
し
て

回
路
を
作
る
。

半
田
付
け
不
要
！
！

両
端
に
ピ
ン

マ
イ
コ
ン
ボ
ー
ド
と
ブ
レ
ッ
ド
ボ
ー
ド
、
ブ
レ
ッ
ド
ボ
ー
ド
内
の
配
線
に
図
の
ジ
ャ
ン
パ
線
を
利
用
し
ま
す
。
何
度
で
も
抜
差

し
が
可
能
な
ピ
ン
が
両
端
に
つ
い
て
い
る
の
で
、
半
田
付
け
す
る
こ
と
な
く
電
子
回
路
が
作
れ
て
、
変
更
も
容
易
な
役
立

つ
パ
ー
ツ
で
す
。
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Ｌ
Ｅ
Ｄ

28

◇
発
光
ダ
イ
オ
ー
ド

わ
ず
か
な
電
流
で
発
光

Ｌ
Ｅ
Ｄ
に
は
極
性
あ
り

LE
Dは
、
状
況
表
示
器
と
し
て
最
も
利
用
し
や
す
い
パ
ー
ツ
で
す
。
僅
か
な
電
流
で
発
光
す
る
の
で
、
信
号
の
有
無
な
ど

に
も
利
用
で
き
ま
す
。

LE
Dは
極
性
が
あ
る
の
で
、
配
線
す
る
際
は
、
次
の
図
の
様
に
脚
ピ
ン
の
長
さ
に
注
意
し
て
配
線
し

ま
す
。

L
E
D

29

◇
僅
か
な
電
気
で
光
る
半
導
体
、L
E
D

✅
長
い
脚
を
＋
側
に
接
続
し
ま
す
！

◇
図
で
は
、長
い
脚
を
曲
げ
て
表
現
し
て
い
ま
す
。

※
長
い
方
の
脚
を
ア
ノ
ー
ド
、短
い

方
を
カ
ソ
ー
ド
と
言
い
ま
す
。

電
流
は
、ア
ノ
ー
ド
か
ら
流
れ
込
み
、

Ｌ
Ｅ
Ｄ
を
光
ら
せ
、カ
ソ
ー
ド
か
ら
流

れ
出
て
行
き
ま
す
。

講
座
で
例
示
す
る
配
線
図
は
、
実
体
配
線
図
で
す
。
ブ
レ
ッ
ド
ボ
ー
ド
に

LE
Dを
差
し
込
ん
だ
図
を
描
く
と
脚
の
長
さ
が
見

え
な
く
な
っ
て
、
極
性
が
分
か
ら
な
く
の
で
、
配
線
図
上
は
長
い
方
の
脚
を
曲
げ
て
表
現
し
て
い
ま
す
。
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抵
抗

30

◇
電
気
の
流
れ
過
ぎ
を
防
い
で
、Ｌ
Ｅ
Ｄ
を
守
る
働
き
等

抵
抗

抵
抗
の
働
き
の

1つ
に
電
流
の
流
れ
る
量
を
制
限
す
る
役
割
が
あ
り
ま
す
。

LE
Dに
沢
山
の
電
流
が
流
れ
る
と
明
る
く
光

り
ま
す
が
、
や
た
ら
に
沢
山
電
流
を
流
し
て
も
無
駄
に
明
る
い
だ
け
で
、

LE
D自
体
の
寿
命
を
損
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ

の
対
策
と
し
て
、
光
っ
て
い
る
こ
と
が
十
分
確
認
で
き
る
だ
け
の
電
流
に
と
ど
め
て
お
く
（
電
流
を
制
限
す
る
）
た
め
に
抵
抗

を
使
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
目
的
で
使
用
す
る
抵
抗
を
電
流
制
限
抵
抗
と
呼
び
ま
す
。

抵
抗
の
カ
ラ
ー
コ
ー
ド

31

抵
抗
器
は
小
さ
い
も
の
が
多
い
の
で
、
そ
の
抵
抗
値
（
数
字
）
を
印
刷
し
て
も
読
む
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
、

色
の
帯
で
抵
抗
値
を
示
し
て
い
ま
す
。
図
は
、
抵
抗
の
カ
ラ
ー
コ
ー
ド
表
の
一
例
で
す
。
こ
の
よ
う
な
表
で
、
抵
抗
の
値
を

判
別
す
る
か
、
実
際
に
テ
ス
タ
ー
で
抵
抗
値
を
測
定
し
て
、
回
路
図
で
示
さ
れ
た
も
の
を
選
び
ま
す
。
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注
意
点
抵
抗

32

◇
抵
抗
は
写
真
の
よ
う
に
足
を
曲
げ
て
使
い
ま
す
。

◇
抵
抗
の
値
を
書
い
た
も
の
を
付
け
て
お
く
と
、間
違
え

に
く
く
な
り
ま
す
。

抵
抗
器
は
、
長
い
リ
ー
ド
線
が
付
い
て
い
ま
す
。
半
田
付
け
す
る
場
合
は
、
カ
ッ
ト
し
て
し
ま
い
ま
す
が
、
ブ
レ
ッ
ド
ボ
ー
ド

や
実
験
で
利
用
す
る
際
は
、
図
の
よ
う
に
抵
抗
値
を
書
い
た
紙
片
を
付
け
て
お
く
と
、
後
で
再
利
用
し
易
く
な
り
ま
す
。

拡
張
回
路

33

◇
内
蔵
L
E
D
点
滅
信
号
を
外
部
に
取
り
出
す

✅
外
部
の
回
路
に
信
号
を
渡
せ
る
！！

L
E
D 4
7
0
Ω

G
P
IO
0
2

3
.3
V

G
N
D

上
下
の
電
源
ラ
イ
ン
の

渡
り
を
取
っ
て
お
く

※
シ
ョ
ー
ト
防
止
の
た
め
に
U
S
B
ケ
ー
ブ
ル
を
外
し
て
配
線
す
る

ボ
ー
ド
内
蔵
の

LE
D信
号
を
外
部
に
取
り
出
す
回
路
図
で
す
。
図
を
よ
く
見
て
配
線
を
行
い
、
配
線
が
で
き
た
ら
よ
く
確

認
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

今
後
も
多
く
の
回
路
を
作
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
回
路
作
成
の
際
は
、
シ
ョ
ー
ト
防
止
の
た
め
に

PC
か
ら

US
Bケ
ー
ブ
ル

を
外
し
て
作
業
し
て
く
だ
さ
い
。
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外
部
回
路
と
動
作
の
様
子

34

◇
配
線
確
認
後
、U
S
B
ケ
ー
ブ
ル
を
接
続
す
る
と
、

内
蔵
L
E
D
と
外
部
回
路
の
L
E
D
が
同
期
し
て
点
滅
す
る

LE
D

O
N

LE
D

O
FF

配
線
確
認
後
、

US
Bケ
ー
ブ
ル
を
接
続
し
て
電
源
を
供
給
し
ま
す
。
マ
イ
コ
ン
が
起
動
し
て
内
蔵

LE
Dと
外
部
に
取
り
付
け

た
LE

Dが
同
期
し
て
点
滅
を
繰
り
返
し
ま
す
。
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有
限
会
社
ワ
イ
ズ
マ
ン

原
田
賢
一

な
ん
で
も
つ
な
が
る
！
！

Io
T
基
礎
講
座

【
医
療
A
I連
携
】

N
o.
5
0
0
2
S
W

1

S
W
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LED

マ
イ
コ
ン
の
王
道
・・
・デ
ジ
タ
ル
入
力

2

＜
＜
S
W
入
力
で
L
E
D
点
滅
＞
＞

次
は
、

DI
（
デ
ジ
タ
ル
入
力
）
の
実
習
で
す
。

SW
の
状
態
を

LE
Dに
反
映
し
ま
す
。
つ
ま
り
、

DI
---

>D
Oと

な
り
ま
す
。

全
体
構
成
と
パ
ー
ツ

3

抵
抗

LE
D

ブ
レ
ッ
ド
ボ
ー
ド

P
C

S
W

U
S
B
ケ
ー
ブ
ル

E
S
P
D
u
in
o
-3
2

◇
今
回
は
、S
W
を
使
用
す
る

SW
と
そ
の
信
号
に
接
続
す
る
抵
抗
が
追
加
に
な
り
ま
す
。
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S
W
（
タ
ク
ト
ス
イ
ッ
チ
）
の
構
造

4

◇
動
作
：

押
し
た
と
き
接
点
が
つ
な
が
り
、放
す
と
切
れ
る

常
に
つ
な
が
っ
て
い
る

常
に
つ
な
が
っ
て
い
る

利
用
す
る

SW
は
タ
ク
ト

SW
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
押
す
と
回
路
が
つ
な
が
る

SW
で
す
。

S
W
と
マ
イ
コ
ン
の
接
続

5

10
K
Ω

マ
イ
コ
ン
内
部

P
u
ll
D
o
w
n
抵
抗

◇
内
部
に
無
い
場
合
は
、外
付
け
す
る

◇
こ
れ
が
無
い
と
S
W
O
F
F
の
動
作
が
不
安
定

SW
を
マ
イ
コ
ン
入
力
（

DI
）
に
接
続
す
る
に
は
、
図
の
よ
う
に
抵
抗
を
用
い
ま
す
。

SW
が
押
下
さ
れ
て

い
な
い
と
き
（
通
常
時
）
に
、
マ
イ
コ
ン
入
力
が
確
実
に

Lo
w
レ
ベ
ル
に
な
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
す
。
シ

ス
テ
ム
の
誤
動
作
防
止
の
目
的
で
す
。
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回
路
作
成

6

◇
S
W
状
態
を
L
E
D
に
反
映

✅
デ
ジ
タ
ル
入
力
（
D
I)

※
シ
ョ
ー
ト
防
止
の
た
め
に
U
S
B
ケ
ー
ブ
ル
を
外
し
て
配
線
す
る

作
業
の
際
は

US
Bケ
ー
ブ
ル
を
外
し
、
シ
ョ
ー
ト
し
な
い
よ
う
に
配
慮
し
ま
す
。
回
路
に

SW
と
抵
抗
を
追

加
し
ま
す
。
回
路
が
完
成
し
た
ら
、
簡
単
な
回
路
で
あ
っ
て
も
念
入
り
に
確
認
を
し
ま
す
。
確
認
が
で
き

て
も
プ
ロ
グ
ラ
ム
書
込
み
ま
で
は
、

US
Bケ
ー
ブ
ル
を
接
続
し
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。

A
rd
u
in
o
ID
E

7

◇
A
rd
u
in
o
統
合
開
発
環
境
ID
E

Ar
du

in
o 

ID
Eを
起
動
し
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
し
ま
す
。
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プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成

8

【
ソ
ー
ス
フ
ァ
イ
ル
名
：
E
S
P
D
u
in
o-
3
2
_5
0
0
2
_S
W
】

//
G
P
IO
0
2
に
L
E
D
接
続

//
L
E
D
_P
IN
を
出
力
に
設
定

//
初
期
設
定
ブ
ロ
ッ
ク

//
通
常
処
理
ブ
ロ
ッ
ク

//
S
W
状
態
を
読
み
込
ん
で
L
E
D
に
反
映

//
S
W
_P
IN
を
入
力
に
設
定

図
に
示
す
ソ
ー
ス
コ
ー
ド
を
記
述
し
ま
す
。
実
習
キ
ッ
ト
に
含
ま
れ
て
い
る
ソ
ー
ス
フ
ァ
イ
ル
を
利
用
す

る
場
合
は
、
ソ
ー
ス
フ
ァ
イ
ル
を
ダ
ブ
ル
ク
リ
ッ
ク
し
ま
す
。
「
フ
ォ
ル
ダ
を
作
成
し
そ
の
中
に
フ
ァ
イ
ル
を

置
く
」
と
い
う
内
容
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
従
え
ば
、
フ
ァ
イ
ル
が
開
い
て
図
の
よ
う
な
ソ
ー
ス
コ
ー
ド
が
表
示
さ

れ
ま
す
。

ソ
ー
ス
コ
ー
ド
に
は
各
行
に
コ
メ
ン
ト
が
付
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
内
容
と
回
路
と
の
関
係
を
理
解
し

て
先
に
進
み
ま
す
。

U
S
B
ケ
ー
ブ
ル
で
P
C
と
接
続

9

◇
回
路
確
認
後
、U
S
B
ケ
ー
ブ
ル
で
P
C
と
接
続
し
ま
す

プ
ロ
グ
ラ
ム
が
完
成
し
た
後
、
こ
こ
で

PC
と
マ
イ
コ
ン
を
接
続
し
ま
す
。
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C
O
M
ポ
ー
ト
番
号
確
認

10

CO
Mポ
ー
ト
番
号
は
、
こ
の
後
マ
イ
コ
ン
へ
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
書
込
み
で
必
要

W
in

do
w

sの
デ
バ
イ
ス
マ
ネ
ー
ジ
ャ
を
開
き
、
ポ
ー
ト
の
配
下
に
あ
る

CO
M
ポ
ー
ト
番
号
（
図
で
は

CO
M

3）
を
確
認
し
て
お
き
ま
す
。

シ
リ
ア
ル
ポ
ー
ト
の
設
定
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る

11

ツ
ー
ル
→
シ
リ
ア
ル
ポ
ー
ト
で
確
認
し
た
シ
リ
ア
ル
ポ
ー
ト
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
ま
す
。
こ

れ
で
、
マ
イ
コ
ン
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
書
込
む
準
備
が
整
い
ま
し
た
。
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コ
ン
パ
イ
ル
＆
書
込
み

12

◇
ID
E
左
上
の

ボ
タ
ン
を
押
す

ID
Eウ
イ
ン
ド
ウ
左
上
の
右
向
き
矢
印
ボ
タ
ン
を
押
し
ま
す
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
書
込
み

13

コ
ン
パ
イ
ル
が
始
ま
り
、
エ
ラ
ー
が
無
け
れ
ば
書
込
み
に
進
み
、
し
ば
ら
く
す
る
と
「
ボ
ー
ド
へ
の
書
込

み
が
完
了
し
ま
し
た
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
表
示
さ
れ
ま
す
。

書
込
み
が
完
了
す
る
と
同
時
に
マ
イ
コ
ン
に
リ
セ
ッ
ト
が
掛
か
り
、
書
き
込
ん
だ
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
動
き

始
め
ま
す
。

※
種
類
の
異
な
る
マ
イ
コ
ン
や
ボ
ー
ド
プ
ロ
グ
ラ
ム
書
込
み
で
は
、
完
了
後
ボ
ー
ド
の

Re
se

t S
W
を
操

作
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
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動
作
確
認

14

◇
S
W
を
押
下
す
る
と
L
E
D
が
点
灯
、離
す
と
消
灯
！！

LE
D

O
N

LE
D

O
FF

書
込
み
が
終
わ
る
と
、
マ
イ
コ
ン
が
動
作
を
始
め
て
い
ま
す
。

ブ
レ
ッ
ド
ボ
ー
ド
上
の

SW
を
押
下
す
る
と

LE
Dが
点
灯
し
、

SW
か
ら
手
を
離
す
と

LE
Dが
消
灯
し
ま
す
。

こ
れ
で

SW
の
状
態
を

LE
Dに
反
映
（

DI
の
状
態
を
そ
の
ま
ま

DO
に
反
映
）
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
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有
限
会
社
ワ
イ
ズ
マ
ン

原
田
賢
一

な
ん
で
も
つ
な
が
る
！
！

Io
T
基
礎
講
座

【
医
療
A
I連
携
】

N
o.
5
0
0
3
シ
リ
ア
ル
通
信
【
送
信
】

1

シ
リ
ア
ル
通
信

【
送
信
】
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LED

マ
イ
コ
ン
の
王
道
・・
・シ
リ
ア
ル
通
信

2

＜
＜
メ
ッ
セ
ー
ジ
送
信
＞
＞

A
B
C
D
1
2
3

メ
ッ
セ
ー
ジ

マ
イ
コ
ン
は
他
の
機
器
と
通
信
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
際
、
も
っ
と
も
多
く
利
用
さ
れ
て
い
る
の

が
シ
リ
ア
ル
通
信
で
す
。
今
回
は
、
マ
イ
コ
ン
か
ら
一
定
間
隔
で
固
定
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
信
し
て
み
ま

し
ょ
う
。
シ
リ
ア
ル
通
信
の
【
送
信
】
機
能
を
試
し
て
み
ま
す
。

※
こ
れ
を

DO
・

DI
と
対
比
す
る
と

DO
に
相
当
し
、

DI
に
相
当
す
る
の
が
【
受
信
】
機
能
で
す
。

全
体
構
成
と
パ
ー
ツ

3

抵
抗

LE
D

ブ
レ
ッ
ド
ボ
ー
ド

P
C

S
W

U
S
B
ケ
ー
ブ
ル

E
S
P
D
u
in
o
-3
2

◇
構
成
は
、前
回
と
同
じ

✅
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
違
う
だ
け

そ
の
ま
ま

実
際
に
は

PC
と
マ
イ
コ
ン
だ
け
あ
れ
ば
、
シ
リ
ア
ル
通
信
【
送
信
】
機
能
の
確
認
が
で
き
ま
す
が
、

既
に
作
成
し
た
回
路
が
ブ
レ
ッ
ド
ボ
ー
ド
上
に
あ
る
の
で
、
今
回
は
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
進
め
ま
す
。
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回
路
作
成

4

◇
回
路
は
前
回
と
同
じ

✅
S
W
は
未
使
用

回
路
は
前
回
と
同
じ
で
す
。
変
更
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

A
rd
u
in
o
ID
E

5

◇
A
rd
u
in
o
統
合
開
発
環
境
ID
E

Ar
du

in
o 

ID
Eを
起
動
し
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
し
ま
す
。
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プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成

6

【
ソ
ー
ス
フ
ァ
イ
ル
名
：
E
S
P
D
u
in
o-
3
2
_5
0
0
3
_T
xD
】

//
G
P
IO
0
2
に
L
E
D
接
続

//
初
期
設
定
ブ
ロ
ッ
ク

//
通
常
処
理
ブ
ロ
ッ
ク

を
出
力
に
設
定

図
に
示
す
ソ
ー
ス
コ
ー
ド
を
記
述
し
ま
す
。
実
習
キ
ッ
ト
に
含
ま
れ
て
い
る
ソ
ー
ス
フ
ァ
イ
ル
を
利
用
す

る
場
合
は
、
ソ
ー
ス
フ
ァ
イ
ル
を
ダ
ブ
ル
ク
リ
ッ
ク
し
ま
す
。
「
フ
ォ
ル
ダ
を
作
成
し
そ
の
中
に
フ
ァ
イ
ル
を

置
く
」
と
い
う
内
容
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
従
え
ば
、
フ
ァ
イ
ル
が
開
き
図
の
様
な
コ
ー
ド
が
表
示
さ
れ
ま
す
。

今
回
は
、
固
定
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
シ
リ
ア
ル
送
信
し
た
後
に

LE
Dを
１
秒
点
灯
、

1秒
消
灯
し
て
い
ま
す

の
で
、
結
果
的
に

2秒
毎
に
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
信
し
て

LE
Dを
点
滅
さ
せ
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
に
な
り
ま

す
。

U
S
B
ケ
ー
ブ
ル
で
P
C
と
接
続

7

◇
配
線
の
緩
み
な
ど
を
確
認
後
、U
S
B
ケ
ー
ブ
ル
で
P
C
と
接
続
し
ま
す

プ
ロ
グ
ラ
ム
が
完
成
し
た
ら
、

PC
と
マ
イ
コ
ン
を
接
続
し
ま
す
。
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C
O
M
ポ
ー
ト
番
号
確
認

8

CO
Mポ
ー
ト
番
号
は
、
こ
の
後
マ
イ
コ
ン
へ
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
書
込
み
で
必
要

W
in

do
w

sの
デ
バ
イ
ス
マ
ネ
ー
ジ
ャ
を
開
き
、
ポ
ー
ト
の
配
下
に
あ
る

CO
M
ポ
ー
ト
番
号
（
図
で
は

CO
M

3）
を
確
認
し
て
お
き
ま
す
。

シ
リ
ア
ル
ポ
ー
ト
の
設
定
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る

9

ツ
ー
ル
→
シ
リ
ア
ル
ポ
ー
ト
で
確
認
し
た
シ
リ
ア
ル
ポ
ー
ト
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
ま
す
。
こ

れ
で
、
マ
イ
コ
ン
へ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
書
込
む
準
備
が
整
い
ま
し
た
。
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コ
ン
パ
イ
ル
＆
書
込
み

10

◇
ID
E
左
上
の

ボ
タ
ン
を
押
す

ID
Eウ
イ
ン
ド
ウ
左
上
の
右
向
き
矢
印
ボ
タ
ン
を
押
し
ま
す
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
書
込
み

11

コ
ン
パ
イ
ル
が
始
ま
り
、
エ
ラ
ー
が
無
け
れ
ば
書
込
み
へ
と
進
ん
で
、
「
ボ
ー
ド
へ
の
書
込
み
が
完
了

し
ま
し
た
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
表
示
さ
れ
ま
す
。

書
込
み
が
完
了
す
る
と
同
時
に
マ
イ
コ
ン
が
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
、
書
き
込
ん
だ
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
動
き
始
め
ま

す
。
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動
作
確
認
１

12

◇
シ
リ
ア
ル
モ
ニ
タ
起
動

✅
ID
E
上
部
右
側
虫
眼
鏡
ボ
タ
ン

※
通
信
速
度
は
、s
e
tu
p
()
で

指
定
し
た
速
度

メ
ッ
セ
ー
ジ

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
書
込
み
が
完
了
す
る
と
、
マ
イ
コ
ン
は
動
作
を
始
め
て
い
ま
す
。

ID
E右
上
の
虫
眼
鏡

マ
ー
ク
の
ボ
タ
ン
を
押
下
し
て
、
シ
リ
ア
ル
モ
ニ
タ
を
起
動
す
る
と
、
上
図
右
の
様
な
ウ
イ
ン
ド
ウ
が
開
き

ま
す
。
シ
リ
ア
ル
モ
ニ
タ
の
右
下
に
通
信
速
度
を
設
定
す
る
プ
ル
ダ
ウ
ン
が
あ
り
ま
す
の
で
、
プ
ロ
グ
ラ

ム
の

se
tu

p(
)で
設
定
し
た
速
度
（
こ
こ
で
は

11
52

00
bp

s）
を
選
択
し
ま
す
。

2秒
ご
と
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
表

示
さ
れ
様
子
が
確
認
で
き
ま
す
。

動
作
確
認
２

13

◇
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
同
期
し
て
L
E
D
が
点
滅
！！

LE
D

O
N

LE
D

O
FF
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有
限
会
社
ワ
イ
ズ
マ
ン

原
田
賢
一

な
ん
で
も
つ
な
が
る
！
！

Io
T
基
礎
講
座

【
医
療
A
I連
携
】

N
o.
5
0
0
4
シ
リ
ア
ル
通
信
【
受
信
】

1

シ
リ
ア
ル
通
信

【
受
信
】
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LED

マ
イ
コ
ン
の
王
道
・・
・シ
リ
ア
ル
通
信

2

＜
＜
メ
ッ
セ
ー
ジ
受
信
＞
＞

実
は
送
受
信

次
は
、
シ
リ
ア
ル
通
信
【
受
信
】
で
す
。

PC
を
マ
イ
コ
ン
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
送
信
と
受
信
に
使
用
し
ま
す
。

全
体
構
成
と
パ
ー
ツ

3

抵
抗

LE
D

ブ
レ
ッ
ド
ボ
ー
ド

P
C

S
W

U
S
B
ケ
ー
ブ
ル

E
S
P
D
u
in
o
-3
2

◇
構
成
は
、前
回
と
同
じ

✅
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
違
う
だ
け

そ
の
ま
ま

今
回
も
、
回
路
は
同
じ
も
の
で
す
。
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回
路
作
成

4

◇
回
路
は
前
回
と
同
じ

✅
S
W
は
未
使
用

前
回
の
実
習
か
ら
少
し
時
間
が
経
過
し
て
い
る
場
合
は
、
回
路
の
配
線
に
緩
み
な
ど
が
無
い
か
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

通
信
電
文
と
動
作
の
設
計

5

◇
先
頭
に
‘
０
’

LE
D消
灯
＋
メ
ッ
セ
ー
ジ

◇
先
頭
に
‘
１
’

LE
D点
灯
＋
メ
ッ
セ
ー
ジ

◇
上
記
以
外

LE
D消
灯
＋
メ
ッ
セ
ー
ジ

◇
電
文
終
端
は
‘
¥n
’
（
改
行
）

◇
改
行
コ
ー
ド
を
受
信
し
た
と
き
、

電
文
の
解
析
を
行
い
、
対
応
す
る
動
作
を
す
る

プ
ロ
グ
ラ
ム
作
成
の
前
に
、
通
信
電
文
を
設
計
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
、
簡
単
な
メ
ッ

セ
ー
ジ
で
マ
イ
コ
ン
側
に
用
意
さ
れ
て
い
る

LE
Dの
点
灯
と
消
灯
を
制
御
し
て
み
ま
す
。
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A
rd
u
in
o
ID
E

6

◇
A
rd
u
in
o
統
合
開
発
環
境
ID
E

Ar
du

in
o 

ID
Eを
起
動
し
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
し
ま
す
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成

7

◇
冒
頭
＋
初
期
化

【
ソ
ー
ス
フ
ァ
イ
ル
名
：
E
S
P
D
u
in
o-
3
2
_5
0
0
4
_R
xD
】

LE
D_

PI
Nは

GP
IO

02
番
ピ
ン
に
設
定
．

LE
D_

PI
Nは
、

DO
（
出
力
）
で
す
か
ら

OU
TP

UT
に
設
定
．

シ
リ
ア
ル
ポ
ー
ト
を

11
52

00
bp

sに
設
定
．

121



プ
ロ
グ
ラ
ム
◇
メ
イ
ン
処
理
部
の
全
体

8

ここ
に
、電
文
の
解
析
処
理
を
書
く！
！

｛
｝
の
対
応
に
注
意
して
くだ
さい
！
！

i：
受
信
す
る
文
字
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス

c：
1文
字
読
込
用
バ
ッ
フ
ァ

bu
f[]
：
文
字
列
編
集
用
バ
ッ
フ
ァ

※
電
文
解
析
は
次
頁
へ

プ
ロ
グ
ラ
ム
◇
電
文
の
解
析
処
理

9

※
フ
ァ
イ
ル

名
前
を
付
け
て
保
存

受
信
文
字
列
の
１
文
字
目
で
、
処
理
を
分
岐

1文
字
目
＝
数
字
の

0の
場
合
：

LE
Dを
消
灯
し
メ
ッ
セ
ー
ジ
送
信

1文
字
目
＝
数
字
の

1の
場
合
：

LE
Dを
点
灯
し
メ
ッ
セ
ー
ジ
送
信

1文
字
目
＝
そ
の
他
の
文
字
：

LE
Dを
消
灯
し
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
送
信
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U
S
B
ケ
ー
ブ
ル
で
P
C
と
接
続

10

◇
配
線
の
緩
み
な
ど
を
確
認
後
、U
S
B
ケ
ー
ブ
ル
で
P
C
と
接
続
し
ま
す

US
Bケ
ー
ブ
ル
で

PC
と
マ
イ
コ
ン
を
接
続
し
ま
す
。

C
O
M
ポ
ー
ト
番
号
確
認

11

CO
Mポ
ー
ト
番
号
は
、
こ
の
後
マ
イ
コ
ン
へ
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
書
込
み
で
必
要

W
in

do
w

sの
デ
バ
イ
ス
マ
ネ
ー
ジ
ャ
を
開
き
、
ポ
ー
ト
の
配
下
に
あ
る

CO
M
ポ
ー
ト
番
号
（
図
で
は

CO
M

3）
を
確
認
し
ま
す
。
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シ
リ
ア
ル
ポ
ー
ト
の
設
定
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る

12

ツ
ー
ル
→
シ
リ
ア
ル
ポ
ー
ト
で
確
認
し
た
シ
リ
ア
ル
ポ
ー
ト
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
ま
す
。
こ

れ
で
、
マ
イ
コ
ン
へ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
書
込
む
準
備
が
整
い
ま
し
た
。

コ
ン
パ
イ
ル
＆
書
込
み

13

◇
ID
E
左
上
の

ボ
タ
ン
を
押
す

ID
Eウ
イ
ン
ド
ウ
左
上
の
右
向
き
矢
印
ボ
タ
ン
を
押
し
ま
す
。
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プ
ロ
グ
ラ
ム
の
書
込
み

14

コ
ン
パ
イ
ル
が
始
ま
り
、
エ
ラ
ー
が
無
け
れ
ば
書
込
み
へ
と
進
ん
で
、
「
ボ
ー
ド
へ
の
書
込
み
が
完
了

し
ま
し
た
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
表
示
さ
れ
ま
す
。

書
込
み
が
完
了
す
る
と
同
時
に
マ
イ
コ
ン
に
リ
セ
ッ
ト
が
掛
か
り
、
書
き
込
ん
だ
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
動
き

始
め
ま
す
。

動
作
確
認

15

◇
ID
E上
部
右
側

虫
眼
鏡

シ
リ
ア
ル
モ
ニ
タ

◇
通
信
速
度

１
E
n
te
r

０
E
n
te
r

２
E
n
te
r

L
E
D
O
N
/
O
F
F

シ
リ
ア
ル
モ
ニ
タ
と
マ
イ
コ
ン
側
の

LE
Dを
使
っ
て
動
作
確
認
を
行
い
ま
す
。

シ
リ
ア
ル
モ
ニ
タ
上
部
の
送
信
ボ
タ
ン
の
左
側
が
、
送
信
用
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
入
力
す
る
部
分
で
す
。
マ

イ
コ
ン
が
起
動
し
て
も
、
何
も
変
化
せ
ず

LE
Dは
消
灯
し
て
い
る
は
ず
で
す
。

0、
1、
そ
の
他
の
数
字
や
文
字
を
入
力
し
て
送
信
ボ
タ
ン
（
又
は

EN
TE

Rキ
ー
）
を
押
下
し
て
上
図
の
様

な
動
作
を
す
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
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有
限
会
社
ワ
イ
ズ
マ
ン

原
田
賢
一

な
ん
で
も
つ
な
が
る
！
！

Io
T
基
礎
講
座

【
医
療
A
I連
携
】

N
o.
5
0
0
5
V
R
（
A
D
C
）

1

V
R

【
A
D
C
】
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マ
イ
コ
ン
の
王
道
・・
・電
圧
測
定
【
A
D
C
】

2

＜
＜
電
圧
測
定
＞
＞

V
R

（
電
圧
変
化
）

LED

VR
を
使
っ
て
変
化
す
る
電
圧
を
計
測
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
電
圧
測
定
は
ア
ナ
ロ
グ
セ
ン
サ
を
利
用
す
る

た
め
の
布
石
で
す
。

全
体
構
成
と
パ
ー
ツ

3

ブ
レ
ッ
ド
ボ
ー
ド

P
C

V
R

E
S
P
D
u
in
o
-3
2

◇
V
R
に
よ
り
変
化
す
る
電
圧
を
測
る

使
用
す
る
パ
ー
ツ
と
し
て
新
た
に

VR
が
加
わ
り
ま
す
。
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V
R
（
可
変
抵
抗
器
）

4

V＋ GN
D

A B

１ ２ ３

電
圧
を
分
け
る

分
圧

◇
つ
ま
み
を
回
す
と
抵
抗
値
の
配
分
が
変
わ
る

✅
２
番
の
ピ
ン
の
電
圧
が
変
化
す
る

✅
2
番
ピ
ン
の
電
圧
を
マ
イ
コ
ン
で
測
る

✅
E
S
P
D
u
in
o
-3
2
の
A
D
C
は
、

0
～
3
.6
V
、1
2
b
it
（
M
a
x4
0
9
5
)

と
な
っ
て
い
る

✅
A
D
C
は
G
P
IO
3
9
を
使
用

3.
3V

VR
(V

ar
ia

bl
e 

Re
gi

st
or
：
可
変
抵
抗
器

)は
、
そ
の
名
の
如
く
つ
ま
み
を
回
せ
ば
抵
抗
値
の
配
分
が
変

化
す
る
も
の
で
す
。
抵
抗
値
が
変
化
す
る
と
、
上
図
の
様
に
電
源
と

GN
Dを
接
続
し
た
と
き
の

VR
2番
ピ

ン
の
出
力
電
圧
は

B/
A+

Bの
割
合
に
比
例
し
て
変
化
し
ま
す
。
こ
の
電
圧
を
測
定
す
る
た
め
に
は
、
ア

ナ
ロ
グ
の
値
を
デ
ジ
タ
ル
値
に
変
換
し
て
く
れ
る

AD
C（

A/
D変
換
器
）
が
必
要
で
す
。
使
用
し
て
い
る
マ

イ
コ
ン
に
は
複
数
の

AD
Cが
備
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
今
回
は
一
番
端
の
ピ
ン
で
分
か
り
易
い

GP
IO

39
に

接
続
さ
れ
て
い
る

AD
Cを
使
用
し
ま
す
。
こ
の

AD
Cは

12
bi

tの
幅
が
あ
り
、

0~
40

95
が

0V
~3

.6
Vに
相
当

し
ま
す
。

回
路
作
成

5

◇
V
R
を
付
加

✅
V
R
2
番
ピ
ン
は
、G
P
IO
3
9
へ

配
線
は
、
こ
れ
ま
で
の
回
路
の
中
に
ス
ペ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
の
で
、
図
の
様
に
配
線
し
ま
す
。
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作
成
し
た
回
路

6

実
際
に
配
線
し
た
様
子
で
す
。

A
rd
u
in
o
ID
E

7

◇
A
rd
u
in
o
統
合
開
発
環
境
ID
E

Ar
du

in
o 

ID
Eを
起
動
し
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
し
ま
す
。
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プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成

8

【
ソ
ー
ス
フ
ァ
イ
ル
名
：
E
S
P
D
u
in
o-
3
2
_5
0
0
5
_V
R
】

se
tu

p(
) 関
数
内
で
は
、
シ
リ
ア
ル
通
信
の
速
度
設
定
だ
け
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
基
板

上
で
配
線
さ
れ
て
い
る
他
の
デ
バ
イ
ス
は
使
用
し
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

lo
op

() 
関
数
で
は
、
ア
ナ
ロ
グ
の
値
を

AD
変
換
し
た
値
の
入
れ
物
と
し
て

ad
と
い
う
変
数
を
確
保
し
て

い
ま
す
が
、

AD
変
換
値
は

2バ
イ
ト
で
返
さ
れ
る
の
で

in
t型
に
な
っ
て
い
ま
す
。

an
al

og
Re

ad
()で
電
圧

を
デ
ジ
タ
ル
変
換
し
て
取
り
込
み
、
そ
の
ま
ま
の
値
を
シ
リ
ア
ル
通
信
で
送
信
し
ま
す
。
送
信
後
、

0.
5秒

の
時
間
を
お
い
て
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
ま
す
。
※

lo
op

() 
関
数
は
、
繰
り
返
し
実
行
さ
れ
る
関
数
で
す
。

U
S
B
ケ
ー
ブ
ル
で
P
C
と
接
続

9

◇
配
線
の
緩
み
な
ど
を
確
認
後
、U
S
B
ケ
ー
ブ
ル
で
P
C
と
接
続
し
ま
す

US
Bケ
ー
ブ
ル
で

PC
と
マ
イ
コ
ン
を
接
続
し
ま
す
。
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C
O
M
ポ
ー
ト
番
号
確
認

10

CO
Mポ
ー
ト
番
号
は
、
こ
の
後
マ
イ
コ
ン
へ
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
書
込
み
で
必
要

デ
バ
イ
ス
マ
ネ
ー
ジ
ャ
で

CO
M
ポ
ー
ト
番
号
を
確
認
し
ま
す
。

※
同
じ
マ
イ
コ
ン
を
使
用
し
続
け
て
い
る
場
合
は
、

CO
M
ポ
ー
ト
番
号
は
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、
同
じ
種

類
の
マ
イ
コ
ン
ボ
ー
ド
で
も
、
別
の
マ
イ
コ
ン
ボ
ー
ド
を
接
続
す
る
と

CO
M
ポ
ー
ト
番
号
が
変
わ
り
ま
す
。

当
然
で
す
が
、
別
の

PC
に
こ
の
マ
イ
コ
ン
を
接
続
し
た
場
合
で
も
、
別
の

CO
M
ポ
ー
ト
番
号
に
な
る
の
で
、

注
意
が
必
要
で
す
。

シ
リ
ア
ル
ポ
ー
ト
の
設
定
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る

11

ツ
ー
ル
→
シ
リ
ア
ル
ポ
ー
ト
で
確
認
し
た
シ
リ
ア
ル
ポ
ー
ト
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
ま
す
。
こ

れ
で
、
マ
イ
コ
ン
へ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
書
込
む
準
備
が
整
い
ま
し
た
。
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コ
ン
パ
イ
ル
＆
書
込
み

12

◇
ID
E
左
上
の

ボ
タ
ン
を
押
す

ID
Eウ
イ
ン
ド
ウ
左
上
の
右
向
き
矢
印
ボ
タ
ン
を
押
し
ま
す
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
書
込
み

13

コ
ン
パ
イ
ル
が
始
ま
り
、
エ
ラ
ー
が
無
け
れ
ば
書
込
み
へ
と
進
ん
で
、
「
ボ
ー
ド
へ
の
書
込
み
が
完
了

し
ま
し
た
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
表
示
さ
れ
ま
す
。

書
込
み
が
完
了
す
る
と
同
時
に
マ
イ
コ
ン
に
リ
セ
ッ
ト
が
掛
か
り
、
書
き
込
ん
だ
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
動
き

始
め
ま
す
。
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動
作
確
認

14

◇
ID
E上
部
右
側

虫
眼
鏡
ボ
タ
ン

通
信
速
度

AD
値

VR
の
ツマ
ミを
ゆ
っく
り回
転
させ
な
が
ら、

AD
値
の
変
化
を
観
察
しよ
う

ま
ず
、

VR
の
ツ
マ
ミ
を
左
に
一
杯
回
し
ま
す
。
次
に
シ
リ
ア
ル
マ
ネ
ー
ジ
ャ
を
開
き
、
通
信
速
度
を
設
定

し
ま
す
。
こ
の
時
シ
リ
ア
ル
モ
ニ
タ
に

0の
数
字
が

0.
5秒
ご
と
に
表
示
さ
れ
ま
す
。

次
に
、

VR
の
ツ
マ
ミ
を
ゆ
っ
く
り
と
、
右
に
回
し
ま
す
。
す
る
と
、
表
示
さ
れ
て
い
る
数
字
が
徐
々
に
大
き
く
な
り
ま
す
。

右
に
一
杯
回
し
切
る
と
本
来
は

3.
3V
（
電
源
電
圧
）
で
表
示
は

40
95
の
は
ず
で
す
。

電
圧
へ
の
換
算

15

◇
1
2
b
it
：
4
0
9
5
＝
3
.6
V
と
し
て
換
算

V
＝
A
D
値
×
3
.6
÷
4
0
9
5

※
使
用
す
る
抵
抗
の
精
度
や
電
源
電
圧
が

結
果
に
影
響
し
ま
す

今
回
作
製
し
た
シ
ス
テ
ム
で
は
、

AD
変
換
値
を
そ
の
ま
ま
出
力
し
て
い
ま
す
が
、
電
圧
と
し
て
出
力
す

る
た
め
に
は
、
簡
単
な
比
例
計
算
を
行
い
ま
す
。
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A
D
C
変
換
値
と
入
力
電
圧
の
比
較

16

◇
実
際
の
入
力
電
圧
を
測
定
し
た

✅
VR
を
右
一
杯
に
回
し
切
っ
た
点
で
≒
3.
3V

✅
AD
変
換
に
は
、
誤
差
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る

こ
の
時
、

VR
の
出
力
電
圧
を
テ
ス
タ
ー
で
測
っ
た
様
子
を
図
に
示
し
ま
す
。
図
を
見
る
と
シ
リ
ア
ル
モ

ニ
タ
の
値
は

40
95
な
の
に
テ
ス
タ
ー
の
表
示
は

3.
25

V程
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

VR
の
製
造
誤
差

や
、

AD
変
換
の
誤
差
が
含
ま
れ
る
か
ら
で
す
。
高
精
度
の
測
定
を
行
う
た
め
に
は
、
こ
の
誤
差
も
考
慮

し
た
シ
ス
テ
ム
の
設
計
が
必
用
で
す
。
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有
限
会
社
ワ
イ
ズ
マ
ン

原
田
賢
一

な
ん
で
も
つ
な
が
る
！
！

Io
T
基
礎
講
座

【
医
療
A
I連
携
】

N
o.
5
0
0
6
心
電
図
デ
ー
タ
取
得

1

心
電
図
デ
ー
タ
取
得
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今
回
の
目
標

2

◇
心
電
図
（
E
le
ct
ro
ca
rd
io
g
ra
m
：
E
C
G
）
デ
ー
タ
取
得

✅
前
回
の
電
圧
計
測
を
応
用
す
れ
ば
心
電
図
デ
ー
タ
の
取
得
が
で
き
る

✅
つ
ま
り
、心
電
図
デ
ー
タ
＝
電
圧
デ
ー
タ
で
あ
る

✅
人
体
が
発
す
る
僅
か
な
電
圧
を
計
測
す
る

✅
微
弱
な
電
圧
変
化
な
の
で
、フ
ィ
ル
タ
（
ノ
イ
ズ
除
去
）
や

ア
ン
プ
（
増
幅
器
）
が
必
用
で
あ
る

✅
こ
れ
ら
が
1
チ
ッ
プ
に
な
っ
た
E
C
G
セ
ン
サ
が
あ
る

✅
E
C
G
セ
ン
サ
を
用
い
て
マ
イ
コ
ン
経
由
で
心
臓
の
信
号
と
な
る

微
弱
な
電
圧
を
計
測
し
て
、分
析
の
た
め
に
フ
ァ
イ
ル
化
す
る

※
心
臓
は
筋
肉
で
で
き
て
お
り
、E
C
G
は
筋
電
図
と
同
様
で
あ
る

今
回
の
最
終
目
標
は
、
心
臓
の
動
き
の
元
と
な
る
微
弱
電
圧
変
化
を
測
定
し
て
フ
ァ
イ
ル
に
保
存
す
る
こ
と
で

す
。

工
程
と
準
備

3

◇
以
下
の
工
程
に
従
い
、E
C
G
デ
ー
タ
を
フ
ァ
イ
ル
化
す
る

１
．
E
C
G
セ
ン
サ
を
用
い
た
デ
ー
タ
セ
ン
シ
ン
グ
回
路
作
成

２
．
同
、マ
イ
コ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
作
成
・書
込
み

３
．
E
C
G
デ
ー
タ
の
観
察

４
．
同
、デ
ー
タ
の
フ
ァ
イ
ル
化

５
．
フ
ァ
イ
ル
化
し
た
デ
ー
タ
の
可
視
化

【
準
備
】
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
化
の
際
に
使
用
す
る
Ｐ
Ｃ
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ソ
フ
ト

【
Ｔ
ｅ
ｒａ
Ｔ
ｅ
ｒｍ
】
を
予
め
下
記
Ｕ
Ｒ
Ｌ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
、各
自
で

イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
.実
習
キ
ッ
ト
Ｃ
Ｄ
に
も
入
っ
て
い
ま
す
.

h
tt
p
s:
//
fo
re
st
.w
a
tc
h
.i
m
p
re
ss
.c
o
.j
p
/l
ib
ra
ry
/s
o
ft
w
a
re
/

u
tf
8
te
ra
te
rm
/d
o
w
n
lo
a
d
_1
0
8
6
8
.h
tm
l

マ
イ
コ
ン
で
計
測
し
た

EC
Gデ
ー
タ
は
シ
リ
ア
ル
通
信
で

PC
に
送
ら
れ
ま
す
。

Ar
ui

no
ID

Eの
シ
リ
ア
ル
モ
ニ
タ
で

も
そ
の
値
を
観
察
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
デ
ー
タ
と
し
て
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
同
じ
シ
リ
ア
ル
モ

ニ
タ
で
広
く
利
用
さ
れ
て
い
る

Te
ra

Te
rm
と
い
う
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
は
、
シ
リ
ア
ル
通
信
を
行
い
な
が
ら
、
そ
の
様
子
を

Lo
gと
し
て
フ
ァ
イ
ル
保
存
す
る
機
能
が
あ
り
ま
す
。
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医
療
へ
の
Io
T
応
用
心
電
図
測
定

4

＜
＜
心
電
図
測
定
＞
＞

E
C
G
セ
ン
サ

LED

P
C

マ
イ
コ
ン
ボ
ー
ド

前
回
は

VR
か
ら
の
変
化
す
る
電
圧
を

AD
変
換
し
ま
し
た
が
、
今
回
は
、

VR
に
変
わ
っ
て

EG
セ
ン
サ
か
ら
の
変
化

す
る
電
圧
を
測
定
し
ま
す
。
こ
れ
で
、

VR
を
使
用
し
た
電
圧
計
測
を
し
た
理
由
が
分
か
り
ま
す
ね
。

全
体
構
成
と
パ
ー
ツ

5

ブ
レ
ッ
ド
ボ
ー
ド

P
C

E
C
G
セ
ン
サ

E
S
P
D
u
in
o-
3
2

◇
E
C
G
セ
ン
サ
の
出
力
電
圧
を
測
り
、P
C
で
フ
ァ
イ
ル
化
す
る

VR
に
変
わ
っ
て

EC
Gセ
ン
サ
を
使
用
し
ま
す
。
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E
C
G
セ
ン
サ
基
板

6

◇
A
D
８
２
３
２
と
い
う
E
C
G
専
用
IC

※
A
D
：A
n
a
lo
g
D
e
vi
ce
s社

GP
IO
39
に
接
続

電
極
用
コ
ネ
ク
タ

モ
ニ
タ
LE
D

電
極
は
ず
れ
検
出

シ
ャ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
制
御

電
極
用
コ
ネ
ク
タ

と
共
通
の
出
力

AD
82
32

✅
電
極
か
ら
の
信
号
を
増
幅
し
た
出
力
が
得
ら
れ
るRA
：
右
腕

LA
：
左
腕

RL
：
右
足
(右
脇
腹
)

今
回
使
用
す
る

EC
Gセ
ン
サ
は
、

An
al

og
 D

ev
ice

s社
が
開
発
し
た
も
の
で
す
。
セ
ン
サ
チ
ッ
プ
単
体
は
非
常
に

小
さ
く
、
人
の
皮
膚
に
貼
り
つ
け
る
セ
ン
サ
パ
ッ
ド
な
ど
に
つ
な
ぐ
信
号
線
な
ど
が
簡
単
に
配
線
で
き
な
い
の
で
、

1枚
の
基
板
に
必
要
な
外
部
回
路
や
コ
ネ
ク
タ
な
ど
が
備
わ
っ
た
も
の
を
利
用
し
ま
す
。

Ｄ
ａ
ｔａ
Ｓ
ｈ
ｅｅ
ｔ

7

電
源
電
圧
範
囲
の
出
力単
一
電
源
駆
動
：
2～
3.
5V

ポ
ー
タ
ブ
ル
心
電
図 生
体
電
位
補
足

最
大
定
格

・
電
源
電
圧
：
3.
6V

・
最
大
端
子
電
圧
：
電
源
電
圧
＋
0.
3V

・
最
小
端
子
電
圧
：
-0
.3
V

EC
Gセ
ン
サ

AD
82

32
の
デ
ー
タ
シ
ー
ト
の
一
部
を
示
し
ま
す
。
デ
ー
タ
シ
ー
ト
を
読
む
と
い
ろ
い
ろ
な
事
が
分
か

り
ま
す
。
下
線
部
を
理
解
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
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Ｄ
ａ
ｔａ
Ｓ
ｈ
ｅｅ
ｔ

8

10
OU
T
ア
ン
プ
出
力
.完
全
に
調
整
さ
れ
た
心
拍
信
号
が
こ
の
端
子
に
出
力
さ
れ
る
.O
UT
端
子
は
AD
C入
力
に
接
続
可
能
.

ア
ン
プ
出
力
は

AD
Cへ
の
直
接
入
力
に
使
え
そ
う
で
す
。
で
す
か
ら
、

VR
の
代
わ
り
に
こ
の
セ
ン
サ
の
出
力
を

利
用
し
ま
す
。

回
路
作
成

9

✅
セ
ン
サ
は
ず
れ
検
出
、シ
ャ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
制
御
は
未
使
用

◇
E
C
G
セ
ン
サ
回
路

✅
O
U
T
P
U
T
は
、G
P
IO
3
9
（
A
D
C
）
に
入
力

※
D
a
ta
S
h
ee
tに
従
う

回
路
図
を
示
し
ま
す
。
今
回
は
、
モ
ニ
タ

LE
Dな
ど
も
基
板
に
準
備
さ
れ
て
い
る
の
で
、
セ
ン
サ
基
板
以
外
は
必

用
あ
り
ま
せ
ん
。
一
度
ブ
レ
ッ
ド
ボ
ー
ド
上
を
綺
麗
に
し
て
、
配
線
を
し
ま
し
ょ
う
。
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作
成
し
た
回
路

10

実
際
に
配
線
し
た
様
子
を
示
し
ま
す
。

A
rd
u
in
o
ID
E

11

◇
A
rd
u
in
o
統
合
開
発
環
境
ID
E

回
路
が
出
来
ま
し
た
の
で
、

Ar
du

in
o 

ID
Eを
起
動
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
し
ま
す
。
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プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成

12

【
ソ
ー
ス
フ
ァ
イ
ル
名
：
E
S
P
D
u
in
o-
3
2
_5
0
0
6
_E
C
G
】

//
シ
リ
ア
ル
通
信
11
52
00
bp
s

//
AD
C変
換
値
(1
2b
it
)格
納
領
域

//
そ
の
ま
ま
PC
へ
シ
リ
ア
ル
出
力

//
PC
は
文
字
列
と
し
て
受
信
す
る

//
シ
リ
ア
ル
通
信
の
処
理
が
混
雑
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
し
ば
し
待
つ

※
1m
sは
と
り
あ
え
ず
の
時
間
.P
C側
の
処
理
時
間
を
考
慮

//
AD
変
換
し
た
結
果
を
電
圧
換
算
せ
ず
出
力
し
て
い
る
点
に
注
目

ソ
ー
ス
コ
ー
ド
は
、

VR
の
時
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
す
。

AD
変
換
の
繰
り
返
し
が
、
あ
ま
り
遅
い
と
後
の
分
析
に
支

障
が
出
る
（
出
た
が
少
な
す
ぎ
る
）
の
で
、
最
低
限
の
待
ち
時
間
を
取
っ
て
お
き
ま
す
。
こ
こ
で
は

1m
sと
し
て
い

ま
す
が
、
精
密
に
行
う
場
合
に
は

AD
変
換
に
必
用
な
時
間
を
調
べ
て
、
待
ち
時
間
を
決
め
ま
す
。

【
U
S
B
ケ
ー
ブ
ル
で
P
C
接
続
後
】
コ
ン
パ
イ
ル
＆
書
込
み

13

◇
ID
E
左
上
の

ボ
タ
ン
を
押
す

ID
Eの
左
上
に
あ
る
右
向
き
矢
印
ボ
タ
ン
を
押
下
し
ま
す
。
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プ
ロ
グ
ラ
ム
の
書
込
み

14

コ
ン
パ
イ
ル
が
始
ま
り
、
エ
ラ
ー
が
無
け
れ
ば
書
込
み
へ
と
進
ん
で
、
「
ボ
ー
ド
へ
の
書
込
み
が
完
了
し
ま
し

た
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
表
示
さ
れ
ま
す
。

書
込
み
が
完
了
す
る
と
同
時
に
マ
イ
コ
ン
に
リ
セ
ッ
ト
が
掛
か
り
、
書
き
込
ん
だ
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
動
き
始
め
ま
す
。

セ
ン
サ
パ
ッ
ド
の
準
備

15

◇
セ
ン
サ
ケ
ー
ブ
ル
に
パ
ッ
ド
を
取
り
付
け
る セ
ン
サ
ー
ケ
ー
ブ
ル

コ
ネ
ク
タ

ス
ナ
ッ
プ
に

パ
ッ
ド
取
付
け

パ
ッ
ド

裏
側

RA
：
右
腕

LA
：
左
腕

RL
：
右
脚
(右
脇
腹
)

セ
ン
サ
の
電
極
と
し
て
働
く
パ
ッ
ド
と
ケ
ー
ブ
ル
は
図
の
様
に
な
っ
て
い
ま
す
。

3枚
の
パ
ッ
ド
を
ケ
ー
ブ
ル
に
ス

ナ
ッ
プ
で
取
り
付
け
ま
す
。
け
ブ
ル
先
端
に
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
取
付
け
部
位
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ

L→
LA
：

Le
ft 

Ar
m
：
左
腕

R→
RA
：

Ri
gh

t A
rm
：
右
腕

CO
M
→

RL
：

Ri
gh

t L
eg
：
右
足

と
な
っ
て
い
ま
す
。
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パ
ッ
ド
の
位
置

16

●
RA
：
右
腕
(手
首
で
可
)

●
LA
：
左
腕
(手
首
で
可
)

●
RL
：
右
脚
(右
脇
腹
)

※
精
密
な
心
電
図
を
得
る
場
合
は
【
12
誘
導
心
電
図
】
と
い
う
12
の
方
向
か
ら
記
録
す
る
検
査

を
行
い
ま
す
.

本
講
座
で
は
、
実
験
的
に
EC
Gデ
ー
タ
を
取
得
す
る
の
で
、
パ
ッ
ド
位
置
は
大
体
で
良
い
.

【
重
要
】
パ
ッ
ド
貼
り
つ
け
の
際
は
、
RL
(C
OM
)か
ら
貼
り
つ
け
る
事
！

ま
ず
、
パ
ッ
ド
を
貼
り
つ
け
る
部
位
を
ア
ル
コ
ー
ル
な
ど
で
拭
い
て
皮
膚
表
面
の
油
分
な
ど
を
取
り
除
き
ま
す
。

最
初
に
必
ず

RL
(C

OM
)パ
ッ
ド
を
貼
り
つ
け
ま
す
。
ケ
ー
ブ
ル
が
短
い
の
で
右
脇
腹
辺
り
で
か
ま
い
ま
せ
ん
。
腕

は
手
首
に
貼
り
つ
け
て
下
さ
い
。
こ
の
実
習
で
は
、
波
形
デ
ー
タ
を
捉
え
る
事
が
で
き
れ
ば
良
い
の
で
、
パ
ッ
ド

の
貼
り
付
け
位
置
は
大
体
で
か
ま
い
ま
せ
ん
。
但
し
、
右
と
左
は
間
違
え
な
い
で
く
だ
さ
い
。
デ
ー
タ
を
取
る
人

（
自
分
）
の
右
腕
、
左
腕
、
右
脇
腹
で
す
。

セ
ン
サ
ケ
ー
ブ
ル
を
E
C
G
セ
ン
サ
基
板
に
接
続

17

セ
ン
サ
パ
ッド
へ

PC
へ

次
に
図
の
様
に
、
セ
ン
サ
ケ
ー
ブ
ル
を
基
板
に
接
続
し
ま
す
。
セ
ン
サ
ケ
ー
ブ
ル
を
接
続
し
た
後
は
、
座
っ
た

ま
ま
、
数
分
間
安
静
に
し
ま
し
ょ
う
。
落
ち
着
い
て
き
た
ら
、
い
よ
い
よ

EC
Gデ
ー
タ
を
観
察
し
ま
す
。

※
こ
の
際
の
操
作
な
ど
は
、
二
人
一
組
に
な
っ
て
、
行
っ
た
方
が
良
い
デ
ー
タ
が
採
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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E
C
G
デ
ー
タ
観
察
１

18

◇
シ
リ
ア
ル
モ
ニ
タ
で
受
信
し
た
デ
ー
タ
を
観
察

◇
通
信
速
度

受
信
デ
ー
タ
の
連
続
を

観
察
で
き
る

シ
リ
ア
ル
モ
ニ
タ
を
開
き
、
通
信
速
度
を
合
わ
せ
ま
す
。
す
る
と
、

EC
Gデ
ー
タ
の
数
字
が
流
れ
出
て
い
る
の
が

分
か
り
ま
す
。
脈
に
合
わ
せ
て
、
数
値
が
大
き
く
な
る
こ
と
が
分
か
る
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
心
臓
の
動

き
が
実
感
で
き
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
、
一
端
シ
リ
ア
ル
モ
ニ
タ
を
閉
じ
ま
す
。
（
右
上
の
×
印
）

E
C
G
デ
ー
タ
観
察
２

19

◇
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
心
電
波
形
を
観
察

✅
ツ
ー
ル

シ
リ
ア
ル
プ
ロ
ッ
タ
を
選
択

シ
リ
ア
ル
モ
ニ
タ
を
閉
じ
た
ら
、
ツ
ー
ル
→
シ
リ
ア
ル
プ
ロ
ッ
タ
を
選
択
し
ま
す
。
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リ
ア
ル
タ
イ
ム
心
電
波
形

20

◇
心
電
波
形
が
観
測
で
き
る

✅
自
動
ス
ケ
ー
ル
な
の
で
、多
少
見
づ
ら
い

シ
リ
ア
ル
プ
ロ
ッ
タ
は
、
通
信
相
手
か
ら
送
信
さ
れ
る
デ
ー
タ
を
そ
の
ま
ま
自
動
ス
ケ
ー
リ
ン
グ
で
グ
ラ
フ
表
示

し
て
く
れ
ま
す
。
通
信
速
度
が
速
く
、
デ
ー
タ
量
が
多
い
の
で
、
少
し
見
辛
い
で
す
が
、
図
の
様
に
心
電
波
形
が

表
示
さ
れ
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に

EC
Gデ
ー
タ
を
見
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
デ
ー
タ
の
保
存
が
で
き
ま
せ
ん
。

Ｅ
Ｃ
Ｇ
デ
ー
タ
の
フ
ァ
イ
ル
化

21

◇
リ
ア
ル
タ
イ
ム
波
形
は
一
過
性

✅
そ
の
時
し
か
見
ら
れ
な
い

分
析
が
し
づ
ら
い

✅
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
化
す
れ
ば
、後
で
分
析
で
き
る

✅
【
準
備
】
で
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
た
Ｔ
ｅ
ｒａ
Ｔ
ｅ
ｒｍ
を
使
う

※
こ
の
際
、シ
リ
ア
ル
モ
ニ
タ
お
よ
び
シ
リ
ア
ル
プ
ロ
ッ
タ
は
、

終
了
し
て
お
く
こ
と

EC
Gデ
ー
タ
を
保
存
す
る
に
は
、
既
に
準
備
し
た

Te
ra

Te
rm
と
い
う
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
を
使
い
ま
す
。
ま
ず
、
シ
リ
ア

ル
プ
ロ
ッ
タ
を
閉
じ
ま
す
。
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Ｔ
ｅｒ
ａ
Ｔ
ｅｒ
ｍ
起
動

22

◇
デ
ス
ク
ト
ッ
プ
に
あ
る
Ｔ
ｅ
ｒａ
Ｔ
ｅ
ｒｍ
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
で
起
動

✅
シ
リ
ア
ル
を
選
択

✅
マ
イ
コ
ン
が
使
用
し
て
い
る
Ｃ
Ｏ
Ｍ
ポ
ー
ト
を
選
択
し
て

Ｏ
Ｋ
！！

デ
ス
ク
ト
ッ
プ
に
あ
る

Tt
er

aT
er

m
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
で
起
動
し
ま
す
。
シ
リ
ア
ル
を
選
択
し
て
、
通
信
で
用
い
て
い

る
CO

M
ポ
ー
ト
を
プ
ル
ダ
ウ
ン
で
選
択
し
ま
す
。

シ
リ
ル
ポ
ー
ト
設
定

23

◇
文
字
化
け
し
た
表
示
が
出
力
さ
れ
て
い
る

✅
設
定

シ
リ
ア
ル
ポ
ー
ト
を
選
択

✅
通
信
速
度
を
1
1
5
2
0
0
に
合
わ
せ
る

こ
の
際
、
文
字
化
け
の
表
示
が
流
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
設
定
→
シ
リ
ア
ル
ポ
ー
ト
を
選
択
し
て
設
定

ウ
イ
ン
ド
ウ
を
開
き
、
ボ
ー
レ
イ
ト
（
通
信
速
度
の
事
）
を
プ
ル
ダ
ウ
ン
か
ら
選
択
し
、

OK
を
押
下
し
ま
す
。
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ロ
グ
設
定

24

◇
シ
リ
ア
ル
モ
ニ
タ
と
同
様
の
表
示
に
な
る

✅
フ
ァ
イ
ル

ロ
グ
を
選
択

表
示
が

Ar
du

in
o 

ID
Eの
シ
リ
ア
ル
モ
ニ
タ
と
同
じ
よ
う
に
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
流
れ
る
数
値
を
フ
ァ
イ
ル
に
保
存
す
る
た
め
に
は
、
フ
ァ
イ
ル
→
ロ
グ
と
辿
り
ま
す
。

フ
ァ
イ
ル
指
定
と
記
録
終
了

25

◇
ロ
グ
フ
ァ
イ
ル
を
指
定
す
る
と
、フ
ァ
イ
ル
に
記
録
が
始
ま
る

✅
し
ば
ら
く
の
間
、安
静
に
す
る
（
２
～
３
分
）
そ
の
後
、終
了

ロ
グ
フ
ァ
イ
ル
と
し
て
保
存
す
る
場
所
と
、
フ
ァ
イ
ル
名
（
氏
名
や
日
付
時
刻
な
ど
）
を
入
力
し
て
保
存
ボ
タ
ン

を
押
下
す
る
と
、
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
始
ま
り
ま
す
。
し
ば
ら
く
（

2～
3分
）
そ
の
ま
ま
安
静
に
し
ま
す
。

時
間
が
経
過
し
た
ら
、
フ
ァ
イ
ル
→
終
了
を
選
択
す
る
と
、
ロ
グ
フ
ァ
イ
ル
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
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ロ
グ
フ
ァ
イ
ル
名
の
変
更

26

◇
指
定
箇
所
に
ロ
グ
フ
ァ
イ
ル
が
保
存
さ
れ
て
い
る

✅
ロ
グ
フ
ァ
イ
ル
名
を
適
当
に
、拡
張
子
は
cs
vに
変
更
す
る

✅
こ
の
フ
ァ
イ
ル
を
そ
の
ま
ま
開
く
と

連
続
し
た
E
C
G
デ
ー
タ
が
格
納

さ
れ
て
い
る

指
定
の
フ
ァ
イ
ル
が
保
存
さ
れ
て
い
る
事
が
確
認
で
き
ま
す
。

Lo
g
と
な
っ
て
い
ま
る
フ
ァ
イ
ル
の
拡
張
子
を

cs
v
に
書
き
換
え
て
、
そ
の
ま
ま
開
く
と

Ex
ce

lの
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
（

Ex
ce

lが
PC
に
イ
ン
ス
ト
ー
ル
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
前
提
で
す
。
）
で
表
示
さ
れ
た

EC
Gデ
ー
タ
が
現
れ
ま
す
。

心
電
図
デ
ー
タ
が
取
得
で
き
ま
し
た
が
、
ま
だ
分
析
に
使
え
る
デ
ー
タ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

以
後
、
し
ば
ら
く

Ex
ce

l上
で
の
操
作
を
行
い
ま
す
。

E
C
G
デ
ー
タ
の
準
備

27

◇
途
中
で
デ
ー
タ
が
途
切
れ
て
い
な
い
か
確
認
す
る

✅
A
1
セ
ル
を
選
択
し
て
【
S
h
if
t
＋
↓
】
を
押
下
す
る
と
、

E
xc
e
lが
デ
ー
タ
の
途
切
れ
を
見
つ
け
て
く
れ
る

✅
途
切
れ
て
い
る
行
は
全
て
削
除
し
た
後
、折
れ
線
グ
ラ
フ
を
描
く

◇
全
波
形
デ
ー
タ
を
1
枚
の
グ
ラ
フ
に
描
け
ば
図
の
よ
う
に
な
る

一
番
先
頭
の
デ
ー
タ
セ
ル
を
選
択
し
て
、

Sh
ift
＋
↓
キ
ー
を
押
下
す
る
と
、
連
続
す
る
デ
ー
タ
の
終
端
を
見
つ

け
て
く
れ
ま
す
。
途
切
れ
て
い
る
行
は
、
削
除
し
て
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に

Sh
ift

+↓
キ
ー
押
下
を
繰
り
返
し
て
、
全

て
の
空
白
行
を
取
り
除
い
て
、
連
続
す
る
デ
ー
タ
に
し
ま
し
ょ
う
。

作
業
が
終
っ
た
ら
、
グ
ラ
フ
を
描
い
て
み
る
と
図
の
様
に
な
り
ま
す
。
全
デ
ー
タ
を

1枚
の
グ
ラ
フ
に
書
い
た
の

で
、
横
軸
方
向
が
込
み
合
っ
て
い
ま
す
。
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デ
ー
タ
範
囲
を
調
整
す
る

28

◇
グ
ラ
フ
の
デ
ー
タ
を
調
整
す
る

✅
E
C
G
デ
ー
タ
列
に
適
当
な
ヘ
ッ
ダ
を
付
け

✅
デ
ー
タ
範
囲
を
狭
め
る
（
５
０
０
０
件
）

心
電
図
が
現
れ
る

デ
ー
タ
の
先
頭
に
ヘ
ッ
ダ
（
例
え
ば

EC
Gな
ど
）
を
付
け
て
件
数
を
絞
っ
た
グ
ラ
フ
（
例
え
ば

50
00
件
）
を
書
く
と

図
の
様
に
心
電
図
が
現
れ
ま
す
。

こ
こ
ま
で
、
マ
イ
コ
ン
の
使
い
方
、

AD
変
換
の
仕
方
、

EC
Gセ
ン
サ
の
使
い
方
、
な
ど
の
知
識
を
総
動
員
し
て
得

た
皆
さ
ん
ご
自
身
の
心
電
図
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

心
電
図
を
見
易
く
す
る

29

◇
設
定
を
変
更
す
る
だ
け
で
見
や
す
く
な
る

✅
デ
ー
タ
範
囲
を
、い
ち
い
ち
変
更
し
な
が
ら
、全
体
を
見
る
の
は

手
間
が
か
か
る

デ
ー
タ
範
囲
を
い
ち
い
ち
変
更
し
な
が
ら
グ
ラ
フ
を
描
い
て
み
る
の
は
、
手
間
が
か
か
り
、
全
デ
ー
タ
を
観
察
す

る
の
は
大
変
で
す
。
実
際
の
心
電
図
検
査
は
、
こ
れ
を
記
録
紙
に
描
い
た
チ
ャ
ー
ト
を
用
い
ま
す
が
、
全
体
を
く

ま
な
く
眺
め
る
の
は
大
変
で
す
。
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E
C
G
デ
ー
タ
を
利
用
し
易
く
す
る
ツ
ー
ル

30

◇
膨
大
な
E
C
G
デ
ー
タ
を
観
察
し
デ
ー
タ
誤
り
を
発
見
す
る
ツ
ー
ル

✅
【
E
C
G
V
ie
w
】
を
作
成
し
た

※
実
習
キ
ッ
ト
付
属
C
D
に
含
ま
れ
て
い
る

✅
取
得
し
た
E
C
G
デ
ー
タ
を
Im
p
or
tし
、指
定
間
隔
で
描
画
す
る

こ
と
が
で
き
る
簡
易
ツ
ー
ル

✅
精
査
デ
ー
タ
を
C
S
V
出
力
し
て
、A
Iに
よ
る
分
析
が
で
き
る

そ
こ
で
、
大
き
な

EC
Gデ
ー
タ
全
体
を
、
容
易
に
眺
め
ら
れ
る
【

EC
G 

Vi
ew
】
を
作
成
し
ま
し
た
。
（
※
実
習
キ
ッ

ト
CD
内
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
）

こ
の
ツ
ー
ル
を
使
え
ば
、
取
得
し
た

EC
Gデ
ー
タ
を
取
り
込
ん
で
、
指
定
間
隔
（
幅
）
で
グ
ラ
フ
描
画
し
な
が
ら
、
全

体
を
く
ま
な
く
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

E
C
G
デ
ー
タ
の
分
析

31

◇
ツ
ー
ル
の
F
o
rw
a
rd
ボ
タ
ン
を
押
す
と
指
定
In
te
rv
a
lの

心
電
波
形
が
S
ta
rt
位
置
か
ら
の
グ
ラ
フ
と
し
て
描
か
れ
る

✅
正
常
状
態
を
見
て
お
け
ば
、異
常
が
発
見
で
き
る

✅
A
Iに
よ
る
不
整
脈
の
検
出
は
、こ
れ
と
同
じ

ボ
タ
ン
に
よ
っ
て
、
前
進
・
後
退
、
描
画
幅
の
指
定
、
フ
ァ
イ
ル
の
取
り
込
み
が
行
え
ま
す
。
こ
の
ツ
ー
ル
に
よ
っ

て
、
全
体
を
観
察
す
る
と
、

AD
変
換
値
が
正
し
く
記
録
さ
れ
て
い
な
い
セ
ル
（
※
例
え
ば
、
前
後
の
デ
ー
タ
と
は

桁
数
が
大
き
く
異
な
っ
て
記
録
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
で
、
周
辺
の
デ
ー
タ
か
ら
特
に
離
れ
て
い
る
よ
う
な
値
）
を
発

見
で
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
行
は
削
除
し
ま
す
。
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全
体
確
認
済
み
デ
ー
タ
を
保
存
す
る

32

◇
心
電
図
分
析
を
行
う
た
め
に

✅
新
し
い
シ
ー
ト
を
追
加
す
る

✅
ヘ
ッ
ダ
を
除
い
た
デ
ー
タ
だ
け
を
選
択
し
、c
o
p
yし
て

新
し
い
シ
ー
ト
に
貼
り
つ
け
る

✅
フ
ァ
イ
ル

エ
ク
ス
ポ
ー
ト

フ
ァ
イ
ル
の
種
類
の
変
更
と
選
択

C
S
V
形
式
を
選
び
名
前
を
付
け
て
保
存
し
て
お
く

※
こ
の
操
作
で
、心
電
図
デ
ー
タ
だ
け
が
C
S
V
形
式
で
保
存
さ
れ
る

こ
の
よ
う
に
し
て
全
体
を
確
認
し
て
、
き
れ
い
に
な
っ
た
デ
ー
タ
は
、
図
の
手
順
で
再
び

CS
Vフ
ァ
イ
ル
に
保
存
し

ま
す
。

こ
の
フ
ァ
イ
ル
が
、
後
に

AI
で
分
析
す
る
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
と
な
り
ま
す
。

応
用
と
し
て

33

◇
心
臓
は
筋
肉
で
で
き
て
い
る

✅
E
C
G
は
筋
電
図
と
同
様
で
あ
る

✅
そ
の
ま
ま
、筋
肉
が
発
す
る
電
気
信
号
を
捕
捉
す
る
こ
と
も
可
能

心
臓
の
動
き
は
筋
肉
の
動
き
で
す
。
通
常
の
筋
肉
、
例
え
ば
腕
の
力
こ
ぶ
な
ど
も
筋
肉
の
動
き
で
す
。
で
す
か

ら
、
セ
ン
サ
パ
ッ
ド
を
適
切
な
箇
所
に
貼
れ
ば
、
筋
電
図
デ
ー
タ
を
取
得
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
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有
限
会
社
ワ
イ
ズ
マ
ン

原
田
賢
一

な
ん
で
も
つ
な
が
る
！
！

Io
T
基
礎
講
座

【
医
療
A
I連
携
】

N
o.
5
0
0
7
心
電
図

1

心
電
図
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心
臓
と
血
液
の
循
環

2

◇
心
臓
：
休
み
な
く
収
縮
を
繰
り
返
す
臓
器

✅
心
臓
筋
肉
の
収
縮
＝
血
液
循
環

✅
右
心
室
か
ら
肺
動
・静
脈
を
経
て

肺
で
酸
素
を
取
り
込
ん
だ

動
脈
血
が
左
心
房
に
戻
る

✅
左
心
室
が
ポ
ン
プ
と
な
り

大
動
脈
を
経
て
身
体
全
体
に
新
鮮

な
血
液
が
送
ら
れ
る

✅
酸
素
が
少
な
く
な
っ
た
血
液
は

大
静
脈
を
経
て
右
心
房
に
戻
る

✅
右
心
室
が
ポ
ン
プ
と
な
り

再
び
肺
へ
送
ら
れ
る

※
肺
や
体
に
血
液
を
送
り出
す
の
で
あ
って
、吸
い
上
げ

る
の
で
は
な
い

血
圧
を
考
え
れ
ば
分
か
る

取
得
し
た

EC
Gデ
ー
タ
を
分
析
す
る
前
に
、
学
ん
で
お
く
べ
き
こ
と
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
少
し
の
間
、

そ
れ
ら
を
説
明
し
ま
す
。

心
臓
の
動
き
を
表
す
心
電
図
で
す
。
心
臓
が
ど
の
様
に
動
い
て
い
る
の
か
を
描
い
た
の
が
上
図
で
す
。

※
図
右
下
に
あ
る
※
印
に
注
意
。

心
臓
の
収
縮
と
電
気
刺
激

3

◇
心
臓
は
、心
房
か
ら
心
室
に
向
か
っ
て
流
れ
る
僅
か
な
電
気
刺
激
で

収
縮
を
繰
り
返
し
て
い
る

✅
電
気
刺
激
の
通
り
道
を
【
刺
激
伝
導
系
】
と
呼
ぶ

✅
正
常
な
場
合
の
電
気
刺
激
は

右
心
房
の
一
番
右
上
に
あ
る

【
洞
結
節
】
と
呼
ば
れ
る
部
分
か
ら

刺
激
を
発
し
心
房
全
体
を
収
縮
さ
せ

【
房
室
結
節
】
に
集
る

✅
房
室
結
節
で
少
し
時
間
を
遅
ら
せ
て

【
ヒ
ス
束
】
に
伝
え
る

✅
右
脚
、左
脚
に
分
か
れ
、さ
ら
に

【
プ
ル
キ
ン
エ
線
維
】
に
伝
わ
り

心
室
全
体
が
刺
激
さ
れ
る

動
き
の
元
に
な
る
電
気
刺
激
に
つ
い
て
、
図
で
説
明
し
ま
す
。
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心
電
図
波
形
と
心
臓
の
動
き

4

◇
心
臓
を
伝
わ
る
電
気
刺
激
を
体
表
で
検
出
し
た
も
の
が
心
電
図

✅
心
臓
が
正
常
な
状
態
で
は
、規
則
的
な
波
形
が
観
測
され
る

.
これ
を
【正
常
洞
調
律
】（

N
or

m
al

si
nu

s r
hy

th
m

:N
SR

)と
い
う

取
得
し
た
心
電
図
波
形

5

◇
前
回
取
得
し
た
心
電
波
形
を
Ｅ
Ｃ
Ｇ
Ｖ
ｉｅ
ｗ
で
見
て
み
よ
う

✅
回
路
内
の
フ
ィ
ル
タ
で
除
去
で
き
な
い
ノ
イ
ズ
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、

Ｐ
波
、Ｑ
Ｒ
Ｓ
波
、Ｔ
波
を
観
察
で
き
る

※
In
te
rv
a
lを
適
宜
設
定
す
れ
ば
、表
示
幅
を
広
げ
て
観
察
で
き
る

P Q

R

ST

こ
こ
で
、
前
回
取
得
し
た
皆
さ
ん
ご
自
身
の
心
電
波
形
を

EC
G 

Vi
ew
で
見
て
み
ま
す
。
振
幅
の
大
き
さ

や
信
号
の
間
隔
は
、
人
そ
れ
ぞ
れ
様
々
で
す
。
こ
れ
も
個
人
情
報
の

1つ
で
す
。

EC
G 

Vi
ew
で

In
te

rv
al

を
変
え
て
観
察
す
れ
ば
、

2～
3拍
分
の
心
拍
波
形
を
大
き
く
拡
大
で
き
ま
す
。

脈
波
に
は
そ
の
波
の
ピ
ー
ク
に
そ
れ
ぞ
れ
名
前
が
付
い
て
い
ま
す
。

※
何
故

Pか
ら
始
ま
る
名
前
が
付
い
た
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
前
後
に
他
の
名
前
を
付
け
る
こ
と
に

な
っ
て
も
都
合
が
い
い
よ
う
に
、

Pか
ら
始
め
た
と
い
う
説
も
あ
る
。
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正
常
な
心
電
図
波
形

6

ほ
ぼ
等
間
隔

◇
Ｒ
波
の
ピ
ー
ク
間
隔
は
、ほ
ぼ
等
間
隔

脈
拍
一
定

正
常
な
心
電
波
形
を
見
る
と
大
き
な
ピ
ー
ク

(R
)は
ほ
ぼ
等
間
隔
に
な
っ
て
い
ま
す
。

脈
拍
の
乱
れ
【
不
整
脈
】

7

乱
れ
が
あ
る

◇
さ
ら
に
デ
ー
タ
を
見
て
行
く
と
乱
れ
て
い
る
部
分
を
発
見

✅
一
定
間
隔
の
脈
が
、一
拍
短
く
な
っ
て
い
る

期
外
収
縮

図
に
は
、

R波
の
間
隔
が
短
く
（
長
く
）
な
っ
て
い
る
場
所
を
示
し
て
い
ま
す
。
※
実
は
、
こ
の

EC
Gデ
ー

タ
は
筆
者
自
身
が
記
録
し
た
デ
ー
タ
で
す
。
私
は
、

30
年
ほ
ど
前
に
健
診
で
心
電
図
検
査
を
行
っ
た
と

こ
ろ
、
「
心
室
性
期
外
収
縮
」
と
診
断
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
医
師
に
尋
ね
た
所
、
健
常
者
で
も
起
き
う
る

こ
と
な
の
で
、
あ
ま
り
気
に
し
な
く
て
良
い
と
の
こ
と
で
し
た
。
以
後
お
よ
そ

30
年
大
病
も
せ
ず
、
好
み
の

登
山
や
長
距
離
走
な
ど
の
大
会
に
も
沢
山
参
加
し
ま
し
た
が
、
特
別
な
こ
と
は
起
こ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
れ
も
一
種
の
不
整
脈
で
す
ね
。
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Ｍ
ＩＴ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
は
多
く
の
心
電
図
が
あ
る

8

◇
研
究
・教
育
の
た
め
に
Ｍ
ＩＴ
が
公
開
し
て
い
る
心
電
図
デ
ー
タ
（
※
）

h
tt
p
s:
//
w
w
w
.p
h
ys
io
n
e
t.
o
rg
/l
ig
h
tw
a
ve
/

?
d
b
=
m
it
d
b
/1
.0
.0

（
※
）

M
IT

-B
IH

 A
rr

hy
th

m
ia

 D
at

ab
as

e(
m

itd
b)

M
IT

-B
IH
不
整
脈
デ
ー
タベ
ー
ス

M
IT
：

M
as

sa
ch

us
et

ts
In

st
itu

te
of

Te
ch

no
lo

gy
BI

H
：

Be
th

Is
ra

el
H

os
pi

ta
l

M
IT
が
公
開
し
て
い
る
心
電
図
デ
ー
タ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

m
itd

bを
紹
介
し
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
色
々
な

不
整
脈
の
デ
ー
タ
が
保
管
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
自
由
に
閲
覧
し
た
り
、
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
り
で
き
ま
す
。

N
0
.1
0
0
～
２
３
４
の
公
開
心
電
図
デ
ー
タ

9

◇
Ｎ
ｏ
．1
0
0
の
Ｒ
ｅ
ｃｏ
ｒｄ
を
選
択
す
る
（
ウ
イ
ン
ド
ウ
左
上
）

✅
暫
く
待
つ
と
、

選
択
し
た
デ
ー
タ
の
グ
ラ
フ
が
現
れ
る

✅
各
R
e
co
rd
は
、サ
ン
プ
リ
ン
グ
周

期
3
6
0
H
ｚで
3
0
分
間
の
E
C
G
デ
ー
タ

（
E
le
ct
ro
C
a
rd
io
g
ra
m
：心
電
図
）

✅
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
使
用
者
な
ど
の

デ
ー
タ
も
含
ま
れ
て
い
る

ウ
イ
ン
ド
ウ
左
上
の
プ
ル
ダ
ウ
ン
で
、
閲
覧
し
た
い
デ
ー
タ
を
選
択
す
る
と
、
ブ
ラ
ウ
ザ
上
で
心
電
図

チ
ャ
ー
ト
（

EC
G：

El
ec

tro
 C

ar
di

og
ra

m
）
を
み
る
事
が
で
き
ま
す
。
保
管
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
は
全
て

36
0H

z で
30
分
間
計
測
し
た
デ
ー
タ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

36
0×

60
×

30
を
計
算
す
る
と
、
デ
ー
タ
の
大

き
さ
が
分
か
る
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
、

1つ
の
フ
ァ
イ
ル
に

2c
h（

2箇
所
）
以
上
の
セ
ン
サ
デ
ー
タ
を
含
む
も

の
も
あ
る
の
で
、
デ
ー
タ
サ
イ
ズ
は
さ
ら
に
大
き
く
な
り
ま
す
。
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M
IT
D
B
V
ie
w

10

ア
ノテ
ー
シ
ョン
（
特
徴
あ
る
波
形
の
注
釈
）

Aは
不
整
脈

自
動
ス
クロ
ー
ル

先
に
進
む

前
に
戻
る

使
い
方 ア
ノテ
ー
シ
ョン
の
検
索

EC
Gデ
ー
タ
を
選
択
す
る
と
、
し
ば
ら
く
し
て
心
電
図
チ
ャ
ー
ト
が
現
れ
ま
す
が
、
画
面
上
で
自
由
に
移

動
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
特
に
、
心
電
図
上
の

R波
に
対
し
て
、
ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ば
れ
る
注
釈
が

付
記
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。

※
ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
後
に
解
説

T
a
b
le
s

11

◇
T
a
b
le
タ
ブ
に
は
、こ
の
E
C
G
デ
ー
タ
の
内
容
と
ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
が

示
さ
れ
て
い
る

記
録
時
間

サ
ン
プ
リ
ン
グ
周
期

デ
ー
タ
に
含
ま
れ
て
い
る
ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン

ヘ
ッ
ダ
フ
ァ
イ
ル
内
容

表
示
さ
れ
る
ウ
イ
ン
ド
ウ
に
は
い
く
つ
か
の
タ
ブ
が
あ
り
ま
す
。
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S
et
ti
n
g
s

12

◇
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、E
C
G
デ
ー
タ
を
編
集
す
る
こ
と
も
で
き
る
が

こ
こ
で
は
、そ
の
機
能
は
使
わ
な
い

Se
tti

ng
sと
い
う
タ
ブ
で

EC
Gデ
ー
タ
の
編
集
も
で
き
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
使
用
し
ま
せ
ん
。

P
h
ys
io
N
et

13

◇
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
や
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
、ド
キ
ュ
メ
ン
ト
類
は

P
h
ys
io
N
e
tと
い
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
提
供
さ
れ
て
い
る

✅
研
究
に
利
用
で
き
る
O
p
e
n
な
E
C
G
デ
ー
タ
が
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る

✅
他
に
も
多
く
の
情
報
を
公
開
し
て
い
る
P
h
ys
io
N
e
tの
概
要
を

見
て
お
こ
う

こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
や
豊
富
な
文
書
が

Ph
ys

io
Ne

tと
い
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
管
理
さ
れ
て
い
ま
す
。
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◇
公
開
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
を
使
う
た
め
に
は
・・
・

✅
T
u
to
ri
a
ls
と
D
a
ta
が
重
要

✅
ま
ず
、T
u
to
ri
a
ls
か
ら

P
h
ys
io
N
et
の
情
報

14

ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
中
で
も
、

Tu
to

ria
ls
と

Da
ta
が
重
要
で
す
。

T
u
to
ri
a
ls

R
ef
er
en
ce
G
u
id
es

15

◇
P
ro
g
ra
m
m
er
’s
G
u
id
e
と
A
p
p
li
ca
ti
on
s
G
u
id
e
が
あ
る

Tu
to

ria
ls
→

Re
fe

re
nc

e 
Gu

id
e
と
た
ど
り
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
に
は
、

W
FD

B 
Pr

og
ra

m
m

er
’s 

Gu
id

e
と

W
FD

B 
Ap

pl
ica

tio
n 

Gu
id

e
と
い
う
資
料
が
あ
り
ま
す
。
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◇
ま
ず
P
ro
g
rm
m
er
’s
G
u
id
eを
見
て
お
こ
う

W
F
D
B
P
ro
g
ra
m
m
er
’s
g
u
id
e

16

◇
少
し
下
に
ス
ク
ロ
ー
ル

✅
B
ri
ef
T
a
b
le
of
C
on
te
n
s

L
in
kか
ら

Pr
og

ra
m

m
er

’s 
Gu

id
e
か
ら

Br
ie

f T
ab

le
 o

f C
on

te
nt

sと
た
ど
り
ま
す
。

B
ri
ef
T
a
b
le
of
C
on
te
n
ts

17

✅
A
n
n
ot
a
ti
on
C
od
es
を
見
て
み
よ
う
！

後
で
内
容
を
例
示
し
て
い
る

ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
扱
う
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
次
の
行
を
含
め
る
こ
と

そ
の
中
に
、
先
に
出
て
き
た

An
no

ta
tio

n 
Co

de
sが
あ
り
ま
す
。
な
に
や
ら
大
切
な
ヘ
ッ
ダ
フ
ァ
イ
ル

が
あ
る
よ
う
で
す
。
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A
n
n
ot
a
ti
on
C
od
eｓ

18

✅
M
IT
D
B
V
ie
w
ま
た
は
Ｔ
ａ
ｂ
ｌｅ
に
表
示
さ
れ
る
Ａ
n
n
ot
a
ti
on
C
od
e

ｓ In
cl
u
d
eす
る

ec
g
co
d
es
.h
の

定
義
内
容

ブ
ラ
ウ
ザ
の

Vi
ew
で
表
示
さ
れ
て
い
る
ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー
ド
は
、
図
の
様
に
ヘ
ッ
ダ
フ
ァ
イ
ル
の

内
容
と
対
応
し
て
お
り
、
ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー
ド
に
対
応
す
る
診
断
名
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

心
臓
刺
激
伝
導
系
関
連
用
語

19

◇
医
学
用
語
に
つ
い
て
は
詳
細
を
記
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

✅
「
日
本
医
学
会
医
学
用
語
W
E
B
版
」
な
ど
を
参
照
し
て

確
認
を
し
て
ほ
し
い

h
tt
p
:/
/j
a
m
s.
m
ed
.o
r.
jp
/d
ic
/h
ea
rt
.h
tm
l

【
心
臓
刺
激
伝
導
系
関
連
用
語
】
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
筆
者
は
医
学
の
専
門
家
で
は
な
い
の
で
、
医
学

用
語
を
詳
細
に
記
述
・
説
明
で
き
ま
せ
ん
。
必
用
に
応
じ
て
図
に
よ
う
な
情
報
で
そ
の
内
容
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。
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心
臓
刺
激
伝
導
系
関
連
用
語
の
例

20

・・
・・
・

◇
英
語
表
記
と
対
応
す
る
日
本
語
表
記
階
層
が
示
さ
れ
て
い
る

W
EB
に
は
、
英
語
表
記
と
日
本
語
表
記
の
対
応
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

W
F
D
B
A
p
p
li
ca
ti
on
G
u
id
e
を
見
て
み
よ
う

21

◇
少
し
下
に
ス
ク
ロ
ー
ル

✅
fi
le
fo
rm
a
ts
が
あ
る

L
in
kか
ら

W
FD

B 
Ap

pl
ica

tio
ns

 G
ui

de
に
は
、
保
存
・
公
開
さ
れ
て
い
る

fil
e 

fo
rm

at
sが
あ
り
ま
す
。
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W
F
D
B
の
フ
ァ
イ
ル
構
成

22

◇
４
フ
ァ
イ
ル
で
構
成
さ
れ
て
い
る
E
C
G
デ
ー
タ

①
a
n
n
ot
a
ti
on
fi
le

Ｅ
Ｃ
Ｇ
デ
ー
タ
の
1
拍
分
に
対
す
る
注
釈

②
h
ea
d
er
fi
le

Ｅ
Ｃ
Ｇ
デ
ー
タ
レ
コ
ー
ド
の
内
容
情
報

③
si
g
n
a
l
fi
le

実
際
の
Ｅ
Ｃ
Ｇ
デ
ー
タ

④
ca
li
b
ra
ti
on
fi
le

デ
ー
タ
取
得
時
の
調
整
情
報

✅
公
開
Ｅ
Ｃ
Ｇ
デ
ー
タ
利
用
で
は
、最
低
①
②
③
の

フ
ァ
イ
ル
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
理
解
し
て
お
く
必
用
が
あ
る

公
開

EC
Gデ
ー
タ
は
、
図
で
示
す

4つ
の
フ
ァ
イ
ル
で
構
成
さ
れ
て
い
て
、
各
々
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
説

明
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
今
回
重
要
な
の
は
上
記
①
か
ら
③
で
す
。

①
Ａ
ｎ
ｎ
ｏｔ
ａ
ｔｉ
ｏｎ
fi
le
fo
rm
a
t

23

◇
2
種
類
の
書
式
が
あ
る

✅
A
H
A
：1
6
バ
イ
ト
/ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン

※
9
ト
ラ
ッ
ク
テ
ー
プ
向
け

主
に
研
究
所
で
の
デ
ー
タ
交
換
用

✅
M
IT
：2
バ
イ
ト
/ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン

コ
ン
パ
ク
ト
、オ
ン
ラ
イ
ン
ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
向
け

✅
い
ず
れ
も
バ
イ
ナ
リ
フ
ァ
イ
ル

①
An

no
ta

tio
n 

fil
e 

fo
rm

at
は
、

2つ
の
書
式
が
あ
り
ま
す
が
、
現
在
は

CD
な
ど
に
も
対
応
し
て
い
る

M
IT
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

M
IT
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
は
、

1ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
対
し

て
２
バ
イ
ト
の
バ
イ
ナ
リ
フ
ァ
イ
ル
に
な
っ
て
い
ま
す
。
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◇
M
IT
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
は
２
バ
イ
ト
の
ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
で

記
録
さ
れ
て
い
る

✅
フ
ァ
イ
ル
内
の
各
先
頭
バ
イ
ト
は
、下
位
バ
イ
ト
へ

✅
2
番
目
の
バ
イ
ト
は
上
位
バ
イ
ト
に
配
置
さ
れ
る

2
バ
イ
ト
の
ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
デ
ー
タ

24

・・
・・
・

フ
ァ
イ
ル
内
記
録
順
番

実
デ
ー
タ
の
順
番

図
に
ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
フ
ァ
イ
ル
の
デ
ー
タ
編
成
を
示
し
ま
す
。

ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
1
6
b
it

25

✅
２
b
yt
es
の
先
頭
６
b
it
は
、ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
タ
イ
プ
を
表

す ✅
残
り
の
1
0
b
it
は
、直
前
の
ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
の

時
間
間
隔
（
デ
ー
タ
の
数
）
を
表
す

※
直
前
の
R
波
か
ら
の
デ
ー
タ
間
隔

※
内
容
は
次
の
図

バ
イト
境
界

2バ
イ
ト
編
成
の
ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
図
の
よ
う
な

bi
t構
成
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
ア
ノ
テ
ー

シ
ョ
ン
タ
イ
プ
が
含
ま
れ
る
先
頭

6b
itと
い
う
の
は
、

2バ
イ
ト
の
上
位

6b
itを
指
し
て
い
ま
す
。

残
り
の

10
bi

tは
、
直
前
の
ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
の
デ
ー
タ
数
を
表
し
て
い
ま
す
。
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ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
タ
イ
プ
コ
ー
ド
(
W
F
D
B
/e
cg
co
d
es
.h
)

26

✅
定
義
さ
れ
て
い
る
ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー
ド
(1
0
進
)

図
は
、
先
に
出
て
き
た
ヘ
ッ
ダ
フ
ァ
イ
ル
（

W
FD

B/
ec

gc
od

es
.h
）
の
前
半
の
内
容
で
す
。

ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
タ
イ
プ
コ
ー
ド

27

残
り
の
ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
タ
イ
プ
コ
ー
ド
は
、
図
の
様
に
な
っ
て
い
ま
す
。
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M
IT
fo
rm
a
t
の
該
当
解
説
箇
所

28

M
IT

 fo
rm

at
の
説
明
は
図
の
様
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
フ
ァ
イ
ル
の
実
例

29

◇
公
開
さ
れ
て
い
る
E
C
G
デ
ー
タ
の
最
初
の
フ
ァ
イ
ル
1
0
0
.a
tr

✅
バ
イ
ナ
リ
エ
デ
ィ
タ
で
こ
の
フ
ァ
イ
ル
の
内
容
を
見
る
と

✅
１
ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
あ
た
り
２
バ
イ
ト
で
区
切
り
、0
xE
B
2
0
の

デ
ー
タ
を
解
析
し
て
み
る

実
際
に
公
開
さ
れ
て
い
る
ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
フ
ァ
イ
ル
を
調
べ
て
み
ま
す
。
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実
際
の
ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
デ
ー
タ
解
析

30

ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
デ
ー
タ
を
解
説
通
り
に
分
析
す
る
と
、
図
の
様
に
な
り
ま
す
。

②
H
ea
d
er
fi
le
fo
rm
a
t（
テ
キ
ス
ト
フ
ァ
イ
ル
）

31

デ
ー
タ番
号

信
号
数

サ
ン
プ
リン
グ
周
波
数

信
号
あ
た
りの
サ
ン
プ
リン
グ
数

デ
ー
タフ
ァイ
ル
名

記
録
形
式

fo
rm

at
AD

C
G

ai
n

≒
R波
振
幅

AD
C分
解
能

11
bi

t
ゼ
ロ値

初
期
値

チ
ェッ
クサ
ム

ブ
ロッ
クサ
イズ

信
号
説
明

コメ
ン
ト

ヘ
ッ
ダ
フ
ァ
イ
ル
は
、
テ
キ
ス
ト
エ
デ
ィ
タ
で
開
く
こ
と
が
で
き
て
、
図
の
様
に
な
っ
て
い
ま
す
。
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③
si
g
n
a
l
fi
le

32

Si
gn

al
 fi

le
に
は
、

EC
Gの
生
デ
ー
タ
が
格
納
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
フ
ァ
イ
ル
も
バ
イ
ナ
リ
フ
ァ
イ
ル
で
、

ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
説
明
に
従
っ
た
デ
ー
タ
編
成
を
描
い
た
も
の
が
上
図
で
す
。

E
C
G
V
ie
w
と
m
it
d
b
V
ie
w
と
の
比
較

33

✅
Ｅ
Ｃ
Ｇ
Ｖ
ｉｅ
ｗ
の
表
示
は
、m
it
d
b
の

Ｖ
ｉｅ
ｗ
機
能
と
同
様
の
心
電
図
波
形
を

観
察
で
き
る

✅
取
得
デ
ー
タ
に
ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
付

加
す
る
こ
と
は
、専
門
的
な
医
学
知
識

が
必
要

EC
G 

Vi
ew
と

m
itd

bの
Vi

ew
機
能
は
似
て
い
ま
す
が
、
取
得
で
き
た
デ
ー
タ
に
ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
付

加
す
る
こ
と
は
、
高
度
な
医
学
知
識
が
必
要
で
す
。
本
講
座
で
は
、
ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
付
加
に
つ
い
て

は
触
れ
ま
せ
ん
。
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A
Iの
活
用

34

◇
E
C
G
デ
ー
タ
に
対
す
る
A
I活
用

✅
次
回
以
降
、取
得
デ
ー
タ
を
さ
ら
に
解
析
し
て

【
A
Iを
活
用
し
た
時
系
列
デ
ー
タ
分
析
の
手
法
】
を

用
い
た
不
整
脈
検
出
を
試
み
る
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有
限
会
社
ワ
イ
ズ
マ
ン

原
田
賢
一

な
ん
で
も
つ
な
が
る
！
！

Io
T
基
礎
講
座

【
医
療
A
I連
携
】

N
o.
5
0
0
8
Ａ
Ｉ解
析
環
境

1

Ａ
Ｉ解
析
環
境
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心
電
図
デ
ー
タ
の
解
析
手
法

2

◇
取
得
し
た
心
電
図
デ
ー
タ
の
特
徴

✅
心
電
図
デ
ー
タ
は
、時
間
と
共
に
変
化
し
て
い
る

時
系
列
デ
ー
タ
で
あ
る

✅
脈
の
波
形
は
健
康
な
人
も
、十
人
十
色

健
康
な
人
の
脈
波
が
他
の
人
の

お
手
本
に
は
な
ら
な
い
！

✅
脈
に
異
常
が
あ
る
人
で
あ
っ
て
も
、

通
常
全
て
の
脈
が
異
常
で
は
な
い

お
手
本
と
な
る
べ
き
脈
波
を
持
っ
て
い
る

心
電
図
デ
ー
タ
を
取
得
し
て
観
察
し
て
み
る
と
、
そ
の
中
に
お
手
本
に
な
る
デ
ー
タ
が
有
っ
て
、
そ
れ
を
元
に
し

て
他
の
部
分
を
観
察
す
る
こ
と
で
、
変
化
が
現
れ
て
い
る
部
分
を
推
定
で
き
る
。

A
I手
法
適
用
の
イ
メ
ー
ジ

3

◇
E
C
G
デ
ー
タ
の
中
に
お
手
本
が
含
ま
れ
て
い
る

✅
お
手
本
部
分
を
取
り
出
す

✅
全
波
形
と
比
較
す
る

✅
異
な
る
部
分
を
【
乱
れ
】
と
判
断
す
る

お
手
本

比
較
検
出

EC
G 

Vi
ew
で
該
当
す
る
デ
ー
タ
部
分
の
波
形
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
す
。
こ
の
よ
う
な
事
を

AI
手
法
で
行
っ
て

み
よ
う
と
い
う
の
が
今
後
の
目
標
で
す
。
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A
I解
析
環
境

4

◇
Ｇ
ｏｏ
ｇ
ｌｅ
C
ol
a
b
or
a
to
ry

✅
G
oo
g
le
a
cc
ou
n
tと
C
h
ro
m
eを
準
備
し
て

即
利
用
で
き
る

✅
P
yt
h
on
処
理
系
と
A
Iで
良
く
使
う
パ
ッ
ケ
ー
ジ
が

イ
ン
ス
ト
ー
ル
さ
れ
た
環
境
が
無
料
で
提
供
さ
れ
て
い
る

✅
必
要
な
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
後
か
ら
追
加
す
る
事
も
可
能

✅
ク
ラ
ウ
ド
上
で
G
P
U
や
T
P
U
な
ど
の
計
算
機
資
源

が
解
放
さ
れ
て
い
る

※
G
P
U
：G
ra
p
h
ic
s
P
ro
ce
ss
in
g
U
n
it
（
同
時
複
数
演
算
可
能
）

T
P
U
：T
e
n
so
r
P
ro
ce
ss
in
g
U
n
it
（
高
速
テ
ン
ソ
ル
計
算
向
き
）

こ
れ
ら
は
、A
Iで
使
用
す
る
多
数
デ
ー
タ
、繰
り
返
し
演
算
を
超
高
速
で

処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る

AI
の
処
理
環
境
に
は
様
々
な
も
の
が
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
で
も

Go
og

le
 C

ol
ab

or
at

or
yは
、
利
用
を
始
め

る
ま
で
の
手
続
き
が
簡
単
で
、

AI
で
良
く
用
い
ら
れ
る
処
理
系
が
既
に
準
備
さ
れ
て
い
て
、
大
変
便
利
で
す
。
以

後
の
実
習
は
こ
の

Go
og

le
 C

ol
ab

or
at

or
yを
用
い
て
進
め
る
こ
と
に
し
ま
す
。

◇
G
oo
g
le
C
ol
a
b
or
a
to
ry
を
使
う
た
め
に

✅
G
oo
g
le
C
h
ro
m
e
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル
す
る

✅
“
C
h
ro
m
e”
で
W
eb
検
索
す
れ
ば
、
容
易
に

イ
ン
ス
ト
ー
ル
で
き
る

✅
完
了
す
る
と
、
デ
ス
ク
ト
ッ
プ
に
図
の
よ
う
な

シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
が
で
き
る

G
oo
g
le
C
h
ro
m
e
イ
ン
ス
ト
ー
ル

5

実
習
を
行
う
に
は

Go
og

le
 C

hr
om

e
が
必
用
で
す
の
で
、
使
用
す
る

PC
に
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
て
下
さ
い
。

172



◇
G
oo
g
le
a
cc
ou
n
t
が
無
い
場
合
、
作
成
す
る
た
め
に

C
h
ro
m
eで
下
記
U
R
L
に
ア
ク
セ
ス

h
tt
p
s:
//
a
cc
ou
n
ts
.g
oo
g
le
.c
om
/s
ig
n
u
p

開
い
た
ウ
イ
ン
ド
ウ
に
登
録
情
報
を
入
力
し
て
進
め
る

※
既
に
、
G
oo
g
le
a
cc
ou
n
t取
得
済
み
の
方
は

そ
の
a
cc
ou
n
tを
使
用
し
て
ロ
グ
イ
ン
し
ま
す

G
oo
g
le
a
cc
ou
n
t
作
成

6

Go
og

le
 a

cc
ou

nt
が
必
要
な
の
で
、
図
で
示
す

UR
Lに
ア
ク
セ
ス
し
て

Go
og

le
ア
カ
ウ
ン
ト
を
取
得
し
て
く
だ

さ
い
。

◇
氏
名
を
入
力
す
る
と
、
利
用
で
き
る
ユ
ー
ザ
名
候
補
が

表
示
さ
れ
る
（
変
更
も
可
）

✅
パ
ス
ワ
ー
ド
を
2
か
所
入
力
し
て
【
次
へ
】
進
む

✅
電
話
番
号
(※
)な
ど
を

登
録
し
て
進
め
る
と

ア
カ
ウ
ン
ト
登
録
が

完
了
し
ま
す

※
指
定
し
た
電
話
に
、

確
認
用
コ
ー
ド
が

送
付
さ
れ
ま
す

登
録
情
報
な
ど
の
入
力

7

ア
カ
ウ
ン
ト
登
録
に
は
、
氏
名
の
他
に
携
帯
電
話
番
号
が
必
用
で
す
。
電
話
に
本
人
確
認
コ
ー
ド
が
送
信
さ
れ

ま
す
。
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G
oo
g
le
D
ri
ve
に
ア
ク
セ
ス

8

✅
ロ
グ
イ
ン
後
、
下
記
ウ
イ
ン
ド
ウ
右
上
の
ア
プ

リ
マ
ー
ク
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
【
ド
ラ
イ
ブ
】
(※
)

に
ア
ク
セ
ス
し
ま
す
。

※
こ
の
ド
ラ
イ
ブ

に
解
析
手
順
や
結

果
が
保
存
さ
れ
ま

す
。

ア
カ
ウ
ン
ト
を
取
得
し
た
ら
ロ
グ
イ
ン
状
態
に
な
り
ま
す
。
図
の
ア
プ
リ
マ
ー
ク
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
ド
ラ
イ
ブ
に
ア
ク

セ
ス
し
て
下
さ
い
。

Go
og

le
 C

ol
ab

or
at

or
yは
、
解
析
の
手
順
や
経
過
を
含
め
て
、
全
て

Go
og

le
 D

riv
eに
保
存

さ
れ
ま
す
。

ド
ラ
イ
ブ
に
C
ol
a
b
or
a
to
ry
を
追
加
(※
)

9

◇
ド
ラ
イ
ブ
で
使
用
す
る
ア
プ
リ
を
追
加
す
る

③
15
GB
の
デ
ィ
ス
ク
を
利
用
で
き
る

①
新
規
（
ま
た
は
マ
イ
ド
ラ
イ
ブ
）

そ
の
他

ア
プ
リ
を
追
加
と
辿
る

②
Go
og
le
Co
la
bo
ra
to
ry
を
ク
リ
ッ
ク
！

※
そ
の
ま
ま
で
は
、

C
ol
a
b
or
a
to
ry
の
機
能
を

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

Go
og

le
 D

riv
eは
、
そ
の
ま
ま
で
は
、

Co
la

bo
ra

to
ry
の
機
能
を
使
え
ま
せ
ん
。
図
に
従
い

Co
ra

bo
la

to
ry
を
追

加
し
て
く
だ
さ
い
。
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C
ol
a
b
or
a
to
ry
が
利
用
で
き
る

10

◇
【
接
続
済
み
】
と
表
示
さ
れ
れ
ば
C
ol
a
b
or
a
to
ry
が

組
み
込
ま
れ
る

◇
C
h
ro
m
eで
次
の
U
R
L
に
ア
ク
セ
ス
す
る

G
oo
g
le
C
ol
a
co
ra
to
ry
を
初
め
て
利
用
す
る
場
合

11

h
tt
p
s:
//
co
la
b
.r
e
se
a
rc
h
.g
o
o
g
le
.c
o
m
/

n
o
te
b
o
o
ks
/w
e
lc
o
m
e
.i
p
y
n
b
?h
l=
ja

Go
og

le
 C

ol
ab

or
at

or
yを
始
め
て
使
う
方
向
け
に
紹
介
用
の
ノ
ー
ト
が
準
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
図
の

UR
Lに
ア

ク
セ
ス
し
ま
す
。
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表
示
さ
れ
た
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
を
ド
ラ
イ
ブ
に
コ
ピ
ー
す
る

12

◇
操
作
を
始
め
る
前
に
【
ド
ラ
イ
ブ
に
コ
ピ
ー
】
し
て

各
自
の
G
oo
g
le
D
ri
ve
の
ロ
ー
カ
ル
ノ
ー
ト
と
す
る

こ
こ
で
表
示
さ
れ
て
い
る
ノ
ー
ト
を
読
み
始
め
る
前
に
、
ま
ず
自
分
の
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
と
し
て
保
存
し
ま
し
ょ
う
。
図

に
従
っ
て
コ
ピ
ー
し
て
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ド
ラ
イ
ブ

13

◇
C
h
ro
m
eの
マ
イ
ド
ラ
イ
ブ
タ
ブ
を
ク
リ
ッ
ク

✅
C
ol
a
b
N
ot
eb
oo
ks
フ
ォ
ル
ダ
が

作
成
さ
れ
て
い
る
（
中
に
N
ot
eb
oo
kが
あ
る
）

✅
必
要
に
応
じ
て
【
＋
新
規
】
で

フ
ォ
ル
ダ
を
自
由
に
作
成
す
る

ド
ラ
イ
ブ
の
中
に
フ
ォ
ル
ダ
が
出
来
て
、
そ
の
中
に
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
が
保
存
さ
れ
ま
す
。
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こ
の
後
に
Ｎ
ｏｔ
ｅb
oo
kを
開
く
時
・・
・

14

✅
次
回
以
後
に
こ
の
N
ot
eb
oo
kを
開
く
際
は
、こ
の
コ
ピ
ー
を
、

①
ダ
ブ
ル
ク
リ
ッ
ク
し
て

②
【
G
oo
g
le
C
ol
a
b
or
et
or
yで
開
く
】

を
選
択
す
る

次
回
以
後
、
同
じ
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
を
開
く
と
き
は
、
そ
の
ア
フ
ィ
ル
を
選
択
し
て
、
【

Go
og

le
 C

ol
ab

or
at

or
yで
開
く
】

を
押
下
す
れ
ば
処
理
を
行
っ
た
り
、
追
加
・
編
集
し
た
り
で
き
ま
す
。

Ｃ
ｏｌ
ａ
ｂ
ｏｒ
ａ
ｔｏ
ｒｙ
の
使
い
方

15

✅
紹
介
ビ
デ
オ
（
3
分
ほ
ど
）
を
見
よ
う

ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
に
は
、
初
め
て
の
方
向
け
の
ビ
デ
オ
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
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基
本
的
な
使
い
方

16

Py
th

on
コー
ドを
書
い
て
動
か
す
こと
が
で
き
る

実
行
結
果

テ
キ
ス
トセ
ル

Go
og

le
 C

ol
ab

or
at

or
yは
、

Ju
py

te
rN

ot
eb

oo
k
形
式
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。
テ
キ
ス
ト
セ
ル
と
コ
ー
ド
セ

ル
が
の
ノ
ー
ト
上
に
あ
り
、
追
加
・
削
除
・
編
集
と
コ
ー
ド
の
実
行
が
自
由
に
で
き
ま
す
。
コ
ー
ド
を
実
行
し
た
際
、

実
際
に
は
ク
ラ
ウ
ド
上
の
サ
ー
バ
ー
マ
シ
ン
が
、

AI
に
ま
つ
わ
る
処
理
を
し
て
そ
の
結
果
を
ブ
ラ
ウ
ザ
経
由
で
返

し
て
く
れ
ま
す
。
結
果
は
、
次
の
実
行
か
削
除
し
な
け
れ
ば
、
ず
っ
と
残
っ
て
い
て
、
い
つ
で
も
参
照
で
き
ま
す
。

コ
ー
ド
セ
ル
で
実
行
し
た
記
録
が
そ
の
ま
ま
残
る
の
で
、
変
数
内
の
デ
ー
タ
や
取
り
込
ん
だ
共
通
モ
ジ
ュ
ー
ル

な
ど
は
、
後
で
も
利
用
で
き
ま
す
。

コ
ー
ド
セ
ル
、テ
キ
ス
ト
セ
ル
の
追
加
・編
集

17

✅
コ
ー
ド
セ
ル
、テ
キ
ス
ト
セ
ル
は
、追
加
・編
集
で
き
る

※
自
分
用
の
メモ
や
、コ
メン
トを
自
由
に
書
い
て
良
い

コ
ー
ド
や
テ
キ
ス
ト
の
追
加
は
、
＋
コ
ー
ド
、
＋
テ
キ
ス
ト
を
選
択
し
て
行
い
ま
す
。
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操
作
詳
細
は
L
in
kで
学
ぶ

18

ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
の
操
作
や
デ
ー
タ
操
作
に
つ
い
て
も
リ
ン
ク
が
あ
り
、
参
考
に
で
き
る
解
説
が
あ
り
ま
す
。

機
械
学
習
も
L
in
kで
学
べ
る

19

同
じ
よ
う
に
、
機
械
学
習
に
つ
い
て
も
沢
山
の
リ
ン
ク
が
準
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
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将
来
に
つ
な
が
る
大
切
な
ア
ド
バ
イ
ス

20

◇
D
a
ta
S
h
e
e
ts
は
英
語
で
書
か
れ
て
い
ま
す

✅
マ
イ
コ
ン
や
セ
ン
サ
等
の
有
意
義
な
利
用
情
報
は
、

英
語
の
デ
ー
タ
シ
ー
ト
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す

✅
W
E
B
で
公
開
さ
れ
る
先
進
の
情
報
は
英
語

✅
C
o
rl
a
b
o
ra
to
ry
の
L
in
kも
ほ
ぼ
英
語

【
石
の
上
に
も
三
年
】
コ
ツ
コ
ツ
や
っ
て
み
よ
う
！

英
文
資
料
へ
の
挑
み
！

こ
こ
で
、
大
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
！
！

デ
ー
タ
シ
ー
ト
や
先
進
技
術
な
ど
の
資
料
は
英
語
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
参
照
し
た

m
itd

b
な
ど
も
も
ち
ろ
ん

英
語
で
す
。
他
に
も
知
り
た
い
こ
と
を
調
べ
る
と
、
英
語
で
の
解
説
に
直
面
し
た
り
し
ま
す
。
今
後
の
事
も
考
え
な

が
ら
、
ゆ
っ
く
り
と
少
し
ず
つ
英
文
資
料
を
読
み
込
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

新
し
い
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
を
作
る

21

◇
空
白
の
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
を
作
る

✅
い
ま
開
い
て
い
る
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
を
閉
じ
る

タ
ブ
の
右
側
の
×
で
閉
じ
る

✅
左
上
の

印
を
ク
リ
ッ
ク

✅
＋
新
規

そ
の
他

C
o
la
b
o
ra
to
ry
を
選
択
す
る
と

新
し
い
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
が
作
成
さ
れ
る

新
し
い
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
を
作
成
す
る
際
は
、
図
の
手
順
に
従
っ
て
作
成
し
ま
す
。
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新
規
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク

22

◇
新
規
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
に
名
前
を
付
け
る

✅
フ
ァ
イ
ル

名
前
を
変
更

✅
C
o
la
b
o
ra
to
ry
は
、
試
行
錯
誤

が
容
易
な
の
で
、
適
当
な
名
称
の

ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
が
増
え
て
し
ま
う

✅
内
容
、
開
始
時
期
の
区
別
が
つ
く

名
称
を
付
け
て
お
く
と
良
い

※
作
成
し
た
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
は
、
P
C
に
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
し
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
す
れ
ば
、
ロ
ー
カ
ル
P
C
に
保

存
し
た
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
を
ド
ラ
イ
ブ
に
置
く

こ
と
が
で
き
ま
す
。

後
で
判
別
で
き
る
名
前
を
付
け
て
お
き
ま
す
。
時
々
、
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

ロ
ー
カ
ル

PC
内
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
を
配
布
し
て
、
ド
ラ
イ
ブ
に
コ
ピ
ー
す
る
か
、
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
す

れ
ば
、

Co
la

bo
ra

to
ry
環
境
同
士
で
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
の
や
り
取
り
が
で
き
ま
す
。

P
yt
h
on
の
入
り
口
で
慣
れ
る

23

以
下
は
、早
稲
田
大
学
坂
本
一
憲
先
生
の
講
義
を
引
用
して
い
る

以
下
簡
単
に

Py
th

on
の
コ
ー
ド
を
実
行
し
な
が
ら
、
言
語
の
仕
組
み
に
慣
れ
ま
し
ょ
う
。
※
早
稲
田
大
学
坂

本
一
憲
先
生
の
講
義
を
引
用
し
て
い
ま
す
。
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四
則
演
算

24

そ
の
他
の
演
算
と
優
先
度

25
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便
利
な
演
算
子

26

ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
の
実
行
結
果
が
残
る

27

※
im
p
or
t
な
ど
の
結
果
も
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
を
閉
じ
る
ま
で
は
残
っ
て
い
る
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比
較
演
算
子
・真
偽
値

28

論
理
演
算
子
【
か
つ
】
・【
ま
た
は
】

29
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繰
り
返
し

30

関
数

31
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モ
ジ
ュ
ー
ル
と
im
p
or
t
文

32

モ
ジ
ュ
ー
ル
名
記
述
の
省
略

33
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リ
ス
ト

34

リ
ス
ト
サ
ン
プ
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム

35
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ス
ラ
イ
シ
ン
グ
と
結
合

36

ス
ラ
イ
シ
ン
グ
と
結
合
サ
ン
プ
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム

37
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有
限
会
社
ワ
イ
ズ
マ
ン

原
田
賢
一

な
ん
で
も
つ
な
が
る
！
！

Io
T
基
礎
講
座

【
医
療
A
I連
携
】

N
o.

5
0

0
９

取
得

デ
ー

タ
Ａ

Ｉ解
析

1

取
得

デ
ー

タ
Ａ

Ｉ解
析
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こ
の

実
習

の
真

の
目

的

2

◇
こ

の
一

連
の

実
習

で
は

、

①
マ

イ
コ

ン
の

基
本

機
能

を
活

用
す

れ
ば

環
境

計
測

の
み

な
ら

ず
、生

体
観

察
も

で
き

る
こ

と

②
Ｉｏ

Ｔ
を

活
用

で
き

る
技

術
者

は
、

Ａ
Ｉへ

の
橋

を
ど

の
よ

う
に

し
て

渡
る

べ
き

か

を
実

体
験

し
て

、身
体

で
学

ぶ
こ

と
が

目
的

で
す

体
験
的

Io
T実
習
と

AI
へ
の
ブ
リ
ッ
ジ
実
習
が
、
こ
の
講
座
の
目
論
見
で
す
。

心
電

図
デ

ー
タ

解
析

3

◇
Ｃ

Ｓ
Ｖ

形
式

で
保

存
し

た
心

電
図

デ
ー

タ
を

読
込

ん
で

解
析

し
て

み
よ

う

１
．Ｃ

ｏｌ
ａ

ｂ
ｏｒ

ａ
ｔｏ

ｒｙ
で

新
し

い
ノ

ー
ト

ブ
ッ

ク
を

作
製

２
．そ

の
環

境
に

Ｃ
Ｓ

Ｖ
フ

ァ
イ

ル
を

読
込

む
３

．d
a

ta
を

可
視

化
４

．A
Iプ

ロ
グ

ラ
ム

を
作

成
し

て
解

析
・・

・と
い

っ
て

も
プ

ロ
グ

ラ
ミ

ン
グ

は
簡

単
！

ま
ず

初
め

に
、

対
象

の
ノ

ー
ト

ブ
ッ

ク
を

開
き

ま
し

ょ
う

。
次

に
、解

析
す

る
デ

ー
タ

フ
ァ

イ
ル

（
C

S
V

）
を

ド
ラ

イ
ブ

に
ア

ッ
プ

ロ
ー

ド
し

ま
す

。

ま
ず
、
既
に
取
得
し
精
査
し
た

EC
Gデ
ー
タ
の

CS
Vフ
ァ
イ
ル
を

Co
la

bo
ra

to
ry
環
境
に
読
み
込
む
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。
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対
象

C
S

V
フ

ァ
イ

ル
の

ア
ッ

プ
ロ

ー
ド

4

◇
マ

イ
ド

ラ
イ

ブ
の

フ
ォ

ル
ダ

を
開

き
、

そ
こ

に
、C

S
V

フ
ァ

イ
ル

を
ド

ロ
ッ

プ
す

れ
ば

良
い

CS
Vフ
ァ
イ
ル
が

PC
内
部
に
あ
る
ま
ま
で
は
、

Co
la

bo
ra

to
ry
環
境
の

Py
th

on
コ
ー
ド
か
ら
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
の
で
、

Go
og

le
 D

riv
eに

CS
Vフ
ァ
イ
ル
を
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
ま
す
。

ド
ラ

イ
ブ

の
マ

ウ
ン

ト

5

◇
こ

の
ま

ま
で

は
フ

ァ
イ

ル
に

ア
ク

セ
ス

で
き

な
い

✅
フ

ァ
イ

ル
ド

ラ
イ

ブ
を

マ
ウ

ン
ト

を
選

択
す

る

ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
て
も
ま
だ
、

SC
Vフ
ァ
イ
ル
に
は
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
せ
ん
。
ド
ラ
イ
ブ
の
マ
ウ
ン
ト
が
必
用
で
す
。
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マ
ウ

ン
ト

プ
ロ

グ
ラ

ム
実

行

6

◇
マ

ウ
ン

ト
プ

ロ
グ

ラ
ム

が
コ

ー
ド

セ
ル

に
追

加
さ

れ
る

✅
こ

れ
を

実
行

す
る

✅
表

示
さ

れ
る

U
R

L
を

開
く

追
加
さ
れ
た
コ
ー
ド
セ
ル
を
実
行
し
ま
す
。

UR
Lが
表
示
さ
れ
る
の
で
、
そ
の

UR
Lを
開
き
ま
す
。

※
（
注
）
こ
の
コ
ー
ド
セ
ル
は
、
マ
ウ
ン
ト
処
理
が
済
ん
だ
ら
削
除
し
ま
す
。

Go
og

le
 C

ol
ab

or
at

or
yの
利
用
を
終
え
る
と
、

再
度
ド
ラ
イ
ブ
に

Py
th

on
コ
ー
ド
で
ア
ク
セ
ス
す
る
際
は
、
同
じ
こ
と
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

a
u

th
or

iz
a

ti
on

co
d

e
の

入
力

7

◇
a

u
th

or
iz

a
ti

on
 c

od
e 

を
取

得
す

る
✅

ア
カ

ウ
ン

ト
を

選
択

す
る

複
数

ア
カ

ウ
ン

ト
が

あ
る

場
合

は
、利

用
す

る
ア

カ
ウ

ン
ト

を
選

択
す

る
✅

下
記

、ア
ク

セ
ス

リ
ク

エ
ス

ト
が

表
示

さ
れ

る
の

で
下

の
方

に
あ

る
【

許
可

】
ボ

タ
ン

を
押

す

Go
og

le
ア
カ
ウ
ン
ト
が
複
数
あ
る
方
は
、
適
切
な
ア
カ
ウ
ン
ト
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
下
の
方
に
ス
ク
ロ
ー
ル
す
る
と
【
許

可
】
ボ
タ
ン
が
あ
る
の
で
、
押
下
し
ま
す
。
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co
d

eを
コ

ピ
ー

し
て

入
力

8

✅
表

示
さ

れ
る

a
u

th
or

iz
a

ti
on

 c
od

e 
を

コ
ピ

ー
✅

コ
ー

ド
セ

ル
に

表
示

さ
れ

て
い

る
入

力
窓

に
貼

り
つ

け
て

、E
n

te
rキ

ー
を

押
す

表
示
さ
れ
た

au
th

or
iza

tio
n 

co
de
を
コ
ピ
ー
し
て
、
コ
ー
ド
セ
ル
に
表
示
さ
れ
て
い
る
窓
に
貼
り
つ
け
ま
す
。

左
ペ

イ
ン

を
更

新
し

て
d

ri
ve

を
表

示

9

✅
左

側
ペ

イ
ン

の
【

更
新

】
を

ク
リ

ッ
ク

す
る

と
d

ri
ve

が
現

れ
る

実
行
が
済
ん
だ
ら
、
更
新
を
押
下
す
る
と
、

dr
iv

eが
現
れ
ま
す
。
こ
れ
が

Go
og

le
 D

riv
eで
す
。
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フ
ァ

イ
ル

の
パ

ス
を

コ
ピ

ー

10

✅
d

ri
ve

の
三

角
印

を
ク

リ
ッ

ク
し

て
フ

ァ
イ

ル
を

表
示

す
る

✅
解

析
デ

ー
タ

フ
ァ

イ
ル

を
右

ク
リ

ッ
ク

す
る

✅
パ

ス
を

コ
ピ

ー
す

る

dr
iv

e以
下

CS
Vフ
ァ
イ
ル
迄
の
フ
ル
パ
ス
が
必
要
な
の
で
、
図
に
従
っ
て
パ
ス
を
コ
ピ
ー
し
ま
す
。

C
S

V
フ

ァ
イ

ル
の

可
視

化

11

✅
パ
ス
を
貼
りつ
け
て
この
コー
ドを
実
行
す
る

✅
心
電
図
が
描
か
れ
る

図
の
コ
ー
ド
セ
ル
の
パ
ス
の
部
分
に
張
り
付
け
て
コ
ー
ド
を
実
行
す
る
と
、
取
得
し
た

EC
Gデ
ー
タ
を

Go
og

le
 

Co
la

bo
ra

to
ry
環
境
に
取
り
込
ん
で
、
デ
ー
タ
の
初
め
の
部
分
が
心
電
図
と
し
て
描
か
れ
ま
す
。
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初
め

て
の

心
電

図
表

示
プ

ロ
グ

ラ
ム

12

デ
ー
タを
取
り扱
うの
に
都
合
の
良
い

pa
nd

as
とい
うモ
ジ
ュー
ル
を

im
po

rt
す
る

可
視
化
す
る
為
に

m
at

pl
ot

ol
ib
とい
うモ
ジ
ュー
ル
を

im
po

rt
す
る

CS
Vフ
ァイ
ル
を
読
み
込
ん
で
、d

fと
い
うリ
ス
トに
格
納
す
る

リス
トに
あ
る
先
頭
３
０
０
０
個
の
デ
ー
タを
グ
ラフ
表
示
す
る

図
の
コ
メ
ン
ト
を
参
考
に
コ
ー
ド
の
意
味
を
理
解
し
て
く
だ
さ
い
。

連
続

で
グ

ラ
フ

を
描

く
と

13

コ
ー
ド
を
少
し
追
加
す
る
と
図
の
様
に
な
り
ま
す
。
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区
間

ご
と

に
グ

ラ
フ

を
別

に
描

く
と

き
は

14

グ
ラ
フ
を
別
々
に
分
け
る
と
き
は
、
図
の
様
に
し
ま
す
。

縦
に

グ
ラ

フ
を

並
べ

た
い

と
き

は

15

縦
に
並
べ
る
と
き
は
・
・
・
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グ
ラ

フ
の

色

16

グ
ラ
フ
描
画
の
色
は
、
図
の
様
に
ほ
と
ん
ど
自
由
に
指
定
で
き
ま
す
。

※
簡
単
に

bl
ue
な
ら

-b
な
ど
と
指
定
す
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。

全
デ

ー
タ

を
グ

ラ
フ

化

17

この
デ
ー
タで
は
９
２
枚
の
グ
ラフ
が
描
か
れ
る

フ
ァ
イ
ル
に
含
ま
れ
る
全
デ
ー
タ
を
グ
ラ
フ
に
す
る
に
は
、
グ
ラ
フ
の
幅
で
デ
ー
タ
数
を
割
り
算
し
て
得
た
回
数
分
、
繰
り

返
せ
ば
一
度
で
全
て
の
グ
ラ
フ
を
描
画
で
き
ま
す
。

197



異
常

な
脈

を
発

見
！

18

✅
グ

ラ
フ

全
体

を
観

測
し

て
、お

手
本

と
な

る
べ

き
部

分
と

異
常

な
部

分
の

デ
ー

タ
の

位
置

を
確

認
し

て
お

こ
う

グ
ラ
フ
の

x軸
（
水
平
軸
）
で
、
お
手
本
デ
ー
タ
と
異
常
な
デ
ー
タ
の
位
置
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

異
常

デ
ー

タ
の

発
見

19

✅
全

デ
ー

タ
の

グ
ラ

フ
で

は
、

安
定

な
区

間
は

1
8

0
0

0
～

2
1

0
0

0
間

隔
に

変
化

が
あ

る
の

は
2

1
9

0
0

0
～

2
2

2
0

0
0

※
他

の
区

間
に

も
異

常
が

あ
る

か
も

し
れ

な
い

✅
異

常
を

見
つ

け
る

の
は

、こ
の

様
に

全
体

を
眺

め
る

必
要

が
あ

る

✅
こ

れ
と

同
じ

よ
う

な
結

果
が

得
ら

れ
る

方
法

と
し

て
A

Iを
用

い
る

こ
と

が
で

き
る

全
体
を
眺
め
て
異
常
な
部
分
を
発
見
す
る
処
理
は
、
実
際
の
心
電
図
検
査
で
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
全
体
の
グ

ラ
フ
を
隅
々
ま
で
眺
め
る
の
は
大
変
な
仕
事
で
す
。
ま
ず
一
度
あ
る
程
度
の
広
い
範
囲
を
眺
め
て
、
お
手
本
と
な
る
べ
き

デ
ー
タ
の
幅
と
波
形
を
記
憶
し
て
、
そ
れ
と
異
な
る
部
分
が
無
い
か
ど
う
か
全
体
に
わ
た
っ
て
診
断
し
て
行
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

こ
の
よ
う
な
作
業
負
担
を
軽
減
す
る
手
法
の
一
つ
と
し
て

AI
を
用
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
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時
系

列
デ

ー
タ

分
析

に
適

し
た

Ａ
Ｉモ

ジ
ュ

ー
ル

の
選

択

20

◇
初

め
て

の
Ａ

Ｉ実
践

に
適

し
た

機
能

✅
Ｃ

ｏｌ
ａ

ｂ
ｏｒ

ａ
ｔｏ

ｒｙ
で

実
行

出
来

る
✅

出
来

る
だ

け
単

純
で

短
い

ソ
ー

ス
コ

ー
ド

✅
元

の
デ

ー
タ

と
結

果
デ

ー
タ

可
視

化
が

容
易

✅
取

得
し

た
心

電
図

デ
ー

タ
を

分
析

可
能

こ
れ

ら
条

件
に

合
う

Ａ
Ｉモ

ジ
ュ

ー
ル

と
し

て

S
ci

ki
t-

L
ea

rn

が
知

ら
れ

て
い

ま
す

！

Co
la

bo
ra

to
ry
で
既
に
準
備
さ
れ
て
い
る

AI
モ
ジ
ュ
ー
ル
の

Sc
ik

it-
Le

ar
n
を
用
い
て
分
析
し
て
み
ま
す
。

S
ci

ki
t-

L
ea

rn
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト

21

◇
sc

ik
it

-l
ea

rn
で

検
索

す
る

と
容

易
に

見
つ

か
る

sc
ik

it-
le

ar
n
を
検
索
す
る
と
、
図
の
様
な

W
EB
ペ
ー
ジ
が
見
つ
か
り
ま
す
。

199



Ｄ
ｏｃ

ｕ
ｍ

ｅｎ
ｔａ

ｔｉ
ｏｎ

Ｆ
ｌｏ

ｗ
ｃｈ

ａ
ｒｔ

虎
の

巻

22

※
k－
最
近
傍
法

Fl
ow

ch
ar

tに
は
、

sc
ik

it-
le

ar
n
の
全
体
マ
ッ
プ
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
あ
る
、

KN
ei

gh
bo

rs
Cl

as
sif

ire
（

Ne
ar

es
t N

ei
gh

bo
rs
）
を
押
下
す
る
と
そ
の
手
法
の
説
明
が
あ
り
ま
す
。

N
ea

re
st

N
ei

g
h

b
or

s（
最

近
傍

法
）

23

こ
の
よ
う
な

Us
er

 G
ui

de
が
示
さ
れ
ま
す
。
以
下
、
そ
の
概
要
で
す
。
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U
se

r
G

u
id

e
1

.6
N

ea
re

st
N

ei
g

h
b

or
s（

前
半

）

24

1.6
. N

ea
re

st
 N

ei
gh

bo
rs

最
近
傍
（
法
）

sk
le

ar
n.

ne
ig

hb
or

s は
、教
師
な
し
教
師
あ
り
近
傍
法
に
基
づ
い
た
学
習
機
能
を
提
供
して
い
る
。

教
師
な
し最
近
傍
法
は
、特
に
多
岐
に
わ
た
る
学
習
とス
ペ
クト
ル
クラ
ス
タリ
ン
グ
（
クラ
ス
分
け
）
の

多
くの
学
習
法
の
基
礎
で
あ
る
。

教
師
あ
り近
傍
法
に
基
づ
く学
習
は
、二
つ
の
種
類
が
あ
る
：
分
散
ラベ
ル
（
名
札
）
を
伴
うデ
ー
タの

クラ
ス
分
け
、と
連
続
ラベ
ル
を
伴
うデ
ー
タに
対
す
る
回
帰
で
あ
る
。

最
近
傍
法
の
背
景
に
あ
る
原
理
は
、新
しい
点
へ
の
距
離
が
最
も
近
い
、予
め
定
義
され
た
多
くの
学

習
サ
ン
プ
ル
を
見
つ
け
て
、そ
れ
らか
らラ
ベ
ル
を
予
測
す
る
こと
で
あ
る
。

多
くの
サ
ン
プ
ル
は
、ユ
ー
ザ
ー
が
決
め
る
事
の
で
き
る
も
の
（

k-
近
傍
学
習
）
か
、点
の
局
所
密
度
に
基

づ
い
た
変
化
（
半
径
に
基
づ
く近
傍
学
習
）
で
あ
る
。

そ
の
距
離
は
、一
般
に
、ど
ん
な
距
離
計
量
で
も
良
い
：
標
準
ユ
ー
クリ
ッド
距
離
は
最
も
共
通
の
選
択

で
あ
る
。

概
要

U
se

rs
G

u
id

e
1

.6
N

ea
re

st
N

ei
g

h
b

or
s（

後
半

）

25

（
Ba

ll 
Tr

ee
や

KD
 T

re
eの
よ
うな
高
速
イン
デ
ック
ス
構
造
に
出
来
る
限
り変
換
され
た
）
学
習
デ
ー

タ全
て
を
、単
純
に
“記
憶
す
る
”こ
とか
ら、
近
傍
法
が
非
一
般
化
機
械
学
習
とし
て
知
られ
て
い
る
。

そ
の
単
純
さに
も
関
わ
らず
、最
近
傍
法
は
手
書
き
数
字
や
衛
星
画
像
の
検
出
を
含
む
、多
くの
分
類

や
回
帰
（
問
題
）
で
成
功
して
き
た
。

母
数
に
依
らな
い
手
法
で
あ
る
こと
で
、そ
れ
は
決
定
境
界
が
不
規
則
な
情
況
の
クラ
ス
分
け
で
常
に

成
功
して
い
る
。

sk
le

ar
n.

ne
ig

hb
or

s の
クラ
ス
は
、入
力
とし
て

N
um

Py
 a

rr
ay

s（
配
列
）
や

sc
ip

y.
sp

ar
se

 行
列

（
部
分
行
列
）
を
扱
うこ
とが
で
き
る
。

密
集
した
行
列
に
つ
い
て
は
、多
数
の
距
離
行
列
が
取
り扱
え
る
。
部
分
行
列
に
対
して
検
索
の
た
め

の
任
意
の

M
in

ko
w

sk
i （
ミン
コフ
ス
キ
ー
）
距
離
が
サ
ポ
ー
トさ
れ
て
い
る
。

そ
れ
らの
中
枢
の
最
近
傍
法
に
信
頼
を
寄
せ
る
、多
くの
学
習
プ
ログ
ラム
が
あ
り、
一
例
とし
て
密
度

推
定
の
節
で
論
じら
れ
る
、中
心
密
度
推
定
が
あ
る
。
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U
se

r
G

u
id

e
メ

モ

26

✅
最
近
傍
法
の
背
景
に
あ
る
原
理
は
、新
しい
点
へ
の
距
離
が
最
も
近
い
、予
め
定
義
され
た
多
くの

学
習
サ
ン
プ
ル
を
見
つ
け
て
、そ
れ
らか
らラ
ベ
ル
を
予
測
す
る
こと
で
あ
る
：
サ
ン
プ
ル
の
点
を
お
手
本

の
な
か
に
置
い
た
とき
、お
手
本
に
含
ま
れ
る
点
で
一
番
近
い
も
の
を
サ
ン
プ
ル
の
分
類
とす
る

✅
母
数
に
依
らな
い
手
法
：
デ
ー
タ数
が
多
くな
くて
も
成
功
の
可
能
性
が
あ
る

✅
ユ
ー
クリ
ッド
距
離
：
最
も
な
じみ
の
深
い
表
現
法
。他
に
、マ
ン
ハ
ッタ
ン
距
離
（
マ
ン
ハ
ッタ
ンの
街

中
で
ビル
を
通
り抜
け
ず
目
的
地
ま
で
達
す
る
距
離
）
、こ
れ
らを
、一
つ
の
表
し方
で
一
般
化
した
も
の
が

M
in

ko
w

sk
i （
ミン
コフ
ス
キ
ー
）
距
離

※
ここ
で
言
う【
距
離
】は
、お
手
本
とサ
ン
プ
ル
の
違
い
の
大
き
さを
表
して
い
ま
す

サ
ン
プ
ル
の
点
を
お
手
本
の
中
に
置
い
た
と
き
、
一
番
近
い
順
番
に
何
点
か
取
り
出
し
て
、
取
り
出
し
た
お
手
本
の
分

類
の
多
数
決
で
サ
ン
プ
ル
を
区
分
す
る
方
法
を

k-
近
傍
法
と
言
い
、
一
番
近
い

1点
だ
け
で
決
め
る
方
法
を

k-
最
近
傍

法
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
で
す
。

近
い
・
遠
い
の
概
念
と
し
て
距
離
が
あ
り
ま
す
が
、
距
離
の
測
り
方
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
も
っ
と
も
私
た
ち
が
馴
染
ん
で

い
る
直
線
距
離
が
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
距
離
で
す
。
こ
の
直
線
距
離
は
、
数
学
で
言
う

2次
元
ベ
ク
ト
ル
の
大
き
さ
で
あ
る
事
を
思

い
出
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

『
ス

ラ
イ

ド
窓

』
と

い
う

考
え

方

27

ス
ライ
ド窓◇

長
い

時
系

列
デ

ー
タ

を
一

定
幅

で
切

り
出

し
て

比
較

✅
比

較
距

離
を

求
め

る
ス
ライ
ドさ
せ
る

お
手
本

テ
ス
ト

・・
・

・・
・

比
較
（
距
離
を
求
め
る
）

処
理
の
な
か
で
出
て
く
る
ス
ラ
イ
ド
窓
と
い
う
考
え
が
あ
り
ま
す
。
全
体
の

EC
Gデ
ー
タ
個
数
は
数
十
万
点
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
を
一
気
に
比
較
す
る
の
は
大
変
な
の
で
、
小
さ
な
範
囲
に
区
切
っ
て
細
か
な
時
系
列
デ
ー
タ
を
作
成
し
て
比
較
し
ま

す
。
こ
の
時
の
窓
の
幅
が
、
前
の
ベ
ク
ト
ル
の
次
元
数
に
相
当
し
ま
す
。
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距
離

の
イ

メ
ー

ジ

28

◇
二

次
元

、三
次

元
の

ユ
ー

ク
リ

ッ
ド

距
離

で
考

え
る

と
✅

次
元

数
＝

ス
ラ

イ
ド

窓
の

幅
と

な
る

✅
実

際
の

距
離

計
算

は
Ｓ

ｃｉ
ｋｉ

ｔ－
Ｌ

ｅａ
ｒｎ

が
行

う
✅

出
て

き
た

答
え

(距
離

）
を

グ
ラ

フ
に

す
れ

ば
一

目
瞭

然

二
次

元
三

次
元

距
離

＝
ベ

ク
ト

ル
の

大
き

さ
距

離
が

大
き

い
＝

お
手

本
と

大
き

く
違

う

低
次
元
で
点
ま
で
の
距
離
を
図
示
し
て
考
え
て
み
る
と
・
・
・

ソ
ー

ス
コ

ー
ド

１
/４

29

◇
モ

ジ
ュ

ー
ル

イ
ン

ポ
ー

ト
と

ス
ラ

イ
ド

窓
関

数

こ
の
講
座
は

Py
th

on
言
語
を
詳
細
に
解
説
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
の
で
、
ザ
ッ
ク
リ
と
し
た
説
明
を
し
て
い
ま
す
。

冒
頭
の
関
数
は
、
ス
ラ
イ
ド
窓
で
切
り
出
し
た
デ
ー
タ
を
縦
に
並
べ
て
い
ま
す
。
コ
メ
ン
ト
部
分
の
配
列
の
図
で
分
か
る

で
し
ょ
う
か
。
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ソ
ー

ス
コ

ー
ド

２
/４

30

◇
Ｃ

Ｓ
Ｖ

フ
ァ

イ
ル

読
込

と
定

数
デ

ー
タ

ベ
クト
ル
次
元
数
に
相
当
：
色
々
な
幅
で
試
す

CS
Vフ
ァ
イ
ル
を
処
理
環
境
に
読
み
込
む
に
は
い
ろ
い
ろ
方
法
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た

pa
nd

as
で
は
な

く
nu

m
py
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
機
能
で
読
み
込
ん
で
い
ま
す
。
比
較
の
た
め
に
コ
メ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て
記
述
し
て
い
ま
す
。

ソ
ー

ス
コ

ー
ド

３
/４

31

◇
核

心
部

・・
・僅

か
2

行
！！

[0
]で
距
離
の
要
素
だ
け
を
取
り出
して
い
る

こ
の

AI
処
理
の
核
心
部
は
驚
愕
の
僅
か
２
行
で
す
！
！

Ne
ar

es
tN

ei
gh

bo
re

s(
).f

it(
)の
お
手
本
を
学
習
す
る
と
い
う
内
容
は
、
お
手
本
の
要
素
そ
れ
ぞ
れ
を
基
準
に
距
離
を
計

算
し
て
、
最
も
近
い
要
素
を
求
め
て
い
ま
す
。

nk
を
＞
１
と
設
定
す
る
と
、
設
定
し
た
数
の
要
素
を
求
め
ま
す
。

ne
ig

h.
kn

ei
gh

bo
rs

()
で
は
、
そ
れ
を
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
一
緒
に
返
し
て
い
ま
す
が
、
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
は
使
用
し
な
い
の
で

[0
]

で
距
離
の
要
素
だ
け
を
取
り
出
し
て
い
ま
す
。
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ソ
ー

ス
コ

ー
ド

４
/４

32

◇
グ

ラ
フ

の
プ

ロ
ッ

ト

グ
ラ
フ
用
の
ウ
イ
ン
ド
ウ
を
作
成
し
て
そ
こ
に
グ
ラ
フ
を
描
き
表
示
す
る
と
い
う
手
順
で
、
デ
ー
タ
と
処
理
結
果
を
可
視
化

し
て
い
ま
す
。

後
に
示
す
実
行
結
果
と
対
比
す
る
と
分
か
り
易
い
と
思
い
ま
す
。

実
行

結
果

１
/3

33

◇
デ

ー
タ

の
形

の
変

化

#
元
の
デ
ー
タの
範
囲

#
ス
ライ
ド窓
で
切
り出
した
デ
ー
タの
範
囲

#
ス
ライ
ド窓
で
切
り出
した
デ
ー
タの
形

#
元
の
デ
ー
タの
形

処
理
の
経
過
に
伴
い
デ
ー
タ
の
形
が
変
わ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ス
ラ
イ
ド
窓
の
デ
ー
タ
は
、

1つ
ず
つ
シ
フ
ト
し
て
い

ま
す
。
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実
行

結
果

２
/3

34

◇
デ

ー
タ

の
形

の
変

化 #
計
算
した
距
離
の
中
身

#
距
離
を
計
算
す
る
と

イン
デ
ック
ス
（
位
置
）

も
返
され
る

実
行

結
果

グ
ラ

フ
3

/3

35

#
計
算
した
距
離

距
離
の
グ
ラフ
が
大
き
な
変

化
を
して
い
る
部
分
が
お
手

本
デ
ー
タと
異
な
る
部
分

お
手
本
デ
ー
タを
固
定
して
、

全
て
の
取
得
デ
ー
タを
グ
ラ

フ化
して
大
き
な
変
化
の

個
所
が
あ
れ
ば
、そ
こに
心

電
図
上
の
特
異
点
が
あ
る

テ
ス
トデ
ー
タ

お
手
本
デ
ー
タ

比
較
結
果
が
距
離

デ
ー
タ
全
体
を
グ
ラ
フ
に
す
る
場
合
は
、
お
手
本
グ
ラ
フ
を
先
に
描
画
し
た
方
が
良
い
で
し
ょ
う
。
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今
後

の
展

開

36

◇
テ

ス
ト

デ
ー

タ
の

変
化

と
お

手
本

の
変

化
の

差
異

を
ｋ-

最
近

傍
法

で
と

ら
え

ら
れ

る
こ

と
が

分
か

っ
た

✅
ス

ラ
イ

ド
窓

、お
手

本
、テ

ス
ト

デ
ー

タ
の

幅
を

変
え

て
試

し
て

み
る

✅
複

数
人

の
デ

ー
タ

を
取

得
し

て
試

し
て

み
る

・・
・

et
c

✅
取

得
デ

ー
タ

全
範

囲
を

一
度

で
処

理
す

る
よ

う
に

プ
ロ

グ
ラ

ム
変

更
す

る
距

離
グ

ラ
フ

の
お

手
本

の
範

囲
は

ど
の

よ
う

に
な

る
だ

ろ
う

か
？

医
療

へ
の

適
用

を
目

指
す

Ａ
Ｉへ

の
教

材

37

◇
こ

の
講

座
で

使
用

し
た

マ
イ

コ
ン

・セ
ン

サ
・デ

ー
タ

は
、

Ｉｏ
Ｔ

マ
イ

コ
ン

実
習

キ
ッ

ト
Ⅴ

【
医

療
Ａ

Ｉ】
Ｖ

e
ｒ．

に
全

て
含

ま
れ

て
い

ま
す

◇
さ

ら
な

る
高

み
を

目
指

し
て

、医
療

Ａ
Ｉへ

チ
ャ

レ
ン

ジ
す

る
方

に
は

、次
の

【
メ

デ
ィ

カ
ル

A
I専

門
コ

ー
ス

オ
ン

ラ
イ

ン
講

義
資

料
】

を
を

お
勧

め
し

ま
す

✅
全

て
G

o
o
g

le
 C

o
la

b
o
ra

to
ry

で
提

供
さ

れ
て

お
り

、
こ

の
講

座
の

環
境

と
同

じ
で

す
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メ
デ

ィ
カ

ル
A

I専
門

コ
ー

ス
オ

ン
ラ

イ
ン

講
義

資
料

38

◇
Ｕ

Ｒ
Ｌ

h
tt

p
s:

//
ja

p
a

n
-m

e
d

ic
a

l-
a

i.
g

it
h
u
b

.i
o
/

m
e
d

ic
a

l-
a

i-
co

u
rs

e
-m

a
te

ri
a

ls
/i

n
d

e
x.

h
tm

l

✅
日
本
メデ
ィカ
ル

AI
学
会
公
認
資
格
：

メデ
ィカ
ル

AI
専
門
コー
ス
の
オ
ン
ライ
ン
講
義
資
料

✅
受

講
者

：大
学

生
，大

学
院

生
，医

療
従

事
者

を
想

定

Ju
py

te
rN

ot
eb

oo
k形
式
で
フ
ァ
イ
ル
が
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
の
で
、
使
用
し
て
い
る
自
分
の
環
境
に
フ
ァ
イ
ル
を
保
存

し
て
自
由
に
学
習
で
き
ま
す
。

心
電

図
解

析
は

専
門

コ
ー

ス
に

含
ま

れ
る

39

◇
心

電
図

解
析

の
手

法
は

、
メ

デ
ィ

カ
ル

Ａ
Ｉ専

門
コ

ー
ス

の
【

８
．実

践
編

：デ
ィ

ー
プ

ラ
ー

ニ
ン

グ
を

使
っ

た
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
デ

ー
タ

の
時

系
列

解
析

】
に

該
当

す
る

✅
N

o
.5

0
0

7
で

紹
介

し
た

m
it

d
b

を
用

い
て

解
析

し
て

い
る

ht
tp

s:
//j

ap
an

-m
ed

ic
al

-a
i.g

ith
ub

.io
/m

ed
ic

al
-a

i-c
ou

rs
e-

m
at

er
ia

ls
/

全
体
の
内
容
を
図
に
示
し
ま
す
。
数
学
の
基
礎
か
ら
学
習
で
き
ま
す
。
こ
の
講
義
資
料
で
は

EC
Gデ
ー
タ
の
分
析
と
評

価
が
、

m
itd

bを
用
い
て
コ
ー
ス
の

8章
で
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
講
座
で
解
説
し
て
き
た
内
容
と
は
少
し
異
な
り
ま
す
。
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付
録

：気
付

い
た

方
が

い
る

か
も

し
れ

な
い

・・
・

40

◇
Ｒ

波
の

ピ
ー

ク
が

平
ら

に
な

っ
て

い
る

こ
と

に
気

づ
い

た
ら

！

✅
セ

ン
サ

入
力

が
マ

イ
コ

ン
の

Ａ
Ｄ

Ｃ
の

上
限

以
上

入
力

電
圧

を
下

げ
れ

ば
よ

い
Ｎ

ｏ
．５

０
０

５
Ｖ

Ｒ
で

の
分

圧

さ
て
、
最
後
に
グ
ラ
フ
を
見
て
気
付
い
て
い
る
方
も
い
た
で
し
ょ
う
。

R波
の
グ
ラ
フ
が
ピ
ー
ク
部
分
で
平
ら
に
な
っ
て
い
ま

す
ね
。
こ
れ
は
、

AD
変
換
器
に
許
容
の
電
圧
よ
り
高
い
入
力
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
様
な
場
合
の
対
処

方
法
は
既
に
実
習
し
て
い
ま
す
。

V
R

（
可

変
抵

抗
器

）

41

V＋ GN
D

A B

１ ２ ３

電
圧

を
分

け
る

分
圧

◇
つ

ま
み

を
回

す
と

抵
抗

値
の

配
分

が
変

わ
る

✅
２

番
の

ピ
ン

の
電

圧
が

変
化

す
る

✅
2

番
ピ

ン
の

電
圧

を
マ

イ
コ

ン
で

測
る

✅
E

S
P

D
u
in

o
-3

2
の

A
D

C
は

、
0

～
3

.6
V

、1
2

b
it

（
M

a
x4

0
9

5
)

と
な

っ
て

い
る

✅
A

D
C

は
G

P
IO

3
9

を
使

用

3.
3V

図
は
、

No
.5

00
5で
掲
げ
た
も
の
（
図

75
）
を
再
掲
載
し
て
い
ま
す
。
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Ｖ
Ｒ

に
よ

る
電

圧
調

整
法

42

✅
セ

ン
サ

出
力

を
Ｖ

Ｒ
両

端
（

１
，３

番
ピ

ン
）

に
接

続
✅

Ｖ
Ｒ

２
番

ピ
ン

（
分

圧
さ

れ
て

低
下

し
た

電
圧

）
を

マ
イ

コ
ン

Ａ
Ｄ

Ｃ
に

入
力

す
る

終
わ

り
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講義用教材 （医療分野）



A
Iと
Io
T
を
駆
使
し
て
地
域
医
療
連
携
と
チ
ー
ム
医
療
を

サ
ポ
ー
ト
で
き
る
高
度
IT
人
材
育
成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

日
本
の
医
療
は
、
時
代
時
代
の
素
晴
ら
し
い
技
術
を
取
り
入
れ
、
日
々
進
化
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

近
年
、
パ
ソ
コ
ン
だ
け
で
な
く
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
な
ど
が
普
及
し
、
急
速
な

IC
T「

In
fo

rm
at

io
n 

an
d 

Co
m

m
un

ica
tio

n 
Te

ch
no

lo
gy
（
情
報
通
信
技
術
）
」
の
発
展
の
な
か
、
安
全
性
や
有
効
性
を
担
保
と
し
、
平
成

30
年
の
診

療
報
酬
改
定
に
お
い
て
、
情
報
通
信
機
器
な
ど
を
用
い
た
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
が
、
医
療
行
為
の
一
部
と
し
て
認
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
そ
の
背
景
に
は
、
遠
く
離
れ
た
場
所
や
、
地
域
ご
と
の
医
療
連
携
に
お
い
て
も
、
相
互
の
情
報
交
換
や
制
御
を

可
能
に
す
る

AI
や

Io
Tが
、
医
療
業
界
で
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

AI
や

Io
Tは
、
個
人
の
よ
り
詳
細
な
健
康
管
理
、
離
島
や
過
疎
地
を
は
じ
め
、
医
療
空
洞
化
が
進
ん
で
い
る
場
所
へ
の
医

療
の
提
供
、
災
害
時
の
医
療
活
動
に
も
活
用
で
き
る
の
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
進
化
の
流
れ
が
速
く
、

AI
や

Io
Tな
ど
の
高
度

IT
が
解
る
人
材
が
少
な
い
の
も
現
実
で
す
。

こ
の
、
医
療
と
情
報
が
解
る
高
度
な
人
材
の
ス
キ
ル
と
し
て

医
療
情
報
技
師
に
求
め
ら
れ
る
知
識
・
技
術
,能
力

日
本
医
療
情
報
学
会
医
療
情
報
技
師
育
成
部
会
：
「
医
療
情
報
技
師
医
療
情
報
技
術
の
専
門
的
人
材
と
し
て
」

ht
tp

s:
//w

w
w.

ja
m

i.j
p/

ja
di

te
/n

ew
/fi

rs
t/i

nf
o-

f.h
tm

l
2

３
C
（
必
要
な
資
質
）

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
C
o
m
m
u
n
ic
at
io
n
）

コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
C
o
lla
b
o
ra
ti
o
n
）

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
（
C
o
o
rd
in
at
io
n
）

１
）
情
報
処
理
技
術

・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

・
情
報
シ
ス
テ
ム
開
発

・
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

２
）
医
学
・
医
療

・
医
療
制
度

・
医
療
・
病
院
管
理

・
社
会
医
学

・
臨
床
医
学

３
）
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム

・
医
療
情
報
の
倫
理

・
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム

・
医
療
記
録
の
電
子
化

・
医
療
情
報
の
標
準
化

・
医
療
情
報
の
分
析

一
般
社
団
法
人
日
本
医
療
情
報
学
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
、
「
医
療
情
報
技
師
医
療
情
報
技
術
の
専
門
的
人
材
と

し
て
」
に
記
載
が
あ
る
、
医
療
情
報
技
師
と
し
て
求
め
ら
れ
る
知
識
と
技
能
は
、
ス
ラ
イ
ド
に
示
し
ま
し
た
よ
う
に
「
１
）
情
報

処
理
技
術
」
、
「
２
）
医
学
・
医
療
」
お
よ
び
「
３
）
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
」
の
３
領
域
か
ら
な
る
と
あ
り
ま
す
。
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必
要
な
資
質

(医
療
情
報
技
師
の
3
C
)

C
o
m
m
u
n
ic
at
io
n

C
o
lla
bo
ra
ti
o
n

C
o
o
rd
in
at
io
n

が
挙
げ
ら
れ
る

さ
ら
に
必
要
な
資
質
(医
療
情
報
技
師
の
3
C
)、

C
o
m
m
u
n
ic
at
io
n

C
o
lla
b
o
ra
ti
o
n

C
o
o
rd
in
at
io
n

が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

３
領
域
の
知
識
・
技
能
の

到
達
目
標
と
具
体
的
行
動
目
標

1
)情
報
処
理
技
術
に
関
す
る
こ
と

単
独
で
,医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
運
営
管

理
現
場
の
日
常
的
実
務
を
担
当
す
る
た

め
に
,必
要
な
情
報
処
理
に
関
す
る
知
識

と
技
術
力
を
備
え
,上
級
職
の
実
務
を
補

佐
で
き
る
だ
け
の
力
を
備
え
て
い
る
人

３
領
域
の
知
識
・
技
能
の
到
達
目
標
と
具
体
的
行
動
目
標
は
、

1
)情
報
処
理
技
術
に
関
す
る
こ
と

単
独
で
、
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
運
営
管
理
現
場
の
日
常
的
実
務
を
担
当
す
る
た
め
に
、
必
要
な
情
報
処
理
に
関
す
る

知
識
と
技
術
力
を
備
え
、
上
級
職
の
実
務
を
補
佐
で
き
る
だ
け
の
力
を
備
え
て
い
る
人
。
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３
領
域
の
知
識
・
技
能
の

到
達
目
標
と
具
体
的
行
動
目
標

2
)医
学
･医
療
に
関
す
る
こ
と

医
療
専
門
職
の
一
員
と
し
て
,医
学
に
関

す
る
一
般
教
養
的
な
知
識
,保
健
医
療
福

祉
制
度
,お
よ
び
医
療
サ
ー
ビ
ス
業
務
に

関
す
る
基
本
的
知
識
を
有
し
て
お
り
,正
し

く
行
動
で
き
る
人

2
)医
学
･医
療
に
関
す
る
こ
と

医
療
専
門
職
の
一
員
と
し
て
、
医
学
に
関
す
る
一
般
教
養
的
な
知
識
、
保
健
医
療
福
祉
制
度
、
お
よ
び
医
療
サ
ー
ビ

ス
業
務
に
関
す
る
基
本
的
知
識
を
有
し
て
お
り
、
正
し
く
行
動
で
き
る
人

３
領
域
の
知
識
・
技
能
の

到
達
目
標
と
具
体
的
行
動
目
標

3
)医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と

保
健
医
療
福
祉
の
現
場
で
稼
働
す
る

情
報
シ
ス
テ
ム
の
企
画
開
発
・運
用
保
守

を
担
当
す
る
技
術
者
や
管
理
者
と
し
て
,医

療
情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
実
務
的
な
基

礎
知
識
,基
礎
技
術
力
を
身
に
つ
け
,適
切

な
対
応
が
で
き
る
人

3
)医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と

保
健
医
療
福
祉
の
現
場
で
稼
働
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
の
企
画
開
発
・
運
用
保
守
を
担
当
す
る
技
術
者
や
管
理
者
と
し

て
，
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
実
務
的
な
基
礎
知
識
，
基
礎
技
術
力
を
身
に
つ
け
，
適
切
な
対
応
が
で
き
る
人

と
あ
り
ま
す
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高
度
IT
人
材
育
成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

今
回
、
我
々
は
、
こ
の
育
成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
内
の

2
)医
学
･医
療
に
関
す
る
こ
と

3
)医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と

を
参
考
に
し
、
新
た
に
、
平
成

31
年
度
「
専
修
学
校
に
よ
る
地
域
産
業
中
核
的
人
材
養
成
事
業
」
に
お
い
て
、

医
療
に
お
け
る

AI
と

Io
Tを
駆
使
し
て
、
地
域
医
療
の
連
携
と
チ
ー
ム
医
療
を
サ
ポ
ー
ト
で
き
る
高
度

IT
人
材
育
成
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
を
作
成
し
、
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
人
で
も
多
く
の
人
材
育
成
の
一
助
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。
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健
康

保
険

の
被

保
険

者
が

,業
務

以
外

の
事

由
に

よ
り

,病
気

や
け

が
を

し
た

と
き

は
,健

康
保

険
で

治
療

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

こ
れ

を
療

養
の

給
付

（
現

物
給

付
）
と

い
い

ま
す

。

療
養

担
当

規
則

,療
養

の
給

付

正
式

に
は

保
険

医
療

機
関

及
び

保
険

医
療

養
担

当
規

則
と

い
い

,厚
生

労
働

省
令

で
す

保
険

医
療

機
関

や
保

険
医

が
保

険
診

療
を

行
う

上
で

守
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

基
本

的
な

規
則

を
定

め
て

い
ま

す

正
式

に
は

,保
険

医
療

機
関

及
び

保
険

医
療

養
担

当
規

則
と

い
い

,厚
生

労
働

省
令

で
す

。

保
険

医
療

機
関

や
保

険
医

が
,保

険
診

療
を

行
う

上
で

,守
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

基
本

的
な

規
則

を
定

め
て

い
ま

す
。

そ
の

範
囲

は
,健

康
保

険
法

お
よ

び
療

養
担

当
規

則
に

よ
っ

て
次

の
よ

う
に

定
め

ら
れ

て
い

ま
す

。
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保
険

給
付

：
現

物
給

付
①

療
養

の
給

付

②
家

族
療

養
費

③
入

院
時

食
事

療
養

費
・
入

院
時

生
活

療
養

費

④
保

険
外

併
用

療
養

費

⑤
訪

問
看

護
療

養
費

・
家

族
訪

問
看

護
療

養
費

⑥
療

養
費

・
家

族
療

養
費

⑦
高

額
療

養
費

・
家

族
高

額
療

養
費

⑧
移

送
費

・
家

族
移

送
費

ま
た

,保
険

給
付

に
は

,医
療

サ
ー

ビ
ス

そ
の

も
の

を
提

供
す

る
「
現

物
給

付
」
と

,手
当

金
な

ど
を

支
給

す
る

「
現

金
給

付
」

と
が

あ
り

ま
す

。

「
現

物
給

付
」
は

,病
院

な
ど

に
保

険
証

を
提

示
す

る
こ

と
で

,一
定

割
合

の
支

払
い

の
み

で
診

察
や

治
療

な
ど

の
医

療
行

為
（
現

物
）
を

受
け

ら
れ

る
給

付
で

す
。

「
現

金
給

付
」
は

,現
物

給
付

を
す

る
の

が
難

し
く
,立

替
払

い
を

し
た

場
合

や
,出

産
や

死
亡

の
と

き
な

ど
に

支
給

さ
れ

る
手

当
金

な
ど

,現
金

で
支

給
さ

れ
る

給
付

で
す

。

現
物

給
付

か
ら

説
明

し
ま

す
。

①
療

養
の

給
付

②
家

族
療

養
費

③
入

院
時

食
事

療
養

費
・
入

院
時

生
活

療
養

費

④
保

険
外

併
用

療
養

費

⑤
訪

問
看

護
療

養
費

・
家

族
訪

問
看

護
療

養
費

⑥
療

養
費

・
家

族
療

養
費

⑦
高

額
療

養
費

・
家

族
高

額
療

養
費

⑧
移

送
費

・
家

族
移

送
費

被
保

険
者

本
人

被
扶

養
者

病
気

や
ケ

ガ

①
療

養
の

給
付

②
家

族
療

養
費

③
入

院
時

食
事

療
養

費

③
入

院
時

生
活

療
養

費

④
保

険
外

併
用

療
養

費

⑤
訪

問
看

護
療

養
費

⑤
家

族
訪

問
看

護
療

養
費

病
気

ケ
ガ

立
替

払
⑥

療
養

費
⑥

家
族

療
養

費

自
己

負
担

が
高

額
⑦

高
額

療
養

費
⑦

家
族

高
額

療
養

費

移
送

さ
れ

た
時

⑧
移

送
費

⑧
家

族
移

送
費

療
養

の
た

め
休

む
⑨

傷
病

手
当

金
-

出
産

⑩
出

産
育

児
一

時
金

⑩
家

族
出

産
育

児
一

時
金

⑩
出

産
手

当
金

-

死
亡

⑪
埋

葬
料

⑪
家

族
埋

葬
料

①
療

養
の

給
付

と
は

,

被
保

険
者

の
業

務
外

の
疾

病
・
負

傷
に

対
し

て
,保

険
医

療
機

関
ま

た
は

,保
険

薬
局

に
お

い
て

,療
養

の
給

付
が

行
わ

れ
ま

す
。
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療
養

給
付

の
範

囲

1
診

察

2
 薬

剤
ま

た
は

治
療

材
料

の
支

給

3
 処

置
,手

術
そ

の
他

の
治

療

4
 居

宅
に

お
け

る
療

養
上

の
管

理
お

よ
び

そ
の

療
養

に
伴

う
世

話
そ

の
他

の
看

護

5
 病

院
ま

た
は

診
療

所
へ

の
入

院
お

よ
び

そ
の

療
養

に
伴

う
世

話
そ

の
他

の
看

護

療
養

給
付

の
範

囲
は

,

(あ
) 

 
1

診
察

(あ
) 

 
2

薬
剤

,ま
た

は
治

療
材

料
の

支
給

(あ
) 

 
3

処
置

,手
術

,そ
の

他
の

治
療

(あ
) 

 
4

居
宅

に
お

け
る

療
養

上
の

管
理

,お
よ

び
そ

の
療

養
に

伴
う

世
話

,そ
の

他
の

看
護

(あ
) 

 
5

病
院

ま
た

は
診

療
所

へ
の

入
院

,お
よ

び
そ

の
療

養
に

伴
う

世
話

,そ
の

他
の

看
護

で
す

。

被
保

険
者

本
人

被
扶

養
者

病
気

や
ケ

ガ

①
療

養
の

給
付

②
家

族
療

養
費

③
入

院
時

食
事

療
養

費

③
入

院
時

生
活

療
養

費

④
保

険
外

併
用

療
養

費

⑤
訪

問
看

護
療

養
費

⑤
家

族
訪

問
看

護
療

養
費

病
気

ケ
ガ

立
替

払
⑥

療
養

費
⑥

家
族

療
養

費

自
己

負
担

が
高

額
⑦

高
額

療
養

費
⑦

家
族

高
額

療
養

費

移
送

さ
れ

た
時

⑧
移

送
費

⑧
家

族
移

送
費

療
養

の
た

め
休

む
⑨

傷
病

手
当

金
-

出
産

⑩
出

産
育

児
一

時
金

⑩
家

族
出

産
育

児
一

時
金

⑩
出

産
手

当
金

-

死
亡

⑪
埋

葬
料

⑪
家

族
埋

葬
料

②
家

族
療

養
費

と
は

,
被

扶
養

者
が

,傷
病

の
た

め
保

険
医

療
機

関
な

ど
で

,医
療

を
受

け
た

と
き

は
,家

族
療

養
費

が
支

給
さ

れ
ま

す
。

そ
の

給
付

の
範

囲
・
受

給
方

法
・
受

給
期

間
な

ど
は

,す
べ

て
被

保
険

者
に

対
す

る
療

養
の

給
付

と
同

様
で

す
。
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被
保

険
者

本
人

被
扶

養
者

病
気

や
ケ

ガ

①
療

養
の

給
付

②
家

族
療

養
費

③
入

院
時

食
事

療
養

費

③
入

院
時

生
活

療
養

費

④
保

険
外

併
用

療
養

費

⑤
訪

問
看

護
療

養
費

⑤
家

族
訪

問
看

護
療

養
費

病
気

ケ
ガ

立
替

払
⑥

療
養

費
⑥

家
族

療
養

費

自
己

負
担

が
高

額
⑦

高
額

療
養

費
⑦

家
族

高
額

療
養

費

移
送

さ
れ

た
時

⑧
移

送
費

⑧
家

族
移

送
費

療
養

の
た

め
休

む
⑨

傷
病

手
当

金
-

出
産

⑩
出

産
育

児
一

時
金

⑩
家

族
出

産
育

児
一

時
金

⑩
出

産
手

当
金

-

死
亡

⑪
埋

葬
料

⑪
家

族
埋

葬
料

③
入

院
時

食
事

療
養

費
・
入

院
時

生
活

療
養

費
と

は
,

入
院

時
に

食
事

の
提

供
を

受
け

た
と

き
,食

事
療

養
の

費
用

額
か

ら
,定

額
の

標
準

負
担

額
を

除
い

た
分

が
,入

院
時

食
事

療
養

費
（
現

物
支

給
）
と

し
て

支
給

さ
れ

ま
す

。

療
療

養
病

床
に

入
院

す
る

65
歳

以
上

の
者

の
,生

活
療

養
（
食

費
,,居

住
費

の
負

担
が

設
け

ら
れ

て
い

ま
す

）
に

要
し

た
費

用
に

つ
い

て
,保

険
給

付
と

し
て

入
院

時
生

活
療

養
費

を
支

給
し

ま
す

。

被
保

険
者

本
人

被
扶

養
者

病
気

や
ケ

ガ

①
療

養
の

給
付

②
家

族
療

養
費

③
入

院
時

食
事

療
養

費

③
入

院
時

生
活

療
養

費

④
保

険
外

併
用

療
養

費

⑤
訪

問
看

護
療

養
費

⑤
家

族
訪

問
看

護
療

養
費

病
気

ケ
ガ

立
替

払
⑥

療
養

費
⑥

家
族

療
養

費

自
己

負
担

が
高

額
⑦

高
額

療
養

費
⑦

家
族

高
額

療
養

費

移
送

さ
れ

た
時

⑧
移

送
費

⑧
家

族
移

送
費

療
養

の
た

め
休

む
⑨

傷
病

手
当

金
-

出
産

⑩
出

産
育

児
一

時
金

⑩
家

族
出

産
育

児
一

時
金

⑩
出

産
手

当
金

-

死
亡

⑪
埋

葬
料

⑪
家

族
埋

葬
料

④
保

険
外

併
用

療
養

費
と

は
,

健
康

保
険

で
は

,保
険

が
適

用
さ

れ
な

い
保

険
外

診
療

が
あ

る
と

保
険

が
適

用
さ

れ
る

診
療

も
含

め
て

,医
療

費
の

全
額

が
自

己
負

担
と

な
り

ま
す

。
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④
保

険
外

併
用

療
養

費

厚
生

労
働

省
H

P
よ

り
h
tt

p
s:

/
/
w

w
w

.m
h
lw

.g
o
.jp

/
to

p
ic

s/
b
u
ky

o
ku

/
is

e
i/

se
n
si

n
ir
yo

/
h
e
iy

o
u
.h

tm
l

た
だ

し
,保

険
外

診
療

を
受

け
る

場
合

で
も

,厚
生

労
働

大
臣

の
定

め
る

,保
険

導
入

前
の

新
し

い
医

療
(評

価
療

養
)や

,特
別

な
医

療
サ

ー
ビ

ス
(選

定
療

養
)に

つ
い

て
は

,保
険

診
療

と
の

併
用

が
認

め
ら

れ
て

お
り

,通
常

の
治

療
と

共
通

す
る

部
分

（
診

察
・検

査
・

投
薬

・
入

院
料

等
）
の

基
礎

的
な

医
療

の
部

分
に

つ
い

て
は

保
険

外
併

用
療

養
費

と
し

て
保

険
給

付
の

対
象

と
な

り
ま

す
。

特
別

な
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
つ

い
て

は
,患

者
や

そ
の

家
族

に
,内

容
と

費
用

に
つ

い
て

説
明

し
,同

意
を

得
る

こ
と

な
ど

が
必

要
で

す
。

「
評

価
療

養
」
及

び
「
選

定
療

養
」
の

種
類

は
,次

の
通

り
で

す
。

ま
た

,各
事

項
の

取
扱

い
に

当
た

っ
て

は
そ

れ
ぞ

れ
に

ル
ー

ル
が

定
め

ら
れ

て
い

ま
す

。

評
価

療
養

先
進

医
療

医
薬

品
,医

療
機

器
,再

生
医

療
等

製
品

の
治

験
に

係
る

診
療

医
薬

品
医

療
機

器
法

承
認

後
で

保
険

収
載

前
の

医
薬

品
,医

療
機

器
,再

生
医

療
等

製
品

の
使

用

薬
価

基
準

収
載

医
薬

品
の

適
応

外
使

用
（
用

法
・
用

量
・
効

能
・
効

果
の

一
部

変
更

の
承

認
申

請
が

な
さ

れ
た

も
の

）

保
険

適
用

医
療

機
器

,再
生

医
療

等
製

品
の

適
応

外
使

用
（
使

用
目

的
・
効

能
・
効

果
等

の
一

部
変

更
の

承
認

申
請

が
な

さ
れ

た
も

の
）

選
定

療
養

特
別

の
療

養
環

境
（
差

額
ベ

ッ
ド

）

歯
科

の
金

合
金

等

金
属

床
総

義
歯

予
約

診
療

時
間

外
診

療

大
病

院
の

初
診

・
再

診

小
児

う
蝕

の
指

導
管

理

18
0日

以
上

の
入

院

制
限

回
数

を
超

え
る

医
療

行
為

で
す

。
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1
.医

療
機

関
に

お
け

る
掲

示
こ

の
制

度
を

取
扱

う
医

療
機

関
は

,院
内

の
患

者
の

見
や

す
い

場
所

に
,

評
価

療
養

又
は

選
定

療
養

の
内

容
と

費
用

等
に

つ
い

て
掲

示
を

し
,患

者
が

選
択

し
や

す
い

よ
う

に
す

る
こ

と
と

な
っ

て
い

ま
す

。

2
.患

者
の

同
意

医
療

機
関

は
,事

前
に

治
療

内
容

や
負

担
金

額
等

を
患

者
に

説
明

を
し

,同
意

を
得

る
こ

と
に

な
っ

て
い

る
。

患
者

側
で

も
,評

価
療

養
又

は
選

定
療

養
に

つ
い

て
の

説
明

を
よ

く
聞

く
な

ど
し

て
,内

容
に

つ
い

て
納

得
し

た
う

え
で

同
意

す
る

こ
と

が
必

要
で

す
。

3
.領

収
書

の
発

行
評

価
療

養
又

は
選

定
療

養
を

受
け

た
際

の
各

費
用

に
つ

い
て

は
,領

収
書

を
発

行
す

る
こ

と
と

な
っ

て
い

ま
す

。

ま
た

,「
評

価
療

養
」
及

び
「
選

定
療

養
」
に

つ
い

て
は

,次
の

よ
う

な
取

扱
い

が
定

め
ら

れ
て

い
ま

す
。

1.
医

療
機

関
に

お
け

る
掲

示

(あ
) 

 
こ

の
制

度
を

取
扱

う
医

療
機

関
は

,院
内

の
患

者
の

見
や

す
い

場
所

に
,評

価
療

養
又

は
選

定
療

養
の

内
容

と
費

用
等

に
つ

い
て

掲
示

を
し

,患
者

が
選

択
し

や
す

い
よ

う
に

す
る

こ
と

と
な

っ
て

い
ま

す
。

2.
患

者
の

同
意

(あ
) 

 
医

療
機

関
は

,事
前

に
治

療
内

容
や

負
担

金
額

等
を

患
者

に
説

明
を

し
,同

意
を

得
る

こ
と

に
な

っ
て

い
る

。
患

者
側

で
も

,評
価

療
養

又
は

選
定

療
養

に
つ

い
て

の
説

明
を

よ
く
聞

く
な

ど
し

て
,内

容
に

つ
い

て
納

得
し

た
う

え
で

同
意

す
る

こ
と

が
必

要
で

す
。

3.
領

収
書

の
発

行

(あ
) 

 
評

価
療

養
又

は
選

定
療

養
を

受
け

た
際

の
各

費
用

に
つ

い
て

は
,領

収
書

を
発

行
す

る
こ

と
と

な
っ

て
い

ま
す

。

被
保

険
者

本
人

被
扶

養
者

病
気

や
ケ

ガ

①
療

養
の

給
付

②
家

族
療

養
費

③
入

院
時

食
事

療
養

費

③
入

院
時

生
活

療
養

費

④
保

険
外

併
用

療
養

費

⑤
訪

問
看

護
療

養
費

⑤
家

族
訪

問
看

護
療

養
費

病
気

ケ
ガ

立
替

払
⑥

療
養

費
⑥

家
族

療
養

費

自
己

負
担

が
高

額
⑦

高
額

療
養

費
⑦

家
族

高
額

療
養

費

移
送

さ
れ

た
時

⑧
移

送
費

⑧
家

族
移

送
費

療
養

の
た

め
休

む
⑨

傷
病

手
当

金
-

出
産

⑩
出

産
育

児
一

時
金

⑩
家

族
出

産
育

児
一

時
金

⑩
出

産
手

当
金

-

死
亡

⑪
埋

葬
料

⑪
家

族
埋

葬
料

⑤
訪

問
看

護
療

養
費

・
家

族
訪

問
看

護
療

養
費

と
は

,

難
病

患
者

,末
期

の
癌

患
者

,重
度

障
害

者
な

ど
の

,居
宅

で
療

養
し

て
い

る
人

が
,か

か
り

つ
け

の
医

師
の

指
示

に
基

づ
い

て
訪

間
看

護
ス

テ
ー

シ
ヨ

ン
か

ら
派

遣
さ

れ
た

看
護

師
な

ど
に

よ
り

療
養

上
の

世
話

,そ
の

他
必

要
な

診
療

の
補

助
を

受
け

た
場

合
,そ

の
費

用
が

,訪
問

看
護

療
養

費
と

し
て

現
物

給
付

さ
れ

ま
す

。

実
際

に
は

患
者

負
担

分
を

除
い

て
現

物
給

付
さ

れ
,保

険
給

付
分

は
審

査
支

払
機

関
を

通
じ

て
指

定
訪

問
看

護
事

業
者

に
直

接
支

払
わ

れ
ま

す
。
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被
保

険
者

本
人

被
扶

養
者

病
気

や
ケ

ガ

①
療

養
の

給
付

②
家

族
療

養
費

③
入

院
時

食
事

療
養

費

③
入

院
時

生
活

療
養

費

④
保

険
外

併
用

療
養

費

⑤
訪

問
看

護
療

養
費

⑤
家

族
訪

問
看

護
療

養
費

病
気

ケ
ガ

立
替

払
⑥

療
養

費
⑥

家
族

療
養

費

自
己

負
担

が
高

額
⑦

高
額

療
養

費
⑦

家
族

高
額

療
養

費

移
送

さ
れ

た
時

⑧
移

送
費

⑧
家

族
移

送
費

療
養

の
た

め
休

む
⑨

傷
病

手
当

金
-

出
産

⑩
出

産
育

児
一

時
金

⑩
家

族
出

産
育

児
一

時
金

⑩
出

産
手

当
金

-

死
亡

⑪
埋

葬
料

⑪
家

族
埋

葬
料

⑥
療

養
費

・
家

族
療

養
費

と
は

,

普
通

は
,保

険
医

療
機

関
の

窓
口

に
被

保
険

者
証

を
提

示
し

て
診

療
を

受
け

る
『
現

物
給

付
』
が

原
則

と
な

っ
て

い
ま

す
が

,
や

む
を

得
な

い
事

情
に

よ
り

,現
物

給
付

と
し

て
の

療
養

の
給

付
が

受
け

ら
れ

な
か

っ
た

場
合

や
,保

険
医

療
機

関
以

外
で

医
療

を
受

け
た

場
合

,ま
た

は
,鍼

灸
,マ

ッ
サ

ー
ジ

な
ど

の
施

術
を

受
け

た
場

合
,治

療
用

装
具

の
代

金
な

ど
に

つ
い

て
は

,
保

険
者

が
認

め
た

場
合

は
,そ

の
療

養
に

要
し

た
費

用
が

現
金

で
支

給
さ

れ
ま

す
。

(償
還

払
と

言
い

ま
す

)

(6
)療

養
費

：
や

む
を

得
な

い
事

情

①
被

保
険

者
証

が
手

続
き

の
関

係
で

ま
だ

交
付

さ
れ

て
い

な
い

と
き

②
急

病
に

か
か

っ
た

が
近

く
に

保
険

医
療

機
関

が
な

か
っ

た
と

き

③
旅

行
中

急
病

で
保

険
証

を
も

っ
て

い
な

か
っ

た
と

き

④
国

外
で

医
療

を
受

け
た

と
き

や
む

を
得

な
い

事
情

と
は

,

(あ
) 

 
被

保
険

者
証

の
手

続
中

で
交

付
さ

れ
て

い
な

い
と

き
。

(あ
) 

 
急

病
に

か
か

っ
た

が
,近

く
に

保
険

医
療

機
関

が
な

か
っ

た
と

き
。

(あ
) 

 
旅

行
中

,急
病

や
け

が
と

な
っ

た
が

,保
険

証
を

持
っ

て
い

か
な

っ
た

と
き

。

(あ
) 

 
国

外
で

医
療

を
受

け
た

と
き

。
な

ど
で

す
。
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被
保

険
者

本
人

被
扶

養
者

病
気

や
ケ

ガ

①
療

養
の

給
付

②
家

族
療

養
費

③
入

院
時

食
事

療
養

費

③
入

院
時

生
活

療
養

費

④
保

険
外

併
用

療
養

費

⑤
訪

問
看

護
療

養
費

⑤
家

族
訪

問
看

護
療

養
費

病
気

ケ
ガ

立
替

払
⑥

療
養

費
⑥

家
族

療
養

費

自
己

負
担

が
高

額
⑦

高
額

療
養

費
⑦

家
族

高
額

療
養

費

移
送

さ
れ

た
時

⑧
移

送
費

⑧
家

族
移

送
費

療
養

の
た

め
休

む
⑨

傷
病

手
当

金
-

出
産

⑩
出

産
育

児
一

時
金

⑩
家

族
出

産
育

児
一

時
金

⑩
出

産
手

当
金

-

死
亡

⑪
埋

葬
料

⑪
家

族
埋

葬
料

⑦
高

額
療

養
費

・
家

族
高

額
療

養
費

と
は

,

重
い

病
気

な
ど

で
病

院
等

に
長

期
入

院
し

た
り

,治
療

が
長

引
く
場

合
に

は
,保

険
診

療
に

お
け

る
1カ

月
の

自
己

負
担

額
が

一
定

額
を

超
え

た
場

合
,家

計
の

負
担

を
軽

減
で

き
る

よ
う

に
,一

定
の

金
額

（
自

己
負

担
限

度
額

）
を

超
え

た
部

分
が

払
い

戻
さ

れ
る

高
額

療
養

費
制

度
が

あ
り

ま
す

。
原

則
と

し
て

被
保

険
者

が
高

額
療

養
費

支
給

申
請

書
に

よ
り

請
求

す
る

こ
と

で
支

給
さ

れ
ま

す
。

た
だ

し
,保

険
外

併
用

療
養

費
の

差
額

部
分

や
入

院
時

食
事

療
養

費
,入

院
時

生
活

療
養

費
の

自
己

負
担

額
は

対
象

に
な

り
ま

せ
ん

。

対
象

と
な

る
の

は
,被

保
険

者
ま

た
は

被
扶

養
者

の
保

険
診

療
に

お
け

る
一

部
負

担
金

で
あ

り
,入

院
時

食
事

療
養

費
や

入
院

時
生

活
療

養
費

の
標

準
負

担
額

お
よ

び
保

険
外

負
担

分
は

対
象

と
は

な
り

ま
せ

ん
。

被
保

険
者

本
人

被
扶

養
者

病
気

や
ケ

ガ

①
療

養
の

給
付

②
家

族
療

養
費

③
入

院
時

食
事

療
養

費

③
入

院
時

生
活

療
養

費

④
保

険
外

併
用

療
養

費

⑤
訪

問
看

護
療

養
費

⑤
家

族
訪

問
看

護
療

養
費

病
気

ケ
ガ

立
替

払
⑥

療
養

費
⑥

家
族

療
養

費

自
己

負
担

が
高

額
⑦

高
額

療
養

費
⑦

家
族

高
額

療
養

費

移
送

さ
れ

た
時

⑧
移

送
費

⑧
家

族
移

送
費

療
養

の
た

め
休

む
⑨

傷
病

手
当

金
-

出
産

⑩
出

産
育

児
一

時
金

⑩
家

族
出

産
育

児
一

時
金

⑩
出

産
手

当
金

-

死
亡

⑪
埋

葬
料

⑪
家

族
埋

葬
料

⑧
移

送
費

・
家

族
移

送
費

と
は

,

病
気

や
け

が
の

た
め

,移
動

が
困

難
な

患
者

が
,入

院
や

転
院

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

き
,医

師
の

指
示

で
緊

急
に

病
院

に
移

送
さ

れ
た

場
合

は
,移

送
費

が
現

金
給

付
と

し
て

支
給

さ
れ

ま
す

。

た
だ

し
,通

常
の

診
察

・
治

療
の

た
め

通
院

ま
た

入
院

す
る

と
き

の
交

通
費

は
支

給
対

象
に

は
り

ま
せ

ん
。
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保
険

給
付

：
現

金
給

付
①

傷
病

手
当

金

②
出

産
育

児
一

時
金

・
家

族
出

産
育

児
一

時
金

・
出

産
手

当
金

③
埋

葬
料

・
家

族
埋

葬
料

次
に

,手
当

金
な

ど
を

支
給

す
る

「
現

金
給

付
」
で

す
。

現
金

支
給

は
,3

つ

①
傷

病
手

当
金

②
出

産
育

児
一

時
金

・
家

族
出

産
育

児
一

時
金

・
出

産
手

当
金

③
埋

葬
料

・
家

族
埋

葬
料

被
保

険
者

本
人

被
扶

養
者

病
気

や
ケ

ガ

①
療

養
の

給
付

②
家

族
療

養
費

③
入

院
時

食
事

療
養

費

③
入

院
時

生
活

療
養

費

④
保

険
外

併
用

療
養

費

⑤
訪

問
看

護
療

養
費

⑤
家

族
訪

問
看

護
療

養
費

病
気

ケ
ガ

立
替

払
⑥

療
養

費
⑥

家
族

療
養

費

自
己

負
担

が
高

額
⑦

高
額

療
養

費
⑦

家
族

高
額

療
養

費

移
送

さ
れ

た
時

⑧
移

送
費

⑧
家

族
移

送
費

療
養

の
た

め
休

む
⑨

傷
病

手
当

金
-

出
産

⑩
出

産
育

児
一

時
金

⑩
家

族
出

産
育

児
一

時
金

⑩
出

産
手

当
金

-

死
亡

⑪
埋

葬
料

⑪
家

族
埋

葬
料

⑨
傷

病
手

当
金

は
,

被
保

険
者

が
傷

病
な

ど
に

よ
り

,就
労

で
き

な
く
な

っ
た

場
合

,本
人

と
そ

の
家

族
の

生
活

を
保

障
す

る
た

め
に

設
け

ら
れ

た
制

度
で

,病
気

や
け

が
の

た
め

に
会

社
を

休
み

,事
業

主
か

ら
十

分
な

報
酬

が
受

け
ら

れ
な

い
場

合
に

支
給

さ
れ

ま
す

。
な

お
,任

意
継

続
被

保
険

者
の

方
は

,傷
病

手
当

金
は

支
給

さ
れ

ま
せ

ん
。

（
健

康
保

険
法

第
１

０
４

条
に

よ
る

継
続

給
付

の
要

件
を

満
た

し
て

い
る

者
は

除
く
。

）
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被
保

険
者

本
人

被
扶

養
者

病
気

や
ケ

ガ

①
療

養
の

給
付

②
家

族
療

養
費

③
入

院
時

食
事

療
養

費

③
入

院
時

生
活

療
養

費

④
保

険
外

併
用

療
養

費

⑤
訪

問
看

護
療

養
費

⑤
家

族
訪

問
看

護
療

養
費

病
気

ケ
ガ

立
替

払
⑥

療
養

費
⑥

家
族

療
養

費

自
己

負
担

が
高

額
⑦

高
額

療
養

費
⑦

家
族

高
額

療
養

費

移
送

さ
れ

た
時

⑧
移

送
費

⑧
家

族
移

送
費

療
養

の
た

め
休

む
⑨

傷
病

手
当

金
-

出
産

⑩
出

産
育

児
一

時
金

⑩
家

族
出

産
育

児
一

時
金

⑩
出

産
手

当
金

-

死
亡

⑪
埋

葬
料

⑪
家

族
埋

葬
料

⑩
出

産
育

児
一

時
金

・
家

族
出

産
育

児
一

時
金

・
出

産
手

当
金

と
は

,

被
保

険
者

ま
た

は
被

扶
養

者
が

,分
娩

を
し

た
と

き
に

一
定

額
が

支
給

さ
れ

ま
す

。

死
産

,流
産

,早
産

の
場

合
も

支
給

さ
れ

,双
生

児
な

ど
の

場
合

は
,出

生
児

1
人

ご
と

に
支

給
さ

れ
ま

す
。

出
産

手
当

金
は

,被
保

険
者

が
出

産
の

た
め

に
,会

社
を

休
み

,就
労

で
き

な
か

っ
た

場
合

の
所

得
の

保
障

の
目

的
で

支
給

さ
れ

ま
す

。

こ
れ

は
,被

保
険

者
や

家
族

の
生

活
を

保
障

し
,安

心
し

て
出

産
前

後
の

休
養

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め
に

設
け

ら
れ

て
い

る
制

度
で

す
。

な
お

,傷
病

手
当

金
と

同
じ

で
,,任

意
継

続
被

保
険

者
の

方
は

,支
給

さ
れ

ま
せ

ん
。

被
保

険
者

本
人

被
扶

養
者

病
気

や
ケ

ガ

①
療

養
の

給
付

②
家

族
療

養
費

③
入

院
時

食
事

療
養

費

③
入

院
時

生
活

療
養

費

④
保

険
外

併
用

療
養

費

⑤
訪

問
看

護
療

養
費

⑤
家

族
訪

問
看

護
療

養
費

病
気

ケ
ガ

立
替

払
⑥

療
養

費
⑥

家
族

療
養

費

自
己

負
担

が
高

額
⑦

高
額

療
養

費
⑦

家
族

高
額

療
養

費

移
送

さ
れ

た
時

⑧
移

送
費

⑧
家

族
移

送
費

療
養

の
た

め
休

む
⑨

傷
病

手
当

金
-

出
産

⑩
出

産
育

児
一

時
金

⑩
家

族
出

産
育

児
一

時
金

⑩
出

産
手

当
金

-

死
亡

⑪
埋

葬
料

⑪
家

族
埋

葬
料

⑪
埋

葬
料

・
家

族
埋

葬
料

・
埋

葬
費

と
は

,
被

保
険

者
ま

た
は

被
保

険
者

が
死

亡
し

た
と

き
は

,埋
葬

を
行

っ
た

家
族

に
埋

葬
料

が
支

給
さ

れ
ま

す
。

（
被

保
険

者
に

生
計

を
維

持
さ

れ
て

い
た

人
で

あ
れ

ば
,被

扶
養

者
で

な
く
て

も
か

ま
い

ま
せ

ん
。

）
死

亡
し

た
被

保
険

者
に

家
族

が
い

な
い

と
き

は
,埋

葬
を

行
っ

た
人

に
,埋

葬
料

の
額

の
範

囲
内

で
,埋

葬
に

か
か

っ
た

費
用

が
埋

葬
費

と
し

て
支

給
さ

れ
ま

す
。

被
扶

養
者

が
死

亡
し

た
と

き
は

家
族

埋
葬

料
が

支
給

さ
れ

ま
す

。
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保
険

診
療

の
対

象
と

な
ら

な
い

も
の

保
険

診
療

の
対

象
と

な
ら

な
い

も
の

は
,

保
険

に
よ

る
診

療
の

対
象

と
な

ら
な

い
も

の
1
) 業

務
上

,通
勤

途
上

の
病

気
や

負
傷

2
) 不

正
,不

当
な

行
為

に
対

す
る

制
限

3
) 特

殊
な

薬
や

特
殊

な
治

療
法

4
） 病

気
と

み
な

さ
れ

な
い

も
の

「
保

険
に

よ
る

診
療

の
対

象
と

な
ら

な
い

も
の

」
に

は
、

大
き

く
分

け
て

4つ
あ

り
ま

す

(あ
) 

 
1業

務
上

,通
勤

途
上

の
病

気
や

負
傷

業
務

上
ま

た
は

通
勤

途
上

の
疾

病
・
傷

害
に

つ
い

て
は

,労
働

者
災

害
補

償
保

険
な

ど
に

よ
っ

て
給

付
さ

れ
る

の
で

,医
療

保
険

に
よ

る
診

療
の

対
象

に
は

な

り
ま

せ
ん

。

(あ
) 

 
2
不

正
,不

当
な

行
為

に
対

す
る

制
限

①
故

意
の

犯
罪

行
為

ま
た

は
事

故
,

②
け

ん
か

や
酔

っ
ぱ

ら
い

,薬
物

中
毒

に
よ

る
事

故

③
医

師
の

指
示

に
従

わ
な

か
っ

た
り

,正
当

な
理

由
な

く
保

険
者

の
要

請
す

る
診

断
を

拒
否

し
た

と
き

,詐
欺

ま
た

は
不

正
な

行
為

に
よ

っ
て

給
付

を
受

け
よ

う
と

し
た

と
き

(あ
) 

 
3
特

殊
な

薬
や

特
殊

な
治

療
法

治
療

に
必

要
な

医
薬

品
の

使
用

や
治

療
は

,健
康

保
険

で
認

め
ら

れ
て

い
る

が
,医

学
界

で
ま

だ
認

め
ら

れ
て

い
な

い
よ

う
な

,特
殊

な
薬

や
治

療
法

は
保

険
給

付
の

対
象

と
は

な
り

ま
せ

ん
。

(あ
) 

 
4
病

気
と

み
な

さ
れ

な
い

も
の

で
す

。
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4
) 病

気
と

み
な

さ
れ

な
い

も
の

①
単

な
る

疲
労

や
け

ん
怠

②
美

容
整

形
③

あ
ざ

な
ど

の
先

天
的

な
皮

膚
の

病
気

④
正

常
な

妊
娠

・
出

産
⑤

健
康

診
断

を
目

的
と

す
る

診
察

や
検

査
⑥

予
防

注
射

⑦
経

済
上

の
理

由
に

よ
る

妊
娠

中
絶

「
4
病

気
と

み
な

さ
れ

な
い

も
の

」
に

は
,

(あ
) 

 
①

単
な

る
疲

労
や

け
ん

怠

②
美

容
整

形

③
あ

ざ
な

ど
の

先
天

的
な

皮
膚

の
病

気

④
正

常
な

妊
娠

・
出

産

⑤
健

康
診

断
を

目
的

と
す

る
診

察
や

検
査

⑥
予

防
注

射

⑦
経

済
上

の
理

由
に

よ
る

妊
娠

中
絶

で
す

。

①
～

④
の

場
合

で
も

,仕
事

や
日

常
生

活
に

支
障

の
あ

る
場

合
や

,経
過

に
異

常
が

あ
る

場
合

な
ど

は
,

保
険

で
診

療
が

受
け

ら
れ

ま
す

。

⑥
は

同
居

者
の

患
者

が
あ

る
な

ど
感

染
の

危
険

性
が

高
い

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
は

,保
険

給
付

の
対

象
と

な
り

ま
す

。

「
公

費
負

担
医

療
制

度
」
は

,公
衆

衛
生

の
向

上
を

図
る

た
め

,,生
活

保
護

法
な

ど
社

会
福

祉
的

な
施

策
と

し
て

行
わ

れ
て

い
る

制
度

と
,特

定
の

病
気

を
対

象
と

し
て

そ
の

診
療

費
の

全
額

ま
た

は
一

部
を

公
費

で
負

担
す

る
制

度
が

あ
り

ま
す

。
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社
会

福
祉

六
法

・
「
児

童
福

祉
法

」
昭

和
2
2
年

（
1
9
4
7
年

）

・
「
身

体
障

害
者

福
祉

法
」

昭
和

2
4
年

（
1
9
4
9
年

）

・
「
生

活
保

護
法

」
昭

和
2
5
年

（
1
9
5
0
年

）

・
「
知

的
障

害
者

福
祉

法
」

昭
和

3
5
年

（
1
9
6
0
年

）

・
「
老

人
福

祉
法

」
昭

和
3
8
年

（
1
9
6
3
年

）

・
「
母

子
及

び
寡

婦
福

祉
法

」
昭

和
3
9
年

（
1
9
6
4
年

）

「
社

会
福

祉
六

法
」
と

は
,

「
児

童
福

祉
法

」
「
身

体
障

害
者

福
祉

法
」
「
生

活
保

護
法

」
「
知

的
障

害
者

福
祉

法
」
「
老

人
福

祉
法

」
「
母

子
お

よ
び

寡
婦

福
祉

法
」
の

六
つ

の
法

律
の

こ
と

と
言

い
ま

す
。

社
会

福
祉

六
法

・
児

童
福

祉
法

・
身

体
障

害
者

福
祉

法
・
生

活
保

護
法

・
知

的
障

害
者

福
祉

法
・
老

人
福

祉
法

・
母

子
及

び
寡

婦
福

祉
法

「
児

童
福

祉
法

」
は

,
・
児

童
が

,心
身

と
も

に
健

や
か

に
生

ま
れ

る
と

同
時

に
育

成
さ

れ
る

よ
う

,保
育

,母
子

保
護

,児
童

虐
待

防
止

対
策

を
含

む
す

べ
て

の
児

童
の

福
祉

を
支

援
を

目
的

と
す

る
法

律
で

す
。

す
べ

て
国

民
は

,児
童

が
心

身
と

も
に

健
や

か
に

生
ま

れ
,且

つ
,育

成
さ

れ
る

よ
う

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

す
べ

て
児

童
は

,ひ
と

し
く
そ

の
生

活
を

保
障

さ
れ

,愛
護

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

国
及

び
地

方
公

共
団

体
は

,児
童

の
保

護
者

と
と

も
に

,児
童

を
心

身
と

も
に

,健
や

か
に

育
成

す
る

責
任

を
負

う

と
あ

り
ま

す
。

児
童

と
は

,満
1
8
歳

に
満

た
な

い
者

の
こ

と
を

言
い

ま
す

。
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小
児

慢
性

特
定

疾
病

医
療

費
助

成
制

度

小
児

慢
性

特
定

疾
患

一
覧

１
６

疾
患

群
（
７

６
２

疾
病

）
R

1
.0

7
～

（
1
）

悪
性

新
生

物
（
神

経
芽

腫
等

）

（
2
）

慢
性

腎
疾

患
群

（
微

小
変

化
型

ネ
フ

ロ
ー

ゼ
症

候
群

等
）

（
3
）

慢
性

呼
吸

器
疾

患
群

（
気

管
支

拡
張

症
等

）

（
4
）

慢
性

心
疾

患
群

（
心

室
中

隔
欠

損
症

等
）

（
5
）

内
分

泌
疾

患
群

（
成

長
ホ

ル
モ

ン
分

泌
不

全
性

低
身

長
症

等
）

（
6
）

膠
原

病
（
全

身
性

エ
リ

テ
マ

ト
ー

デ
ス

等
）

（
7
）

糖
尿

病
（
1
型

糖
尿

病
等

）

（
8
）

先
天

性
代

謝
異

常
（
ウ

ィ
ル

ソ
ン

病
等

）

（
9
）

血
液

疾
患

群
（
血

友
病

等
）

（
1
0
）

免
疫

疾
患

群
（
後

天
性

免
疫

不
全

症
候

群
等

）

（
1
1
）

神
経

・
筋

疾
患

群
（
先

天
性

水
頭

症
等

）

（
1
2
）

慢
性

消
化

器
疾

患
群

（
胆

道
閉

塞
症

等
）

（
1
3
）

染
色

体
又

は
遺

伝
子

に
変

化
を

伴
う

症
候

群
（
1
3
ト

リ
ソ

ミ
ー

症
候

群
等

）

（
1
4
）

皮
膚

疾
患

群
（
色

素
性

乾
皮

症
等

）

（
1
5
）

骨
系

統
疾

患
群

（
胸

郭
不

全
症

候
群

等
）

（
1
6
）

脈
管

系
疾

患
群

（
青

色
ゴ

ム
ま

り
様

母
斑

症
候

群
等

）

小
児

の
慢

性
疾

患
は

,そ
の

治
療

が
長

期
に

わ
た

り
,医

療
費

の
負

担
も

高
額

に
な

り
,そ

れ
を

放
置

す
る

こ
と

は
,

児
童

の
健

全
な

育
成

を
阻

害
す

る
こ

と
と

な
る

た
め

,医
療

の
確

立
と

普
及

を
図

り
,併

せ
て

患
児

家
庭

に
お

け
る

経
済

的
,

精
神

的
負

担
の

軽
減

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
実

施
さ

れ
て

い
ま

す
。

小
児

慢
性

特
定

疾
は

,令
和

元
年

07
月

01
日

よ
り

16
疾

患
群

（
76

2疾
病

）
が

対
象

と
な

り
ま

し
た

。

1
8
歳

未
満

の
患

者
が

対
象

と
な

り
ま

す
が

,一
部

の
疾

患
に

つ
い

て
は

,2
0
歳

未
満

ま
で

延
長

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

社
会

福
祉

六
法

・
児

童
福

祉
法

・
身

体
障

害
者

福
祉

法
・
生

活
保

護
法

・
知

的
障

害
者

福
祉

法
・
老

人
福

祉
法

・
母

子
及

び
寡

婦
福

祉
法

「
身

体
障

害
者

福
祉

法
」
は

,
一

般
的

に
は

,生
ま

れ
つ

き
,あ

る
い

は
生

ま
れ

つ
き

で
な

く
,あ

と
か

ら
何

か
の

理
由

で
身

体
機

能
の

一
部

に
障

害
を

生
じ

て
い

る
状

態
の

人
へ

の
自

立
と

社
会

活
動

の
援

助
,及

び
必

要
に

応
じ

て
保

護
,福

祉
の

増
進

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
法

律
で

す
。

身
体

障
害

者
の

社
会

的
更

生
(日

常
生

活
能

力
の

回
復

も
含

む
)を

図
る

た
め

に
,更

生
援

護
事

業
が

実
施

さ
れ

て
い

ま
す

。

な
お

更
生

医
療

に
つ

い
て

は
,障

害
者

自
立

支
援

法
に

よ
る

給
付

に
移

行
さ

れ
ま

し
た

。
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こ
の

法
律

に
お

い
て

,「
身

体
障

害
者

」
と

は
,

身
体

上
の

障
害

が
あ

る
１

８
歳

以
上

の
者

で
あ

っ
て

,
都

道
府

県
知

事
か

ら
身

体
障

害
者

手
帳

の
交

付
を

受
け

た
も

の
を

い
う

・
視

覚
障

害
・
聴

覚
又

は
平

衡
機

能
障

害
・
音

声
機

能
,言

語
機

能
,そ

し
ゃ

く
機

能
障

害
・
肢

体
不

自
由

・
心

臓
,腎

臓
,呼

吸
器

機
能

障
害

こ
の

法
律

に
お

い
て

,「
身

体
障

害
者

」
と

は
,身

体
上

の
障

害
が

あ
る

１
８

歳
以

上
の

者
で

あ
っ

て
,

都
道

府
県

知
事

か
ら

身
体

障
害

者
手

帳
の

交
付

を
受

け
た

も
の

を
言

い
ま

す
。

・
視

覚
障

害

・
聴

覚
又

は
平

衡
機

能
障

害

・
音

声
機

能
,言

語
機

能
,そ

し
ゃ

く
機

能
障

害

・
肢

体
不

自
由

・
心

臓
,腎

臓
,呼

吸
器

機
能

障
害

・
そ

の
他

政
令

で
定

め
る

障
害

の
こ

と
を

言
い

ま
す

社
会

福
祉

六
法

・
児

童
福

祉
法

・
身

体
障

害
者

福
祉

法
・
生

活
保

護
法

・
知

的
障

害
者

福
祉

法
・
老

人
福

祉
法

・
母

子
及

び
寡

婦
福

祉
法

「
生

活
保

護
法

」
は

,
最

低
限

度
の

生
活

を
保

障
す

る
と

と
も

に
,自

立
し

た
生

活
を

送
れ

る
よ

う
支

援
を

目
的

と
す

る
法

律
で

す
。
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生
活

保
護

法

日
本

国
憲

法
第

二
十

五
条

に
規

定
す

る
理

念
に

基
き

,
資

産
や

能
力

等
す

べ
て

を
活

用
し

て
も

な
お

生
活

に
困

窮
す

る
方

に
対

し
困

窮
の

程
度

に
応

じ
て

必
要

な
保

護
を

行
い

健
康

で
文

化
的

な
最

低
限

度
の

生
活

を
保

障
し

そ
の

自
立

を
助

長
す

る
制

度
で

す
。

す
べ

て
国

民
は

,健
康

で
文

化
的

な
最

低
限

度
の

生
活

を
営

む
権

利
を

有
す

る

生
活

保
護

法
は

,日
本

国
憲

法
第

25
条

に
規

定
す

る
理

念
に

基
づ

き
,資

産
や

能
力

等
す

べ
て

を
活

用
し

て
も

,な
お

生
活

に
困

窮
す

る
方

に
対

し
,困

窮
の

程
度

に
応

じ
て

必
要

な
保

護
を

行
い

,健
康

で
文

化
的

な
最

低
限

度
の

生
活

を
保

障
し

,そ
の

自
立

を
助

長
す

る
制

度
で

す
。

①
生

活
扶

助
:食

費
,被

服
費

,光
熱

費
等

②
教

育
扶

助
:義

務
教

育
期

間
の

教
育

に
か

か
る

費
用

③
住

宅
扶

助
:家

賃
,地

代
等

④
医

療
扶

助
:怪

我
や

病
気

の
治

療
に

必
要

な
医

療
費

⑤
介

護
扶

助
:介

護
保

険
給

付
の

自
己

負
担

分
を

給
付

⑥
出

産
扶

助
:出

産
に

必
要

な
費

用

⑦
生

業
扶

助
:生

業
費

,技
能

習
得

費
,就

職
支

度
費

等

⑧
葬

祭
扶

助
:葬

祭
や

埋
葬

に
か

か
る

費
用

保
護

の
種

類
は

次
の

8種
に

分
け

ら
れ

て
い

て
,要

保
護

者
の

必
要

に
応

じ
て

最
低

生
活

を
充

足
す

る
た

め
に

,必
要

と
さ

れ
る

限
度

に
お

い
て

支
給

範
囲

が
決

め
ら

れ
て

い
ま

す
。

,
,

の

義
務

教
育

期
間

の
教

育
に

か
か

る
費

用
の

,
の

怪
我

や
病

気
の

治
療

に
必

要
な

医
療

費
等

の

介
護

保
険

給
付

の
自

己
負

担
分

を
給

付
す

る

出
産

に
必

要
な

費
用

の

自
立

す
る

目
的

で
働

く
た

め
に

必
要

な
費

用
,就

職
の

た
め

の
衣

服
の

購
入

費
や

,小
規

模
な

自
営

業
の

設
備

費
な

ど
の ⑧

葬
祭

や
埋

葬
に

か
か

る
費

用
等

の

の
8つ

で
す

。

医
療

機
関

で
い

う
生

活
保

護
と

は
主

に
医

療
扶

助
の

こ
と

で
す

。

医
療

扶
助

と
介

護
扶

助
は

,医
療

や
介

護
な

ど
の

サ
ー

ビ
ス

が
直

接
支

給
さ

れ
る

「
現

物
給

付
」
の

形
で

支
給

さ
れ

ま
す

。
残

り
6種

類
の

扶
助

は
原

則
,現

金
が

支
給

さ
れ

る
「
現

金
給

付
」
の

形
で

支
給

さ
れ

ま
す

。
ま

た
,出

産
扶

助
,生

業
扶

助
,葬

祭
扶

助
の

3種
類

は
必

要
の

あ
る

と
き

に
臨

時
に

行
わ

れ
る

扶
助

で
す

。

231



社
会

福
祉

六
法

・
児

童
福

祉
法

・
身

体
障

害
者

福
祉

法
・
生

活
保

護
法

・
知

的
障

害
者

福
祉

法
・
老

人
福

祉
法

・
母

子
及

び
寡

婦
福

祉
法

「
知

的
障

害
者

福
祉

法
」
は

,
知

的
障

害
者

の
援

助
と

必
要

な
保

護
を

行
う

こ
と

に
よ

り
,そ

の
福

祉
の

増
進

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
法

律
で

す
。

す
べ

て
の

知
的

障
害

者
は

,そ
の

有
す

る
能

力
を

活
用

す
る

こ
と

に
よ

り
,進

ん
で

社
会

経
済

活
動

に
参

加
す

る
よ

う

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

社
会

を
構

成
す

る
一

員
と

し
て

,社
会

,経
済

,文
化

そ
の

他
あ

ら
ゆ

る
分

野
の

活
動

に
参

加
す

る
機

会
を

与
え

ら
れ

る
も

の
と

す
る

社
会

福
祉

六
法

・
児

童
福

祉
法

・
身

体
障

害
者

福
祉

法
・
生

活
保

護
法

・
知

的
障

害
者

福
祉

法
・
老

人
福

祉
法

・
母

子
及

び
寡

婦
福

祉
法

「
老

人
福

祉
法

」
は

,
老

人
の

福
祉

に
関

す
る

原
理

を
明

ら
か

に
し

,老
人

に
対

し
,そ

の
心

身
の

健
康

の
保

持
及

び
生

活
の

安
定

の
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講
じ

て
,老

人
の

福
祉

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
法

律
で

す
。
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社
会

福
祉

六
法

・
児

童
福

祉
法

・
身

体
障

害
者

福
祉

法
・
生

活
保

護
法

・
知

的
障

害
者

福
祉

法
・
老

人
福

祉
法

・
母

子
及

び
寡

婦
福

祉
法

「
母

子
お

よ
び

寡
婦

福
祉

法
」
は

,
母

子
家

庭
及

び
寡

婦
（
か

ふ
）
の

,福
祉

に
関

す
る

原
理

を
,明

ら
か

に
す

る
と

と
も

に
,そ

の
生

活
の

安
定

と
向

上
の

た
め

に
必

要
な

援
助

を
目

的
と

す
る

法
律

で
す

。

寡
婦

（
か

ふ
）
と

は
,夫

と
死

別
,ま

た
は

離
別

し
,再

婚
し

て
い

な
い

女
性

の
こ

と
で

す
。

精
神

保
健

福
祉

法
（
正

式
名

称
：
「
精

神
保

健
及

び
精

神
障

害
者

福
祉

に
関

す
る

法
律

」
）
に

つ
い

て
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法
の

目
的

１
：
精

神
障

害
者

の
医

療
及

び
保

護

２
：
精

神
障

害
者

の
社

会
復

帰
の

促
進

３
：
精

神
障

害
者

の
自

立
と

社
会

経
済

活
動

参
加

促
進

の
た

め
に

必
要

な
援

助

４
：
精

神
障

害
者

の
発

生
の

予
防

そ
の

他
国

民
の

精
神

的
懸

鉤
の

保
持

及
び

増
進

に
よ

っ
て

精
神

障
害

者
の

福
祉

及
び

国
民

の
精

神
保

健
の

向
上

を
図

る

「
法

の
目

的
」
は

,
精

神
保

健
福

祉
法

は
,

精
神

障
害

者
の

医
療

及
び

保
護

を
行

う
こ

と

障
害

者
総

合
支

援
法

と
と

も
に

,精
神

障
害

者
の

社
会

復
帰

の
促

進
,自

立
と

社
会

経
済

活
動

へ
の

参
加

の
促

進
の

た
め

に
必

要
な

援
助

を
行

う
こ

と

精
神

疾
患

の
発

生
の

予
防

や
,国

民
の

精
神

的
健

康
の

保
持

,及
び

増
進

に
努

め
る

こ
と

に
よ

っ
て

,
精

神
障

害
者

の
福

祉
の

増
進

,及
び

国
民

の
精

神
保

健
の

向
上

を
,図

る
こ

と
を

目
的

と
し

た
法

律
で

す
。

こ
の

法
律

の
対

象
者

と
な

る
の

は

①
総

合
失

調
症

②
精

神
作

用
物

質
に

よ
る

急
性

中
毒

ま
た

は
依

存
性

の
患

者
③

知
的

障
害

者
④

精
神

病
質

⑤
そ

の
他

の
精

神
疾

患
の

患
者

精
神

保
健

福
祉

法
の

対
象

と
す

る
精

神
障

害
者

は
,

統
合

失
調

症
,

精
神

作
用

物
質

に
よ

る
急

性
中

毒
又

は
そ

の
依

存
症

,
知

的
障

害
,

精
神

病
質

そ
の

ほ
か

の
精

神
疾

患
を

有
す

る
者

で
す

。

234



障
害

者
の

地
域

生
活

と
就

労
を

進
め

,自
立

を
支

援
す

る
観

点
か

ら
,障

害
者

基
本

法
の

基
本

的
理

念
に

の
っ

と
り

,

こ
れ

ま
で

身
体

障
害

・
知

的
障

害
・
精

神
障

害
な

ど
障

害
種

別
ご

と
に

異
な

る
法

律
に

基
づ

い
て

自
立

支
援

の
観

点
か

ら
提

供
さ

れ
て

き
た

福
祉

サ
ー

ビ
ス

,公
費

負
担

医
療

等
に

つ
い

て
,共

通
の

制
度

の
下

で
一

元
的

に
提

供
す

る
仕

組
み

が
創

設
さ

れ
,2

0
0
6
(平

成
1
8
)年

4
月

か
ら

施
行

さ
れ

ま
し

た
。

こ
の

法
律

に
よ

り
,自

立
支

援
給

付
の

対
象

者
,内

容
,手

続
き

な
ど

,地
域

生
活

支
援

事
業

,サ
ー

ビ
ス

の
整

備
の

た
め

の
計

画
の

作
成

,費
用

の
負

担
な

ど
が

定
め

ら
れ

て
い

ま
す

。

障
害

者
の

地
域

生
活

と
就

労
を

進
め

自
立

を
支

援
す

る
観

点
か

ら
,障

害
者

基
本

法
の

基
本

的
理

念
に

の
っ

と
り

,

こ
れ

ま
で

身
体

障
害

・
知

的
障

害
・
精

神
障

害
な

ど
障

害
種

別
ご

と
に

異
な

る
法

律
に

基
づ

い
て

提
供

さ
れ

て
き

た
福

祉
サ

ー
ビ

ス
,公

費
負

担
医

療
な

ど
に

つ
い

て
,

共
通

の
制

度
の

下
で

一
元

的
に

提
供

す
る

仕
組

み
が

創
設

さ
れ

,2
0
0
6
(平

成
1
8
)年

4
月

か
ら

施
行

さ
れ

た

こ
の

法
律

に
よ

り
,自

立
支

援
給

付
の

対
象

者
,内

容
,

手
続

き
な

ど
,地

域
生

活
支

援
事

業
,サ

ー
ビ

ス
の

整
備

の
た

め
の

計
画

の
作

成
,費

用
の

負
担

な
ど

が
定

め
ら

れ
て

い
る

障
害

者
の

地
域

生
活

と
就

労
を

進
め

,自
立

を
支

援
す

る
観

点
か

ら
,障

害
者

基
本

法
の

基
本

的
理

念
に

の
っ

と
り

,こ
れ

ま
で

障
害

種
別

ご
と

に
異

な
る

法
律

に
基

づ
い

て
自

立
支

援
の

観
点

か
ら

提
供

さ
れ

て
き

た
福

祉
サ

ー
ビ

ス
,公

費
負

担
医

療
等

に
つ

い
て

,共
通

の
制

度
の

下
で

一
元

的
に

提
供

す
る

仕
組

み
を

創
設

す
る

こ
と

と
し

,自
立

支
援

給
付

の
対

象
者

,内
容

,手
続

き
等

,地
域

生
活

支
援

事
業

,サ
ー

ビ
ス

の
整

備
の

た
め

の
計

画
の

作
成

,費
用

の
負

担
等

を
定

め
る

と
と

も
に

,精
神

保
健

福
祉

法
等

の
関

係
法

律
に

つ
い

て
所

要
の

改
正

を
行

う
。
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(1
)給

付
の

対
象

者

身
体

障
害

者
,知

的
障

害
者

,
精

神
障

害
者

,障
害

児

(2
)給

付
の

内
容

・
ホ

ー
ム

ヘ
ル

プ
サ

ー
ビ

ス
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

入
所

施
設

等
の

介
護

給
付

費
及

び
自

立
訓

練
（
リ

ハ
ビ

リ
等

）
就

労
移

行
支

援
等

の
訓

練
等

給
付

費
（
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
）

・
心

身
の

障
害

の
状

態
の

軽
減

を
図

る
等

の
た

め
の

自
立

支
援

医
療

（
公

費
負

担
医

療
）

等

(1
)給

付
の

対
象

者
は

,

身
体

障
害

者
,知

的
障

害
者

,精
神

障
害

者
,障

害
児

で
,

障
害

程
度

区
分

に
関

す
る

審
査

に
よ

り
認

定
さ

れ
た

人

(2
)給

付
の

内
容

・
ホ

ー
ム

ヘ
ル

プ
サ

ー
ビ

ス
,シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

,入
所

施
設

等
の

介
護

給
付

費
及

び
自

立
訓

練
（
リ

ハ
ビ

リ
等

）
,就

労
移

行
支

援
等

の
訓

練
等

給
付

費
（
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
）
・
心

身
の

障
害

の
状

態
の

軽
減

を
図

る
等

の
た

め
の

自
立

支
援

医
療

（
公

費
負

担
医

療
）

等
で

す
。

障
害

者
自

立
支

援
法

「
障

害
者

自
立

支
援

法
」
に

よ
る

,総
合

的
な

自
立

支
援

シ
ス

テ
ム

の
全

体
像

は
,自

立
支

援
給

付
と

地
域

生
活

支
援

事
業

で
構

成
さ

れ
て

い
ま

す
。

自
立

支
援

給
付

は
介

護
給

付
,訓

練
等

給
付

,自
立

支
援

医
療

,補
装

具
,地

域
生

活
支

援
事

業
で

構
成

さ
れ

て
い

ま
す

。

地
域

生
活

支
援

事
業

は
,国

や
都

道
府

県
の

財
政

支
援

を
受

け
て

,市
町

村
が

行
う

サ
ー

ビ
ス

と
,都

道
府

県
が

国
の

財
政

支
援

を
受

け
て

,行
う

サ
ー

ビ
ス

が
あ

り
ま

す
。
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「
特

定
疾

患
治

療
研

究
事

業
」
は

,原
因

不
明

,療
方

法
未

確
立

で
あ

り
,か

つ
後

遺
症

を
残

す
お

そ
れ

が
少

な
く
な

い
疾

病
と

し
て

,調
査

研
究

が
進

め
ら

れ
て

い
る

疾
患

の
う

ち
,

診
断

基
準

が
一

応
確

立
し

,か
つ

,難
治

度
,重

症
度

が
高

く
患

者
数

が
,比

較
的

少
な

い
た

め
,公

費
負

担
の

方
法

を
と

ら
な

い
と

,原
因

の
究

明
,治

療
方

法
の

開
発

な
ど

に
,困

難
を

き
た

す
お

そ
れ

の
あ

る
疾

患
を

,対
象

と
し

て
実

施
さ

れ
て

い
る

医
療

費
の

助
成

制
度

で
す

。

特
定

疾
患

治
療

研
究

事
業

疾
患

別
受

給
者

件
数

の
推

移
で

す
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難
病

情
報

セ
ン

タ
ー

h
tt

p
s:

/
/
w

w
w

.n
an

b
yo

u
.o

r.
jp

/
e
n
tr

y/
4
1
4
1

難
病

の
定

義

発
病

の
機

構
が

明
ら

か
で

は
な

く
,治

療
方

法
が

確
立

し
て

お
ら

ず
,希

少
な

疾
患

で
あ

っ
て

,長
期

の
療

養
を

必
要

と
す

る
も

の
を

難
病

と
言

い
ま

す
。

難
病

の
う

ち
,患

者
数

が
国

内
で

一
定

の
人

数
に

達
し

な
い

(人
口

の
0
.1

％
程

度
以

下
で

あ
る

）
,客

観
的

な
診

断
基

準
な

ど
が

あ
る

も
の

を
指

定
難

病
と

い
い

ま
す

。

難
病

は
,治

療
が

む
ず

か
し

く
,慢

性
の

経
過

を
た

ど
る

疾
病

も
い

ま
だ

存
在

し
て

い
ま

す
。

た
だ

し
,完

治
は

し
な

い
も

の
の

,
適

切
な

治
療

や
自

己
管

理
を

続
け

れ
ば

,普
通

に
生

活
が

で
き

る
状

態
に

な
っ

て
い

る
疾

患
が

多
く
な

っ
て

い
ま

す
。

指
定

難
病

疾
患

群
一

覧
１

６
疾

患
群

（
３

３
３

疾
病

）
R1

.0
7～

（
１

）
血

液
系

疾
患

群
（
遺

伝
性

鉄
芽

球
性

貧
血

等
）

（
２

）
免

疫
系

疾
患

群
（
Ig

G
4
関

連
疾

患
等

）

（
３

）
内
分
泌
系
疾
患
群

（
ア

ジ
ソ

ン
病

等
）

（
４

）
代

謝
系

疾
患

群
（
イ

ソ
吉

草
酸

血
症

等
）

（
５

）
神

経
･筋

疾
患

群
（
ア

イ
カ

ル
デ

ィ
症

候
群

等
）

（
６

）
視

覚
系

疾
患

群
（
ア

ッ
シ

ャ
ー

症
候

群
等

）

（
７

）
聴
覚
･平
衡
機
能
系
疾
患
群

（
）

（
８

）
循
環
器
系
疾
患
群

（
エ

プ
ス

タ
イ

ン
病

等
）

（
９

）
呼

吸
器

系
疾

患
群

（
サ

ル
コ

イ
ド

ー
シ

ス
等

）

（
1
0
）

消
化

器
系

疾
患

群
（
ク

ロ
ー

ン
病

等
）

（
1
1
）

皮
膚
･結
合
組
織
疾
患
群

（
先
天
性
魚
鱗
癬

等
）

（
1
2
）

骨
･関

節
系

疾
患

群
（
黄

色
靱

帯
骨

軟
化

症
等

）

（
1
3
）

腎
･泌
尿
器
系

疾
患

群
（
Ig

A
腎

症
等

）

（
1
4
）

染
色

体
ま

た
は

遺
伝

子
に

変
化

を
伴

う
症

候
群

（
ア

ペ
ー

ル
症

候
群

等
）

（
1
5
）

耳
鼻

科
系

疾
患

（
好

酸
球

性
副

鼻
腔

炎
等

）

（
1
6
）

ス
モ

ン

指
定

難
病

は

令
和

元
年

0
7
月

0
1
日

よ
り

,1
6
疾

患
群

（
3
3
3
疾

病
）
と

な
り

ま
し

た
。

（
１

）
血

液
系

疾
患

群
（
遺

伝
性

鉄
芽

球
性

貧
血

等
）

（
２

）
免

疫
系

疾
患

群
（
Ig

G
4
関

連
疾

患
等

）

（
３

）
内
分
泌
系
疾
患

群
（
ア

ジ
ソ

ン
病

等
）

（
４

）
代

謝
系

疾
患

群
（
イ

ソ
吉

草
酸

血
症

等
）

（
５

）
神

経
･筋

疾
患

群
（
ア

イ
カ

ル
デ

ィ
症

候
群

等
）

（
６

）
視

覚
系

疾
患

群
（
ア

ッ
シ

ャ
ー

症
候

群
等

）

（
７

）
群

（
）

（
８

）
群

（
エ

プ
ス

タ
イ

ン
病

等
）

（
９

）
呼

吸
器

系
疾

患
群

（
サ

ル
コ

イ
ド

ー
シ

ス
等

）

（
1
0
）
消

化
器

系
疾

患
群

（
ク

ロ
ー

ン
病

等
）

（
1
1
）

疾
患

群
（
先

天
等

）

（
1
2
）
骨

･関
節

系
疾

患
群

（
黄

色
靱

帯
骨

軟
化

症
等

）

（
1
3
）

疾
患

群
（
Ig

A
腎

症
等

）

（
1
4
）
染

色
体

ま
た

は
遺

伝
子

に
変

化
を

伴
う

症
候

群
（
ア

ペ
ー

ル
症

候
群

等
）

（
1
5
）
耳

鼻
科

系
疾

患
（
好

酸
球

性
副

鼻
腔

炎
等

）

（
1
6
）
ス

モ
ン
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1
.慢

性
に

経
過

す
る

疾
病

で
あ

る

2
.生

命
を

長
期

に
脅

か
す

疾
病

で
あ

る

3
.症

状
や

治
療

が
長

期
に

わ
た

っ
て

生
活

の
質

を
低

下
さ

せ
る

疾
病

で
あ

る

4
.長

期
に

わ
た

っ
て

高
額

な

医
療

費
の

負
担

が
続

く
疾

病
で

あ
る

上
記

全
て

の
要

件
を

満
た

し
,厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
も

の
で

,1
8
歳

未
満

の
児

童
等

が
対

象

児
童

福
祉

法
の

と
こ

ろ
で

も
お

話
い

た
し

ま
し

た
が

,

小
児

の
慢

性
疾

患
は

,そ
の

治
療

が
長

期
に

わ
た

り
,医

療
費

の
負

担
も

高
額

に
な

り
,そ

れ
を

放
置

す
る

こ
と

は
,

児
童

の
健

全
な

育
成

を
阻

害
す

る
こ

と
と

な
る

た
め

,医
療

の
確

立
と

普
及

を
図

り
,併

せ
て

患
児

家
庭

に
お

け
る

経
済

的
,

精
神

的
負

担
の

軽
減

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
実

施
さ

れ
て

い
ま

す
。

小
児

慢
性

特
定

疾
患

一
覧

１
６

疾
患

群
（
７

６
２

疾
病

）
R

1
.0

7
～

（
1
）

悪
性

新
生

物
（
神

経
芽

腫
等

）

（
2
）

慢
性

腎
疾

患
群

（
微

小
変

化
型

ネ
フ

ロ
ー

ゼ
症

候
群

等
）

（
3
）

慢
性

呼
吸

器
疾

患
群

（
気

管
支

拡
張

症
等

）

（
4
）

慢
性

心
疾

患
群

（
心

室
中

隔
欠

損
症

等
）

（
5
）

内
分

泌
疾

患
群

（
成

長
ホ

ル
モ

ン
分

泌
不

全
性

低
身

長
症

等
）

（
6
）

膠
原

病
（
全

身
性

エ
リ

テ
マ

ト
ー

デ
ス

等
）

（
7
）

糖
尿

病
（
1
型

糖
尿

病
等

）

（
8
）

先
天

性
代

謝
異

常
（
ウ

ィ
ル

ソ
ン

病
等

）

（
9
）

血
液

疾
患

群
（
血

友
病

等
）

（
1
0
）

免
疫

疾
患

群
（
後

天
性

免
疫

不
全

症
候

群
等

）

（
1
1
）

神
経

・
筋

疾
患

群
（
先

天
性

水
頭

症
等

）

（
1
2
）

慢
性

消
化

器
疾

患
群

（
胆

道
閉

塞
症

等
）

（
1
3
）

染
色

体
又

は
遺

伝
子

に
変

化
を

伴
う

症
候

群
（
1
3
ト

リ
ソ

ミ
ー

症
候

群
等

）

（
1
4
）

皮
膚

疾
患

群
（
色

素
性

乾
皮

症
等

）

（
1
5
）

骨
系

統
疾

患
群

（
胸

郭
不

全
症

候
群

等
）

（
1
6
）

脈
管

系
疾

患
群

（
青

色
ゴ

ム
ま

り
様

母
斑

症
候

群
等

）

「
小

児
慢

性
特

定
疾

」
は

,令
和

元
年

07
月

01
日

よ
り

16
疾

患
群

（
76

2疾
病

）
が

対
象

と
な

り
ま

し
た

。

1
8
歳

未
満

の
患

者
が

対
象

と
な

り
ま

す
が

,一
部

の
疾

患
に

つ
い

て
は

,2
0
歳

未
満

ま
で

延
長

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。
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小
児

慢
性

特
定

疾
患

治
療

事
業

の
意

義
・
あ

り
方

に
つ

い
て

h
tt

ps
:/

/
w

w
w

.m
h
lw

.g
o
.jp

/
st

f/
sh

in
gi

/
2
r9

8
5
2
0
0
0
0
0
2
n
s3

4
-
at

t/
2
r9

8
5
2
0
0
0
0
0
2
n
s7

a.
pd

f

児
童

を
対

象
と

す
る

他
の

公
費

負
担

医
療

制
度

は
,い

ず
れ

も
児

童
の

健
全

な
育

成
を

図
る

福
祉

施
策

と
し

て
位

置
付

け
る

と
共

に
,そ

の
た

め
に

必
要

な
医

療
を

給
付

す
る

と
さ

れ
て

い
ま

す
。
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引
用

元
h
tt

p:
/
/w

w
w

.y
as

u
hi

ro
-

ts
u
ji.

jp
/
ko

h
i1

2
08

.p
df

厚
生

労
働

省
関

係
,公

費
負

担
医

療
制

度
は

,ご
覧

の
よ

う
に

数
多

く
の

制
度

が
あ

り
ま

す
。

そ
の

中
か

ら
,代

表
的

な
い

く
つ

か
の

制
度

を
ご

紹
介

し
ま

す

1
.戦

傷
病

者
特

別
援

護
法

1
.戦

傷
病

者
特

別
援

護
法

軍
人

・
軍

属
な

ど
で

あ
っ

た
人

の
,公

務
上

の
傷

病
に

対
し

,国
家

補
償

の
精

神
に

基
づ

い
て

,療
養

の
給

付
な

ど
の

,

援
護

を
行

う
こ

と
を

,目
的

と
し

て
実

施
さ

れ
て

い
ま

す
。

「
特

援
法

」
と

い
い

ま
す

戦
傷

病
者

と
は

,法
律

の
規

定
に

基
づ

い
て

,戦
傷

病
者

手
帳

の
交

付
を

受
け

て
い

る
人

の
こ

と
を

い
い

ま
す

。
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主
な

援
護

の
内

容

療
養

の
給

付
戦

傷
病

者
の

う
ち

公
務

上
傷

病
に

対
し

て
必

要
な

療
養

を
給

付
す

る
。

葬
祭

費
の

支
給

上
記

療
養

の
給

付
を

受
け

て
い

た
戦

傷
病

者
が

死
亡

し
た

場
合

に
そ

の
遺

族
に

葬
祭

費
を

支
給

す
る

。

更
生

医
療

の
給

付
身

体
障

害
の

戦
傷

病
者

で
職

業
能

力
回

復
の

た
め

の
手

術
等

を
必

要
と

す
る

者
に

支
給

さ
れ

ま
す

。
（
第

５
款

症
以

上
の

者
が

対
象

）

補
装

具
の

支
給

及
び

修
理

一
定

程
度

以
上

の
障

害
を

有
す

る
戦

傷
病

者
に

義
手

,義
足

等
を

支
給

・
修

理
す

る
。

J
R

乗
車

券
引

換
証

の
交

付
障

害
の

程
度

に
よ

り
一

定
回

数
の

J
R

乗
車

券
を

無
賃

扱
い

に
す

る
。

主
な

援
護

の
内

容

療
養

の
給

付
戦

傷
病

者
の

う
ち

,公
務

上
傷

病
に

対
し

て
,必

要
な

療
養

を
給

付
さ

れ
ま

す
。

葬
祭

費
の

支
給

上
記

療
養

の
給

付
を

受
け

て
い

た
,戦

傷
病

者
が

死
亡

し
た

場
合

に
,そ

の
遺

族
に

葬
祭

費
を

支
給

さ
れ

ま
す

。

更
生

医
療

の
給

付

身
体

障
害

の
戦

傷
病

者
で

,職
業

能
力

回
復

の
た

め
の

,手
術

等
を

必
要

と
す

る
者

に
支

給
さ

れ
ま

す
。

（
第

５
款

症
以

上
の

者
が

対
象

）

補
装

具
の

支
給

及
び

修
理

一
定

程
度

以
上

の
,障

害
を

有
す

る
戦

傷
病

者
に

,義
手

,義
足

等
を

支
給

・
修

理
さ

れ
ま

す
。

JR
乗

車
券

引
換

証
の

交
付

障
害

の
程

度
に

よ
り

,一
定

回
数

の
JR

乗
車

券
を

,無
賃

扱
い

に
し

ま
す

。

2
.原

子
爆

弾
被

爆
者

に
対

す
る

援
護

に
関

す
る

法
律

「
2
.原

子
爆

弾
被

爆
者

に
対

す
る

援
護

に
関

す
る

法
律

」

原
子

爆
弾

の
放

射
能

に
起

因
す

る
健

康
被

害
に

苦
し

む
被

爆
者

の
健

康
の

保
持

,増
進

な
ら

び
に

福
祉

を
図

る
た

め
,原

子
爆

弾
被

爆
者

に
対

し
て

健
康

管
理

,医
療

の
給

付
,医

療
特

別
手

当
等

の
支

給
が

定
め

ら
れ

て
い

ま
す

。
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被
爆

者
は

,原
子

爆
弾

に
よ

る
放

射
線

が
原

因
と

な
っ

て
起

こ
っ

た
病

気
や

け
が

に
つ

い
て

,医
療

を
う

け
る

必
要

が
あ

る
と

き
は

,全
額

国
の

負
担

で
医

療
の

給
付

が
う

け
ら

れ
ま

す
。

そ
の

た
め

に
は

,そ
の

病
気

や
け

が
が

,原
子

爆
弾

の
傷

害
作

用
に

よ
る

も
の

で
あ

り
,現

に
治

療
を

要
す

る
状

態
に

あ
る

と
い

う
厚

生
労

働
大

臣
の

認
定

（
病

気
や

け
が

が
放

射
線

以
外

の
傷

害
作

用
に

よ
る

も
の

で
あ

る
場

合
に

は
,そ

の
人

の
治

ゆ
能

力
が

放
射

線
の

影
響

を
う

け
て

い
る

と
い

う
こ

と
に

つ
い

て
の

認
定

）
を

う
け

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
。

１
積

極
的

に
認

定
す

る
範

囲

各
疾

病
や

被
爆

地
点

が
爆

心
地

の
距

離
に

よ
り

,該
当

す
る

者
か

ら
申

請
が

あ
る

場
合

に
つ

い
て

は
,格

段
に

反
対

す
べ

き
事

由
が

な
い

限
り

,当
該

申
請

疾
病

と
被

曝
し

た
放

射
線

と
の

関
係

を
積

極
的

に
認

定
す

る
も

の
と

し
て

い
ま

す
。

２
１

に
該

当
す

る
場

合
以

外
の

申
請

に
つ

い
て

も
,申

請
者

に
係

る
被

曝
線

量
,既

往
歴

,環
境

因
子

,生
活

歴
等

を
総

合
的

に
勘

案
し

て
,個

別
に

そ
の

起
因

性
を

総
合

的
に

判
断

す
る

も
の

と
し

て
い

ま
す

。

医
療

の
給

付
原

子
爆

弾
の

傷
害

作
用

に
起

因
し

て
負

傷
し

,又
は

疾
病

に
か

か
り

,現
に

医
療

を
要

す
る

状
態

に
あ

る
被

爆
者

に
対

し
,必

要
な

医
療

の
給

付
を

行
う

。
た

だ
し

,当
該

負
傷

又
は

疾
病

が
原

子
爆

弾
の

放
射

能
に

起
因

す
る

も
の

で
な

い
と

き
は

,そ
の

者
の

治
癒

能
力

が
原

子
爆

弾
の

放
射

能
の

影
響

を
受

け
て

い
る

た
め

現
に

医
療

を
要

す
る

状
態

に
あ

る
場

合
に

限
る

。

２
前

項
に

規
定

す
る

医
療

の
給

付
の

範
囲

は
,次

の
と

お
り

と
す

る
。

一
診

察
二

薬
剤

又
は

治
療

材
料

の
支

給
三

医
学

的
処

置
,手

術
及

び
そ

の
他

の
治

療
並

び
に

施
術

四
居

宅
に

お
け

る
療

養
上

の
管

理
及

び
そ

の
療

養
に

伴
う

世
話

そ
の

他
の

看
護

五
病

院
又

は
診

療
所

へ
の

入
院

及
び

そ
の

療
養

に
伴

う
世

話
そ

の
他

の
看

護
六

移
送

医
療

の
給

付

原
子

爆
弾

の
傷

害
作

用
に

起
因

し
て

負
傷

し
,又

は
疾

病
に

か
か

り
,現

に
医

療
を

要
す

る
状

態
に

あ
る

被
爆

者
に

対
し

,必
要

な
医

療
の

給
付

を
行

う
。

た
だ

し
,当

該
負

傷
又

は
疾

病
が

原
子

爆
弾

の
放

射
能

に
起

因
す

る
も

の
で

な
い

と
き

は
,そ

の
者

の
治

癒
能

力
が

原
子

爆
弾

の
放

射
能

の
影

響
を

受
け

て
い

る
た

め
現

に
医

療
を

要
す

る
状

態
に

あ
る

場
合

に
限

り
ま

す
。

前
項

に
規

定
す

る
医

療
の

給
付

の
範

囲
は

,次
の

と
お

り
と

で
す

。

一
診

察

二
薬

剤
又

は
治

療
材

料
の

支
給

三
医

学
的

処
置

,手
術

及
び

そ
の

他
の

治
療

並
び

に
施

術

四
居

宅
に

お
け

る
療

養
上

の
管

理
及

び
そ

の
療

養
に

伴
う

世
話

そ
の

他
の

看
護

五
病

院
又

は
診

療
所

へ
の

入
院

及
び

そ
の

療
養

に
伴

う
世

話
そ

の
他

の
看

護

六
移

送
で

す
。
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3
.感

染
症

法
(感

染
症

の
予

防
及

び
感

染
症

の
患

者
に

対
す

る
医

療
に

関
す

る
法

律
)

「
3
.感

染
症

法
」

感
染

症
の

予
防

及
び

感
染

症
の

患
者

に
対

す
る

医
療

に
関

す
る

法
律

は
,

感
染

症
の

予
防

お
よ

び
,感

染
症

の
患

者
に

対
す

る
,医

療
に

関
し

て
必

要
な

措
置

を
定

め
る

こ
と

に
よ

り
,感

染
症

の
発

生
の

予
防

お
よ

び
ま

ん
延

の
防

止
を

図
り

,公
衆

衛
生

の
向

上
お

よ
び

,増
進

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
い

ま
す

。

感
染

症
の

患
者

の
人

権
に

配
慮

を
し

な
が

ら
,感

染
症

に
関

す
る

情
報

の
収

集
や

公
表

,感
染

症
の

患
者

に
対

す
る

医
療

,
お

よ
び

特
定

病
原

体
な

ど
の

適
正

な
取

扱
い

に
関

し
て

必
要

な
措

置
な

ど
を

定
め

て
い

ま
す

。

ま
た

2
0
0
7
(平

成
1
9
)年

3
月

に
,結

核
予

防
法

が
廃

止
さ

れ
た

こ
と

に
伴

い
,結

核
に

対
す

る
医

療
も

,感
染

症
予

防
・
医

療
法

で
取

り
扱

う
こ

と
に

な
り

ま
し

た
。

特
定

病
原

体
な

ど

感
染

症
法

に
お

い
て

は
生

物
テ

ロ
に

使
用

さ
れ

る
お

そ
れ

の
あ

る
病

原
体

等
で

あ
っ

て
国

民
の

生
命

や
健

康
に

影
響

を
与

え
る

お
そ

れ
が

あ
る

と
し

て
,管

理
を

厳
密

に
行

う
こ

と
が

求
め

ら
れ

て
い

る
病

原
体

な
ど

の
こ

と

1
種

～
4
種

の
区

分
に

応
じ

て
,

管
理

の
方

法
や

所
持

,輸
入

,譲
り

渡
し

の
禁

止
な

ど
が

定
め

ら
れ

て
い

る

「
特

定
病

原
体

」
と

は
感

染
症

法
に

お
い

て
は

,生
物

テ
ロ

に
使

用
さ

れ
る

お
そ

れ
の

あ
る

病
原

体
等

で
す

。
国

民
の

生
命

及
び

健
康

に
影

響
を

与
え

る
お

そ
れ

が
あ

る
感

染
症

の
病

原
体

等
の

管
理

の
強

化
の

た
め

,一
種

病
原

体
等

か
ら

四
種

病
原

体
等

ま
で

を
特

定
し

,そ
の

分
類

に
応

じ
て

,所
持

や
輸

入
の

禁
止

,許
可

,届
出

,基
準

の
遵

守
等

の
規

制
が

,設
け

ら
れ

て
い

ま
す

（
平

成
19

年
6月

1日
か

ら
施

行
）
。
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感
染

症
と

は
,

病
原

体
（
=
病

気
を

起
こ

す
小

さ
な

生
物

)が
体

に
侵

入
し

て
, 
症

状
が

出
る

病
気

の
こ

と
を

い
う

私
た

ち
の

身
の

回
り

に
は

,常
に

目
に

見
え

な
い

多
く
の

微
生

物
（
細

菌
,ウ

イ
ル

ス
,真

菌
（
カ

ビ
,酵

母
等

）
が

存
在

し
て

る

感
染
症
法

「
感

染
症

」
と

は
,環

境
中

［
大

気
,水

,土
壌

,動
物

（
人

も
含

む
）
な

ど
］
に

存
在

す
る

病
原

性
の

微
生

物
が

,

人
の

体
内

に
侵

入
す

る
こ

と
で

症
状

が
出

る
病

気
の

こ
と

を
い

い
ま

す
。

私
た

ち
の

身
の

回
り

に
は

,常
に

目
に

見
え

な
い

多
く
の

微
生

物
（
細

菌
,ウ

イ
ル

ス
,真

菌
（
カ

ビ
,酵

母
等

）
が

存
在

し
て

い
ま

す
。

感
染

経
路

病
原

体
が

体
の

中
に

侵
入

す
る

経
路

に
は

,大
き

く
分

け
て

3種
類

が
あ

り
ま

す
。

空
気

感
染

：
飛

沫
核

（
非

常
に

小
さ

な
粒

子
で

、
通

常
,直

径
5μ

m
 未

満
の

大
き

さ
の

も
の

を
指

し
ま

す
。

5μ
m

以
上

は
飛

沫
と

よ
び

ま
す

。
）
こ

れ
を

介
し

て
病

原
体

が
伝

播
し

ま
す

。

代
表

的
な

も
の

に
結

核
や

麻
疹

が
あ

り
ま

す
。

飛
沫

感
染

：
飛

沫
（
く
し

ゃ
み

や
咳

を
し

た
際

に
出

る
し

ぶ
き

）
を

介
し

て
病

原
体

が
伝

播
し

ま
す

。

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
，

風
疹

な
ど

の
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

が
こ

の
経

路
を

と
り

ま
す

。

接
触

感
染

：
接

触
を

介
し

て
病

原
体

が
伝

播
し

て
い

き
ま

す
。

大
部

分
の

病
原

体
,感

染
症

が
こ

の
経

路
を

と
り

ま
す

。

こ
の

他
に

,蚊
,ハ

エ
な

ど
に

よ
る

昆
虫

媒
介

物
感

染
や

,妊
娠

中
,あ

る
い

は
出

産
の

際
に

病
原

体
が

赤
ち

ゃ
ん

に
感

染
す

る
“
母

子
感

染
”
も

あ
り

ま
す

。
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感
染

は
,病

原
体

が
人

間
の

体
内

に
侵

入
,定

着
し

,
増

殖
す

る
こ

と
で

成
立

す
る

・
感

染
し

て
症

状
が

現
れ

る
：

顕
性

感
染

・
は

っ
き

り
と

し
た

症
状

が
現

れ
な

い
：

不
顕

性
感

染

感
染
症
法

感
染

は
,病

原
体

が
人

間
の

体
内

に
侵

入
,定

着
し

,増
殖

す
る

こ
と

で
成

立
し

ま
す

。

・
感

染
し

て
症

状
が

現
れ

る
：
顕

性
感

染
と

い
い

,

・
は

っ
き

り
と

し
た

症
状

が
現

れ
な

い
：
不

顕
性

感
染

と
い

い
ま

す
。

不
顕

性
感

染
者

は
,

知
ら

な
い

間
に

保
菌

者
（
キ

ャ
リ

ア
）

と
な

っ
て

病
原

体
を

排
泄

し
,感

染
源

と
な

っ
て

感
染

を
拡

げ
る

可
能

性
が

高
い

の
で

,し
ば

し
ば

問
題

と
な

っ
て

い
る

ま
ず

は
,目

に
見

え
な

い
病

原
体

や
寄

生
虫

が
,

ど
こ

か
ら

（
感

染
源

）
,

ど
の

よ
う

に
侵

入
す

る
の

か
（
感

染
経

路
）

を
知

る
こ

と
が

大
切

で
あ

る

感
染
症
法

「
感

染
症

状
」
は

抗
体

陽
性

や
遅

延
型

過
敏

反
応

な
ど

で
確

認
さ

れ
ま

す
。

不
顕

性
感

染
の

人
は

し
ば

し
ば

保
菌

者
（
キ

ャ
リ

ア
）
と

な
り

,病
原

体
を

排
泄

し
感

染
源

と
な

る
可

能
性

が
高

い
の

で
,し

ば

し
ば

問
題

と
な

っ
て

い
ま

す
。

ま
ず

は
,目

に
見

え
な

い
病

原
体

や
寄

生
虫

が
,ど

こ
か

ら
（
感

染
源

）
,ど

の
よ

う
に

侵
入

す
る

の
か

（
感

染
経

路
）

を
知

る
こ

と
が

大
切

で
す

。
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4
.結

核
に

対
す

る
医

療

「
4
.結

核
に

対
す

る
医

療
」

結
核

は
,長

期
の

療
養

を
必

要
と

す
る

疾
病

で
あ

る
た

め
,そ

の
療

養
に

要
す

る
費

用
の

負
担

を
,軽

減
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
,

適
正

な
医

療
を

普
及

す
る

こ
と

な
ど

を
目

的
と

し
て

,公
費

負
担

医
療

の
制

度
が

設
け

ら
れ

て
い

ま
す

。

(3
)結

核
に

対
す

る
医

療

1
)一

般
患

者
に

対
す

医
療

(法
第

3
7
条

の
2
 他

者
へ

の
感

染
の

お
そ

れ
の

低
い

人
)

結
核

に
対

す
る

医
療

の
費

用
の

負
担

を
軽

減
し

,
適

正
な

医
療

を
普

及
す

る
た

め
に

行
わ

れ
る

2
)入

院
勧

告
患

者
に

対
す

る
医

療
(法

第
3
7
条

他
者

へ
の

感
染

の
お

そ
れ

の
あ

る
人

)
同

居
者

な
ど

へ
の

感
染

を
防

止
す

る
こ

と
と

,
治

療
を

行
う

こ
と

を
目

的
と

し
て

,都
道

府
県

知
事

が
患

者
に

対
し

て
就

業
を

制
限

し
, 
ま

た
は

結
核

療
養

所
(結

核
患

者
を

収
容

す
る

病
棟

を
含

む
)に

入
院

す
る

こ
と

を
勧

告
す

る
こ

と
が

で
き

る
制

度
で

あ
る

結
核

医
療

の
公

費
負

担
制

度
は

,適
正

な
医

療
を

普
及

す
る

た
め

に
行

わ
れ

ま
す

。

一
般

患
者

に
対

す
る

医
療

(法
第

3
7
条

の
2
)と

,感
染

予
防

の
観

点
か

ら
,入

院
勧

告
を

行
っ

た
者

に
対

す
る

医
療

(法
第

3
7

条
)の

2
種

類
が

あ
り

ま
す

。

1
)一

般
患

者
に

対
す

医
療

(法
第

3
7
条

の
2
 他

者
へ

の
感

染
の

お
そ

れ
の

低
い

人
)

結
核

に
対

す
る

医
療

の
費

用
の

負
担

を
軽

減
し

,適
正

な
医

療
を

普
及

す
る

た
め

に
行

わ
れ

ま
す

。

2
)入

院
勧

告
患

者
に

対
す

る
医

療
(法

第
3
7
条

他
者

へ
の

感
染

の
お

そ
れ

の
あ

る
人

)

同
居

者
な

ど
へ

の
感

染
を

防
止

す
る

こ
と

と
,治

療
を

行
う

こ
と

を
目

的
と

し
て

,都
道

府
県

知
事

が
,患

者
に

対
し

て
就

業
を

制
限

し
,ま

た
は

結
核

療
養

所
(結

核
患

者
を

収
容

す
る

病
棟

を
含

む
)に

,入
院

す
る

こ
と

を
勧

告
す

る
こ

と
が

で
き

る
制

度
で

す
。
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5
.麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法

5
.麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法

こ
の
法
律
は

,麻
薬
及
び
向
精
神
薬
の
輸
入

,輸
出

,製
造

,製
剤

,譲
渡
し
等
に
つ
い
て

,必
要
な
取
締
り
を
行
う
と
と
も
に

,麻
薬
中
毒
者
に
つ
い
て
必
要
な
医
療
を
行
う
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
に
よ
り

,麻
薬
及
び
向
精
神
薬
の
濫
用
に
よ
る
保
健

衛
生
上
の
危
害
を
防
止
し

,も
つ
て
公
共
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

禁
止
行
為

１
ジ
ア
セ
チ
ル
モ
ル
ヒ
ネ
,そ
の
塩
類
又
は
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
を
含
有
す

る
麻
薬
（
以
下
「
ジ
ア
セ
チ
ル
モ
ル
ヒ
ネ
等
」
と
い
う
。
）
は
,何
人
も
,輸
入
し
,

輸
出
し
,製
造
し
,製
剤
し
,小
分
け
し
,譲
り
渡
し
,譲
り
受
け
,交
付
し
,施
用
し
,

所
持
し
,又
は
廃
棄
し
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
,麻
薬
研
究
施
設
の
設
置
者
が
厚
生
労
働
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
,

譲
り
渡
し
,譲
り
受
け
,又
は
廃
棄
す
る
場
合
及
び
麻
薬
研
究
者
が
厚
生
労
働

大
臣
の
許
可
を
受
け
て
,研
究
の
た
め
,製
造
し
,製
剤
し
,小
分
け
し
,施
用
し
,

又
は
所
持
す
る
場
合
は
,こ
の
限
り
で
な
い
。

２
何
人
も
,あ
へ
ん
末
を
輸
入
し
,又
は
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
。

３
麻
薬
原
料
植
物
は
,何
人
も
,栽
培
し
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
,麻
薬
研
究
者
が
厚
生
労
働
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
,研
究
の
た
め

栽
培
す
る
場
合
は
,こ
の
限
り
で
な
い
。

４
何
人
も
,第
一
項
の
規
定
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
ジ
ア
セ
チ
ル
モ
ル
ヒ
ネ
等

の
施
用
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。

（
禁
止
行
為
）

第
十
二
条
ジ
ア
セ
チ
ル
モ
ル
ヒ
ネ

,そ
の
塩
類
又
は
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
を
含
有
す
る
麻
薬
（
以
下
「
ジ
ア
セ
チ
ル
モ
ル
ヒ

ネ
等
」
と
い
う
。
）
は

,何
人
も

,輸
入
し

,輸
出
し

,製
造
し

,製
剤
し

,小
分
け
し

,譲
り
渡
し

,譲
り
受
け

,交
付
し

,施
用
し

,所
持
し

,
又
は
廃
棄
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し

,麻
薬
研
究
施
設
の
設
置
者
が
厚
生
労
働
大
臣
の
許
可
を
受
け
て

,譲
り
渡
し

,譲
り

受
け

,又
は
廃
棄
す
る
場
合
及
び
麻
薬
研
究
者
が
厚
生
労
働
大
臣
の
許
可
を
受
け
て

,研
究
の
た
め

,製
造
し

,製
剤
し

,小
分

け
し

,施
用
し

,又
は
所
持
す
る
場
合
は

,こ
の
限
り
で
な
い
。

２
何
人
も

,あ
へ
ん
末
を
輸
入
し

,又
は
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
。

３
麻
薬
原
料
植
物
は

,何
人
も

,栽
培
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し

,麻
薬
研
究
者
が
厚
生
労
働
大
臣
の
許
可
を
受
け
て

,研
究

の
た
め
栽
培
す
る
場
合
は

,こ
の
限
り
で
な
い
。

４
何
人
も

,第
一
項
の
規
定
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
ジ
ア
セ
チ
ル
モ
ル
ヒ
ネ
等
の
施
用
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
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6
.母
子
保
健
法

6
.母
子
保
健
法

こ
の
法
律
は

,母
性
並
び
に
乳
児
及
び
幼
児
の
健
康
の
保
持
及
び
増
進
を
図
る
た
め

,母
子
保
健
に
関
す
る
原
理
を
明
ら

か
に
す
る
と
と
も
に

,母
性
並
び
に
乳
児
及
び
幼
児
に
対
す
る
保
健
指
導

,健
康
診
査

,医
療
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ

,も
つ
て

国
民
保
健
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

母
性
の
尊
重

母
性
は
,す
べ
て
の
児
童
が
す
こ
や
か
に
生
ま
れ
,か
つ
,育
て
ら
れ
る
基
盤
で

あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
,尊
重
さ
れ
,か
つ
,保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

乳
幼
児
の
健
康
の
保
持
増
進

乳
児
及
び
幼
児
は
,心
身
と
も
に
健
全
な
人
と
し
て
成
長
し
て
ゆ
く
た
め
に
,そ

の
健
康
が
保
持
さ
れ
,か
つ
,増
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

母
性
及
び
保
護
者
の
努
力

母
性
は
,み
ず
か
ら
す
す
ん
で
,妊
娠
,出
産
又
は
育
児
に
つ
い
て
の
正
し
い

理
解
を
深
め
,そ
の
健
康
の
保
持
及
び
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
乳
児
又
は
幼
児
の
保
護
者
は
,み
ず
か
ら
す
す
ん
で
,育
児
に
つ
い
て
の

正
し
い
理
解
を
深
め
,乳
児
又
は
幼
児
の
健
康
の
保
持
及
び
増
進
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

(母
性
の
尊
重

)
第
二
条
母
性
は

,す
べ
て
の
児
童
が
す
こ
や
か
に
生
ま
れ

,か
つ

,育
て
ら
れ
る
基
盤
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み

,尊
重
さ
れ

,
か
つ

,保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(乳
幼
児
の
健
康
の
保
持
増
進

)
第
三
条
乳
児
及
び
幼
児
は

,心
身
と
も
に
健
全
な
人
と
し
て
成
長
し
て
ゆ
く
た
め
に

,そ
の
健
康
が
保
持
さ
れ

,か
つ

,増
進
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(母
性
及
び
保
護
者
の
努
力

)
第
四
条
母
性
は

,み
ず
か
ら
す
す
ん
で

,妊
娠

,出
産
又
は
育
児
に
つ
い
て
の
正
し
い
理
解
を
深
め

,そ
の
健
康
の
保
持
及

び
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
乳
児
又
は
幼
児
の
保
護
者
は

,み
ず
か
ら
す
す
ん
で

,育
児
に
つ
い
て
の
正
し
い
理
解
を
深
め

,乳
児
又
は
幼
児
の
健
康

の
保
持
及
び
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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妊
産
婦
と
は

妊
娠
中
又
は
出
産
後
一
年
以
内
の
女
子

乳
児
と
は

満
1
歳
に
満
た
な
い
者

幼
児
と
は

満
1
歳
か
ら
,小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る

ま
で
の
者

新
生
児
と
は

出
生
後
二
十
八
日
を
経
過
し
な
い
乳
児

保
護
者
と
は

親
権
を
行
う
者
未
成
年
後
見
人
そ
の
他
の
者

で
、
乳
児
又
は
幼
児
を
現
に
監
護
す
る
者

妊
産
婦
と
は

,
妊
娠
中
又
は
出
産
後
一
年
以
内
の
女
子
を
い
い
ま
す
。

乳
児
と
は

,
一
歳
に
満
た
な
い
者
を
い
い
ま
す
。

幼
児
と
は

,
満
一
歳
か
ら
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
者
を
い
い
ま
す
。

新
生
児
と
は

,
出
生
後
二
十
八
日
を
経
過
し
な
い
乳
児
を
い
い
ま
す
。

保
護
者
と
は

,
親
権
を
行
う
者

,未
成
年
後
見
人
そ
の
他
の
者
で

,乳
児
又
は
幼
児
を
現
に
監
護
す
る
者
を
い
い
ま
す
。

未
熟
児
と
は

,
身
体
の
発
育
が
未
熟
の
ま
ま
出
生
し
た
乳
児
で
あ
つ
て

,正
常
児
が
出
生
時
に
有
す
る
諸
機
能
を
得
る
に
至
る
ま
で
の
も

の
を
い
い
ま
す
。

7
.公
害
健
康
被
害
の

補
償
等
に
関
す
る
法
律

７
.公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律

こ
の
法
律
は

,事
業
活
動
そ
の
他
の
人
の
活
動
に
伴
っ
て

,生
ず
る
相
当
範
囲
に
わ
た
る
著
し
い
大
気
の
汚
染

,又
は
水
質

の
汚
濁
（
水
底
の
底
質
が
悪
化
す
る
こ
と
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の

,影
響
に
よ
る
健
康
被
害
に
係
る
損
害
を
填
補
す
る
た

め
の
法
律
で
す
。

ま
た

,補
償
並
び
に
被
害
者
の
福
祉
に

,必
要
な
事
業
及
び
大
気
の
汚
染
の
影
響
に
よ
る
健
康
被
害
を
予
防
す
る
た
め
に

必
要
な
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
り

,健
康
被
害
に
係
る
被
害
者
等
の
迅
速
か
つ
公
正
な
保
護
及
び
健
康
の
確
保
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
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環
境
基
本
法
第
2
条
第
3
項
に
あ
る
7
つ
の
公
害

1
.大
気
汚
染

2
.水
質
汚
濁

3
.土
壌
汚
染

4
.騒
音

5
.振
動

6
.地
盤
沈
下

7
.悪
臭

環
境
基
本
法
第
2
条
第
3
項
に
あ
る
7
つ
の
公
害
は
、

1
.大
気
汚
染

2
.水
質
汚
濁

3
.土
壌
汚
染

4
.騒
音

5
.振
動

6
.地
盤
沈
下

7
.悪
臭

で
す
。

6
.公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律

1
)指
定
地
域
お
よ
び
指
定
疾
病

a.
第
一
種
地
域

大
気
汚
染
に
よ
る
健
康
被
害
が
,多
発
し
て
い
る
地
域
と

し
て
,政
令
で
定
め
ら
れ
た
地
域
(千
葉
,東
京
,神
奈
川
,静

岡
,愛
知
,二
重
,大
阪
,兵
庫
,岡
山
,福
岡
の
各
都
道
府
県

の
一
部
)

指
定
疾
病
は
,

①
慢
性
気
管
支
炎
,

②
気
管
支
喘
息
,

③
喘
息
性
気
管
支
炎
,

④
肺
気
腫
お
よ
び
こ
れ
ら
の
続
発
症

1
)指
定
地
域
お
よ
び
指
定
疾
病

a.
第
一
種
地
域

大
気
汚
染
に
よ
る
健
康
被
害
が
,多
発
し
て
い
る
地
域
と
し
て
,政
令
で
定
め
ら
れ
た
地
域
(千
葉
,東
京
,神
奈
川
,静
岡
,愛

知
,二
重
,大
阪
,兵
庫
,岡
山
,福
岡
の
各
都
道
府
県
の
一
部
)で
す
。

1
9
8
8
(昭
和
6
3
)年
に
指
定
が
解
除
さ
れ
た
た
め
,新
規
患
者
の
認
定
は
行
わ
れ
な
い
が
,従
来
の
認
定
患
者
へ
の
補
償
給

付
は
継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

指
定
疾
病
に
は
,

①
慢
性
気
管
支
炎
,

②
気
管
支
喘
息
,

③
喘
息
性
気
管
支
炎
,

④
肺
気
腫
お
よ
び
こ
れ
ら
の
続
発
症

が
あ
り
ま
す
。
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6
.公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律

1
)指
定
地
域
お
よ
び
指
定
疾
病

b.
第
二
種
地
域

①
水
俣
病
(熊
本
県
,鹿
児
島
県
),

②
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
(富
山
県
),

③
慢
性
砒
素
中
毒
症
(宮
崎
県
,島
根
県
)発
生
し
た
地
域

1
)指
定
地
域
お
よ
び
指
定
疾
病

b
.第
二
種
地
域

①
水
俣
病
(熊
本
県
,鹿
児
島
県
),

②
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
(富
山
県
),

③
慢
性
砒
素
中
毒
症
(宮
崎
県
,島
根
県
)発
生
し
た
地
域
で
す
。

四
大
公
害
病

✔
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病

✔
水
俣
病

✔
四
日
市
ぜ
ん
そ
く

✔
新
潟
水
俣
病
（
第
二
水
俣
病
）

四
大
公
害
病
は
次
の
も
の
に
な
り
ま
す
。

イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
：

19
10
年
代
か
ら
19
7
0
年
代
前
半
に
,富
山
県
神
通
川
流
域
で
発
生
し
た
,カ
ド
ミ
ウ
ム
に
よ
る
水
質
汚
染

を
,原
因
と
し
,米
な
ど
を
通
じ
て
,人
々
の
骨
に
対
し
被
害
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。

水
俣
病
：

19
5
6
年
熊
本
県
水
俣
湾
で
発
生
し
た
,メ
チ
ル
水
銀
に
よ
る
水
質
汚
染
や
底
質
汚
染
を
原
因
と
し
,魚
類
の
食
物
連
鎖
を

通
じ
て
,人
の
健
康
被
害
が
生
じ
ま
し
た
。

第
二
水
俣
病
（
新
潟
水
俣
病
）
：

19
6
4
年
新
潟
県
阿
賀
野
川
流
域
で
発
生
し
た
,メ
チ
ル
水
銀
に
よ
る
水
質
汚
染
や
底
質
汚
染
を
原
因
と
し
,魚
類
の
食
物

連
鎖
を
通
じ
て
,人
の
健
康
被
害
が
生
じ
ま
し
た
。

四
日
市
ぜ
ん
そ
く
：

19
6
0
年
か
ら
19
7
2
年
三
重
県
四
日
市
市
で
発
生
し
た
,工
場
で
排
出
さ
れ
た
亜
硫
酸
ガ
ス
に
よ
る
大
気
汚
染
で
す
。
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8
.石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の

救
済
に
関
す
る
法
律

8
.石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
特
殊
性
を
考
慮
し
て
,石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
を
受
け
た
人
で
,労
災
補
償
に
よ
る
救
済
の
対
象

と
な
ら
な
い
人
お
よ
び
そ
の
遺
族
に
対
し
,医
療
費
な
ど
を
支
給
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
,石
綿
に
よ
る
健
康

被
害
の
迅
速
な
救
済
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

(6
)石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律

1
)指
定
疾
病

中
皮
腫
,気
管
支
ま
た
は
肺
の
悪
性
新
生
物
お
よ
び
,

石
綿
を
吸
入
す
る
こ
と
に
よ
り
発
生
す
る
疾
病
で

あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
で
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、

1
)指
定
疾
病

中
皮
腫
,気
管
支
ま
た
は
肺
の
悪
性
新
生
物
,お
よ
び
石
綿
を
吸
入
す
る
こ
と
に
よ
り
発
生
す
る
疾
病
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め

る
も
の
が
対
象
で
す
。

253



(6
)石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律

2
)救
済
給
付
の
種
類
等

①
医
療
費

②
療
養
手
当

③
葬
祭
料

④
特
別
遺
族
弔
慰
金

⑤
特
別
葬
祭
料

⑥
救
済
給
付
調
整
金

医
療
費
に
つ
い
て
は
,医
療
保
険
適
用
後
の

自
己
負
担
分
に
つ
い
て
救
済
給
付
が
行
わ
れ
る

2
)救
済
給
付
の
種
類
等

①
医
療
費

②
療
養
手
当

③
葬
祭
料

④
特
別
遺
族
弔
慰
金
：
ち
ょ
う
い
き
ん

⑤
特
別
葬
祭
料

⑥
救
済
給
付
調
整
金

医
療
費
に
つ
い
て
は
,医
療
保
険
適
用
後
の
自
己
負
担
分
に
つ
い
て
救
済
給
付
が
行
わ
れ
る

9
.学
校
保
健
安
全
法

9
.学
校
保
健
安
全
法
と
は
,
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9
.学
校
保
健
安
全
法

学
校
に
お
け
る
保
健
・
安
全
管
理
に
つ
い
て
定
め
た
法
律

①
就
学
時
の
健
康
診
断

②
児
童
,生
徒
な
ど
の
健
康
診
断

③
職
員
の
健
康
診
断
を
定
期
的
に
行
う
こ
と

④
感
染
症
に
罹
患
し
て
い
る
者
に
対
す
る

出
席
停
止
措
置

な
ど
に
つ
い
て
定
め
て
い
る

学
校
に
お
け
る
保
健
管
理
,安
全
管
理
に
つ
い
て
定
め
た
法
律
で
す
。

①
就
学
時
の
健
康
診
断
,

②
児
童
,生
徒
な
ど
の
健
康
診
断
,

③
職
員
の
健
康
診
断
を
定
期
的
に
行
う
こ
と
,

④
感
染
症
に
罹
患
し
て
い
る
者
に
対
す
る
出
席
停
止
措
置

な
ど
に
つ
い
て
定
め
て
い
ま
す
。
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職
場

で
働

く
労

働
者

の
業

務
上

・
通

勤
途

上
に

お
け

る
負

傷
,疾

病
,障

害
ま

た
は

死
亡

に
対

し
て

は
,労

働
基

準
法

に
よ

っ
て

使
用

者
が

補
償

す
る

こ
と

が
定

め
ら

れ
て

い
ま

す
。

た
だ

し
,実

行
に

あ
た

っ
て

は
,補

償
の

遅
延

や
十

分
な

補
償

が
行

わ
れ

な
い

な
ど

の
事

態
を

防
止

す
る

た
め

に
,

国
が

保
険

料
を

徴
収

し
,使

用
者

に
か

わ
っ

て
労

働
者

に
確

実
に

補
償

を
行

う
,労

働
者

災
害

補
償

保
険

(労
災

保
険

)の
制

度
が

設
け

ら
れ

て
い

ま
す

。

(1
)対

象
者

労
災

保
険

は
,国

の
直

営
事

業
,官

公
署

,
船

員
保

険
の

被
保

険
者

を
除

く
事

業
所

の
す

べ
て

に
適

用
さ

れ
る

労
災

保
険

へ
の

加
入

は
事

業
主

の
義

務
事

業
主

が
加

入
の

手
続

き
を

し
て

保
険

料
を

納
付

す
る

こ
と

に
よ

り
,そ

の
事

業
所

で
働

く
労

働
者

は
す

べ
て

労
災

保
険

の
適

用
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る

労
働

者
で

は
な

い
事

業
主

,自
営

業
主

,家
族

従
業

者
な

ど
は

,適
用

対
象

と
は

な
り

ま
せ

ん
。

※
特

例
あ

り

(1
)対

象
者

労
災

保
険

は
,国

の
直

営
事

業
,官

公
署

,船
員

保
険

の
被

保
険

者
を

除
く
事

業
所

の
す

べ
て

に
適

用
さ

れ
ま

す
。

労
災

保
険

へ
の

加
入

は
事

業
主

の
義

務
で

す
。

事
業

主
が

加
入

の
手

続
き

を
し

て
,保

険
料

を
納

付
す

る
こ

と
に

よ
り

,そ
の

事
業

所
で

働
く
労

働
者

は
す

べ
て

労
災

保
険

の
適

用
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
労

働
者

の
災

害
補

償
を

目
的

と
し

て
い

る
の

で
,労

働
者

で
は

な
い

事
業

主
,自

営
業

主
,家

族
従

業
者

な
ど

は
,適

用
対

象
と

は
な

り
ま

せ
ん

が
,労

働
者

に
準

じ
て

保
護

す
る

に
ふ

さ
わ

し
い

と
み

な
さ

れ
る

場
合

に
は

,特
別

加
入

の
制

度
が

あ
り

ま
す

。
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(2
)保

険
給

付
の

対
象

1
)業

務
上

の
災

害
の

範
囲

①
就

業
中

の
事

故

②
作

業
と

因
果

関
係

の
あ

る
事

故

③
作

業
の

準
備

段
階

で
起

き
た

事
故

④
始

業
前

,終
業

後
の

業
務

に
付

随
す

る

行
為

中
の

事
故

⑤
業

務
の

た
め

の
出

張
中

の
事

故
に

よ
る

負
傷

,疾
病

,障
害

ま
た

は
死

亡

(2
)保

険
給

付
の

対
象

は
,

1
)業

務
上

の
災

害
の

範
囲

と
し

て
,

①
就

業
中

の
事

故

②
作

業
と

因
果

関
係

の
あ

る
事

故

③
作

業
の

準
備

段
階

で
起

き
た

事
故

④
始

業
前

,終
業

後
の

業
務

に
付

随
す

る
行

為
中

の
事

故

⑤
業

務
の

た
め

の
出

張
中

の
事

故
に

よ
る

負
傷

,疾
病

,障
害

ま
た

は
死

亡

に
よ

る
も

の
で

す
。

(2
)保

険
給

付
の

対
象

2
)業

務
災

害
に

よ
る

疾
病

の
範

囲

①
仕

事
の

性
質

が
原

因
で

発
病

し
た

と

認
め

ら
れ

る
と

き

②
業

務
に

よ
る

外
的

条
件

に
よ

っ
て

起
こ

る

疾
病

③
業

務
的

条
件

に
よ

っ
て

悪
化

し
た

と

認
め

ら
れ

る
と

き

(2
)保

険
給

付
の

対
象

は
,

2
)業

務
災

害
に

よ
る

疾
病

の
範

囲

①
仕

事
の

性
質

が
原

因
で

発
病

し
た

と
認

め
ら

れ
る

と
き

②
業

務
に

よ
る

外
的

条
件

に
よ

っ
て

起
こ

る
疾

病

③
業

務
的

条
件

に
よ

っ
て

悪
化

し
た

と
認

め
ら

れ
る

と
き

で
す

。
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(2
)保

険
給

付
の

対
象

3
)通

勤
に

よ
る

災
害

の
範

囲

通
勤

途
上

に
お

け
る

災
害

に
よ

る
負

傷
・
疾

病
・
障

害
ま

た
は

死
亡

通
勤

と
は

,
(1

)住
居

と
就

業
の

場
所

と
の

間
の

往
復

(2
)就

業
の

場
所

か
ら

他
の

就
業

の
場

所
へ

の
移

動
(3

)住
居

と
就

業
の

場
所

と
の

間
の

往
復

に
先

行
し

，
又

は
後

続
す

る
住

居
間

の
移

動

合
理

的
な

経
路

及
び

方
法

に
よ

り
行

う
こ

と

(2
)保

険
給

付
の

対
象

は
、

3
)通

勤
に

よ
る

災
害

の
範

囲

通
勤

途
上

に
お

け
る

災
害

に
よ

る
負

傷
・疾

病
・障

害
ま

た
は

死
亡

通
勤

と
は

,

(1
)住

居
と

就
業

の
場

所
と

の
間

の
往

復

(2
)就

業
の

場
所

か
ら

他
の

就
業

の
場

所
へ

の
移

動

(3
)住

居
と

就
業

の
場

所
と

の
間

の
往

復
に

先
行

し
,又

は
後

続
す

る
住

居
間

の
移

動

合
理

的
な

経
路

及
び

方
法

に
よ

り
行

う
こ

と
を

い
い

ま
す

。

業
務

の
性

質
を

有
す

る
も

の
を

除
く
も

の
と

さ
れ

て
い

ま
す

が
,移

動
の

経
路

を
逸

脱
し

,又
は

移
動

を
中

断
し

た
場

合
に

は
,逸

脱
又

は
中

断
の

間
及

び
そ

の
後

の
移

動
は

「
通

勤
」
と

は
な

り
ま

せ
ん

。

た
だ

し
,逸

脱
又

は
中

断
が

日
常

生
活

上
必

要
な

行
為

で
あ

っ
て

,厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

や
む

を
得

な
い

事
由

に
よ

り
行

う
た

め
の

最
小

限
度

の
も

の
で

あ
る

場
合

は
,逸

脱
又

は
中

断
の

間
を

除
き

「
通

勤
」
と

な
り

ま
す

。

こ
の

よ
う

に
,通

勤
災

害
と

さ
れ

る
た

め
に

は
,そ

の
前

提
と

し
て

,労
働

者
の

就
業

に
関

す
る

移
動

が
労

災
保

険
法

に
お

け
る

通
勤

の
要

件
を

満
た

し
て

い
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

合
理

的
な

経
路

の
範

囲
に

含
ま

れ
る

も
の

①
単

身
赴

任
な

ど
で

の
赴

任
先

の
住

居
と

家
族

の
住

居
と

の
間

の
移

動

②
複

数
の

異
な

る
事

業
場

で
働

く
労

働
者

が
1
つ

目
の

就
業

場
所

の
勤

務
が

終
了

し
た

後
,次

の
就

業
場

所
へ

向
か

う
移

動

合
理

的
な

経
路

の
範

囲
に

含
ま

れ
る

も
の

(あ
) 

 
①

単
身

赴
任

な
ど

で
の

赴
任

先
の

住
居

と
家

族
の

住
居

と
の

間
の

移
動

(あ
) 

 
②

複
数

の
異

な
る

事
業

場
で

,働
く
労

働
者

が
1
つ

目
の

就
業

場
所

の
勤

務
が

終
了

し
た

後
,次

の
就

業
場

所
へ

向
か

う
移

動

で
す

。
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通
勤

経
路

か
ら

の
逸

脱
,中

断
の

例
外

と
さ

れ
る

行
為

①
日

用
品

の
購

入
な

ど

②
職

業
訓

練
や

学
校

な
ど

職
業

能
力

の
開

発
向

上
の

た
め

の
教

育
訓

練
を

受
け

る
と

き

③
選

挙
権

の
行

使
な

ど

④
通

院

通
勤

経
路

か
ら

の
逸

脱
,中

断
の

例
外

と
さ

れ
る

行
為

と
は

,

(あ
) 

 
①

日
用

品
の

購
入

な
ど

(あ
) 

 
②

職
業

訓
練

や
,学

校
な

ど
職

業
能

力
の

開
発

向
上

の
た

め
の

,教
育

訓
練

を
受

け
る

と
き

(あ
) 

 
③

選
挙

権
の

行
使

な
ど

(あ
) 

 
④

通
院

で
す

。

(3
)給

付
の

内
容

業
務

災
害

,通
勤

災
害

に
対

す
る

保
険

給
付

に
は

①
療

養
補

償
給

付
①

療
養

給
付

②
休

業
補

償
給

付
②

休
業

給
付

③
障

害
補

償
給

付
③

障
害

給
付

④
遺

族
補

償
給

付
④

遺
族

給
付

⑤
葬

祭
料

⑤
葬

祭
給

付

⑥
傷

病
補

償
年

金
⑥

傷
病

年
金

⑦
介

護
補

償
給

付
⑦

介
護

給
付

そ
の

他
,定

期
健

康
診

断
の

結
果

に
よ

り
,二

次
健

康
診

断
等

給
付

が
あ

る

(3
)給

付
の

内
容

業
務

災
害

,通
勤

災
害

に
対

す
る

保
険

給
付

に
は

①
療

養
補

償
給

付
①

療
養

給
付

②
休

業
補

償
給

付
②

休
業

給
付

③
障

害
補

償
給

付
③

障
害

給
付

④
遺

族
補

償
給

付
④

遺
族

給
付

⑤
葬

祭
料

⑤
葬

祭
給

付

⑥
傷

病
補

償
年

金
⑥

傷
病

年
金

⑦
介

護
補

償
給

付
⑦

介
護

給
付

そ
の

他
,定

期
健

康
診

断
の

結
果

に
よ

り
,二

次
健

康
診

断
等

給
付

が
あ

り
ま

す
。
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は
,国

家
公

務
員

法
第

2
条

に
規

定
す

る
,一

般
職

に
属

す
る

職
員

の
公

務
上

の
災

害
ま

た
は

,
通

勤
に

よ
る

災
害

に
よ

る
負

傷
,疾

病
,障

害
ま

た
は

死
亡

に
対

し
て

,迅
速

か
つ

公
正

に
補

償
を

行
う

こ
と

を
目

的
と

し
て

制
定

さ
れ

て
い

ま
す

。

内
容

は
,労

働
者

災
害

補
償

保
険

に
よ

る
場

合
と

だ
い

た
い

同
じ

で
す

。

地
方

公
務

員
の

公
務

上
の

災
害

(負
傷

,疾
病

,廃
疾

ま
た

は
死

亡
)ま

た
は

,

通
勤

に
よ

る
災

害
に

対
し

,迅
速

か
つ

公
正

な
補

償
を

実
施

す
る

た
め

,地
方

公
共

団
体

に
か

わ
っ

て
補

償
を

行
う

地
方

公
務

員
災

害
補

償
基

金
の

制
度

で
す

。

内
容

は
,労

働
者

災
害

補
償

保
険

に
よ

る
場

合
と

だ
い

た
い

同
じ

で
す

。
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公
務

災
害

と
は

,
公

務
員

が
公

務
遂

行
中

に
労

働
災

害
に

遭
遇

す
る

こ
と

公
務

災
害

に
よ

る
損

害
は

国
家

公
務

員
災

害
補

償
法

及
び

地
方

公
務

員
災

害
補

償
法

に
よ

っ
て

補
償

さ
れ

る

公
務

災
害

で
は

,上
記

の
2
つ

の
法

律
に

基
づ

き
,

労
働

者
災

害
補

償
保

険
法

に
よ

る
一

般
の

労
働

災
害

と
同

様
の

補
償

を
定

め
て

い
る

※
国

家
公

務
員

の
正

職
員

,非
常

勤
職

員
も

対
象

公
務

災
害

公
務

災
害

と
は

,

公
務

員
が

公
務

遂
行

中
に

労
働

災
害

に
遭

遇
す

る
こ

と
で

,公
務

災
害

に
よ

る
損

害
は

国
家

公
務

員
災

害
補

償
法

及
び

地
方

公
務

員
災

害
補

償
法

に
よ

っ
て

補
償

さ
れ

ま
す

。

公
務

災
害

で
は

,上
記

の
2
つ

の
法

律
に

基
づ

き
,労

働
者

災
害

補
償

保
険

法
に

よ
る

一
般

の
労

働
災

害
と

同
様

の
補

償
を

定
め

て
い

ま
す

。

※
国

家
公

務
員

の
正

職
員

,非
常

勤
職

員
も

対
象

で
す

と
は

,
労

災
保

険
給

付
の

原
因

で
あ

る
災

害
が

第
三

者
の

行
為

な
ど

に
よ

っ
て

生
じ

た
も

の
で

,労
災

保
険

の
受

給
権

者
で

あ
る

被
災

労
働

者
ま

た
は

遺
族

（
以

下
「
被

災
者

等
」
と

い
い

ま
す

。
）
に

対
し

て
,第

三
者

が
損

害
賠

償
の

義
務

を
有

し
て

い
る

も

の
を

い
い

ま
す

。

「
第

三
者

」
と

は
,

当
該

災
害

に
関

す
る

労
災

保
険

の
保

険
関

係
の

当
事

者
（
政

府
,事

業
主

お
よ

び
労

災
保

険
の

受
給

権
者

）
以

外
の

者
の

こ
と

を
い

い
ま

す
。
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政
府

は
保

険
給

付
の

原
因

で
あ

る
事

故
が

第
三

者
の

行
為

に
よ

つ
て

生
じ

た
場

合
に

お
い

て
保

険
給

付
を

し
た

と
き

は
そ

の
給

付
の

価
額

の
限

度
で

保
険

給
付

を
受

け
た

者
が

第
三

者
に

対
し

て
有

す
る

損
害

賠
償

の
請

求
権

を
取

得
す

る

こ
の

よ
う

な
「
第

三
者

行
為

災
害

」
と

し
て

,取
り

扱
わ

れ
る

場
合

,保
険

給
付

を
受

け
る

に
当

た
り

,労
災

保
険

給
付

請
求

書
に

加
え

て
一

定
の

書
類

の
提

出
が

必
要

で
あ

り
,ま

た
,労

災
保

険
給

付
と

民
事

損
害

賠
償

と
の

間
で

支
給

調
整

が
行

わ
れ

ま
す

。

先
に

政
府

が
労

災
保

険
給

付
を

し
た

と
き

は
,政

府
は

,被
災

者
等

が
第

三
者

に
対

し
て

有
す

る
損

害
賠

償
請

求
権

を
労

災
保

険
給

付
の

価
額

の
限

度
で

取
得

し
ま

す
。

（
政

府
が

取
得

し
た

損
害

賠
償

請
求

権
を

行
使

す
る

こ
と

を
「
求

償
」
と

い
い

ま
す

）
。

前
項

の
場

合
に

お
い

て
保

険
給

付
を

受
け

る
べ

き
者

が
当

該
第

三
者

か
ら

同
一

の
事

由
に

つ
い

て
損

害
賠

償
を

受
け

た
と

き
は

政
府

は
そ

の
価

額
の

限
度

で
保

険
給

付
を

し
な

い
こ

と
が

で
き

る
。

前
項

の
場

合
に

お
い

て
,保

険
給

付
を

受
け

る
べ

き
者

が
,該

第
三

者
か

ら
同

一
の

事
由

に
つ

い
て

,被
災

者
等

が
第

三
者

か
ら

先
に

損
害

賠
償

を
受

け
た

と
き

は
,政

府
は

,そ
の

価
額

の
限

度
で

労
災

保
険

給
付

を
し

な
い

こ
と

が
で

き
ま

す
。

そ
の

こ
と

を
（
「
控

除
」
）
と

言
い

ま
す

。
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は
,

自
動

車
の

運
行

に
よ

っ
て

人
の

生
命

,身
体

に
傷

害
を

与
え

た
場

合
に

お
け

る
,損

害
賠

償
を

保
障

す
る

た
め

に
,設

け
ら

れ
て

い
ま

す
。

交
通

事
故

「
交

通
事

故
」
が

起
き

た
場

合
,事

故
の
加

害
者

は
被

害
者

に
対

し
,損

害
賠

償
を

し
な

け
れ

ば
な

り
ま

せ
ん

が
,こ

の
損

害
賠

償
の

た
め

の
保

険
に

は
,車

の
所

有
者

す
べ

て
に

法
律

に
よ

っ
て

,加
入

が
強

制
さ

れ
て

い
る

,自
動

車
損

害
賠

償
責

任
保

険
と

,所
有

者
が

任
意

に
加

入
す

る
任

意
保

険
が

あ
り

ま
す

。
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自
賠

責
保

険
に

よ
る

補
償

は
,

交
通

事
故

に
よ

っ
て

人
身

の
損

害
が

発
生

し
た

場
合

に
限

ら
れ

,
金

額
に

も
限

度
が

定
め

ら
れ

て
い

る
た

め
,

損
害

賠
償

に
つ

い
て

自
賠

責
保

険
で

カ
バ

ー
で

き
な

い
分

に
つ

い
て

は
加

害
者

に
賠

償
責

任
が

生
じ

る
こ

と
に

な
る

が
,

こ
れ

が
任

意
保

険
な

ど
に

よ
り

補
償

さ
れ

る
こ

と
に

な
る

自
賠

責
保

険
（
自

動
車

損
害

賠
償

責
任

保
険

）
と

は
,

自
動

車
,バ

イ
ク

（
二

輪
自

動
車

,原
動

機
付

自
転

車
）
を

運
行

す
る

場
合

に
,法

律
（
自

動
車

損
害

賠
償

保
障

法
）
に

よ
っ

て
加

入
が

義
務

づ
け

ら
れ

て
い

る
保

険
（
強

制
保

険
）
の

こ
と

で
,必

ず
加

入
し

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
。

自
賠

責
保

険
に
未

加
入

で
走

行
し

た
場

合
は

,法
律

に
よ

っ
て

罰
せ

ら
れ

ま
す

。

自
賠

責
保

険
に

よ
る

補
償

は
,交

通
事

故
に

よ
っ

て
人

身
の

損
害

が
発

生
し

た
場

合
に

限
ら

れ
,物

的
損

害
に

は
保

険
が

適
用

さ
れ

ま
せ

ん
。

金
額

に
も

限
度

が
定

め
ら

れ
て

い
る

た
め

,損
害

賠
償

に
つ

い
て

,自
賠

責
保

険
で

カ
バ

ー
で

き
な

い
分

に
つ

い
て

は
,

加
害

者
に

賠
償

責
任

が
生

じ
る

こ
と

に
な

る
が

,こ
れ

が
任

意
保

険
な

ど
に

よ
り

補
償

さ
れ

る
こ

と
に

な
り

ま
す

。

自
賠

責
保

険
に

よ
る

補
償

の
内

容
自

賠
責

保
険

に
よ

り
保

険
金

が
支

払
わ

れ
る

の
は

,

①
傷

害
に

よ
る

損
害

(治
療

費
な

ど
,休

業
中

の
賃

金
,慰

謝
料

)

②
後

遺
障

害
に

よ
る

損
害

(後
遺

症
な

ど
に

よ
る

逸
失

利
益

,慰
謝

料
な

ど
)

③
死

亡
に

よ
る

損
害

(治
療

費
な

ど
,葬

儀
費

,逸
失

利
益

,慰
謝

料
な

ど
)

に
対

し
て

で
あ

る

(1
)自

賠
責

保
険

に
よ

る
補

償
の

内
容

自
賠

責
保

険
に

よ
り

保
険

金
が

支
払

わ
れ

る
の

は
,

①
傷

害
に

よ
る

損
害

(治
療

費
な

ど
,休

業
中

の
賃

金
,慰

謝
料

)

②
後

遺
障

害
に

よ
る

損
害

(後
遺

症
な

ど
に

よ
る

逸
失

利
益

,慰
謝

料
な

ど
)

③
死

亡
に

よ
る

損
害

(治
療

費
な

ど
,葬

儀
費

,逸
失

利
益

,慰
謝

料
な

ど
)

に
対

し
て

で
す

。
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任
意

保
険

と
は

,
自

賠
責

保
険

だ
け

で
は

責
任

保
険

の
限

度
額

の
面

や
,

被
保

険
者

自
身

の
補

償
の

面
で

不
十

分
で

あ
り

,
十

分
な

保
険

を
行

う
事

を
目

的
と

し
て

,
任

意
で

加
入

で
き

る
保

険
商

品
が

保
険

会
社

な
ど

か
ら

販
売

さ
れ

て
い

る
こ

れ
を

,一
般

的
に

自
動

車
保

険
あ

る
い

は
任

意
保

険
と

言
う

※
基

本
的

に
対

人
賠

償
保

険
に

つ
い

て
は

,
自

賠
責

保
険

と
併

存
し

て
契

約
す

る
こ

と
が

前
提

と
さ

れ
て

い
る

※
任

意
保

険
を

契
約

し
た

か
ら

自
賠

責
保

険
を

契
約

し
な

い
で

よ
い

こ
と

に
は

な
ら

な
い

※
対

人
賠

償
に

つ
い

て
は

自
賠

責
保

険
が

支
払

う
べ

き
限

度
額

ま
で

は
自

賠
責

保
険

か
ら

賠
償

支
払

い
を

行
い

,人
的

損
害

の
賠

償
総

額
が

自
賠

責
保

険
の

限
度

額
を

超
過

し
た

場
合

に
,そ

の
超

過
額

の
み

任
意

保
険

か
ら

支
払

わ
れ

る
こ

と
に

な
る

（
契

約
限

度
額

を
超

え
な

い
額

ま
で

）
※

物
的

損
害

に
つ

い
て

は
契

約
限

度
額

を
超

え
な

い
損

害
の

全
額

を
支

払
う

※
保

険
に

免
責

金
額

が
あ

る
場

合
は

,
そ

の
金

額
は

保
険

の
対

象
と

な
ら

な
い

（
賠

償
責

任
者

本
人

の
負

担
と

な
る

）

任
意

保
険

任
意

保
険

と
は

,

自
賠

責
保

険
だ

け
で

は
責

任
保

険
の

限
度

額
の

面
や

,被
保

険
者

自
身

の
補

償
の

面
で

不
十

分
で

あ
り

,十
分

な
保

険
を

行
う

事
を

目
的

と
し

て
,任

意
で

加
入

で
き

る
保

険
商

品
が

,保
険

会
社

な
ど

か
ら

販
売

さ
れ

て
い

ま
す

。

こ
れ

を
一

般
的

に
自

動
車

保
険

あ
る

い
は

任
意

保
険

と
い

い
ま

す
。

加
齢

に
伴

っ
て

生
ず

る
心

身
の

変
化

に
起

因
す

る
疾

病
等

に
よ

り
,要

介
護

状
態

と
な

り
,入

浴
,排

せ
つ

,食
事

等
の

介
護

,
機

能
訓

練
並

び
に

看
護

及
び

療
養

上
の

管
理

,そ
の

他
の

医
療

を
要

す
る

者
等

に
つ

い
て

,こ
れ

ら
の

者
が

尊
厳

を
保

持
し

,
そ

の
有

す
る

能
力

に
応

じ
自

立
し

た
日

常
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
,社

会
全

体
で

支
え

る
し

く
み

が
介

護
保

険
制

度
で

す
。
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引
用

元
h
tt

p:
/
/b

lo
g.

liv
e
do

o
r.
jp

/
cr

e
at

o
r1

98
6/

ar
c
hi

ve
s/

47
2
91

1
95

.h
tm

l

高
齢

者
の

身
体

的
な

変
化

は
、

身
長

低
下

体
重

減
少

頭
髪

の
抜

け
毛

,白
髪

歯
が

抜
け

る

皮
膚

の
し

わ
,乾

燥
,弾

力
の

低
下

,白
斑

な
ど

筋
力

の
低

下

筋
肉

量
の

減
少

栄
養

障
害

主
観

的
疲

労
感

日
常

生
活

活
動

量
の

減
少

身
体

能
力

の
減

弱

な
ど

が
あ

り
ま

す
。

1
.制

度
の

概
要
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加
入

対
象

者
は

,

6
5
歳

以
上

の
人

第
1
号

被
保

険
者

4
0
歳

以
上

6
5
歳

未
満

の
医

療
保

険
加

入
者

第
2
号

被
保

険
者

加
入

対
象

者
は

,

6
5
歳

以
上

の
人

を
第

1
号

被
保

険
者

と
い

い
ま

す
。

4
0
歳

以
上

6
5
歳

未
満

の
医

療
保

険
加

入
者

を
第

2
号

被
保

険
者

と
い

い
ま

す
。

介
護

保
険

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

で
き

る
人

①
第

1
号

被
保

険
者

(6
5
歳

以
上

):

要
介

護
状

態
に

あ
る

人
(認

定
さ

れ
た

人
)

要
支

援
状

態
に

あ
る

人
(認

定
さ

れ
た

人
)

②
第

2
号

被
保

険
者

(4
0
歳

以
上

6
5
歳

未
満

):

特
定

疾
病

が
原

因
で

要
介

護
ま

た
は

要
支

援
の

状
態

に
な

っ
た

人
(認

定
さ

れ
た

人
)

介
護

保
険

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

で
き

る
人

は
,

①
第

1
号

被
保

険
者

(6
5
歳

以
上

):

要
介

護
状

態
に

あ
る

人
(認

定
さ

れ
た

人
)

要
支

援
状

態
に

あ
る

人
(認

定
さ

れ
た

人
)

②
第

2
号

被
保

険
者

(4
0
歳

以
上

6
5
歳

未
満

):

特
定

疾
病

が
原

因
で

要
介

護
ま

た
は

要
支

援
の

状
態

に
な

っ
た

人
(認

定
さ

れ
た

人
)

と
な

り
ま

す
。
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要
介
護
度

心
身
の
状
態

支
給
限
度
額

要
支
援
１

日
常
生
活
は
ほ
ぼ
自
分
で
で
き
る
が
,現
状
を
改
善
し
,

要
介
護
状
態
予
防
の
た
め
に
少
し
支
援
が
必
要

5
0
,3
2
0
円

要
支
援
２

日
常
生
活
に
支
援
が
必
要
だ
が
,そ
れ
に
よ
り

要
介
護
状
態
に
至
ら
ず
,改
善
す
る
可
能
性
が
高
い

10
5
,3
10
円

要
介
護
1

立
ち
上
が
り
や
歩
行
な
ど
に
不
安
定
さ
が
み
ら
れ
る
こ
と
が

多
く
あ
り
,日
常
生
活
に
部
分
的
な
介
助
が
必
要

16
7
,6
5
0
円

要
介
護
2

立
ち
上
が
り
や
歩
行
な
ど
が
自
力
で
で
き
な
い
場
合
が
多
く
,

排
泄
や
入
浴
な
ど
に
も
一
部
ま
た
は
全
介
助
が
必
要

19
7
,0
5
0
円

要
介
護
3

立
ち
上
が
り
や
歩
行
,排
泄
や
入
浴
,衣
服
の
着
脱
な
ど
に
,

ほ
ぼ
全
面
的
な
介
助
が
必
要

2
7
0
,4
8
0
円

要
介
護
4

日
常
生
活
全
般
に
わ
た
り
,さ
ら
に
動
作
能
力
が
低
下
し
,

介
護
な
し
で
は
日
常
生
活
が
困
難

3
0
9
,3
8
0
円

要
介
護
5

生
活
全
般
に
全
面
的
な
介
助
が
必
要
で
,介
助
な
し
で
は

日
常
生
活
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能

3
6
2
,1
7
0
円

図
に

し
め

す
と

お
り

,要
介

護
状

態
等

区
分

（
要

介
護

1～
5,

要
支

援
1～

2）
に

応
じ

て
,在

宅
の

場
合

に
は

支
給

限
度

額
,施

設
の

場
合

に
は

保
険

給
付

額
が

そ
れ

ぞ
れ

決
め

ら
れ

ま
す

。

要
介

護
認

定
等

は
,サ

ー
ビ

ス
の

給
付

額
に

直
接

結
び

つ
く
こ

と
か

ら
,そ

の
判

定
基

準
に

つ
い

て
は

全
国

一
律

に
客

観
的

に
定

め
ら

れ
て

い
ま

す
。

要
介

護
：
（
要

介
護

1か
ら

5ま
で

の
5段

階
）
継

続
し

て
常

時
介

護
を

必
要

と
す

る
状

態
で

あ
り

,介
護

給
付

を
利

用
で

き
ま

す
。

要
支

援
：
（
要

支
援

1か
ら

2ま
で

の
2段

階
）
日

常
生

活
を

営
む

の
に

支
障

が
あ

る
と

見
込

ま
れ

る
状

態
で

あ
り

,今
の

状
態

を
改

善
あ

る
い

は
維

持
す

る
た

め
の

予
防

給
付

を
利

用
で

き
ま

す
。

非
該

当
：
総

合
事

業
を

利
用

で
き

ま
す

。

(3
)介

護
保

険
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
で

き
る

人

②
第

2
号

被
保

険
者

(4
0歳

以
上

65
歳

未
満

):

特
定

疾
病

が
原

因
で

要
介

護
ま

た
は

要
支

援
の

状
態

に
な

っ
た

人
(認

定
さ

れ
た

人
)

65
歳

未
満

の
第

2号
被

保
険

者
が

要
介

護
認

定
を

受
け

る
に

は
,次

に
掲

げ
る

16
の

特
定

疾
病

が
原

因
で

日
常

生
活

の
自

立
が

困
難

に
な

っ
て

お
り

,要
介

護
・
要

支
援

状
態

が
6ヶ

月
以

上
に

わ
た

っ
て

続
く
こ

と
が

予
想

さ
れ

る
場

合
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
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老
化

が
原

因
と

さ
れ

る
特

定
疾

病

1
. 
が

ん
（
が

ん
末

期
）

2
. 
関

節
リ

ウ
マ

チ
3
. 
筋

萎
縮

性
側

索
硬

化
症

(A
L
S
)

4
. 
後

縦
靱

帯
骨

化
症

5
. 
骨

折
を

伴
う

骨
粗

鬆
症

6
. 
初

老
期

に
お

け
る

認
知

症
（
ア

ル
ツ

ハ
イ

マ
ー

病
,血

管
性

認
知

症
,レ

ビ
ー

小
体

病
等

）

7
. 
進

行
性

核
上

性
麻

痺
,大

脳
皮

質
基

底
核

変
性

症
及

び
パ

ー
キ

ン
ソ

ン
病

8
. 
脊

髄
小

脳
変

性
症

9
. 
脊

柱
管

狭
窄

症
1
0
. 
早

老
症

（
ウ

ェ
ル

ナ
ー

症
候

群
等

）

1
1
. 
多

系
統

萎
縮

症
1
2
. 
糖

尿
病

性
神

経
障

害
,糖

尿
病

性
腎

症
及

び
糖

尿
病

性
網

膜
症

1
3
. 
脳

血
管

疾
患

（
脳

出
血

,脳
梗

塞
等

）

1
4
. 
閉

塞
性

動
脈

硬
化

症
1
5
. 
慢

性
閉

塞
性

肺
疾

患
（
肺

気
腫

,慢
性

気
管

支
炎

,気
管

支
喘

息
,び

ま
ん

性
汎

細
気

管
支

炎
）

1
6
. 
両

側
の

膝
関

節
又

は
股

関
節

の
著

し
い

変
形

を
伴

う
変

形
性

関
節

症

老
化

が
原

因
と

さ
れ

る
特

定
疾

病
に

は
以

下
の

も
の

が
あ

り
ま

す
。

1.
 が

ん
（
が

ん
末

期
）

悪
性

新
生

物
で

あ
る

と
診

断
さ

れ
,進

行
性

か
つ

治
癒

困
難

な
状

態
に

あ
る

も
の

。

2.
 関

節
リ

ウ
マ

チ

関
節

が
炎

症
を

起
こ

し
,軟

骨
や

骨
が

破
壊

さ
れ

て
関

節
の

機
能

が
損

な
わ

れ
,放

っ
て

お
く
と

関
節

が
変

形
し

て
し

ま
う

病
気

で
す

。

3.
 筋

萎
縮

性
側

索
硬

化
症

(A
LS

)
手

足
・
の

ど
・
舌

の
筋

肉
や

呼
吸

に
必

要
な

筋
肉

が
だ

ん
だ

ん
や

せ
て

力
が

な
く
な

っ
て

い
く
病

気
で

す
。

4.
 後

縦
靱

帯
骨

化
症

靭
帯

の
骨

化
は

に
よ

り
,脊

髄
や

脊
髄

か
ら

分
枝

す
る

神
経

根
が

押
さ

れ
て

,感
覚

障
害

や
運

動
障

害
等

の
神

経
症

状
を

引
き

起
こ

す
病

気
で

す
。

5.
 骨

折
を

伴
う

骨
粗

鬆
症

骨
の

強
度

が
下

が
り

,骨
折

し
や

す
く
な

る
状

態
の

こ
と

で
す

。

6.
 初

老
期

に
お

け
る

認
知

症
（
ア

ル
ツ

ハ
イ

マ
ー

病
,血

管
性

認
知

症
,レ

ビ
ー

小
体

病
等

）

40
64

で
発

症
す

る
認

知
症

で
す

7.
 進

行
性

核
上

性
麻

痺
,大

脳
皮

質
基

底
核

変
性

症
及

び
パ

ー
キ

ン
ソ

ン
病

（
パ

ー
キ

ン
ソ

ン
病

関
連

疾
患

）

筋
肉

の
こ

わ
ば

り
,ふ

る
え

,動
作

緩
慢

,突
進

現
象

な
ど

の
う

ち
の

い
く
つ

か
を

認
め

ま
す

。

8.
 脊

髄
小

脳
変

性
症

初
発

症
状

は
歩

行
の

ふ
ら

つ
き

（
歩

行
失

調
）
が

多
く

,最
終

的
に

は
能

動
的

座
位

が
不

可
能

と
な

り
,寝

た
き

り
状

態
と

な
る

病
気

で
す

。

9.
 脊

柱
管

狭
窄

症

腰
部

脊
柱

管
狭

窄
症

腰
痛

,下
肢

痛
,間

欠
性

跛
行

（
か

ん
け

つ
せ

い
は

こ
う

）
を

主
訴

と
す

る
病

気
で

す
。

10
. 早

老
症

（
ウ

ェ
ル

ナ
ー

症
候

群
等

）

“早
期

老
化

症
”と

も
呼

ば
れ

,老
化

の
徴

候
が

実
際

の
年

齢
よ

り
も

早
く
出

現
す

る
病

気
で

す
。

11
. 多

系
統

萎
縮

症

多
系

統
委

縮
症

（
M

SA
)は

起
立

性
低

血
圧

症
,排

尿
障

害
,パ

ー
キ

ン
ソ

ン
症

状
立

位
や

歩
行

時
の

ふ
ら

つ
き

,小
脳

症
状

を
様

々
な

程
度

に
組

み
合

わ
せ

て
呈

す
る

疾
患

で
す

。

12
. 糖

尿
病

性
神

経
障

害
,糖

尿
病

性
腎

症
及

び
糖

尿
病

性
網

膜
症

血
糖

の
濃

度
（
血

糖
値

）
が

何
年

間
も

高
い

ま
ま

で
放

置
さ

れ
る

と
,血

管
が

傷
つ

き
,将

来
的

に
心

臓
病

や
,失

明
,腎

不
全

,足
の

切
断

と
い

っ
た

,よ
り

重
い

慢
性

合
併

症
に

つ
な

が
り

ま
す

。

13
. 脳

血
管

疾
患

（
脳

出
血

,脳
梗

塞
等

）

外
傷

性
の

も
の

は
除

き
ま

す
。

14
. 閉

塞
性

動
脈

硬
化

症

足
の

血
管

の
動

脈
硬

化
が

進
み

,血
管

が
細

く
な

っ
た

り
,つ

ま
っ

た
り

し
て

,充
分

な
血

流
が

保
て

な
く
な

る
病

気
で

す
。

15
. 慢

性
閉

塞
性

肺
疾

患
（
肺

気
腫

,慢
性

気
管

支
炎

,気
管

支
喘

息
,び

ま
ん

性
汎

細
気

管
支

炎
）

慢
性

気
管

支
炎

や
肺

気
腫

と
呼

ば
れ

て
き

た
病

気
の

総
称

で
す

。

16
. 両

側
の

膝
関

節
又

は
股

関
節

の
著

し
い

変
形

を
伴

う
変

形
性

関
節

症

関
節

周
囲

の
疼

痛
,腫

脹
,引

っ
掛

か
り

感
,違

和
感

な
ど

が
出

現
し

ま
す

。

自 立 ・ 要 支 援 の 方 々

要 介 護 の 方 々

介
護

保
険

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
に

は
,大

き
く
分

け
て

在
宅

サ
ー

ビ
ス

と
施

設
サ

ー
ビ

ス
が

あ
り

ま
す

。

ま
た

介
護

が
必

要
と

な
っ

た
高

齢
者

が
,そ

れ
ま

で
居

住
し

て
い

た
地

域
で

,人
間

関
係

や
生

活
環

境
を

,で
き

る
だ

け
維

持
し

な
が

ら
ら

せ
る

よ
う

に
,ま

た
市

町
村

が
地

域
の

特
性

に
応

じ
た

,多
様

で
柔

軟
な

サ
ー

ビ
ス

を
,提

供
で

き
る

よ
う

に
,地

域
密

着
型

介
護

サ
ー

ビ
ス

が
設

け
ら

れ
て

い
ま

す
。

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
は

,

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

1
)在

宅
サ

ー
ビ

ス

2
)地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

介
護

サ
ー

ビ
ス

1
)在

宅
サ

ー
ビ

ス

2
)施

設
サ

ー
ビ

ス

3
)地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

か
ら

な
り

ま
す

。
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2
.介

護
報

酬
の

請
求

介
護

報
酬

と
は

、
事

業
者

が
利

用
者

（
要

介
護

者
又

は
要

支
援

者
）
に

介
護

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

た
場

合
に

、
そ

の
対

価
と

し
て

事
業

者
に

対
し

て
支

払
わ

れ
る

報
酬

の
こ

と
を

い
い

ま
す

。

ま
た

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

ご
と

に
、

サ
ー

ビ
ス

内
容

又
は

要
介

護
度

、
事

業
所

・
施

設
の

所
在

地
等

に
応

じ
た

平
均

的
な

費
用

を
勘

案
し

て
決

定
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
介

護
報

酬
の

算
定

は
,サ

ー
ビ

ス
の

種
類

ご
と

に
そ

の
給

付
費

が
「
単

位
」
で

表
示

さ
れ

ま
す

。

1
単

位
の

単
価

は
,1

0
円

に
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

と
地

域
区

分
に

よ
り

定
め

ら
れ

た
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額

と
な

っ
て

い
ま

す

厚
生

労
働

省
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

よ
り

各
サ

ー
ビ

ス
提

供
事

業
者

は
,事

業
者

の
種

類
ご

と
に

定
め

ら
れ

た
様

式
に

基
づ

い
て

作
成

し
た

請
求

書
を

審
査

支
払

機
関

で
あ

る
「
国

保
連

合
会

」
(国

民
健

康
保

険
団

体
連

合
会

)に
提

出
し

ま
す

ま
た

,居
宅

介
護

支
援

事
業

者
は

,居
宅

介
護

サ
ー

ビ
ス

計
画

費
の

請
求

と
給

付
管

理
表

の
提

出
を

行
い

ま
す
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A
Iと

Io
T
を

駆
使

し
て

地
域

医
療

連
携

と
チ

ー
ム

医
療

を
サ

ポ
ー

ト
で

き
る

高
度

IT
人

材
育

成
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム

A
Iと

Io
T
を

駆
使

し
て

地
域

医
療

連
携

と
チ

ー
ム

医
療

を
サ

ポ
ー

ト
で

き
る

高
度

IT
人

材
育

成
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム

医
療

情
報

技
師

に
求

め
ら

れ
る

知
識

・
技

術
,能

力

日
本

医
療

情
報

学
会

医
療

情
報

技
師

育
成

部
会

：
「
医

療
情

報
技

師
医

療
情

報
技

術
の

専
門

的
人

材
と

し
て

」
ht

tp
s:

//w
w

w.
ja

m
i.j

p/
ja

di
te

/n
ew

/fi
rs

t/i
nf

o-
f.h

tm
l

2

３
C

（
必

要
な

資
質

）
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

（
C

o
m

m
u
n
ic

at
io

n
）

コ
ラ

ボ
レ

ー
シ

ョ
ン

（
C

o
lla

b
o
ra

ti
o
n
）

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

シ
ョ

ン
（
C

o
o
rd

in
at

io
n
）

情
報

処
理

技
術

・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク

・
デ

ー
タ

ベ
ー

ス

・
情

報
シ

ス
テ

ム
開

発

・
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ

医
学

・
医

療

・
医

療
制

度

・
医

療
・
病

院
管

理

・
社

会
医

学

・
臨

床
医

学

医
療

情
報

シ
ス

テ
ム

・
医

療
情

報
の

倫
理

・
医

療
情

報
シ

ス
テ

ム

・
医

療
記

録
の

電
子

化

・
医

療
情

報
の

標
準

化

・
医

療
情

報
の

分
析

２
)医

学
･医

療
に

関
す

る
こ

と
の

中
の

,
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前
回

は
,

医
療

保
険

に
関

連
す

る
法

律
か

ら
,健

康
保

険
,国

民
健

康
保

険
な

ど

高
齢

者
の

医
療

の
確

保
に

関
す

る
法

律
か

ら
,介

護
保

険
法

,老
人

福
祉

法
な

ど

労
働

に
関

す
る

法
律

か
ら

,労
働

基
準

法
,労

働
安

全
衛

生
法

,労
働

者
災

害
補

償
保

険
法

な
ど

,

社
会

福
祉

お
よ

び
障

害
者

に
関

連
す

る
法

律
か

ら
,社

会
福

祉
法

,生
活

保
護

法
,障

害
者

基
本

法
な

ど
を

勉
強

い
た

し
ま

し
た

。

今
回

は
,そ

の
他

の
主

な

私
た

ち
は

,ふ
と

し
た

こ
と

で
,自

分
自

身
の

意
に

反
し

て
,病

気
に

な
っ

た
り

,ケ
ガ

を
し

た
り

し
ま

す

こ
の

た
め

に
国

は
,私

た
ち

の
医

療
を

確
保

す
る

必
要

が
あ

り
,そ

の
た

め
の

医
療

関
係

法
規

を
整

備
し

て
い

ま
す

医
療

法
,薬

事
法

,健
康

増
進

法
,

高
齢

者
の

医
療

の
確

保
に

関
す

る
法

律
(高

齢
者

医
療

確
保

法
)

健
康

保
険

法
,国

民
健

康
保

険
法

保
険

医
療

機
関

及
び

保
険

医
療

養
担

当
規

則
(療

養
担

当
規

則
)

介
護

保
険

法
,医

師
法

,薬
剤

師
法

,保
健

師
助

産
師

看
護

師
法

高
齢

者
の

医
療

の
確

保
に

関
す

る
法

律

＜
キ

ー
ワ

ー
ド

＞

医
療

法
薬

事
法

健
康

増
進

法
高

齢
者

医
療

確
保

法
保

険
医

療
機

関
及

び
保

険
医

療
養

担
当

規
則

医
療

従
事

者
の

各
法

規

患
者

に
対

し
て

医
療

を
行

う
た

め
の

医
療

施
設

に
つ

い
て

定
め

た
,「

医
療

法
」

治
療

に
必

要
な

,薬
剤

,治
療

材
料

や
医

療
機

器
な

ど
に

つ
い

て
定

め
た

,「
薬

事
法

」

多
数

の
方

が
利

用
す

る
施

設
で

の
受

動
喫

煙
の

防
止

な
ど

を
定

め
た

,「
健

康
増

進
法

」

国
民

の
高

齢
期

に
お

け
る

適
切

な
医

療
の

確
保

を
定

め
た

,「
高

齢
者

医
療

確
保

法
」

保
険

医
療

機
関

や
保

険
医

が
保

険
診

療
を

行
う

上
で

守
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

基
本

的
な

規
則

を
具

体
的

に
定

め
た

,
「
保

険
医

療
機

関
及

び
保

険
医

療
養

担
当

規
則

」

そ
れ

ぞ
れ

の
医

療
従

事
者

の
規

則
を

定
め

た
,「

医
療

従
事

者
の

各
法

規
」

な
ど

で
す

。

医
療

従
事

者
の

各
法

規
は

後
の

,各
医

療
専

門
職

種
の

権
限

義
務

お
よ

び
責

任
範

囲
で

勉
強

し
た

い
と

思
い

ま
す

。
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ま
ず

は
「
医

療
法

」
か

ら
,

医
療

法
は

,

・
医

療
を

受
け

る
者

に
対

し
適

切
な

選
択

を
支

援
す

る
た

め
に

必
要

な
事

項

・
医

療
の

安
全

を
確

保
す

る
た

め
に

必
要

な
事

項

・
病

院
,診

療
所

及
び

助
産

所
の

開
設

お
よ

び
管

理
に

関
す

る
必

要
な

事
項

「
医

療
法

」
は

,

医
療

体
制

の
確

保
や

国
民

の
健

康
保

持
を

目
的

に
,わ

が
国

に
お

け
る

病
院

・
診

療
所

・
助

産
所

と
い

っ
た

医
療

施
設

に
つ

い
て

,そ
の

開
設

・
管

理
・
整

備
の

方
法

な
ど

,

医
療

提
供

体
制

に
関

わ
る

基
本

的
な

ル
ー

ル
を

定
め

た
法

律
で

す
。

医
療

を
受

け
る

者
に

よ
る

医
療

に
関

す
る

適
切

な
選

択
を

支
援

す
る

た
め

に
必

要
な

事
項

,

医
療

の
安

全
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
な

事
項

,

病
院

,診
療

所
及

び
助

産
所

の
開

設
,及

び
,管

理
に

関
し

必
要

な
事

項
で

す
。
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医
療

法
は

,

・
施

設
の

整
備

・
医

療
提

供
施

設
相

互
間

の
機

能
の

分
担

・
業

務
の

連
携

を
推

進
す

る
た

め
に

必
要

な
事

項

こ
れ

ら
の

施
設

の
整

備
,並

び
に

医
療

提
供

施
設

相
互

間
の

機
能

の
分

担
,及

び
業

務
の

連
携

を
推

進
す

る
た

め
に

必
要

な
,事

項
等

を
定

め
て

い
ま

す
。

具
体

的
な

規
定

に
は

、

医
療

提
供

の
理

念

医
療

に
関

す
る

選
択

の
支

援

医
療

の
安

全
の

確
保

医
療

施
設

の
人

的
・
物

的
条

件

医
療

計
画

等
医

療
提

供
体

制
の

確
保

な
ど

が
あ

り
ま

す
。

医
療

法
は

,

・
医

療
を

受
け

る
者

の
利

益
の

保
護

・
良

質
か

つ
適

切
な

医
療

を
効

率
的

に
提

供
す

る
体

制
の

確
保

を
図

る

国
民

の
健

康
の

保
持

に
寄

与
す

る
こ

と
を

定
め

て
い

る

ま
た

,

医
療

を
受

け
る

者
の

,利
益

の
保

護
,及

び
良

質
か

つ
適

切
な

,医
療

を
効

率
的

に
提

供
す

る
体

制
の

確
保

を
図

り
,国

民
の

健
康

の
保

持
に

寄
与

す
る

こ
と

を
定

め
て

い
ま

す
。
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理
念

医
療

は
,生

命
の

尊
重

と
個

人
の

尊
厳

の
保

持
を

旨
と

し
,医

師
,歯

科
医

師
,薬

剤
師

看
護

師
そ

の
他

の
医

療
の

担
い

手
と

医
療

を
受

け
る

者
と

の
信

頼
関

係
に

基
づ

き
,及

び
医

療
を

受
け

る
者

の
心

身
の

状
況

に
応

じ
て

行
わ

れ
る

理
念

医
療

は
,生

命
の

尊
重

と
個

人
の

尊
厳

の
保

持
を

旨
と

し
,医

師
,歯

科
医

師
,薬

剤
師

,看
護

師
そ

の
他

の
医

療
の

担
い

手
と

医
療

を
受

け
る

者
と

の
信

頼
関

係
に

基
づ

き
,お

よ
び

医
療

を
受

け
る

者
の

心
身

の
状

況
に

応
じ

て
行

わ
れ

ま
す

。

理
念

そ
の

内
容

は
,単

に
治

療
の

み
な

ら
ず

,疾
病

の
予

防
の

た
め

の
措

置
及

び
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
含

む
良

質
か

つ
適

切
な

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
（
医

療
法

第
1
条

の
2
で

規
定

）

そ
の

内
容

は
,単

に
治

療
の

み
な

ら
ず

,疾
病

の
予

防
の

た
め

の
措

置
及

び
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
含

む
良

質
か

つ
適

切
な

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

,医
療

法
第

1
条

の
2
で

規
定

し
て

い
ま

す
。
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理
念

医
療

は
,国

民
自

ら
の

健
康

の
保

持
増

進
の

た
め

の
努

力
を

基
礎

と
し

て
,医

療
を

受
け

る
者

の
意

向
を

十
分

に
尊

重
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

ま
た

,医
療

法
第

1
条

の
2
の

２
で

は
,

医
療

は
,国

民
自

ら
の

健
康

の
保

持
増

進
の

た
め

の
努

力
を

基
礎

と
し

て
,医

療
を

受
け

る
者

の
意

向
を

十
分

に
尊

重
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
と

あ
り

ま
す

。

理
念

病
院

,診
療

所
,介

護
老

人
保

健
施

設
,介

護
医

療
院

,調
剤

を
実

施
す

る
薬

局
そ

の
他

の
医

療
を

提
供

す
る

施
設

,医
療

を
受

け
る

者
の

居
宅

等
に

お
い

て
,医

療
提

供
施

設
の

機
能

に
応

じ
効

率
的

に
,か

つ
,

福
祉

サ
ー

ビ
ス

そ
の

他
の

関
連

す
る

サ
ー

ビ
ス

と
の

有
機

的
な

連
携

を
図

り
つ

つ
提

供
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い

病
院

,診
療

所
,介

護
老

人
保

健
施

設
,介

護
医

療
院

,調
剤

を
実

施
す

る
薬

局
そ

の
他

の
医

療
を

提
供

す
る

施
設

(以
下

「
医

療
提

供
施

設
」
と

い
う

。
),
医

療
を

受
け

る
者

の
居

宅
等

(居
宅

そ
の

他
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
場

所
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

)に
お

い
て

,医
療

提
供

施
設

の
機

能
に

応
じ

効
率

的
に

,か
つ

,福
祉

サ
ー

ビ
ス

そ
の

他
の

関
連

す
る

サ
ー

ビ
ス

と
の

有
機

的
な

連
携

を
図

り
つ

つ
提

供
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

定
め

て
い

ま
す

。
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医
療

法
に

お
い

て
は

,
医

業
を

行
う

た
め

の
場

所
を

病
院

と
診

療
所

と
に

限
定

医
療

施
設

第
一

条
の

五

病
院

と
診

療
所

の
ち

が
い

は
？

病
院

（
2
0
床

以
上

）
診

療
所

（
0
～

1
9
床

）
有

床
診

療
所

（
1
～

1
9
床

）
無

床
診

療
所

（
0
床

）

医
療

法
に

お
い

て
,「

病
院

」
と

は
,医

師
又

は
歯

科
医

師
が

,公
衆

又
は

特
定

多
数

人
の

た
め

医
業

又
は

歯
科

医
業

を
行

う
場

所
で

あ
っ

て
,二

十
人

以
上

の
患

者
を

入
院

さ
せ

る
た

め
の

施
設

を
有

す
る

も
の

を
い

い
ま

す
。

病
院

は
,傷

病
者

が
,科

学
的

で
か

つ
適

正
な

診
療

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

便
宜

を
与

え
る

こ
と

を
主

た
る

目
的

と
し

て
組

織
さ

れ
,か

つ
,運

営
さ

れ
る

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

「
診

療
所

」
と

は
,医

師
又

は
歯

科
医

師
が

,公
衆

又
は

特
定

多
数

人
の

た
め

医
業

又
は

歯
科

医
業

を
行

う
場

所
で

あ
つ

て
,

患
者

を
入

院
さ

せ
る

た
め

の
施

設
を

有
し

な
い

も
の

又
は

十
九

人
以

下
の

患
者

を
入

院
さ

せ
る

た
め

の
施

設
を

有
す

る
も

の
を

い
い

ま
す

。

病
院

の
類

型

・
一

般
病

院

・
特

定
機

能
病

院
（
高

度
の

医
療

の
提

供
等

）

・
地

域
医

療
支

援
病

院
（
地

域
医

療
を

担
う

,か
か

り
つ

け
医

,か
か

り
つ

け
歯

科
医

の
支

援
等

）

・
精

神
病

院
（
精

神
病

床
の

み
を

有
す

る
病

院
）
（
対

象
：
精

神
病

疾
患

）

・
結

核
病

院
（
結

核
病

床
の

み
を

有
す

る
病

院
）
（
対

象
：
結

核
患

者
）

医
療

法
に

お
い

て
は

,病
院

の
う

ち

一
定

の
機

能
を

有
す

る
病

院
（
特

定
機

能
病

院
,地

域
医

療
支

援
病

院
）
に

つ
い

て
,

一
般

の
病

院
と

は
異

な
る

要
件

（
人

員
配

置
基

準
,構

造
設

備
基

準
,管

理
者

の
責

務
等

）
を

定
め

,

要
件

を
満

た
し

た
病

院
に

つ
い

て
は

名
称

独
占

を
認

め
て

い
ま

す
。

ま
た

,対
象

と
す

る
患

者
（
精

神
病

患
者

,結
核

患
者

）
の

相
違

に
着

目
し

て
,

一
部

の
病

床
に

つ
い

て
は

,人
員

配
置

基
準

,構
造

設
備

基
準

の
面

で
,取

扱
い

を
別

に
し

て
い

ま
す

。
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特
定

機
能

病
院

趣
旨

：

医
療

施
設

機
能

の
体

系
化

の
一

環
と

し
て

,高
度

の
医

療
の

提
供

,高
度

の
医

療
技

術
の

開
発

及
び

高
度

の
医

療
に

関
す

る
研

修
を

実
施

す
る

能
力

等
を

備
え

た
病

院
に

つ
い

て
,厚

生
労

働
大

臣
が

個
別

に
承

認
す

る
も

の

役
割

：

○
高

度
医

療
の

提
供

○
高

度
医

療
技

術
の

開
発

・
評

価
○

高
度

医
療

に
関

す
る

研
修

承
認

要
件

：

○
高

度
の

医
療

の
提

供
,開

発
及

び
評

価
,並

び
に

研
修

を
実

施
す

る
能

力
を

有
す

る
こ

と
○

他
の

病
院

又
は

診
療

所
か

ら
紹

介
さ

れ
た

患
者

に
対

し
,医

療
を

提
供

す
る

こ
と

（
紹

介
率

3
0
％

以
上

の
維

持
）

○
病

床
数

…
…

…
…

4
0
0
床

以
上

の
病

床
を

有
す

る
こ

と
が

必
要

○
人

員
配

置
：
医

師
…

…
…

…
通

常
の

病
院

の
2
倍

程
度

の
配

置
で

あ
る

こ
と

等
○

構
造

設
備

…
…

…
…

集
中

治
療

室
,無

菌
病

室
,医

薬
品

情
報

管
理

室
が

必
要

等

特
定

機
能

病
院

は
,

趣
旨

：

医
療

施
設

機
能

の
体

系
化

の
一

環
と

し
て

,高
度

の
医

療
の

提
供

,高
度

の
医

療
技

術
の

開
発

及
び

高
度

の
医

療
に

関
す

る
研

修
を

実
施

す
る

能
力

等
を

備
え

た
病

院
に

つ
い

て
,厚

生
労

働
大

臣
が

個
別

に
承

認
す

る
も

の
で

す
。

役
割

：

○
高

度
医

療
の

提
供

○
高

度
医

療
技

術
の

開
発

・
評

価

○
高

度
医

療
に

関
す

る
研

修

承
認

要
件

：

○
高

度
の

医
療

の
提

供
,開

発
及

び
評

価
,並

び
に

研
修

を
実

施
す

る
能

力
を

有
す

る
こ

と

○
他

の
病

院
又

は
診

療
所

か
ら

紹
介

さ
れ

た
患

者
に

対
し

,医
療

を
提

供
す

る
こ

と

（
紹

介
率

3
0
％

以
上

の
維

持
）

○
病

床
数

…
…

…
…

4
0
0
床

以
上

の
病

床
を

有
す

る
こ

と
が

必
要

○
人

員
配

置
：
医

師
…

…
…

…
通

常
の

病
院

の
2
倍

程
度

の
配

置
で

あ
る

こ
と

等

○
構

造
設

備
…

…
…

…
集

中
治

療
室

,無
菌

病
室

,医
薬

品
情

報
管

理
室

が
必

要
。

等
で

す
。

地
域

医
療

支
援

病
院

趣
旨

:

地
域

医
療

を
担

う
,か

か
り

つ
け

医
等

を
支

援
す

る
能

力
を

備
え

,地
域

医
療

の
確

保
を

図
る

病
院

と
し

て
相

応
し

い
医

療
機

関
に

つ
い

て
,都

道
府

県
知

事
が

個
別

に
承

認
す

る
も

の

役
割

:

○
紹

介
患

者
に

対
す

る
医

療
の

提
供

（
か

か
り

つ
け

医
等

へ
の

患
者

の
逆

紹
介

も
含

む
）

○
医

療
機

器
の

共
同

利
用

の
実

施
○

救
急

医
療

の
提

供
○

地
域

の
医

療
従

事
者

に
対

す
る

研
修

の
実

施

承
認

要
件

:
【
開

設
主

体
】
原

則
と

し
て

国
・
都

道
府

県
・
市

町
村

・
社

会
医

療
法

人
・
公

的
医

療
機

関
・
医

療
法

人
等

○
紹

介
患

者
中

心
の

医
療

を
提

供
し

て
い

る
こ

と
：
紹

介
率

8
0
％

を
上

回
っ

て
い

る
こ

と
等

○
救

急
医

療
を

提
供

す
る

能
力

を
有

す
る

こ
と

○
建

物
,設

備
,機

器
等

を
地

域
の

医
師

等
が

利
用

で
き

る
体

制
を

確
保

し
て

い
る

こ
と

○
地

域
医

療
従

事
者

に
対

す
る

教
育

を
行

っ
て

い
る

こ
と

○
原

則
と

し
て

2
0
0
床

以
上

の
病

床
,地

域
医

療
支

援
病

院
と

し
て

ふ
さ

わ
し

い
施

設
を

有
す

る
こ

と

地
域

医
療

支
援

病
院

趣
旨

:

地
域

医
療

を
担

う
,か

か
り

つ
け

医
等

を
支

援
す

る
能

力
を

備
え

,地
域

医
療

の
確

保
を

図
る

病
院

と
し

て
相

応
し

い
医

療
機

関
に

つ
い

て
,都

道
府

県
知

事
が

個
別

に
承

認
す

る
も

の
で

す
。

役
割

:

○
紹

介
患

者
に

対
す

る
医

療
の

提
供

（
か

か
り

つ
け

医
等

へ
の

患
者

の
逆

紹
介

も
含

む
）

○
医

療
機

器
の

共
同

利
用

の
実

施

○
救

急
医

療
の

提
供

○
地

域
の

医
療

従
事

者
に

対
す

る
研

修
の

実
施

承
認

要
件

:

【
開

設
主

体
】
原

則
と

し
て

国
・
都

道
府

県
・
市

町
村

・
社

会
医

療
法

人
・
公

的
医

療
機

関
・
医

療
法

人
等

○
紹

介
患

者
中

心
の

医
療

を
提

供
し

て
い

ま
す

,こ
と

：
紹

介
率

8
0
％

を
上

回
っ

て
い

ま
す

,こ
と

等

○
救

急
医

療
を

提
供

す
る

能
力

を
有

す
る

こ
と

○
建

物
,設

備
,機

器
等

を
地

域
の

医
師

等
が

利
用

で
き

る
体

制
を

確
保

し
て

い
ま

す
,こ

と

○
地

域
医

療
従

事
者

に
対

す
る

教
育

を
行

っ
て

い
ま

す
,こ

と

○
原

則
と

し
て

2
0
0
床

以
上

の
病

床
,地

域
医

療
支

援
病

院
と

し
て

ふ
さ

わ
し

い
施

設
を

有
す

る
こ

と

で
す

。
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介
護

老
人

保
健

施
設

介
護

保
険

法
(H

9
.1

2
.1

7
,法

律
第

1
2
3
号

)
の

規
定

に
よ

る
介

護
老

人
保

健
施

設
で

あ
る

介
護

老
人

保
健

施
設

は
,

介
護

保
険

法
(平

成
9
1
2
.1

7
,法

律
第

1
2
3
号

)の
規

定
に

よ
る

介
護

老
人

保
健

施
設

の
こ

と
で

す
。

助
産

所

助
産

師
が

公
衆

ま
た

は
特

定
多

数
人

の
た

め
,そ

の
業

務
を

行
う

場
所

で
あ

る

助
産

所
は

,妊
婦

,産
婦

ま
た

は
,じ

ょ
く
婦

1
0
人

以
上

の
入

所
施

設
を

有
し

て
は

な
ら

な
い

助
産

所
は

,

助
産

師
が

公
衆

ま
た

は
特

定
多

数
人

の
た

め
,そ

の
業

務
を

行
う

場
所

で
す

。

助
産

所
は

,妊
婦

,産
婦

ま
た

は
,じ

ょ
く
婦

10
人

以
上

の
入

所
施

設
を

有
し

て
は

な
ら

な
い

と
決

め
ら

れ
て

い
ま

す
。

じ
ょ

く
婦

と
は

,出
産

後
間

も
な

く
,ま

だ
産

褥
に

あ
る

女
性

、
「
産

婦
」
の

こ
と

で
す

。
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医
療

圏
と

は
,都

道
府

県
が

病
床

の
整

備
を

図
る

に
あ

た
っ

て
設

定
す

る
地

域
的

単
位

の
こ

と
で

す
。

一
次

医
療

圏
（
身

近
な

医
療

を
提

供
す

る
医

療
圏

で
,お

お
む

ね
市

町
村

を
単

位
と

し
て

設
定

さ
れ

て
い

ま
す

。
）

二
次

医
療

圏
（
特

殊
な

医
療

を
除

く
一

般
的

な
医

療
を

提
供

す
る

医
療

圏
で

,地
理

的
条

件
等

の
自

然
的

条
件

,お
よ

び
日

常
生

活
の

需
要

の
充

足
状

況
,交

通
事

情
等

の
社

会
的

条
件

を
考

慮
し

て
,一

体
の

区
域

と
し

て
病

院
に

お
け

る
入

院
に

係
る

医
療

を
提

供
す

る
体

制
の

確
保

を
図

る
こ

と
が

相
当

と
認

め
ら

れ
る

も
の

を
単

位
と

し
て

設
定

さ
れ

て
い

ま
す

。
）

三
次

医
療

圏
（
最

先
端

,高
度

な
技

術
を

提
供

す
る

特
殊

な
医

療
を

提
供

す
る

医
療

圏
で

,お
お

む
ね

都
道

府
県

の
区

域
を

単
位

と
し

て
設

定
さ

れ
て

い
ま

す
。

）
に

分
け

ら
れ

ま
す

。

ベ
ッ

ド
の

種
類

目
的

一
般

病
床

発
症

直
後

か
ら

回
復

す
る

ま
で

の
急

性
期

の
治

療
を

行
う

病
床

療
養

病
床

長
期

に
わ

た
り

療
養

を
必

要
と

す
る

患
者

の
た

め
の

病
床

で
,

医
療

保
険

の
対

象
に

な
る

医
療

型
療

養
病

床
と

介
護

保
険

の
対

象
に

な
る

介
護

型
療

養
病

床
が

あ
る

精
神

病
床

精
神

疾
患

の
患

者
を

入
院

さ
せ

る
た

め
の

病
床

結
核

病
床

結
核

患
者

を
入

院
さ

せ
る

た
め

の
病

床

感
染

症
病

床
感

染
症

の
予

防
及

び
感

染
症

患
者

に
対

す
る

法
律

で
規

定
さ

れ
た

感
染

症
の

患
者

を
入

院
さ

せ
る

た
め

の
病

床

病
床

の
種

類
と

役
割

病
院

の
大

き
な

特
徴

は
,検

査
や

入
院

な
ど

の
医

療
設

備
が

あ
る

こ
と

。

診
療

所
で

は
対

応
し

き
れ

な
い

患
者

を
受

け
入

れ
,必

要
な

検
査

や
治

療
,手

術
な

ど
を

行
い

ま
す

。

一
般

病
床

：
発

症
直

後
か

ら
回

復
す

る
ま

で
の

急
性

期
の

治
療

を
行

う
病

床

療
養

病
床

：
長

期
に

わ
た

り
療

養
を

必
要

と
す

る
患

者
の

た
め

の
病

床
で

,医
療

保
険

の
対

象
に

な
る

医
療

型
療

養
病

床
と

介
護

保
険

の
対

象
に

な
る

介
護

型
療

養
病

床
が

あ
る

。

精
神

病
床

：
精

神
疾

患
の

患
者

を
入

院
さ

せ
る

た
め

の
病

床

結
核

病
床

：
結

核
患

者
を

入
院

さ
せ

る
た

め
の

病
床

感
染

症
病

床
：
感

染
症

の
予

防
及

び
感

染
症

患
者

に
対

す
る

法
律

で
規

定
さ

れ
た

感
染

症
の

患
者

を
入

院
さ

せ
る

た
め

の
病

床

で
す

。
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病
院

に
置

く
べ

き
施

設

病
院

に
必

要
な

施
設

と
し

て
は

,

①
各

科
専

門
の

診
察

室
②

手
術

室
③

処
置

室
④

臨
床

検
査

施
設

⑤
エ

ッ
ク

ス
線

装
置

⑥
調

剤
所

⑦
給

食
施

設
⑧

診
療

に
関

す
る

諸
記

録
⑨

分
べ

ん
室

,新
生

児
の

入
浴

施
設

⑩
機

能
訓

練
室

⑪
給

水
施

設
⑫

暖
房

施
設

病
院

に
置

く
べ

き
施

設
,病

院
に

必
要

な
施

設
と

し
て

は
,

①
各

科
専

門
の

診
察

室
,②

手
術

室
,③

処
置

室
,

④
臨

床
検

査
施

設
,⑤

エ
ッ

ク
ス

線
装

置
,⑥

調
剤

所
,

⑦
給

食
施

設
,⑧

診
療

に
関

す
る

諸
記

録

⑨
分

べ
ん

室
,新

生
児

の
入

浴
施

設
,

⑩
機

能
訓

練
室

,⑪
給

水
施

設
,⑫

暖
房

施
設

等
が

定
め

ら
れ

て
い

ま
す

。

診
療

に
関

す
る

諸
記

録

診
療

に
関

し
て

備
え

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
記

録
は

,過
去

2
年

間
の

①
病

院
日

誌
②

各
科

診
療

日
誌

③
処

方
せ

ん
④

手
術

記
録

⑤
検

査
所

見
記

録
⑥

エ
ッ

ク
ス

線
写

真
⑦

看
護

記
録

⑧
入

院
患

者
,来

患
者

の
数

を
明

ら
か

に
す

る
帳

簿
(入

退
院

名
簿

)

診
療

に
関

す
る

諸
記

録
は

,第
二

十
一

条
の

五
の

二
に

診
療

に
関

し
て

備
え

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
記

録
は

,過
去

2
年

間
の

①
病

院
日

誌
,②

各
科

診
療

日
誌

,

③
処

方
せ

ん
,④

手
術

記
録

,⑤
検

査
所

見
記

録
,

⑥
エ

ッ
ク

ス
線

写
真

,⑦
看

護
記

録
,

⑧
入

院
患

者
,外

来
患

者
の

数
を

明
ら

か
に

す
る

帳
簿

(入
退

院
名

簿
)

診
療

に
関

す
る

諸
記

録
と

あ
り

ま
す

。
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診
療

に
関

す
る

諸
記

録

診
療

録
(カ

ル
テ

)に
つ

い
て

は
,

医
師

法
第

2
4
条

で
,医

師
は

,診
療

を
し

た
時

は
,遅

滞
な

く
診

療
に

関
す

る
事

項
を

診
療

録
に

記
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い

病
院

ま
た

は
診

療
所

の
管

理
者

に
,

5
年

間
保

存
す

る
こ

と
を

義
務

づ
け

て
る

診
療

に
関

す
る

諸
記

録

診
療

録
(カ

ル
テ

)に
つ

い
て

は
,医

師
法

第
2
4
条

で
,
医

師
は

,診
療

を
し

た
と

き
は

,遅
滞

な
く
診

療
に

関
す

る
事

項
を

診
療

録
に

記
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

と
決

め
ら

れ
て

い
ま

す
。

２
前

項
の

診
療

録
で

あ
つ

て
,病

院
又

は
診

療
所

に
勤

務
す

る
医

師
の

し
た

診
療

に
関

す
る

も
の

は
,そ

の
病

院
又

は
診

療
所

の
管

理
者

に
お

い
て

,そ
の

他
の

診
療

に
関

す
る

も
の

は
,そ

の
医

師
に

お
い

て
,５

年
間

こ
れ

を
保

存
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
と

義
務

付
け

て
い

ま
す

。

「
薬

事
法

」
薬

事
法

の
目

的
は

,
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医
薬

品
医

薬
部

外
品

化
粧

品
及

び
医

療
機

器
の

品
質

有
効

性
及

び
安

全

性
の

確
保

の
た

め
に

必
要

な
規

制
を

行
う

と
と

も
に

医
療

上
特

に
そ

の
必

要

性
が

高
い

医
薬

品
及

び
医

療
機

器
の

研
究

開
発

の
促

進
の

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

こ
と

に
よ

り
保

健
衛

生

の
向

上
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

こ
の

法
律

は
,医

薬
品

,医
薬

部
外

品
,化

粧
品

及
び

医
療

機
器

の
品

質
,有

効
性

及
び

安
全

性
の

確
保

の
た

め
に

必
要

な
規

制
を

行
う

と
と

も
に

,医
療

上
特

に
そ

の
必

要
性

が
高

い
医

薬
品

及
び

医
療

機
器

の
研

究
開

発
の

促
進

の
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
こ

と
に

よ
り

,保
健

衛
生

の
向

上
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

い
ま

す
。

医
薬

品
と

は

①
日

本
薬

局
方

に
収

め
ら

れ
て

い
る

物
②

人
又

は
動

物
の

疾
病

の
診

断
治

療
又

は
予

防
に

使
用

さ
れ

る
こ

と
が

目
的

と
さ

れ
て

い
る

物
③

人
又

は
動

物
の

身
体

の
構

造
又

は
機

能
に

影
響

を
及

ぼ
す

こ
と

が
目

的
と

さ
れ

て
い

る
物

で
あ

っ
て

機
械

器
具

等
で

な
い

物

用
語

の
定

義

医
薬

品
と

は

①
日

本
薬

局
方

に
収

め
ら

れ
て

い
ま

す
,物

②
人

又
は

動
物

の
疾

病
の

診
断

,治
療

又
は

予
防

に
使

用
さ

れ
る

こ
と

が
目

的
と

さ
れ

て
い

ま
す

,物
③

人
又

は
動

物
の

身
体

の
構

造
又

は
機

能
に

影
響

を
及

ぼ
す

こ
と

が
目

的
と

さ
れ

て
い

ま
す

,物
で

あ
っ

て
,機

械
器

具
等

で
な

い
物

（
医

薬
部

外
品

及
び

化
粧

品
を

除
く
。

）

で
す

283



医
薬

部
外

品
と

は

人
体

に
対

す
る

作
用

が
緩

和
な

物
で

,

①
吐

き
け

・
そ

の
他

の
不

快
感

・口
臭

若
し

く
は

体
臭

の
防

止
②

あ
せ

も
・
た

だ
れ

等
の

防
止

③
脱

毛
の

防
止

・
育

毛
・除

毛
④

人
・
動

物
の

保
健

の
た

め
に

す
る

ね
ず

み
・
は

え
・
蚊

の
み

等
の

駆
除

・
防

止

「
医

薬
部

外
品

」
と

は
,

次
に

掲
げ

る
こ

と
が

目
的

と
さ

れ
て

お
り

,か
つ

,人
体

に
対

す
る

作
用

が
緩

和
な

物
で

あ
っ

て
機

械
器

具
等

で
な

い
も

の
及

び
こ

れ
ら

に
準

ず
る

物
で

厚
生

労
働

大
臣

の
指

定
す

る
も

の
を

い
い

ま
す

。

た
だ

し
,こ

れ
ら

の
使

用
目

的
の

ほ
か

に
,前

項
第

2
号

又
は

第
3
号

に
規

定
す

る
用

途
に

使
用

さ
れ

る
こ

と
も

併
せ

て
目

的
と

さ
れ

て
い

る
物

を
除

き
ま

す
。

①
吐

き
け

そ
の

他
の

不
快

感
又

は
口

臭
若

し
く
は

体
臭

の
防

止

②
あ

せ
も

,た
だ

れ
等

の
防

止

③
脱

毛
の

防
止

,育
毛

又
は

除
毛

④
人

又
は

動
物

の
保

健
の

た
め

に
す

る
ね

ず
み

,は
え

,蚊
,の

み
等

の
駆

除
又

は
防

止
で

あ
る

具
体

的
に

は

生
理

用
ナ

プ
キ

ン
,清

浄
綿

,染
毛

剤
,の

ど
清

涼
剤

,

パ
ー

マ
ネ

ン
ト

・
ウ

ェ
ー

プ
用

剤
,薬

用
化

粧
品

類
,浴

用
剤

,健
胃

清
涼

剤
,滋

養
強

社
・
栄

養
補

給
薬

,い
び

き
防

止
薬

,き
ず

消
毒

保
護

材
・
外

皮
消

毒
剤

,う
が

い
薬

,健
胃

薬
,ビ

タ
ミ

ン
ま

た
は

カ
ル

シ
ウ

ム
補

給
剤

,日
腔

咽
頭

薬
,

ひ
び

・
あ

か
ぎ

れ
用

剤
,あ

せ
も

・
た

だ
れ

用
剤

,潟
下

薬
,う

お
の

め
・
た

こ
用

剤
,か

さ
つ

き
・
あ

れ
用

剤
,消

化
薬

,

カ
ル

シ
ウ

ム
含

有
保

健
薬

,
コ

ン
タ

ク
ト

レ
ン

ズ
装

着
薬

,殺
菌

消
毒

薬
, 
し

も
や

け
用

薬
,生

薬
含

有
保

健
薬

,

整
腸

薬
,鼻

づ
ま

り
改

善
薬

(外
用

剤
の

み
),
ビ

タ
ミ

ン
含

有
保

健
薬

,ソ
フ

ト
コ

ン
タ

ク
ト

レ
ン

ズ
用

消
毒

薬
な

ど
で

す
。

化
粧

品
と

は

人
の

身
体

を
清

潔
に

し
,美

化
し

,魅
力

を
増

し
,容

貌
を

変
え

,又
は

皮
膚

若
し

く
は

毛
髪

を
健

や
か

に
保

つ
た

め
に

,身
体

に
塗

擦
,散

布
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
似

す
る

方
法

で
使

用
さ

れ
る

こ
と

が
目

的
と

さ
れ

て
い

る
も

の
人

体
に

対
す

る
作

用
が

緩
和

な
も

の

化
粧

品
と

は
,

人
の

身
体

を
清

潔
に

し
,美

化
し

,魅
力

を
増

し
,容

貌
を

変
え

,又
は

皮
膚

若
し

く
は

毛
髪

を
健

や
か

に
保

つ
た

め
に

,身
体

に
塗

擦
,散

布
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
似

す
る

方
法

で
使

用
さ

れ
る

こ
と

が
目

的
と

さ
れ

て
い

る
物

で
,人

体
に

対
す

る
作

用
が

緩
和

な
も

の
を

い
い

ま
す

。

た
だ

し
,こ

れ
ら

の
使

用
目

的
の

ほ
か

に
,第

1
項

第
2
号

又
は

第
3
号

に
規

定
す

る
用

途
に

使
用

さ
れ

る
こ

と
も

併
せ

て
目

的
と

さ
れ

て
い

ま
す

,物
及

び
医

薬
部

外
品

を
除

き
ま

す
。
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医
療

機
器

と
は

人
若

し
く
は

動
物

の
疾

病
の

診
断

治
療

若
し

く
は

予
防

に
使

用
さ

れ
る

こ
と

又
は

人
若

し
く
は

動
物

の
身

体
の

構
造

若
し

く
は

機
能

に
影

響
を

及
ぼ

す
こ

と
が

目
的

と
さ

れ
て

い
る 機

械
器

具
等

で
政

令
で

定
め

る
も

の
高

度
管

理
医

療
機

器
・
管

理
医

療
機

器
・

一
般

医
療

機
器

・
特

定
保

守
管

理
医

療
機

器

医
療

機
器

と
は

,

人
若

し
く
は

動
物

の
疾

病
の

診
断

,治
療

若
し

く
は

予
防

に
使

用
さ

れ
る

こ
と

,又
は

人
若

し
く
は

動
物

の
身

体
の

構
造

若
し

く
は

機
能

に
影

響
を

及
ぼ

す
こ

と
が

目
的

と
さ

れ
て

い
ま

す
。

機
械

器
具

等
で

あ
っ

て
,政

令
で

定
め

る
も

の
を

い
い

ま
す

。

高
度

管
理

医
療

機
器

,管
理

医
療

機
器

,一
般

医
療

機
器

,特
定

保
守

管
理

医
療

機
器

に
分

類
さ

れ
て

い
ま

す
。

生
物

由
来

製
品

と
は

人
そ

の
他

の
生

物
（
植

物
を

除
く
）
に

由
来

す
る

も
の

を
原

料
又

は
材

料
と

し
て

製
造

を
さ

れ
る

医
薬

品
,医

薬
部

外
品

,化
粧

品
又

は
医

療
機

器
の

う
ち

,保
健

衛
生

上
特

別
の

注
意

を
要

す
る

も
の

と
し

て
,厚

生
労

働
大

臣
が

薬
事

・
食

品
衛

生
審

議
会

の
意

見
を

聴
い

て
指

定
す

る
も

の
を

い
う

例
え

ば
,遺

伝
子

組
換

製
剤

な
ど

生
物

由
来

製
品

と
は

,

人
そ

の
他

の
生

物
（
植

物
を

除
く
。

）
に

由
来

す
る

も
の

を
原

料
又

は
材

料
と

し
て

製
造

（
小

分
け

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）
を

さ
れ

る
医

薬
品

,医
薬

部
外

品
,化

粧
品

又
は

医
療

機
器

の
う

ち
,保

健
衛

生
上

特
別

の
注

意
を

要
す

る
も

の
と

し
て

,厚
生

労
働

大
臣

が
薬

事
・
食

品
衛

生
審

議
会

の
意

見
を

聴
い

て
指

定
す

る
も

の
を

い
い

ま
す

。

例
え

ば
,遺

伝
子

組
換

製
剤

な
ど

で
す

。
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薬
局

と
は

薬
剤

師
が

販
売

ま
た

は
授

与
の

目
的

で
,

調
剤

の
業

務
を

行
う

場
所

で
あ

っ
て

,病
院

,
診

療
所

ま
た

は
飼

育
動

物
診

療
施

設
の

調
剤

所
を

除
い

た
も

の

薬
局

,病
院

・
診

療
所

以
外

の
も

の
は

,
薬

局
の

名
称

を
使

用
し

て
は

な
ら

な
い

薬
局

と
は

,

薬
剤

師
が

販
売

又
は

授
与

の
目

的
で

調
剤

の
業

務
を

行
う

場
所

（
そ

の
開

設
者

が
医

薬
品

の
販

売
業

を
併

せ
行

う
場

合
に

は
,そ

の
販

売
業

に
必

要
な

場
所

を
含

む
。

）
を

い
う

。
た

だ
し

,病
院

若
し

く
は

治
療

所
又

は
飼

育
動

物
診

療
施

設
（
獣

医
療

法
（
平

成
4
年

法
律

第
4
6
号

）
第

2
条

第
2
項

に
規

定
す

る
診

療
施

設
を

い
い

,往
診

の
み

に
よ

っ
て

獣
医

師
に

飼
育

動
物

の
診

療
業

務
を

行
わ

せ
る

者
の

住
所

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）
の

調
剤

所
を

除
き

ま
す

。

薬
局

,病
院

・
診

療
所

以
外

の
も

の
は

,薬
局

の
名

称
を

使
用

し
て

は
な

ら
な

い
と

決
ま

っ
て

い
ま

す
。

「
健

康
増

進
法

」
健

康
増

進
法

の
目

的
は

,
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健
康

増
進

法
と

は

国
民

の
健

康
の

増
進

の
総

合
的

な
推

進
に

関
し

基
本

的
な

事
項

を
定

め
る

と
と

も
に

国
民

の
栄

養
の

改
善

そ
の

他
の

国
民

の
健

康
の

増
進

を
図

る
た

め
の

措
置

を
講

じ
も

っ
て

国
民

保
健

の
向

上
を

図
る

こ

と
を

目
的

と
し

て
制

定
さ

れ
た

法
律

我
が

国
に

お
け

る
急

速
な

高
齢

化
の

進
展

及
び

疾
病

構
造

の
変

化
に

伴
い

,国
民

の
健

康
の

増
進

の
重

要
性

が
著

し
く
増

大
し

て
い

ま
す

,こ
と

に
か

ん
が

み
,国

民
の

健
康

の
増

進
の

総
合

的
な

推
進

に
関

し
基

本
的

な
事

項
を

定
め

る
と

と
も

に
,国

民
の

栄
養

の
改

善
そ

の
他

の
国

民
の

健
康

の
増

進
を

図
る

た
め

の
措

置
を

講
じ

,も
っ

て
国

民
保

健
の

向
上

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
制

定
さ

れ
た

法
律

で
す

。

2
0
0
0
（
平

成
1
2
）
年

か
ら

開
始

さ
れ

た
「
健

康
日

本
2
1
」
を

中
核

と
す

る
国

民
の

健
康

づ
く
り

・
疾

病
予

防
を

推
進

す
る

た
め

に
2
0
0
2
（
平

成
1
4
年

）
に

制
定

さ
れ

ま
し

た
。

健
康

診
査

の
実

施
,国

民
健

康
・
栄

養
調

査
等

,

生
活

習
慣

相
談

・
栄

養
指

導
等

,受
動

喫
煙

の
防

止
を

制
定

し
て

い
ま

す
。

国
民

の
責

務

国
民

は

健
康

な
生

活
習

慣
の

重
要

性
に

対
す

る
関

心
と

理
解

を
深

め
生

涯
に

わ
た

っ
て

自
ら

の
健

康
状

態
を

自
覚

す
る

と
と

も
に

健
康

の
増

進
に

努
め

る
こ

と

国
民

は
,健

康
な

生
活

習
慣

の
重

要
性

に
対

す
る

関
心

と
理

解
を

深
め

,生
涯

に
わ

た
っ

て
,自

ら
の

健
康

状
態

を
自

覚
す

る
と

と
も

に
,健

康
の

増
進

に
努

め
な

け
れ

ば
な

り
ま

せ
ん

。
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健
康

日
本

生
活

習
慣

病
及

び
そ

の
原

因
と

な
る

生
活

習
慣

等
の

課
題

に
つ

い
て

９
分

野
（
栄

養
・
食

生
活

身
体

活
動

と
運

動
休

養
・こ

こ
ろ

の
健

康
づ

く
り

た
ば

こ
ア

ル
コ

ー
ル

歯
の

健
康

糖
尿

病
循

環
器

病
が

ん
）
ご

と
の

年
度

を
目

途
と

し
た

「
基

本
方

針
」

「
現

状
と

目
標

」
「対

策
」な

ど
を

掲
載

生
活

習
慣

病
及

び
そ

の
原

因
と

な
る

生
活

習
慣

等
の

課
題

に
つ

い
て

,９
分

野
（
栄

養
・
食

生
活

,身
体

活
動

と
運

動
,休

養
・

こ
こ

ろ
の

健
康

づ
く
り

,た
ば

こ
,ア

ル
コ

ー
ル

,歯
の

健
康

,糖
尿

病
,循

環
器

病
,が

ん
）
ご

と
の

2
0
1
0
年

度
を

目
途

と
し

た
「
基

本
方

針
」
,「

現
状

と
目

標
」
,「

対
策

」
な

ど
を

掲
載

し
て

い
ま

す
。

生
活

習
慣

病

こ
の

イ
ラ

ス
ト

は
,厚

生
労

働
省

生
活

習
慣

病
対

策
室

か
ら

出
さ

れ
て

,特
定

保
健

指
導

に
使

用
さ

れ
て

い
ま

す
,。

イ
ラ

ス
ト

の
川

の
上

流
に

,私
達

の
普

段
の

生
活

が
あ

り
,そ

れ
が

２
つ

の
グ

ル
ー

プ
に

分
か

れ
て

い
ま

す
。

１
つ

は
,「

健
康

的
な

生
活

習
慣

グ
ル

ー
ル

（
A

グ
ル

ー
プ

）
」
こ

の
A

グ
ル

ー
プ

は
健

康
な

生
活

習
慣

が
維

持
さ

れ
て

い
ま

す
。

グ
ル

ー
プ

で
,バ

ラ
ン

ス
の

と
れ

た
食

事
を

１
日

３
食

規
則

正
し

く
食

べ
,運

動
を

心
が

け
て

い
ま

す
。

毎
日

の
生

活
を

活
動

的
に

行
い

,お
酒

は
適

量
を

楽
し

く
飲

み
,タ

バ
コ

は
吸

い
ま

せ
ん

。

も
う

１
つ

の
グ

ル
ー

プ
は

,「
不

健
康

な
生

活
習

慣
グ

ル
ー

プ
（B

グ
ル

ー
プ

）
」こ

の
B

グ
ル

ー
プ

は
,不

健
康

な
生

活
習

慣
が

日
常

生
活

と
な

っ
て

い
ま

す
。

グ
ル

ー
プ

で
,食

事
が

不
規

則
で

食
事

を
抜

い
た

り
,脂

っ
こ

い
食

べ
物

や
,味

付
け

の
濃

い
食

事
を

好
ん

で
食

べ
,満

腹
に

な
る

ま
で

食
べ

る
。

ま
た

,常
に

お
や

つ
を

食
べ

,お
酒

を
飲

み
過

ぎ
て

い
ま

す
。

喫
煙

を
し

て
い

ま
す

。
運

動
は

し
な

い
で

お
休

み
の

日
は

ご
ろ

ご
ろ

し
て

い
ま

す
。

私
達

は
こ

の
ど

ち
ら

か
の

グ
ル

ー
プ

で
生

活
を

し
て

い
ま

す
。

A
グ

ル
ー

プ
は

,現
在

の
生

活
を

継
続

す
る

こ
と

で
い

つ
ま

で
も

健
康

で
健

康
寿

命
の

延
命

に
も

つ
な

が
り

,自
立

し
て

健
康

で
有

意
義

な
人

生
を

送
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

問
題

は
B

グ
ル

ー
プ

の
生

活
を

し
て

い
る

人
た

ち
で

す
。

現
在

特
に

何
ら

か
の

症
状

も
出

て
い

な
い

か
ら

と
い

っ
て

そ
の

ま
ま

の
生

活
を

続
け

て
い

ま
す

と
川

の
流

れ
に

従
っ

て
下

っ
て

い
き

ま
す

。

し
か

し
,初

期
な

ら
ま

だ
A

グ
ル

ー
プ

の
生

活
へ

戻
れ

ま
す

。

生
活

習
慣

病
は

,初
期

の
こ

ろ
は

痛
み

な
ど

の
症

状
が

出
な

い
こ

と
が

多
い

為
,長

い
年

月
を

か
け

て
少

し
づ

つ
進

行
し

て
い

き
ま

す
。

そ
れ

に
気

づ
か

ず
に

生
活

を
し

て
い

ま
す

と
,肥

満
や

高
血

圧
・
高

血
糖

・
脂

質
異

常
症

な
ど

の
リ

ス
ク

が
出

始
め

ま
す

。

リ
ス

ク
が

重
な

り
ど

ん
ど

ん
進

行
し

,つ
い

に
は

脳
梗

塞
や

心
筋

梗
塞

な
ど

の
病

気
を

発
症

し
ま

す
。

最
後

に
は

取
り

返
し

が
つ

か
な

く
な

り
,生

活
機

能
の

低
下

で
自

立
で

き
ず

要
介

護
状

態
に

な
り

ま
す

。
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こ
の

イ
ラ

ス
ト

で
,生

活
習

慣
が

如
何

に
そ

の
人

の
健

康
や

人
生

を
左

右
す

る
の

か
が

お
分

か
り

に
な

る
と

思
い

ま
す

。

生
活

習
慣

病
の

重
症

化
合

併
症

の
リ

ス
ク

が
高

ま
る

要
因

と
し

て
タ

バ
コ

が
あ

げ
ら

れ
ま

す
。

タ
バ

コ
に

含
ま

れ
る

有
害

物
質

や
発

が
ん

物
質

は
,健

康
を

奪
う

だ
け

で
な

く
,家

族
や

友
人

,職
場

の
同

僚
な

ど
,大

切
な

人
の

健
康

も
奪

い
ま

す
。

喫
煙

者
の

多
く
は

,た
ば

こ
の

害
を

十
分

に
認

識
し

な
い

ま
ま

,未
成

年
の

う
ち

に
喫

煙
を

開
始

し
て

い
ま

す
が

,未
成

年
期

に
喫

煙
を

開
始

し
た

者
で

は
,成

人
に

な
っ

て
か

ら
喫

煙
を

開
始

し
た

者
に

比
べ

て
,こ

れ
ら

の
疾

患
の

危
険

性
は

よ
り

大
き

く
な

り
ま

す
。

さ
ら

に
,本

人
の

喫
煙

の
み

な
ら

ず
,周

囲
の

喫
煙

者
の

た
ば

こ
煙

に
よ

る
受

動
喫

煙
も

,肺
が

ん
や

虚
血

性
心

疾
患

,呼
吸

器
疾

患
,乳

幼
児

突
然

死
症

候
群

な
ど

の
危

険
因

子
で

す
。

ま
た

,た
ば

こ
に

含
ま

れ
る

ニ
コ

チ
ン

に
は

依
存

性
が

あ
り

,自
分

の
意

志
だ

け
で

は
,な

か
な

か
や

め
た

く
て

も
や

め
ら

れ
ま

せ
ん

。

し
か

し
,禁

煙
に

成
功

す
れ

ば
,喫

煙
を

継
続

し
た

場
合

に
比

べ
て

,こ
れ

ら
の

疾
患

の
危

険
性

は
減

少
し

ま
す

。

タ
バ

コ
は

,肺
が

ん
を

は
じ

め
と

し
て

喉
頭

が
ん

,口
腔

・
咽

頭
が

ん
,食

道
が

ん
,胃

が
ん

,膀
胱

が
ん

,腎
盂

・
尿

管
が

ん
,膵

が
ん

な
ど

多
く
の

が
ん

や
,虚

血
性

心
疾

患
,脳

血
管

疾
患

,慢
性

閉
塞

性
肺

疾
患

,歯
周

疾
患

な
ど

多
く
の

疾
患

,低
出

生
体

重
児

や
流

・
早

産
な

ど
妊

娠
に

関
連

し
た

異
常

の
危

険
因

子
で

す
。
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受
動

喫
煙

引
用

：
一

般
社

団
法

人
禁

煙
推

進
学

術
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
禁

煙
の

日
h
tt

p
:/

/
w

w
w

.k
in

e
n
n
o
h
i.j

p
/
le

ar
n
/
p
as

si
ve

.h
tm

l

た
ば

こ
の

煙
の

う
ち

,フ
ィ

ル
タ

ー
な

ど
吸

い
口

か
ら

喫
煙

者
が

吸
い

込
む

煙
を

「
主

流
煙

」
と

い
い

ま
す

。

喫
煙

者
が

吸
っ

て
吐

き
出

し
た

煙
を

「
呼

出
煙

」
と

い
い

ま
す

。

ま
た

,火
が

つ
い

た
部

分
か

ら
立

ち
上

る
煙

の
こ

と
を

「
副

流
煙

」
と

い
い

ま
す

。

空
気

中
に

は
,呼

出
煙

と
副

流
煙

が
混

ざ
っ

て
漂

う
こ

と
に

な
り

ま
す

が
,そ

う
い

う
煙

を
「
環

境
た

ば
こ

煙
」
と

呼
ん

で
い

ま
す

。

そ
し

て
そ

れ
を

吸
う

こ
と

を
「
受

動
喫

煙
」
と

い
い

ま
す

。

引
用

元
：
厚

生
労

働
省

受
動

喫
煙

対
策

の
ペ

ー
ジ

受
動

喫
煙

と
は

,他
人

の
喫

煙
に

よ
り

た
ば

こ
か

ら
発

生
し

た
煙

に
さ

ら
さ

れ
る

こ
と

で
,そ

の
煙

に
は

多
く
の

有
害

物
質

が
含

ま
れ

て
い

ま
す

。
受

動
喫

煙
を

含
め

,た
ば

こ
が

健
康

に
与

え
る

影
響

は
大

き
く

,が
ん

,呼
吸

器
疾

患
,循

環
器

疾
患

,脳
卒

中
な

ど
を

引
き

起
こ

す
リ

ス
ク

が
高

ま
り

ま
す

。
今

般
,望

ま
な

い
受

動
喫

煙
の

な
い

社
会

を
目

指
し

,法
律

が
改

正
さ

れ
ま

し
た

。

健
康

増
進

法
の

一
部

改
正

に
よ

り
,2

01
9年

７
月

１
日

か
ら

,病
院

や
学

校
,児

童
福

祉
施

設
,行

政
機

関
な

ど
に

お
い

て
敷

地
内

禁
煙

と
な

り
,屋

外
に

限
り

喫
煙

場
所

の
設

置
が

可
能

と
な

り
ま

す
。

ま
た

,2
02

0年
４

月
１

日
か

ら
は

,原
則

,飲
食

店
や

オ
フ

ィ
ス

・
事

業
所

な
ど

で
も

屋
内

禁
煙

と
な

り
,喫

煙
専

用
室

の
み

が
喫

煙
可

能
と

な
り

,2
0歳

未
満

の
方

は
,飲

食
店

や
事

業
所

に
あ

る
喫

煙
専

用
室

へ
の

立
入

が
禁

止
さ

れ
ま

す
。

基
本

的
な

考
え

方
は

,
【
第

１
】
「
望

ま
な

い
受

動
喫

煙
」
を

な
く
す

。
受

動
喫

煙
が

他
人

に
与

え
る

健
康

影
響

と
,喫

煙
者

が
一

定
程

度
い

ま
す

。

現
状

を
踏

ま
え

,屋
内

に
お

い
て

受
動

喫
煙

に
さ

ら
さ

れ
る

こ
と

を
望

ま
な

い
者

が
そ

の
よ

う
な

状
況

に
置

か
れ

る
こ

と
の

な
い

よ
う

に
す

る
こ

と
を

基
本

に
「
望

ま
な

い
受

動
喫

煙
」
を

な
く
す

よ
う

に
し

ま
す

。

【
第

２
】
受

動
喫

煙
に

よ
る

健
康

影
響

が
大

き
い

子
ど

も
,患

者
等

に
特

に
配

慮
す

る
。

子
ど

も
な

ど
20

歳
未

満
の

者
,患

者
等

は
受

動
喫

煙
に

よ
る

健
康

影
響

が
大

き
い

こ
と

を
考

慮
し

,こ
う

し
た

方
々

が
主

た
る

利
用

者
と

な
る

施
設

や
,屋

外
に

つ
い

て
,受

動
喫

煙
対

策
を

一
層

徹
底

し
ま

す
。

【
第

３
】
施

設
の

類
型

・
場

所
ご

と
に

対
策

を
実

施
す

る
。

「
望

ま
な

い
受

動
喫

煙
」
を

な
く
す

と
い

う
観

点
か

ら
,施

設
の

類
型

・
場

所
ご

と
に

,主
た

る
利

用
者

の
違

い
や

,受
動

喫
煙

が
他

人
に

与
え

る
健

康
影

響
の

程
度

に
応

じ
,喫

煙
措

置
や

喫
煙

場
所

の
特

定
を

行
う

と
と

も
に

,掲
示

の
義

務
付

け
な

ど
の

対
策

を
講

じ
ま

す
。

そ
の

際
,既

存
の

飲
食

店
の

う
ち

経
営

規
模

が
小

さ
い

事
業

者
が

運
営

す
る

も
の

に
つ

い
て

,事
業

継
続

に
配

慮
し

,必
要

な
措

置
を

講
ず

る
よ

う
に

し
ま

す
。
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高
齢

者
医

療
確

保
法

高
齢

者
医

療
確

保
法

高
齢

者
医

療
確

保
法

の
目

的
は

,

高
齢

者
医

療
確

保
法

目
的

国
民

の
高

齢
期

に
お

け
る

適
切

な
医

療
の

確
保

を
図

る
た

め
医

療
費

の
適

正
化

を
推

進
す

る
た

め
の

計
画

の
作

成
保

険

者
に

よ
る

健
康

診
査

等
の

実
施

に
関

す
る

措
置

を
講

ず
る

こ
の

法
律

は
、

国
民

の
高

齢
期

に
お

け
る

適
切

な
医

療
の

確
保

を
図

る
た

め
、

医
療

費
の

適
正

化
を

推
進

す
る

た
め

の
計

画
の

作
成

及
び

保
険

者
に

よ
る

健
康

診
査

等
の

実
施

に
関

す
る

措
置

を
講

ず
る

目
的

と
し

て
い

ま
す

。
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高
齢

者
医

療
確

保
法

目
的

高
齢

者
の

医
療

に
つ

い
て

国
民

の
共

同
連

帯
の

理
念

等
に

基
づ

き
前

期
高

齢
者

に
係

る
保

険
者

間
の

費
用

負
担

の
調

整

後
期

高
齢

者
に

対
す

る
適

切
な

医
療

の
給

付
等

を
行

う
た

め
に

必
要

な
制

度
を

設
け

も
つ

て
国

民
保

健
の

向
上

及
び

高
齢

者
の

福
祉

の
増

進
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

高
齢

者
の

医
療

に
つ

い
て

、
国

民
の

共
同

連
帯

の
理

念
等

に
基

づ
き

、
前

期
高

齢
者

に
係

る
保

険
者

間
の

費
用

負
担

の
調

整
、

後
期

高
齢

者
に

対
す

る
適

切
な

医
療

の
給

付
等

を
行

う
た

め
に

必
要

な
制

度
を

設
け

、
も

つ
て

国
民

保
健

の
向

上
及

び
高

齢
者

の
福

祉
の

増
進

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
い

ま
す

。

高
齢

者
医

療
確

保
法

基
本

的
理

念

国
民

は
自

助
と

連
帯

の
精

神
に

基
づ

き
自

ら
加

齢
に

伴
つ

て
生

ず
る

心
身

の
変

化
を

自
覚

し
て

常
に

健
康

の
保

持
増

進
に

努
め

る
と

と
も

に
高

齢
者

の
医

療
に

要
す

る
費

用
を

公
平

に
負

担
す

る
も

の
と

す
る

国
民

が
、

自
助

と
連

帯
の

精
神

に
基

づ
き

、
自

ら
加

齢
に

伴
つ

て
生

ず
る

心
身

の
変

化
を

自
覚

し
て

常
に

健
康

の
保

持
増

進
に

努
め

る
と

と
も

に
、

高
齢

者
の

医
療

に
要

す
る

費
用

を
公

平
に

負
担

す
る

こ
と

を
、

基
本

理
念

と
し

て
い

ま
す

。
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高
齢

者
医

療
確

保
法

基
本

的
理

念

２
国

民
は

年
齢

心
身

の
状

況
等

に
応

じ
職

域
若

し
く
は

地
域

又
は

家
庭

に
お

い
て

高
齢

期
に

お
け

る
健

康
の

保
持

を
図

る
た

め
の

適
切

な
保

健
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

る
機

会
を

与
え

ら
れ

る
も

の
と

す
る

2
国

民
が

、
年

齢
、

心
身

の
状

況
等

に
応

じ
、

職
域

若
し

く
は

地
域

又
は

家
庭

に
お

い
て

、
高

齢
期

に
お

け
る

健
康

の
保

持
を

図
る

た
め

の
適

切
な

保
健

サ
ー

ビ
ス

を
受

け
る

機
会

を
与

え
ら

れ
る

も
の

と
す

る
こ

と
を

、
基

本
理

念
と

し
て

い
ま

す
。

引
用

元
：
h
tt

p:
/
/
ya

m
ag

at
a-

ko
u
ik

i.j
p/

se
id

o
/
n
ar

it
ac

h
i.h

tm
l

老
人

保
健

法
の

改
正

に
つ

い
て

は
以

下
の

通
り

と
な

り
ま

す
。

（
国

の
責

務
）

第
三

条
国

は
、

国
民

の
高

齢
期

に
お

け
る

医
療

に
要

す
る

費
用

の
適

正
化

を
図

る
た

め
の

取
組

が
円

滑
に

実
施

さ
れ

、
高

齢
者

医
療

制
度

（
第

三
章

に
規

定
す

る
前

期
高

齢
者

に
係

る
保

険
者

間
の

費
用

負
担

の
調

整
及

び
第

四
章

に
規

定
す

る
後

期
高

齢
者

医
療

制
度

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
の

運
営

が
健

全
に

行
わ

れ
る

よ
う

必
要

な
各

般
の

措
置

を
講

ず
る

と
と

も
に

、
第

一
条

に
規

定
す

る
目

的
の

達
成

に
資

す
る

た
め

、
医

療
、

公
衆

衛
生

、
社

会
福

祉
そ

の
他

の
関

連
施

策
を

積
極

的
に

推
進

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
地

方
公

共
団

体
の

責
務

）

第
四

条
地

方
公

共
団

体
は

、
こ

の
法

律
の

趣
旨

を
尊

重
し

、
住

民
の

高
齢

期
に

お
け

る
医

療
に

要
す

る
費

用
の

適
正

化
を

図
る

た
め

の
取

組
及

び
高

齢
者

医
療

制
度

の
運

営
が

適
切

か
つ

円
滑

に
行

わ
れ

る
よ

う
所

要
の

施
策

を
実

施
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
保

険
者

の
責

務
）

第
五

条
保

険
者

は
、

加
入

者
の

高
齢

期
に

お
け

る
健

康
の

保
持

の
た

め
に

必
要

な
事

業
を

積
極

的
に

推
進

す
る

よ
う

努
め

る
と

と
も

に
、

高
齢

者
医

療
制

度
の

運
営

が
健

全
か

つ
円

滑
に

実
施

さ
れ

る
よ

う
協

力
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
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高
齢

者
医

療
確

保
法

国
の

責
務

国
は

国
民

の
高

齢
期

に
お

け
る

医
療

に

要
す

る
費

用
の

適
正

化
を

図
る

た
め

の
取

組
が

円
滑

に
実

施
さ

れ
高

齢
者

医
療

制
度

（
前

期
高

齢
者

に
係

る
保

険
者

間
の

費
用

負
担

の
調

整
後

期
高

齢
者

医
療

制

度
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
の

運
営

が
健

全
に

行
わ

れ
る

よ
う

必
要

な
各

般
の

措
置

を
講

ず
る

高
齢

者
医

療
確

保
法

で
は

、

国
民

の
高

齢
期

に
お

け
る

医
療

に
要

す
る

費
用

の
適

正
化

を
図

る
た

め
の

取
組

が
円

滑
に

実
施

さ
れ

,高
齢

者
医

療
制

度
（
前

期
高

齢
者

に
係

る
保

険
者

間
の

費
用

負
担

の
調

整
,後

期
高

齢
者

医
療

制
度

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
の

運
営

が
健

全
に

行
わ

れ
る

よ
う

必
要

な
各

般
の

措
置

を
講

ず
る

こ
と

を
、

国
の

責
務

と
し

て
い

ま
す

。

高
齢

者
医

療
確

保
法

国
の

責
務

第
一

条
に

規
定

す
る

目
的

の
達

成
に

資
す

る
た

め
医

療
公

衆
衛

生
社

会
福

祉

そ
の

他
の

関
連

施
策

を
積

極
的

に
推

進
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

高
齢

者
医

療
確

保
法

で
は

、

第
一

条
に

規
定

す
る

目
的

の
達

成
に

資
す

る
た

め
、

医
療

、
公

衆
衛

生
、

社
会

福
祉

そ
の

他
の

関
連

施
策

を
積

極
的

に
推

進
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

を
、

国
の

責
務

と
し

て
い

ま
す

。
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病
院

や
診

療
所

な
ど

は
医

療
を

患
者

へ
提

供
す

る
施

設
で

す
。

医
療

を
患

者
へ

提
供

す
る

に
あ

た
っ

て
,良

質
で

安
全

な
医

療
が

求
め

ら
れ

ま
す

。

そ
の

た
め

に
,国

は
法

律
で

医
療

提
供

に
つ

い
て

一
定

の
規

制
を

行
っ

て
い

ま
す

。

療
養

担
当

規
則

,療
養

の
給

付

正
式

に
は

保
険

医
療

機
関

及
び

保
険

医
療

養
担

当
規

則
と

い
い

,厚
生

労
働

省
令

で
す

保
険

医
療

機
関

や
保

険
医

が
保

険
診

療
を

行
う

上
で

守
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

基
本

的
な

規
則

を
定

め
て

い
ま

す

療
養

担
当

規
則

,療
養

の
給

付
と

は
,

健
康

保
険

法
第

7
0
条

で
保

険
医

療
機

関
の

責
務

,第
7
2
条

で
保

険
医

の
責

務
を

規
定

し
,

そ
の

責
務

は
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

た
「
保

険
医

療
機

関
及

び
保

険
医

療
養

担
当

規
則

」
で

す
。

保
険

医
療

機
関

や
保

険
医

が
,保

険
診

療
を

行
う

上
で

,守
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

基
本

的
な

規
則

を
定

め
て

お
り

,

保
険

医
が

「
療

養
担

当
規

則
」
に

基
づ

い
て

保
険

診
療

を
行

い
,保

険
医

療
機

関
が

診
療

報
酬

に
基

づ
き

,

保
険

請
求

を
行

う
こ

と
に

よ
り

保
険

医
療

が
成

立
し

ま
す

。

こ
の

規
則

を
守

ら
な

い
と

,責
務

を
怠

っ
た

と
し

て
,保

険
医

療
機

関
と

し
て

は
指

定
の

取
り

消
し

,保
険

医
と

し
て

は
登

録
の

取
り

消
し

の
処

分
を

受
け

ま
す

。

国
民

皆
保

険
を

考
え

る
と

,「
保

険
医

療
機

関
及

び
保

険
医

療
養

担
当

規
則

」
を

守
る

こ
と

は
非

常
に

重
要

と
な

り
ま

す
。
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療
養

給
付

の
範

囲

1
:診

察

2
:薬

剤
,治

療
材

料
の

支
給

3
:処

置
,手

術
そ

の
他

の
治

療

4
:在

宅
で

の
療

養
管

理
,看

護

5
:病

院
,診

療
所

へ
の

入
院

,看
護

第
一

章
保

険
医

療
機

関
の

療
養

担
当

(療
養

の
給

付
の

担
当

の
範

囲
)

第
一

条
保

険
医

療
機

関
が

担
当

す
る

療
養

の
給

付
並

び
に

被
保

険
者

及
び

被
保

険
者

で
あ

つ
た

者
並

び
に

こ
れ

ら
の

者
の

被
扶

養
者

の
療

養
(以

下
単

に
「
療

養
の

給
付

」
と

い
う

)の
範

囲
は

,次
の

と
お

り
で

す
。

１
診

察

２
薬

剤
又

は
治

療
材

料
の

支
給

３
処

置
,手

術
そ

の
他

の
治

療

４
居

宅
に

お
け

る
療

養
上

の
管

理
及

び
そ

の
療

養
に

伴
う

世
話

そ
の

他
の

看
護

５
病

院
又

は
診

療
所

へ
の

入
院

及
び

そ
の

療
養

に
伴

う
世

話
そ

の
他

の
看

護
で

す
。

療
養

の
給

付
の

担
当

方
針

保
険

医
療

機
関

は
,懇

切
丁

寧
に

療
養

の
給

付
を

担
当

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い

2
 保

険
医

療
機

関
が

担
当

す
る

療
養

の
給

付
は

,被
保

険
者

及
び

被
保

険
者

で
あ

っ
た

者
,こ

れ
ら

の
者

の
被

扶
養

者
で

あ
る

患
者

(以
下

「
患

者
」)

の
療

養
上

妥
当

適
切

な
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

療
養

の
給

付
の

担
当

方
針

は
、

第
二

条
保

険
医

療
機

関
は

,懇
切

丁
寧

に
療

養
の

給
付

を
担

当
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

2
 保

険
医

療
機

関
が

担
当

す
る

療
養

の
給

付
は

,被
保

険
者

及
び

被
保

険
者

で
あ

っ
た

者
,

並
び

に
こ

れ
ら

の
者

の
被

扶
養

者
で

あ
る

患
者

(以
下

単
に

「
患

者
」
と

い
う

)療
養

上
,妥

当
適

切
な

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

し
て

い
ま

す
。
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特
定

の
保

険
薬

局
へ

の
誘

導
禁

止

保
険

医
療

機
関

は
,当

該
保

険
医

療
機

関
に

お
い

て
健

康
保

険
の

診
療

に
従

事
し

て
い

ま
す

,保
険

医
(以

下
「
保

険
医

」
)の

行
う

処
方

せ
ん

の
交

付
に

関
し

,患
者

に
対

し
て

特
定

の
保

険
薬

局
に

お
い

て
調

剤
を

受
け

る
べ

き
旨

の
指

示
等

を
行

つ
て

は
な

ら
な

い

患
者

の
好

き
な

薬
局

に
持

っ
て

行
っ

て
良

い

特
定

の
保

険
薬

局
へ

の
誘

導
の

禁
止

と
は

、

第
二

条
の

五
保

険
医

療
機

関
は

、
当

該
保

険
医

療
機

関
に

お
い

て
、

健
康

保
険

の
診

療
に

従
事

し
て

い
ま

す

保
険

医
(以

下
「
保

険
医

」
)の

行
う

処
方

せ
ん

の
交

付
に

関
し

、
患

者
に

対
し

て
特

定
の

保
険

薬
局

に
お

い
て

、
調

剤
を

受
け

る
べ

き
旨

の
指

示
等

を
行

つ
て

は
な

ら
な

い
し

て
い

ま
す

。

特
定

の
保

険
薬

局
へ

の
誘

導
禁

止

2
保

険
医

療
機

関
は

,保
険

医
の

行
う

処
方

せ
ん

の
交

付
に

関
し

,患
者

に
対

し
て

特
定

の
保

険
薬

局
に

お
い

て
調

剤
を

受
け

る
べ

き
旨

の
指

示
等

を
行

う
こ

と
の

対
償

と
し

て
,

保
険

薬
局

か
ら

金
品

そ
の

他
の

財
産

上
の

利
益

を
収

受
し

て
は

な
ら

な
い

特
定

の
保

険
薬

局
へ

の
誘

導
の

禁
止

2
 保

険
医

療
機

関
は

,保
険

医
の

行
う

処
方

せ
ん

の
交

付
に

関
し

,患
者

に
対

し
て

特
定

の
保

険
薬

局
に

お
い

て
調

剤
を

受
け

る
べ

き
旨

の
指

示
等

を
行

う
こ

と
の

対
償

と
し

て
,保

険
薬

局
か

ら
金

品
そ

の
他

の
財

産
上

の
利

益
を

収
受

し
て

は
な

ら
な

い
し

て
い

ま
す

。
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受
給

資
格

の
確

認
第

三
条

保
険

医
療

機
関

は
,患

者
か

ら
療

養
の

給
付

を
受

け
る

こ
と

を
求

め
ら

れ
た

場
合

に
は

,そ
の

者
の

提
出

す
る

被
保

険
者

証
に

よ
っ

て
療

養
の

給
付

を
受

け
る

資
格

が
あ

る
こ

と
を

確
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

た
だ

し
,緊

急
や

む
を

得
な

い
事

由
に

よ
っ

て
被

保
険

者
証

を
提

出
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

患
者

で
あ

っ
て

,療
養

の
給

付
を

受
け

る
資

格
が

明
ら

か
な

も
の

に
つ

い
て

は
,こ

の
限

り
で

な
い

受
給

資
格

の
確

認
第

三
条

保
険

医
療

機
関

は
、

患
者

か
ら

療
養

の
給

付
を

受
け

る
こ

と
を

求
め

ら
れ

た
場

合
に

は
、

そ
の

者
の

提
出

す
る

被
保

険
者

証
に

よ
っ

て
療

養
の

給
付

を
受

け
る

資
格

が
あ

る
こ

と
を

確
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
定

め
て

い
ま

す
。

た
だ

し
、

緊
急

や
む

を
得

な
い

事
由

に
よ

っ
て

被
保

険
者

証
を

提
出

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
患

者
で

あ
っ

て
、

療
養

の
給

付
を

受
け

る
資

格
が

明
ら

か
な

も
の

に
つ

い
て

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
し

て
い

ま
す

。

領
収

証
の

交
付

第
五

条
の

二

保
険

医
療

機
関

は
,患

者
か

ら
費

用
の

支
払

を
受

け
る

と
き

は
,正

当
な

理
由

が
な

い
限

り
,個

別
の

費
用

ご
と

に
区

分
し

て
記

載
し

た
領

収
証

を
無

償
で

交
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

領
収

証
の

交
付

第
五

条
の

二
保

険
医

療
機

関
は

、
患

者
か

ら
費

用
の

支
払

を
受

け
る

と
き

は
、

正
当

な
理

由
が

な
い

限
り

、

個
別

の
費

用
ご

と
に

区
分

し
て

記
載

し
た

領
収

証
を

無
償

で
交

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
し

て
い

ま
す

。

298



食
事

療
養

第
五

条
の

三

保
険

医
療

機
関

は
,入

院
患

者
に

対
し

て
食

事
療

養
を

行
う

に
当

た
っ

て
は

,病
状

に
応

じ
て

適
切

に
行

う
と

と
も

に
,そ

の
提

供
す

る
食

事
の

内
容

の
向

上
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

食
事

療
養

第
五

条
の

三
保

険
医

療
機

関
は

,入
院

患
者

に
対

し
て

食
事

療
養

を
行

う
に

当
た

っ
て

は
,病

状
に

応
じ

て
適

切
に

行
う

と
と

も
に

,そ
の

提
供

す
る

食
事

の
内

容
の

向
上

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い

食
事

療
養

を
行

う
場

合
に

は
,次

項
に

規
定

す
る

場
合

を
除

き
,食

事
療

養
標

準
負

担
額

の
支

払
を

受
け

る
こ

と
に

よ
り

食
事

を
提

供
す

る
も

の
と

す
る

し
て

い
ま

す
。

生
活

療
養

第
五

条
の

三
の

二

保
険

医
療

機
関

は
,入

院
患

者
に

対
し

て
生

活
療

養
を

行
う

に
当

た
っ

て
は

,病
状

に
応

じ
て

適
切

に
行

う
と

と
も

に
,そ

の
提

供
す

る
食

事
の

内
容

の
向

上
並

び
に

温
度

,照
明

及
び

給
水

に
関

す
る

適
切

な
療

養
環

境
の

形
成

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い

(生
活

療
養

)

第
五

条
の

三
の

二
保

険
医

療
機

関
は

,入
院

患
者

に
対

し
て

生
活

療
養

を
行

う
に

当
た

っ
て

は
,病

状
に

応
じ

て
適

切
に

行
う

と
と

も
に

,そ
の

提
供

す
る

食
事

の
内

容
の

向
上

並
び

に
温

度
,照

明
及

び
給

水
に

関
す

る
適

切
な

療
養

環
境

の
形

成
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
定

め
て

い
ま

す
。

生
活

療
養

を
行

う
場

合
に

は
,
生

活
療

養
標

準
負

担
額

の
支

払
を

受
け

る
こ

と
に

よ
り

食
事

を
提

供
し

,温
度

,照
明

及
び

給
水

に
関

す
る

適
切

な
療

養
環

境
を

形
成

す
る

も
の

し
て

い
ま

す
。
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証
明

書
等

の
交

付
第

六
条

保
険

医
療

機
関

は
,患

者
か

ら
保

険
給

付
を

受
け

る
た

め
に

必
要

な
保

険
医

療
機

関
又

は
保

険
医

の
証

明
書

,意
見

書
等

の
交

付
を

求
め

ら
れ

た
と

き
は

,無
償

で
交

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

証
明

書
等

の
交

付

第
六

条
保

険
医

療
機

関
は

,患
者

か
ら

保
険

給
付

を
受

け
る

た
め

に
必

要
な

保
険

医
療

機
関

又
は

保
険

医
の

証
明

書
,

意
見

書
等

の
交

付
を

求
め

ら
れ

た
と

き
は

,無
償

で
交

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

し
て

い
ま

す
。

診
療

録
の

記
載

及
び

整
備

第
八

条

保
険

医
療

機
関

は
,第

２
２

条
の

規
定

に
よ

る
診

療
録

に
療

養
の

給
付

の
担

当
に

関
し

必
要

な
事

項
を

記
載

し
,こ

れ
を

他
の

診
療

録
と

区
別

し
て

整
備

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い

診
療

録
の

記
載

及
び

整
備

第
八

条
険

医
療

機
関

は
,第

二
十

二
条

の
規

定
に

よ
る

診
療

録
に

療
養

の
給

付
の

担
当

に
関

し
必

要
な

事
項

を
記

載
し

,

こ
れ

を
他

の
診

療
録

と
区

別
し

て
整

備
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

し
て

い
ま

す
。
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帳
簿

等
の

保
存

第
九

条

保
険

医
療

機
関

は
,療

養
の

給
付

の
担

当
に

関
す

る
帳

簿
及

び
書

類
そ

の
他

の
記

録
を

そ
の

完
結

の
日

か
ら

三
年

間
保

存
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

た
だ

し
,患

者
の

診
療

録
に

あ
っ

て
は

,
そ

の
完

結
の

日
か

ら
五

年
間

と
す

る

帳
簿

等
の

保
存

第
九

条
保

険
医

療
機

関
は

,療
養

の
給

付
の

担
当

に
関

す
る

帳
簿

及
び

書
類

そ
の

他
の

記
録

を
そ

の
完

結
の

日
か

ら
三

年
間

保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
,患

者
の

診
療

録
に

あ
っ

て
は

,そ
の

完
結

の
日

か
ら

五
年

間
と

す
る

し
て

い
ま

す
。

診
療

の
一

般
的

方
針

第
十

二
条

保
険

医
の

診
療

は
,一

般
に

医
師

又
は

歯
科

医
師

と
し

て
診

療
の

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
疾

病
又

は
負

傷
に

対
し

て
,適

確
な

診
断

を
も

と
と

し
,患

者
の

健
康

の
保

持
増

進
上

妥
当

適
切

に
行

わ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

第
二

章
保

険
医

の
診

療
方

針
等

診
療

の
一

般
的

方
針

第
十

二
条

保
険

医
の

診
療

は
,一

般
に

医
師

又
は

歯
科

医
師

と
し

て
診

療
の

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
疾

病
又

は
負

傷
に

対
し

て
,適

確
な

診
断

を
も

と
と

し
,患

者
の

健
康

の
保

持
増

進
上

妥
当

適
切

に
行

わ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

し
て

い
ま

す
。
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療
養

及
び

指
導

の
基

本
準

則
第

十
三

条

保
険

医
は

,診
療

に
当

つ
て

は
,懇

切
丁

寧
を

旨
と

し
,療

養
上

必
要

な
事

項
は

理
解

し
易

い
よ

う
に

指
導

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い

療
養

及
び

指
導

の
基

本
準

則

第
十

三
条

保
険

医
は

,診
療

に
当

つ
て

は
,懇

切
丁

寧
を

旨
と

し
,療

養
上

必
要

な
事

項
は

理
解

し
易

い
よ

う
に

指
導

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

し
て

い
ま

す
。

転
医

及
び

対
診

第
十

六
条

保
険

医
は

,患
者

の
疾

病
又

は
負

傷
が

自
己

の
専

門
外

に
わ

た
る

も
の

で
あ

る
と

き
,又

は
そ

の
診

療
に

つ
い

て
疑

義
が

あ
る

と
き

は
,他

の
保

険
医

療
機

関
へ

転
医

さ
せ

,又
は

他
の

保
険

医
の

対
診

を
求

め
る

等
診

療
に

つ
い

て
適

切
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い

転
医

及
び

対
診

第
十

六
条

保
険

医
は

,患
者

の
疾

病
又

は
負

傷
が

自
己

の
専

門
外

に
わ

た
る

も
の

で
あ

る
と

き
,又

は
そ

の
診

療
に

つ
い

て
疑

義
が

あ
る

と
き

は
,他

の
保

険
医

療
機

関
へ

転
医

さ
せ

,又
は

他
の

保
険

医
の

対
診

を
求

め
る

等
診

療
に

つ
い

て
適

切
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

し
て

い
ま

す
。
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診
療

に
関

す
る

照
会

第
十

六
条

の
二

保
険

医
は

,そ
の

診
療

し
た

患
者

の
疾

病
又

は
負

傷
に

関
し

,他
の

保
険

医
療

機
関

又
は

保
険

医
か

ら
照

会
が

あ
つ

た
場

合
に

は
,こ

れ
に

適
切

に
対

応
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

診
療

に
関

す
る

照
会

第
十

六
条

の
二

保
険

医
は

,そ
の

診
療

し
た

患
者

の
疾

病
又

は
負

傷
に

関
し

,他
の

保
険

医
療

機
関

又
は

保
険

医
か

ら

照
会

が
あ

つ
た

場
合

に
は

,こ
れ

に
適

切
に

対
応

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

し
て

い
ま

す
。

施
術

の
同

意
第

十
七

条

保
険

医
は

,患
者

の
疾

病
又

は
負

傷
が

自
己

の
専

門
外

に
わ

た
る

も
の

で
あ

る
と

い
う

理
由

に
よ

っ
て

,み
だ

り
に

,施
術

業
者

の
施

術
を

受
け

さ
せ

る
こ

と
に

同
意

を
与

え
て

は
な

ら
な

い

施
術

の
同

意

第
十

七
条

保
険

医
は

,患
者

の
疾

病
又

は
負

傷
が

自
己

の
専

門
外

に
わ

た
る

も
の

で
あ

る
と

い
う

理
由

に
よ

っ
て

,み
だ

り
に

,施
術

業
者

の
施

術
を

受
け

さ
せ

る
こ

と
に

同
意

を
与

え
て

は
な

ら
な

い
と

し
て

い
ま

す
。
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特
殊

療
法

等
の

禁
止

第
十

八
条

保
険

医
は

,特
殊

な
療

法
又

は
新

し
い

療
法

等
に

つ
い

て
は

,厚
生

労
働

大
臣

の
定

め
る

も
の

の
ほ

か
行

つ
て

は
な

ら
な

い

特
殊

療
法

等
の

禁
止

第
十

八
条

保
険

医
は

,特
殊

な
療

法
又

は
新

し
い

療
法

等
に

つ
い

て
は

,厚
生

労
働

大
臣

の
定

め
る

も
の

の
ほ

か
行

つ
て

は
な

ら
な

い
と

し
て

い
ま

す
。

診
療

の
具

体
的

方
針

第
二

十
条

一
診

察
イ

診
察

は
,特

に
患

者
の

職
業

上
,

環
境

上
の

特
性

等
を

顧
慮

し
て

行
う

口
健

康
診

断
は

,療
養

の
給

付
の

対
象

と
し

て
行

つ
て

は
な

ら
な

い
ハ

往
診

は
,診

療
上

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

行
う

診
療

の
具

体
的

方
針

第
二

十
条

医
師

で
あ

る
保

険
医

の
診

療
の

具
体

的
方

針
は

,前
十

二
条

の
規

定
に

よ
る

ほ
か

,次
に

掲
げ

る
と

こ
ろ

に
よ

る
も

の
と

す
る

一
診

察

イ
診

察
は

,特
に

患
者

の
職

業
上

及
び

環
境

上
の

特
性

等
を

顧
慮

し
て

行
う

口
健

康
診

断
は

,療
養

の
給

付
の

対
象

と
し

て
行

つ
て

は
な

ら
な

い

ハ
往

診
は

,診
療

上
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
行

う
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診
療

の
具

体
的

方
針

第
二

十
条

一
診

察
二

各
種

の
検

査
は

,診
療

上
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
行

う
ホ

ニ
に

よ
る

ほ
か

,各
種

の
検

査
は

,
研

究
の

目
的

を
も

つ
て

行
つ

て
は

な
ら

な
い

、
た

だ
し

,治
験

に
係

る
検

査
に

つ
い

て
は

,こ
の

限
り

で
な

い

二
各

種
の

検
査

は
,診

療
上

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

行
う

ホ
ニ

に
よ

る
ほ

か
,各

種
の

検
査

は
,研

究
の

目
的

を
も

つ
て

行
つ

て
は

な
ら

な
い

た
だ

し
,治

験
に

係
る

検
査

に
つ

い
て

は
,

こ
の

限
り

で
な

い
と

し
て

い
ま

す
。

診
療

の
具

体
的

方
針

第
二

十
条

二
投

薬
イ

投
薬

は
,必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
行

う
口

治
療

上
一

剤
で

足
り

る
場

合
に

は
一

剤
を

投
与

し
,必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
二

剤
以

上
を

投
与

す
る

二
投

薬

イ
投

薬
は

,必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

行
う

口
治

療
上

一
剤

で
足

り
る

場
合

に
は

一
剤

を
投

与
し

,必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

二
剤

以
上

を
投

与
す

る

と
し

て
い

ま
す

。
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診
療

の
具

体
的

方
針

第
二

十
条

二
投

薬
ハ

同
一

の
投

薬
は

,み
だ

り
に

反
覆

せ
ず

,
症

状
の

経
過

に
応

じ
て

投
薬

の
内

容
を

変
更

す
る

等
の

考
慮

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

ハ
同

一
の

投
薬

は
,み

だ
り

に
反

覆
せ

ず
,症

状
の

経
過

に
応

じ
て

投
薬

の
内

容
を

変
更

す
る

等
の

考
慮

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
し

て
い

ま
す

。

診
療

の
具

体
的

方
針

第
二

十
条

二
投

薬
二

投
薬

を
行

う
に

当
た

っ
て

は
,薬

事
法

第
1
4
条

の
4
第

1項
各

号
に

掲
げ

る
医

薬
品

(以
下

「
新

医
薬

品
等

」と
い

う
)と

そ
の

有
効

成
分

,分
量

,用
法

,用
量

,効
能

,効
果

が
同

一
性

を
有

す
る

医
薬

品
と

し
て

,同
法

第
1
4
条

の
規

定
に

よ
る

製
造

販
売

の
承

認
(以

下
「
承

認
」
)が

な
さ

れ
た

も
の

二
投

薬
を

行
う

に
当

た
っ

て
は

,薬
事

法
第

1
4
条

の
4
第

1
項

各
号

に
掲

げ
る

医
薬

品
(以

下
「
新

医
薬

品
等

」
と

い
う

)と

そ
の

有
効

成
分

,分
量

,用
法

,用
量

,効
能

及
び

効
果

が
同

一
性

を
有

す
る

医
薬

品
と

し
て

,同
法

第
1
4
条

の
規

定
に

よ
る

製
造

販
売

の
承

認
(以

下
「
承

認
」
と

い
う

)が
な

さ
れ

た
も

の
と

し
て

い
ま

す
。
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診
療

の
具

体
的

方
針

第
二

十
条

二
投

薬
ホ

栄
養

,安
静

,運
動

,職
場

転
換

そ
の

他
療

養
上

の
注

意
を

行
う

こ
と

に
よ

り
,治

療
の

効
果

を
挙

げ
る

こ
と

が
で

き
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

は
,こ

れ
ら

に
関

し
指

導
を

行
い

,み
だ

り
に

投
薬

を
し

て
は

な
ら

な
い

ホ
栄

養
,安

静
,運

動
,職

場
転

換
そ

の
他

療
養

上
の

注
意

を
行

う
こ

と
に

よ
り

,治
療

の
効

果
を

挙
げ

る
こ

と
が

で
き

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
は

,こ
れ

ら
に

関
し

指
導

を
行

い
,み

だ
り

に
投

薬
を

し
て

は
な

ら
な

い
と

し
て

い
ま

す
。

診
療

の
具

体
的

方
針

第
二

十
条

二
投

薬
へ

投
薬

量
は

,予
見

す
る

こ
と

が
で

き
る

必
要

期
間

に
従

つ
た

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
と

し
,厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
内

服
薬

及
び

外
用

薬
に

つ
い

て
は

当
該

厚
生

労
働

大
臣

が
定

め
る

内
服

薬
及

び
外

用
薬

ご
と

に
1
回

14
日

分
,3

0
日

分
又

は
9
0
日

分
を

限
度

と
す

る

へ
投

薬
量

は
,予

見
す

る
こ

と
が

で
き

る
必

要
期

間
に

従
つ

た
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

と
し

,厚
生

労
働

大
臣

が
定

め
る

内
服

薬
及

び
外

用
薬

に
つ

い
て

は
当

該
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
内

服
薬

及
び

外
用

薬
ご

と
に

1
回

1
4
日

分
,3

0
日

分
又

は
9
0
日

分
を

限
度

と
す

る
と

し
て

い
ま

す
。
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診
療

の
具

体
的

方
針

第
二

十
条

二
投

薬
卜

注
射

薬
は

,患
者

に
療

養
上

必
要

な
事

項
に

つ
い

て
適

切
な

注
意

,指
導

を
行

い
,

厚
生

労
働

大
臣

の
定

め
る

注
射

薬
に

限
り

投
与

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

投
与

量
は

,症
状

の
経

過
に

応
じ

た
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

ず
,
1
回

1
4
日

分
,3

0
日

分
又

は
9
0
日

分
を

限
度

と
す

る

卜
注

射
薬

は
,患

者
に

療
養

上
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

適
切

な
注

意
及

び
指

導
を

行
い

,厚
生

労
働

大
臣

の
定

め
る

注
射

薬
に

限
り

投
与

す
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
し

,そ
の

投
与

量
は

,症
状

の
経

過
に

応
じ

た
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

ず
,厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
も

の
に

つ
い

て
は

当
該

厚
生

労
働

大
臣

が
定

め
る

も
の

ご
と

に
1
回

1
4
日

分
,3

0
日

分
又

は
9
0
日

分
を

限
度

と
す

る
と

し
て

い
ま

す
。

診
療

の
具

体
的

方
針

第
二

十
条

三
処

方
せ

ん
の

交
付

イ
処

方
せ

ん
の

使
用

期
間

は
,交

付
の

日
を

含
め

て
4
日

以
内

と
す

る
た

だ
し

,長
期

の
旅

行
等

特
殊

の
事

情
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

は
,こ

の
限

り
で

な
い

三
処

方
せ

ん
の

交
付

イ
処

方
せ

ん
の

使
用

期
間

は
,交

付
の

日
を

含
め

て
4
日

以
内

と
す

る
。

た
だ

し
,長

期
の

旅
行

等
特

殊
の

事
情

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
は

,こ
の

限
り

で
な

い
。

口
前

イ
に

よ
る

ほ
か

,処
方

せ
ん

の
交

付
に

関
し

て
は

,前
号

に
定

め
る

投
薬

の
例

に
よ

る

と
し

て
い

ま
す

。
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診
療

の
具

体
的

方
針

第
二

十
条

四
注

射
イ

注
射

は
,次

に
掲

げ
る

場
合

に
行

う
(1

)経
口

投
与

に
よ

っ
て

胃
腸

障
害

を
起

す
お

そ
れ

が
あ

る
と

き
,経

口
投

与
を

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
と

き
,経

口
投

与
に

よ
っ

て
は

治
療

の
効

果
を

期
待

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
と

き

四
注

射

イ
注

射
は

,次
に

掲
げ

る
場

合
に

行
う

(1
)経

口
投

与
に

よ
っ

て
胃

腸
障

害
を

起
す

お
そ

れ
が

あ
る

と
き

,経
口

投
与

を
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

と
き

,又
は

経
口

投
与

に
よ

っ
て

は
治

療
の

効
果

を
期

待
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

と
き

と
し

て
い

ま
す

。

診
療

の
具

体
的

方
針

第
二

十
条

四
注

射
イ

注
射

は
,次

に
掲

げ
る

場
合

に
行

う
(2

)特
に

迅
速

な
治

療
の

効
果

を
期

待
す

る
必

要
が

あ
る

と
き

(3
)そ

の
他

注
射

に
よ

ら
な

け
れ

ば
治

療
の

効
果

を
期

待
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

き

四
注

射

(2
)特

に
迅

速
な

治
療

の
効

果
を

期
待

す
る

必
要

が
あ

る
と

き

(3
)そ

の
他

注
射

に
よ

ら
な

け
れ

ば
治

療
の

効
果

を
期

待
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

き

と
し

て
い

ま
す

。
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診
療

の
具

体
的

方
針

第
二

十
条

四
注

射
口

内
服

薬
と

の
併

用
は

,こ
れ

に
よ

っ
て

著
し

く
治

療
の

効
果

を
挙

げ
る

こ
と

が
明

ら
か

な
場

合
又

は
内

服
薬

の
投

与
だ

け
で

は
治

療
の

効
果

を
期

待
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
場

合
に

限
っ

て
行

う

四
注

射

口
内

服
薬

と
の

併
用

は
,こ

れ
に

よ
っ

て
著

し
く
治

療
の

効
果

を
挙

げ
る

こ
と

が
明

ら
か

な
場

合
又

は
内

服
薬

の
投

与
だ

け
で

は
治

療
の

効
果

を
期

待
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
場

合
に

限
っ

て
行

う

と
し

て
い

ま
す

。

診
療

の
具

体
的

方
針

第
二

十
条

四
注

射
ハ

混
合

注
射

は
,合

理
的

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

行
う

二
輸

血
又

は
電

解
質

,血
液

代
用

剤
の

補
液

は
,必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
行

う

四
注

射

ハ
混

合
注

射
は

,合
理

的
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
行

う

二
輸

血
又

は
電

解
質

若
し

く
は

血
液

代
用

剤
の

補
液

は
,必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
行

う

と
し

て
い

ま
す

。
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診
療

の
具

体
的

方
針

第
二

十
条

五
手

術
及

び
処

置
イ

手
術

は
,必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
行

う
口

処
置

は
,必

要
の

程
度

に
お

い
て

行
う

五
手

術
及

び
処

置

イ
手

術
は

,必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

行
う

口
処

置
は

,必
要

の
程

度
に

お
い

て
行

う

と
し

て
い

ま
す

。

診
療

の
具

体
的

方
針

第
二

十
条

六
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
は

,必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

行
う

六
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
は

,必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

行
う

と
し

て
い

ま
す

。
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診
療

の
具

体
的

方
針

第
二

十
条

七
入

院
イ

入
院

の
指

示
は

,療
養

上
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
行

う
口

単
な

る
疲

労
回

復
,正

常
分

べ
ん

通
院

の
不

便
等

の
た

め
の

入
院

の
指

示
は

行
わ

な
い

七
入

院

イ
入

院
の

指
示

は
,療

養
上

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

行
う

口
単

な
る

疲
労

回
復

,正
常

分
べ

ん
通

院
の

不
便

等
の

た
め

の
入

院
の

指
示

は
行

わ
な

い
と

し
て

い
ま

す
。

診
療

の
具

体
的

方
針

第
二

十
条

七
入

院
ハ

保
険

医
は

,患
者

の
負

担
に

よ
り

,
患

者
に

保
険

医
療

機
関

の
従

業
者

以
外

の
者

に
よ

る
看

護
を

受
け

さ
せ

て
は

な
ら

な
い

ハ
保

険
医

は
,患

者
の

負
担

に
よ

り
,患

者
に

保
険

医
療

機
関

の
従

業
者

以
外

の
者

に
よ

る
看

護
を

受
け

さ
せ

て
は

な
ら

な
い

と
し

て
い

ま
す

。
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診
療

録
の

記
載

第
二

十
二

条

保
険

医
は

,患
者

の
診

療
を

行
っ

た
場

合
に

は
,遅

滞
な

く
,様

式
第

一
号

又
は

こ
れ

に
準

ず
る

様
式

の
診

療
録

に
,当

該
診

療
に

関
し

必
要

な
事

項
を

記
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い

診
療

録
の

記
載

第
二

十
二

条
保

険
医

は
,患

者
の

診
療

を
行

っ
た

場
合

に
は

,遅
滞

な
く
,様

式
第

一
号

又
は

こ
れ

に
準

ず
る

様
式

の
診

療
録

に
,当

該
診

療
に

関
し

必
要

な
事

項
を

記
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

し
て

い
ま

す
。

処
方

せ
ん

の
交

付
第

二
十

三
条

保
険

医
は

,処
方

せ
ん

を
交

付
す

る
場

合
に

は
,様

式
第

二
号

又
は

こ
れ

に
準

ず
る

様
式

の
処

方
せ

ん
に

必
要

な
事

項
を

記
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い

2
 保

険
医

は
,交

付
し

た
処

方
せ

ん
に

関
し

,
保

険
薬

剤
師

か
ら

疑
義

の
照

会
が

あ
っ

た
場

合
に

は
, 
こ

れ
に

適
切

に
対

応
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

処
方

せ
ん

の
交

付

第
二

十
三

条
保

険
医

は
,処

方
せ

ん
を

交
付

す
る

場
合

に
は

,様
式

第
二

号
又

は
こ

れ
に

準
ず

る
様

式
の

処
方

せ
ん

に
必

要
な

事
項

を
記

載
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

2
 保

険
医

は
,そ

の
交

付
し

た
処

方
せ

ん
に

関
し

,保
険

薬
剤

師
か

ら
疑

義
の

照
会

が
あ

っ
た

場
合

に
は

, 
こ

れ
に

適
切

に

対
応

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

し
て

い
ま

す
。
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適
正

な
費

用
の

請
求

の
確

保
第

二
十

三
条

の
二

保
険

医
は

,そ
の

行
っ

た
診

療
に

関
す

る
情

報
の

提
供

等
に

つ
い

て
,保

険
医

療
機

関
が

行
う

療
養

の
給

付
に

関
す

る
費

用
の

請
求

が
適

正
な

も
の

と
な

る
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い

適
正

な
費

用
の

請
求

の
確

保

第
二

十
三

条
の

二
保

険
医

は
,そ

の
行

っ
た

診
療

に
関

す
る

情
報

の
提

供
等

に
つ

い
て

,保
険

医
療

機
関

が
行

う
療

養
の

給
付

に
関

す
る

費
用

の
請

求
が

適
正

な
も

の
と

な
る

よ
う

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
し

て
い

ま
す

。
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A
Iと

Io
T
を

駆
使

し
て

地
域

医
療

連
携

と
チ

ー
ム

医
療

を
サ

ポ
ー

ト
で

き
る

高
度

IT
人

材
育

成
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム

A
Iと

Io
T
を

駆
使

し
て

地
域

医
療

連
携

と
チ

ー
ム

医
療

を
サ

ポ
ー

ト
で

き
る

高
度

IT
人

材
育

成
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム

医
療

情
報

技
師

に
求

め
ら

れ
る

知
識

・
技

術
,能

力

日
本

医
療

情
報

学
会

医
療

情
報

技
師

育
成

部
会

：
「
医

療
情

報
技

師
医

療
情

報
技

術
の

専
門

的
人

材
と

し
て

」
ht

tp
s:

//w
w

w.
ja

m
i.j

p/
ja

di
te

/n
ew

/fi
rs

t/i
nf

o-
f.h

tm
l

2

３
C

（
必

要
な

資
質

）
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

（
C

o
m

m
u
n
ic

at
io

n
）

コ
ラ

ボ
レ

ー
シ

ョ
ン

（
C

o
lla

b
o
ra

ti
o
n
）

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

シ
ョ

ン
（
C

o
o
rd

in
at

io
n
）

１
）
情

報
処

理
技

術

・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク

・
デ

ー
タ

ベ
ー

ス

・
情

報
シ

ス
テ

ム
開

発

・
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ

２
）
医

学
・
医

療

・
医

療
制

度

・
医

療
・
病

院
管

理

・
社

会
医

学

・
臨

床
医

学

３
）
医

療
情

報
シ

ス
テ

ム

・
医

療
情

報
の

倫
理

・
医

療
情

報
シ

ス
テ

ム

・
医

療
記

録
の

電
子

化

・
医

療
情

報
の

標
準

化

・
医

療
情

報
の

分
析

２
)医

学
･医

療
に

関
す

る
こ

と
の

中
の

、
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健
康

指
標

と
予

防
医

学

衛
生

行
政

は
,日

本
国

憲
法

第
25

条
の

「
1す

べ
て

国
民

は
,健

康
で

文
化

的
な

最
低

限
度

の
生

活
を

営
む

権
利

を
有

す
る

。
2国

は
,す

べ
て

の
生

活
部

面
に

つ
い

て
,社

会
福

祉
,社

会
保

障
及

び
公

衆
衛

生
の

向
上

及
び

増
進

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

」
と

す
る

規
定

に
基

づ
き

,す
べ

て
の

国
民

の
健

康
増

進
と

資
質

の
向

上
を

図
る

た
め

,行
政

主
体

(国
や

地
方

公
共

団
体

)に
よ

っ
て

行
わ

れ
る

活
動

で
す

。

そ
れ

は
,福

祉
国

家
の

理
念

に
合

致
し

,福
祉

国
家

形
成

の
た

め
の

保
健

衛
生

関
係

の
立

法
に

基
づ

い
て

展
開

さ
れ

る
も

の
で

す
。

<
キ

ー
ワ

ー
ド

>

人
口

動
態

統
計

・
人

口
静

態
統

計
平

均
寿

命
有

病
率

罹
患

率
健

康
寿

命
特

定
健

康
診

査
(特

定
健

診
)

特
定

保
健

指
導

衛
生

行
政

は
,日

本
国

憲
法

第
25

条
の

「
1す

べ
て

国
民

は
,健

康
で

文
化

的
な

最
低

限
度

の
生

活
を

営
む

権
利

を
有

す
る

。
2国

は
,す

べ
て

の
生

活
部

面
に

つ
い

て
,社

会
福

祉
,社

会
保

障
及

び
公

衆
衛

生
の

向
上

及
び

増
進

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

」
と

す
る

規
定

に
基

づ
き

,す
べ

て
の

国
民

の
健

康
増

進
と

資
質

の
向

上
を

図
る

た
め

,行
政

主
体

(国
や

地
方

公
共

団
体

)に
よ

っ
て

行
わ

れ
る

活
動

で
す

。

そ
れ

は
,福

祉
国

家
の

理
念

に
合

致
し

,福
祉

国
家

形
成

の
た

め
の

保
健

衛
生

関
係

の
立

法
に

基
づ

い
て

展
開

さ
れ

る
も

の
で

す
。
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人
口

動
態

統
計

人
口

静
態

統
計

人
口

動
態

統
計

と
人

口
静

態
統

計
で

す

人
口

動
態

統
計

産
出

生
・
死

亡
・
婚

姻
・
離

婚
・死

産
５

種
類

の
「
人

口
動

態
事

象
」を

把
握

人
口

及
び

厚
生

労
働

行
政

施
策

の
基

礎
資

料
を

得
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

い
る

（
1
）
出

生
票

：
出

生
の

年
月

日
,場

所
,体

重
,父

母
の

氏
名

及
び

年
齢

等
出

生
届

に
基

づ
く
事

項

人
口

動
態

統
計

と
は

、

出
生

・
死

亡
・
婚

姻
・
離

婚
及

び
死

産
の

５
種

類
の

「
人

口
動

態
事

象
」
を

把
握

し
、

人
口

及
び

厚
生

労
働

行
政

施
策

の
基

礎
資

料
を

得
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

い
ま

す
。

出
生

・
死

亡
・
婚

姻
及

び
離

婚
に

つ
い

て
は

「
戸

籍
法

」
に

よ
り

、
死

に
つ

い
て

は
「
死

産
の

届
出

に
関

す
る

規
程

」
に

よ
り

、
市

区
町

村
長

に
届

け
出

ら
れ

る
各

種
届

出
書

か
ら

「
人

口
動

態
調

査
票

」
が

市
区

町
村

で
作

成
さ

れ
ま

す
。

調
査

票
は

、
保

健
所

長
及

び
都

道
府

県
知

事
を

経
由

し
て

、
厚

生
労

働
大

臣
に

提
出

さ
れ

、
厚

生
労

働
省

で
は

こ
れ

ら
の

調
査

票
を

集
計

し
て

人
口

動
態

統
計

を
作

成
し

て
い

ま
す

。

そ
の

概
要

は
次

の
と

お
り

で
す

。

出
生

票
：
出

生
の

年
月

日
、

場
所

、
体

重
、

父
母

の
氏

名
及

び
年

齢
等

出
生

届
に

基
づ

く
事

項

317



人
口

動
態

統
計

（
2
）
死

亡
票

：
死

亡
者

の
生

年
月

日
,住

所
,死

亡
の

年
月

日
等

死
亡

届
に

基
づ

く
事

項

（
3
）
死

産
票

：
死

産
の

年
月

日
,場

所
,父

母
の

年
齢

等
死

産
届

に
基

づ
く
事

項

死
亡

票
：
死

亡
者

の
生

年
月

日
、

住
所

、
死

亡
の

年
月

日
等

死
亡

届
に

基
づ

く
事

項

死
産

票
：
死

産
の

年
月

日
、

場
所

、
父

母
の

年
齢

等
死

産
届

に
基

づ
く
事

項

人
口

動
態

統
計

（
4
）
婚

姻
票

：
夫

妻
の

生
年

月
,夫

の
住

所
,初

婚
・再

婚
の

別
等

婚
姻

届
に

基
づ

く
事

項

（
5
）
離

婚
票

：
夫

妻
の

生
年

月
,住

所
,離

婚
の

種
類

等
離

婚
届

に
基

づ
く
事

項

婚
姻

票
：
夫

妻
の

生
年

月
、

夫
の

住
所

、
初

婚
・
再

婚
の

別
等

婚
姻

届
に

基
づ

く
事

項

離
婚

票
：
夫

妻
の

生
年

月
、

住
所

、
離

婚
の

種
類

等
離

婚
届

に
基

づ
く
事

項

の
5種

類
が

調
査

事
項

で
す

。
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人
口

動
態

統
計

用
語

の
解

説

自
然

増
減

：
出

生
数

か
ら

死
亡

数
を

減
じ

た
も

の
乳

児
死

亡
：

生
後

1
年

未
満

の
死

亡
を

い
う

新
生

児
死

亡
：

生
後

4
週

未
満

の
死

亡
を

い
う

早
期

新
生

児
死

亡
：

生
後

1
週

未
満

の
死

亡
を

い
う

用
語

の
説

明

自
然

増
減

：
出

生
数

か
ら

死
亡

数
を

減
じ

た
も

の
を

い
う

乳
児

死
亡

：
生

後
1年

未
満

の
死

亡
を

い
う

新
生

児
死

亡
：
生

後
4週

未
満

の
死

亡
を

い
う

早
期

新
生

児
死

亡
：
生

後
1週

未
満

の
死

亡
を

い
う

人
口

動
態

統
計

用
語

の
解

説

妊
娠

期
間

：
出

生
,死

産
及

び
周

産
期

死
亡

の
妊

娠
期

間
は

満
週

数
に

よ
る

。
早

期 妊
娠

満
3
7
週

未
満

（2
59

日
未

満
）

正
期

：
妊

娠
満

3
7
週

か
ら

満
4
2週

未
満

（
2
5
9
日

か
ら

2
93

日
）

妊
娠

期
間

：
出

生
、

死
産

及
び

周
産

期
死

亡
の

妊
娠

期
間

は
満

週
数

に
よ

る
。

早
期

：
妊

娠
満

37
週

未
満

（
25

9日
未

満
）

正
期

：
妊

娠
満

37
週

か
ら

満
42

週
未

満
（

25
9日

か
ら

29
3日

）
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人
口

動
態

統
計

用
語

の
解

説

過
期

：
妊

娠
満

4
2
週

以
上

（2
94

日
以

上
）

死
産

：
妊

娠
満

1
2
週

（
妊

娠
第

4月
）以

後
の

死
児

の
出

産
死

児
と

は
,出

産
後

に
お

い
て

心
臓

搏
動

,
随

意
筋

の
運

動
及

び
呼

吸
の

い
ず

れ
も

認
め

な
い

も
の

過
期

：
妊

娠
満

42
週

以
上

（
29

4日
以

上
）

死
産

：
妊

娠
満

12
週

（
妊

娠
第

4月
）
以

後
の

死
児

の
出

産
を

い
い

、
死

児
と

は
、

出
産

後
に

お
い

て
心

臓
搏

動
、

随
意

筋
の

運
動

及
び

呼
吸

の
い

ず
れ

も
認

め
な

い
も

の
を

い
い

ま
す

。

人
口

動
態

統
計

用
語

の
解

説

自
然

死
産

と
人

工
死

産
：

人
工

死
産

と
は

,胎
児

の
母

体
内

生
存

が
確

実
で

あ
る

と
き

に
,人

工
的

処
置

（
胎

児
又

は
付

属
物

に
対

す
る

措
置

及
び

陣
痛

促
進

剤
の

使
用

）
を

加
え

た
こ

と
に

よ
り

死
産

に
至

っ
た

場
合

を
い

い
,そ

れ
以

外
は

す
べ

て
自

然
死

産
と

す
る

自
然

死
産

と
人

工
死

産

人
工

死
産

と
は

、
胎

児
の

母
体

内
生

存
が

確
実

で
あ

る
と

き
に

、
人

工
的

処
置

（
胎

児
又

は
付

属
物

に
対

す
る

措
置

及
び

陣
痛

促
進

剤
の

使
用

）
を

加
え

た
こ

と
に

よ
り

死
産

に
至

っ
た

場
合

を
い

い
、

そ
れ

以
外

は
す

べ
て

自
然

死
産

と
し

ま
す

。
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人
口

動
態

統
計

用
語

の
解

説

自
然

死
産

と
人

工
死

産
：

な
お

,人
工

的
処

置
を

加
え

た
場

合
で

も
,

次
の

も
の

は
自

然
死

産
と

す
る

（
1
）
胎

児
を

出
生

さ
せ

る
こ

と
を

目
的

と
し

た
場

合
（
2
）
母

体
内

の
胎

児
が

生
死

不
明

か
,又

は
死

亡
し

て
い

る
場

合

な
お

、
人

工
的

処
置

を
加

え
た

場
合

で
も

、
次

の
も

の
は

自
然

死
産

と
し

ま
す

。
（

1）
胎

児
を

出
生

さ
せ

る
こ

と
を

目
的

と
し

た
場

合
（

2）
母

体
内

の
胎

児
が

生
死

不
明

か
、

又
は

死
亡

し
て

い
る

場
合

人
口

動
態

統
計

用
語

の
解

説

周
産

期
死

亡
：

妊
娠

満
2
2
週

（
15

4日
）以

後
の

死
産

に
早

期
新

生
児

死
亡

を
加

え
た

も
の

周
産

期
死

亡

妊
娠

満
22

週
（

15
4日

）
以

後
の

死
産

に
早

期
新

生
児

死
亡

を
加

え
た

も
の

を
い

い
ま

す
。
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人
口

動
態

統
計

用
語

の
解

説

妊
産

婦
死

亡
：

妊
娠

中
,妊

娠
終

了
後

満
4
2日

未
満

の
女

性
の

死
亡

で
,妊

娠
の

期
間

及
び

部
位

に
は

関
係

し
な

い
が

,妊
娠

も
し

く
は

そ
の

管
理

に
関

連
し

た
こ

に
よ

っ
て

悪
化

し
た

す
べ

て
の

原
因

に
よ

る
も

の
不

慮
,偶

発
の

原
因

に
よ

る
も

の
を

除
く

妊
産

婦
死

亡

妊
娠

中
又

は
妊

娠
終

了
後

満
42

日
未

満
の

女
性

の
死

亡
で

、
妊

娠
の

期
間

及
び

部
位

に
は

関
係

し
な

い
が

、
妊

娠
も

し

く
は

そ
の

管
理

に
関

連
し

た
又

は
そ

れ
ら

に
よ

っ
て

悪
化

し
た

す
べ

て
の

原
因

に
よ

る
も

の
を

い
う

。
た

だ
し

、
不

慮
又

は
偶

発
の

原
因

に
よ

る
も

の
を

除
き

ま
す

。

そ
の

範
囲

は
、

直
接

産
科

的
死

亡
（
Ｏ

00
～

Ｏ
92

）
及

び
間

接
産

科
的

死
亡

（
Ｏ

98
～

Ｏ
99

）
に

原
因

不
明

の
産

科
的

死
亡

（
Ｏ

95
）
、

産
科

的
破

傷
風

（
Ａ

34
）
及

び
ヒ

ト
免

疫
不

全
ウ

イ
ル

ス
［
Ｈ

ＩＶ
］
病

（
Ｂ

20
～

Ｂ
24

）
を

加
え

た
も

の
で

す
。

人
口

動
態

統
計

用
語

の
解

説

直
接

産
科

的
死

亡
：

妊
娠

時
に

お
け

る
産

科
的

合
併

症
が

原
因

で
死

亡
し

た
も

の

直
接

産
科

的
死

亡
：
妊

娠
時

に
お

け
る

産
科

的
合

併
症

が
原

因
で

死
亡

し
た

も
の
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人
口

動
態

統
計

用
語

の
解

説

間
接

産
科

的
死

亡
：

妊
娠

前
か

ら
存

在
し

た
疾

患
,妊

娠
中

に
発

症
し

た
疾

患
に

よ
り

死
亡

し
た

も
の

こ
れ

ら
の

疾
患

は
,直

接
産

科
的

原
因

に
よ

る
も

の
で

は
な

い
が

,妊
娠

の
生

理
的

作
用

に
よ

っ
て

悪
化

し
た

も
の

間
接

産
科

的
死

亡

妊
娠

前
か

ら
存

在
し

た
疾

患
又

は
妊

娠
中

に
発

症
し

た
疾

患
に

よ
り

死
亡

し
た

も
の

を
い

い
、

こ
れ

ら
の

疾
患

は
、

直
接

産
科

的
原

因
に

よ
る

も
の

で
は

な
い

が
、

妊
娠

の
生

理
的

作
用

に
よ

っ
て

悪
化

し
た

も
の

で
す

。

人
口

動
態

統
計

用
語

の
解

説

後
発

妊
産

婦
死

亡
：

妊
娠

終
了

後
満

4
2
日

以
後

1年
未

満
に

お
け

る
直

接
又

は
間

接
産

科
的

原
因

に
よ

る
女

性
の

死
亡

を
い

う

後
発

妊
産

婦
死

亡

妊
娠

終
了

後
満

42
日

以
後

1年
未

満
に

お
け

る
直

接
又

は
間

接
産

科
的

原
因

に
よ

る
女

性
の

死
亡

を
い

い
、

そ
の

範
囲

は
、

あ
ら

ゆ
る

産
科

的
原

因
に

よ
る

母
体

死
亡

（
O9

6）
、

産
科

的
破

傷
風

（
A3

4）
及

び
ヒ

ト
免

疫
不

全
ウ

イ
ル

ス
［

HI
V］

病
（
Ｂ

20
～

Ｂ
24

）
で

あ
り

、
IC

D-
10

で
新

た
に

定
義

さ
れ

た
も

の
で

す
。
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人
口

静
態

統
計

：
あ

る
時

点
に

お
け

る
人

口
数

な
ど

、
人

口
の

状
態

を
把

握
す

る
た

め
の

統
計

で
、

総
務

省
統

計
局

の
「
国

勢
調

査
」
が

こ
れ

に
該

当
し

ま
す

時
間

に
対

し
て

の
変

化
を

示
す

指
標

で
は

な
い

の
で

「
静

態
」
と

い
う

人
口

静
態

統
計

と
は

、

あ
る

時
点

に
お

け
る

人
口

お
よ

び
そ

の
構

造
を

調
査

す
る

も
の

で
、

総
務

省
統

計
局

の
「
国

勢
調

査
」
が

こ
れ

に
該

当
し

ま
す

。
国

勢
調

査
は

、
全

国
す

べ
て

の
人

を
対

象
と

し
て

5年
ご

と
に

行
わ

れ
て

お
り

、
性

別
、

年
齢

別
、

職
業

別
の

人
口

な
ど

の
デ

ー
タ

が
得

ら
れ

ま
す

。
時

間
に

対
し

て
の

変
化

を
示

す
指

標
で

は
な

い
の

で
「
静

態
」
と

い
い

ま
す

。

平
均

寿
命

平
均

寿
命
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平
均

寿
命

用
語

の
解

説

死
因

に
か

か
わ

ら
ず

生
ま

れ
て

か
ら

死
ぬ

ま
で

の
時

間
「
そ

の
年

に
誕

生
し

た
子

ど
も

が
何

年
生

き
る

か
」
を

推
計

し
た

も
の

平
均

寿
命

と
は

、

死
因

に
か

か
わ

ら
ず

生
ま

れ
て

か
ら

死
ぬ

ま
で

の
時

間

「
そ

の
年

に
誕

生
し

た
子

ど
も

が
、

何
年

生
き

る
か

」
を

推
計

し
た

も
の

で
、

余
命

は
、

残
さ

れ
た

命
の

時
間

の
こ

と
で

す
。

有
病

率

有
病

率

325



有
病

率
用

語
の

解
説

あ
る

一
時

点
に

お
い

て
疾

病
を

有
し

て
い

る
人

の
割

合

引
用

元
：
日

本
疫

学
会

h
tt

ps
:/

/
je

aw
e
b.

jp
/
gl

o
ss

ar
y/

gl
o
ss

ar
y0

1
6
.h

tm
l

有
病

率
は

、
あ

る
一

時
点

に
お

い
て

、
疾

病
を

有
し

て
い

る
人

の
割

合
集

団
の

特
定

の
時

点
で

の
健

康
問

題
の

大
き

さ
を

は
か

り
、

そ
の

対
策

を
立

て
る

な
ど

、
行

政
面

で
有

用
な

指
標

で
す

。

有
病

率
=集

団
調

査
対

象
全

員
数

/ 集
団

の
あ

る
一

時
点

に
お

け
る

疾
病

を
有

す
る

者
の

数

で
表

し
ま

す
。

罹
患

率

罹
患

率
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罹
患

率
用

語
の

解
説

一
定

期
間

に
ど

れ
だ

け
の

疾
病

（健
康

障
害

）
者

が
発

生
し

た
か

を
示

す
指

標

引
用

元
：
日

本
疫

学
会

h
tt

p
s:

/
/
je

aw
e
b
.jp

/
gl

o
ss

ar
y/

gl
o
ss

ar
y0

1
6
.h

tm
l

※
１

危
険

曝
露

人
口

：
疾

病
に

罹
り

う
る

危
険

性
を

持
っ

た
集

団
例

）
子

宮
が

ん
の

場
合

は
女

性
、

は
し

か
の

場
合

は
は

し
か

の
既

往
歴

が
な

い
者

※
２

人
年

法
：
追

跡
期

間
中

に
対

象
者

が
転

出
、

死
亡

、
拒

否
な

ど
で

観
察

集
団

か
ら

脱
落

し

た
り

す
る

こ
と

で
追

跡
バ

イ
ア

ス
が

生
じ

る
。

そ
の

た
め

、
罹

患
率

の
分

母
に

は
、

観
察

さ
れ

た
対

象
者

と
各

対
象

者
に

つ
い

て
の

観
察

期
間

を
同

時
に

考
慮

に
入

れ
で

、
人

年
が

用
い

ら
れ

る
。

罹
患

率
は

、
一

定
期

間
に

ど
れ

だ
け

の
疾

病
（
健

康
障

害
）
者

が
発

生
し

た
か

を
示

す
指

標
で

あ
り

、
発

生
率

の
一

種
で

あ
る

。

罹
患

率
が

上
が

る
と

き
に

は
、

な
に

か
そ

の
裏

に
隠

さ
れ

た
原

因
（
発

生
要

因
）
が

あ
る

場
合

が
多

い
。

し
た

が
っ

て
、

罹
患

率
は

疾
病

と
発

生
要

因
と

の
因

果
関

係
を

探
る

場
合

に
有

用
な

指
標

で
す

。

罹
患

率
=
 (
観

察
期

間
内

の
新

患
者

発
生

数
) 
/
 (
観

察
集

団
内

の
全

員
の

人
年

の
総

和
)

で
表

し
ま

す
。

健
康

寿
命

健
康

寿
命

327



健
康

寿
命

用
語

の
解

説

日
常

的
に

介
護

を
必

要
と

し
な

い
で

,自
立

し
た

生
活

が
で

き
る

生
存

期
間

の
こ

と

W
H

O
が

2
0
0
0年

に
こ

の
言

葉
を

公
表

平
均

寿
命

か
ら

介
護

（
自

立
し

た
生

活
が

で
き

な
い

）
を

引
い

た
数

が
健

康
寿

命
に

な
る

引
用

元
：

h
tt

p
s:

/
/
w

w
w

.e
-
h
e
al

th
n
e
t.
m

h
lw

.g
o
.jp

/
in

fo
rm

at
io

n
/
d
ic

ti
o
n
ar

y/
al

c
o
h
o
l/

ya
-
0
3
1
.h

tm
l

日
常

的
に

介
護

を
必

要
と

し
な

い
で

、
自

立
し

た
生

活
が

で
き

る
生

存
期

間
の

こ
と

。

国
連

の
世

界
保

健
機

関
(W

H
O

)は
健

康
寿

命
と

い
う

新
し

い
寿

命
の

指
標

を
取

り
入

れ
ま

し
た

。

平
均

寿
命

か
ら

介
護

（
自

立
し

た
生

活
が

で
き

な
い

）
を

引
い

た
数

が
健

康
寿

命
で

す
。

こ
れ

ま
で

の
平

均
寿

命
は

い
わ

ゆ
る

「
寝

た
き

り
」
や

「
認

知
症

」
と

い
っ

た
介

護
を

要
す

る
期

間
を

含
む

た
め

、
生

涯
の

健
康

な
時

期
と

に
大

き
な

開
き

が
あ

る
こ

と
が

指
摘

さ
れ

て
お

り
ま

し
た

。

日
本

で
は

こ
の

寝
た

き
り

の
期

間
が

欧
米

各
国

と
比

べ
て

も
長

く
6
年

以
上

に
わ

た
り

ま
す

。
厚

生
労

働
省

の
掲

げ
る

「
健

康
日

本
2
1
」
で

も
こ

の
「
健

康
寿

命
の

延
伸

」
を

目
的

に
種

々
の

施
策

が
な

さ
れ

て
い

ま
す

。

特
定

健
康

診
査

(特
定

健
診

)

特
定

健
康

診
査

（
特

定
健

診
と

も
い

う
）
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特
定

健
康

診
査

用
語

の
解

説

特
定

健
康

診
査

（
特

定
健

診
）と

は
、

日
本

人
の

死
亡

原
因

の
約

６
割

を
占

め
る

生
活

習
慣

病
の

予
防

の
た

め
に

４
０

歳
か

ら
７

４
歳

ま
で

の
方

を
対

象
に

メ
タ

ボ
リ

ッ
ク

シ
ン

ド
ロ

ー
ム

（
内

臓
脂

肪
症

候
群

）
に

着
目

し
た

健
診

を
行

い
ま

す

引
用

元
：

h
tt

p
s:

/
/
w

w
w

.m
h
lw

.g
o
.jp

/
st

f/
se

is
ak

u
n
it
su

it
e
/
b
u
n
ya

/
0
0
0
0
1
6
1
1
0
3
.h

tm
l

特
定

健
診

と
は

日
本

人
の

死
亡

原
因

の
約

６
割

を
占

め
る

生
活

習
慣

病
の

予
防

の
た

め
に

、
４

０
歳

か
ら

７
４

歳
ま

で
の

方
を

対
象

に
、

メ
タ

ボ
リ

ッ
ク

シ
ン

ド
ロ

ー
ム
（

内
臓

脂
肪

症
候

群
）

に
着

目
し

た
健

診
で

す
。

生
活

習
慣

病
は

、
一

人
一

人
が

、
バ

ラ
ン

ス
の

取
れ

た
食

生
活

、
適

度
な

運
動

習
慣

を
身

に
付

け
る

こ
と

に
よ

り
予

防
可

能
で

す
。

ご
自

身
の

健
康

状
態

を
毎

年
確

認
し

、
健

康
づ

く
り

に
つ

な
げ

て
い

く
こ

と
が

重
要

で
す

。
１

年
に

一
度

、
特

定
健

診
を

受
診

し
、

生
活

習
慣

の
改

善
が

必
要

な
方

は
、

特
定

保
健

指
導

を
受

け
ま

し
ょ

う
。

特
定

健
康

診
査

対
象

者

実
施

年
度

中
に

4
0
-
7
5
歳

に
達

す
る

加
入

者
実

施
年

度
を

通
じ

て
加

入
し

て
い

る
者

除
外

規
定

（
妊

産
婦

・刑
務

所
服

役
中

・
長

期
入

院
・
海

外
在

住
等

）
に

該
当

し
な

い
者

※
年

度
途

中
に

7
5
歳

に
達

す
る

加
入

者
は

,7
5
歳

に
到

達
す

る
ま

で
の

間
が

対
象

引
用

元
：

h
tt

p
s:

/
/
w

w
w

.m
h
lw

.g
o
.jp

/
st

f/
se

is
ak

u
n
it
su

it
e
/
b
u
n
ya

/
0
0
0
0
1
6
1
1
0
3
.h

tm
l

特
定

健
診

と
は

日
本

人
の

死
亡

原
因

の
約

６
割

を
占

め
る

生
活

習
慣

病
の

予
防

の
た

め
に

、
４

０
歳

か
ら

７
４

歳
ま

で
の

方
を

対
象

に
、

メ
タ

ボ
リ

ッ
ク

シ
ン

ド
ロ

ー
ム
（

内
臓

脂
肪

症
候

群
）

に
着

目
し

た
健

診
で

す
。

生
活

習
慣

病
は

、
一

人
一

人
が

、
バ

ラ
ン

ス
の

取
れ

た
食

生
活

、
適

度
な

運
動

習
慣

を
身

に
付

け
る

こ
と

に
よ

り
予

防
可

能
で

す
。

ご
自

身
の

健
康

状
態

を
毎

年
確

認
し

、
健

康
づ

く
り

に
つ

な
げ

て
い

く
こ

と
が

重
要

で
す

。
１

年
に

一
度

、
特

定
健

診
を

受
診

し
、

生
活

習
慣

の
改

善
が

必
要

な
方

は
、

特
定

保
健

指
導

を
受

け
ま

し
ょ

う
。
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特
定

健
康

診
査

基
本

的
な

健
診

項
目

項
目

検
査

の
内

容
診

察
等

視
診

, 
触

診
,聴

打
診

な
ど

を
行

い
ま

す
。

問
診

現
在

の
健

康
状

態
や

生
活

習
慣

（
飲

酒
、

喫
煙

の
習

慣
な

ど
）
を

伺
い

,
検

査
の

参
考

に
し

ま
す

。

身
体

計
測

身
長

,体
重

,腹
囲

,肥
満

度
の

指
標

で
あ

る
B

M
Iも

計
算

し
ま

す
。

血
圧

測
定

血
圧

を
測

り
、

循
環

器
系

の
状

態
を

調
べ

ま
す

。

血
中

脂
質

検
査

動
脈

硬
化

な
ど

の
原

因
と

な
る

中
性

脂
肪

や
H

D
L
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

、
L
D

L
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

を
測

定
し

ま
す

。

肝
機

能
検

査
肝

細
胞

の
酵

素
を

測
定

し
、

肝
機

能
な

ど
の

状
態

を
調

べ
ま

す
。

血
糖

検
査

空
腹

時
血

糖
ま

た
は

H
bA

1
c
、

随
時

血
糖

を
測

定
し

、
糖

尿
病

な
ど

を
調

べ
ま

す
。

（
随

時
血

糖
を

測
定

す
る

場
合

は
、

食
事

開
始

後
3
.5

時
間

以
上

経
過

し
て

い
る

こ
と

）

尿
検

査
腎

臓
、

尿
路

の
状

態
や

糖
尿

病
な

ど
を

調
べ

ま
す

。

・
問

診
：
現

在
の

健
康

状
態

や
生

活
習

慣
（
飲

酒
、

喫
煙

の
習

慣
な

ど
）
を

伺
い

、
検

査
の

参
考

に
し

ま
す

。

・
身

体
計

測
：
身

長
、

体
重

、
腹

囲
を

測
り

ま
す

。

診
察

等
：
視

診
、

触
診

、
聴

打
診

な
ど

を
行

い
ま

す
。

・
血

圧
測

定
：
血

圧
を

測
り

、
循

環
器

系
の

状
態

を
調

べ
ま

す
。

・
尿

検
査

：
腎

臓
、

尿
路

の
状

態
を

調
べ

ま
す

。

血
液

検
査

・
血

中
脂

質
検

査
：
中

性
脂

肪
や

善
玉

・
悪

玉
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

を
測

定
し

ま
す

。

・
血

糖
検

査
：
空

腹
時

血
糖

ま
た

は
Hb

A1
c、

随
時

血
糖

を
測

定
し

ま
す

。

・
肝

機
能

検
査

：
肝

細
胞

の
酵

素
を

測
定

し
、

肝
機

能
な

ど
の

状
態

を
調

べ
ま

す
。

特
定

健
康

診
査

詳
細

な
健

診

心
電

図
検

査
不

整
脈

や
狭

心
症

な
ど

の
心

臓
に

関
わ

る
病

気
を

調
べ

ま
す

。

眼
底

検
査

眼
底

カ
メ

ラ
で

瞳
孔

か
ら

網
膜

を
撮

影
し

,眼
底

の
血

管
を

調
べ

ま
す

糖
尿

病
に

よ
る

目
の

病
気

や
動

脈
硬

化
の

状
態

な
ど

を
知

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。

貧
血

検
査

血
液

中
の

赤
血

球
数

,血
色

素
量

な
ど

を
測

定
し

,貧
血

な
ど

の
血

液
の

病
気

を
調

べ
ま

す
。

血
清

ク
レ

ア
ニ

チ
ン

検
査

血
清

ク
レ

ア
ニ

チ
ン

と
年

齢
及

び
性

別
か

ら
推

算
糸

球
体

濾
過

量
（
e
G

F
R

）
を

計
算

し
,腎

機
能

の
状

態
を

評
価

し
ま

す
。

（
e
G

F
R

に
よ

る
腎

機
能

の
評

価
を

含
む

）

今
年

度
及

び
昨

年
度

の
血

糖
・
脂

質
・
血

圧
お

よ
び

肥
満

の
健

診
結

果
、

貧
血

が
疑

わ
れ

る
方

等
か

ら
、

医
師

の
判

断
に

よ
り

実
施

さ
れ

る
も

の
で

す
。

す
べ

て
の

方
が

必
ず

受
診

す
る

健
診

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

・
心

電
図

検
査

:不
整

脈
や

狭
心

症
な

ど
の

心
臓

に
関

わ
る

病
気

を
調

べ
ま

す
。

・
眼

底
検

査
:眼

底
カ

メ
ラ

で
瞳

孔
か

ら
網

膜
を

撮
影

し
、

眼
底

の
血

管
を

調
べ

ま
す

。

・
貧

血
検

査
:血

液
中

の
赤

血
球

数
、

血
色

色
素

量
な

ど
を

測
定

し
ま

す
。

・
血

清
ク

レ
ア

チ
ニ

ン
検

査
（
※

）
（

eG
FR

に
よ

る
腎

機
能

の
評

価
を

含
む

）

血
清

ク
レ

ア
チ

ニ
ン

と
年

齢
お

よ
び

性
別

か
ら

推
算

糸
球

体
濾

過
量

（
eG

FR
）
を

計
算

し
ま

す
。

が
ん

検
診

等
に

つ
い

て
は

、
健

康
増

進
法

等
に

基
づ

い
て

市
区

町
村

が
実

施
す

る
こ

と
と

な
っ

て
い

ま
す

。

実
施

す
る

検
診

の
種

類
や

手
続

き
方

法
、

受
診

で
き

る
検

診
機

関
等

に
つ

い
て

は
、

お
住

ま
い

の
市

区
町

村
の

広
報

な
ど

で
ご

確
認

く
だ

さ
い

。

特
定

健
診

と
が

ん
検

診
の

両
方

を
取

り
扱

っ
て

い
る

健
診

機
関

も
あ

り
ま

す
の

で
、

上
手

に
活

用
し

ま
し

ょ
う

。
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メ
タ

ボ
リ

ッ
ク

シ
ン

ド
ロ

ー
ム

内
臓

肥
満

に
高

血
圧

・
高

血
糖

・脂
質

代
謝

異
常

が
組

み
合

わ
さ

る
こ

と
に

よ
り

心
臓

病
や

脳
卒

中
な

ど
に

な
り

や
す

い
病

態
で

す

内
臓

肥
満

に
高

血
圧

・
高

血
糖

・
脂

質
代

謝
異

常
が

組
み

合
わ

さ
る

こ
と

に
よ

り
、

心
臓

病
や

脳
卒

中
な

ど
に

な
り

や
す

い
病

態
で

す
。

単
に

腹
囲

が
大

き
い

だ
け

で
は

メ
タ

ボ
リ

ッ
ク

シ
ン

ド
ロ

ー
ム

に
は

あ
て

は
ま

り
ま

せ
ん

。

引
用

元
：
h
tt

ps
:/

/w
w

w
.m

hl
w

.g
o.

jp
/
fi
le

/0
5-

S
h
in

gi
ka

i-
12

4
01

0
00

-
H

o
ke

nk
yo

ku
-S

o
u
m

uk
a/

0
00

0
09

9
07

1
.p

df

12
○

前
年

の
健

診
結

果
等

に
お

い
て

、
①

血
糖

高
値

、
②

脂
質

異
常

、
③

血
圧

高
値

、
④

肥
満

の
全

て
の

項
目

に
つ

い
て

、
以

下
の

基
準

に
該

当
し

た
者

（
２

）
眼

底
検

査

○
前

年
の

健
診

結
果

等
に

お
い

て
、

①
血

糖
高

値
、

②
脂

質
異

常
、

③
血

圧
高

値
、

④
肥

満
の

全
て

の
項

目
に

つ
い

て
、

以
下

の
基

準
に

該
当

し
た

者

○
貧

血
の

既
往

歴
を

有
す

る
者

又
は

視
診

等
で

貧
血

が
疑

わ
れ

る
者

ア
血

糖
空

腹
時

血
糖

値
が

10
0m

ｇ
/d

l以
上

又
は

ヘ
モ

グ
ロ

ビ
ン

Ａ
１

ｃ
（

NG
SP

）
が

5.
6％

以
上

イ
脂

質
血

清
ト

リ
グ

リ
セ

ラ
イ

ド
（
中

性
脂

肪
）
の

量
が

15
0m

g/
dl

以
上

又
は

高
比

重
リ

ポ
蛋

白
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

（
Ｈ

Ｄ
Ｌ

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
）
の

量
が

40
m

g/
dl

未
満

ウ
血

圧
収

縮
期

血
圧

が
13

0m
m

Hg
以

上
又

は
拡

張
期

血
圧

が
85

m
m

Hg
以

上

エ
腹

囲
等

腹
囲

が
男

性
に

あ
っ

て
は

85
cm

以
上

、
女

性
に

あ
っ

て
は

90
cm

以
上

（
内

臓
脂

肪
（腹

腔
内

の
腸

間
膜

、
大

網
等

に
存

在
す

る
脂

肪
細

胞
内

に
貯

蔵
さ

れ
た

脂
肪

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
の

面
積

の
測

定
が

で
き

る
場

合
に

は
、

内
臓

脂
肪

の
面

積
が

10
0c

㎡
以

上
）又

は
Ｂ

Ｍ
Ｉ（

実
施

基
準

第
１

条
第

１
項

第
４

号
に

規
定

す
る

Ｂ
Ｍ

Ｉを
い

う
。

）
が

25
以

上

CT
ス

キ
ャ

ン
な

ど
で

内
臓

脂
肪

量
測

定
を

行
う

こ
と

が
望

ま
し

い
。

*ウ
エ

ス
ト

径
は

立
位

・
軽

呼
気

時
・
臍

レ
ベ

ル
で

測
定

す
る

。
脂

肪
蓄

積
が

著
明

で
臍

が
下

方
に

偏
位

し
て

い
る

場
合

は
肋

骨
下

縁
と

前
上

腸
骨

棘
の

中
点

の
高

さ
で

測
定

す
る

。

*メ
タ

ボ
リ

ッ
ク

シ
ン

ド
ロ

ー
ム

と
診

断
さ

れ
た

場
合

、
糖

負
荷

試
験

が
す

す
め

ら
れ

る
が

診
断

に
は

必
須

で
は

な
い

。

*高
ト

リ
グ

リ
セ

ラ
イ

ド
血

症
・
低

HD
Lコ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

血
症

・
高

血
圧

・
糖

尿
病

に
対

す
る

薬
剤

治
療

を
受

け
て

い
る

場
合

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
項

目
に

含
め

る
。

*糖
尿

病
、

高
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

血
症

の
存

在
は

メ
タ

ボ
リ

ッ
ク

シ
ン

ド
ロ

ー
ム

の
診

断
か

ら
除

外
さ

れ
な

い
。

331



引
用

元
：
h
tt

ps
:/

/w
w

w
.m

hl
w

.g
o.

jp
/
fi
le

/0
5-

S
h
in

gi
ka

i-
12

4
01

0
00

-
H

o
ke

nk
yo

ku
-S

o
u
m

uk
a/

0
00

0
09

9
07

1
.p

df

特
定

健
診

・
特

定
保

健
指

導
の

基
本

的
な

流
れ

を
し

ま
し

ま
す

。

特
定

健
診

受
診

し
、

健
診

結
果

に
問

題
が

な
い

場
合

は
、

特
段

の
対

応
は

あ
り

ま
せ

ん
。

健
診

結
果

に
問

題
が

あ
る

場
合

は
、

生
活

習
慣

の
改

善
が

必
要

な
場

合
は

、
特

定
保

健
指

導
を

受
診

し
、

生
活

習
慣

の
改

善
を

支
援

し
て

も
ら

い
ま

す
。

ま
た

、
す

ぐ
に

治
療

が
必

要
な

場
合

は
、

医
療

機
関

へ
の

受
診

と
な

り
ま

す
。

特
定

保
健

指
導

特
定

保
健

指
導
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引
用

元
：
h
tt

ps
:/

/w
w

w
.m

hl
w

.g
o.

jp
/
fi
le

/0
5-

S
h
in

gi
ka

i-
12

4
01

0
00

-
H

o
ke

nk
yo

ku
-S

o
u
m

uk
a/

0
00

0
09

9
07

1
.p

df

特
定

保
健

指
導

と
は

特
定

健
診

の
結

果
か

ら
、

生
活

習
慣

病
の

発
症

リ
ス

ク
が

高
く
、

生
活

習
慣

の
改

善
に

よ
る

生
活

習
慣

病
の

予
防

効
果

が
多

く
期

待
で

き
る

方
に

対
し

て
、

専
門

ス
タ

ッ
フ

（
保

健
師

、
管

理
栄

養
士

な
ど

）
が

生
活

習
慣

を
見

直
す

サ
ポ

ー
ト

を
し

ま
す

。

対
象

者
の

定
義

保
険

者
は

、
特

定
健

康
診

査
の

結
果

に
よ

り
、

健
康

の
保

持
に

努
め

る
必

要
が

あ
る

者
に

対
し

、
特

定
健

康
診

査
等

実
施

計
画

に
基

づ
き

、
特

定
保

健
指

導
を

実
施

す
る

。

特
定

健
康

診
査

の
結

果
に

よ
り

健
康

の
保

持
に

努
め

る
必

要
が

あ
る

者
は

、
腹

囲
が

85
cm

 以
上

（
男

性
）
・

90
cm

 以
上

（
女

性
）
の

者
又

は
腹

囲
が

85
cm

 未
満

（
男

性
）
・

90
cm

 未
満

（
女

性
）
の

者
で

BM
I が

25
 ㎏

/㎡
以

上
の

者
の

う
ち

、
血

糖
に

つ
い

て
空

腹
時

血
糖

が
10

0m
g/

dl
 以

上
、

Hb
A1

c(
NG

SP
 値

)5
.6

%
 以

上
又

は
随

時
血

糖
が

10
0m

g/
dl

 以
上

（
原

則
と

し
て

空
腹

時
血

糖
又

は
Hb

A1
c（

NG
SP

 値
）
を

測
定

す
る

こ
と

と
し

、
空

腹
時

以
外

は
Hb

A1
c（

NG
SP

 値
）
を

測
定

す
る

。

や
む

を
得

ず
空

腹
時

以
外

に
お

い
て

Hb
A1

c（
NG

SP
 値

）
を

測
定

し
な

い
場

合
は

、
食

直
後

を
除

き
随

時
血

糖
に

よ
る

血
糖

検
査

を
行

う
こ

と
を

可
と

す
る

。

空
腹

時
血

糖
値

及
び

Hb
A1

c(
NG

SP
 値

)の
両

方
を

測
定

し
て

い
る

場
合

、
空

腹
時

血
糖

の
値

を
優

先
と

す
る

）
・
脂

質
に

つ
い

て
中

性
脂

肪
15

0m
g/

dl
 以

上
又

は
HD

L コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
40

m
g/

dl
 未

満
)・

血
圧

に
つ

い
て

収
縮

期
13

0m
m

Hg
 

以
上

又
は

拡
張

期
85

m
m

Hg
 以

上
に

該
当

す
る

者
（
糖

尿
病

、
高

血
圧

症
又

は
脂

質
異

常
症

の
治

療
に

係
る

薬
剤

を
服

用
し

て
い

る
者

を
除

く
）
で

あ
る

。

次
表

の
と

お
り

、
追

加
リ

ス
ク

の
多

少
と

喫
煙

歴
の

有
無

に
よ

り
、

動
機

付
け

支
援

と
積

極
的

支
援

の
対

象
者

が
異

な
る

。

腹
囲

に
代

え
て

内
臓

脂
肪

面
積

を
測

定
（

CT
 ス

キ
ャ

ン
等

で
測

定
し

た
腹

部
の

断
面

画
像

に
て

内
臓

脂
肪

の
占

め
る

断
面

積
）
す

る
場

合
は

、
「
腹

囲
が

基
準

値
以

上
の

者
」
は

「
内

臓
脂

肪
面

積
が

10
0 

平
方

cm
 以

上
の

者
」
と

読
み

替
え

る
。
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特
定

保
健

指
導

の
な

が
れ

動
機

付
け

支
援

①
支

援
内

容
、

支
援

形
態

面
接

に
よ

る
支

援
の

み
の

原
則

1 
回

と
す

る
。

初
回

面
接

か
ら

実
績

評
価

を
行

う
ま

で
の

期
間

は
３

ヶ

月
経

過
後

と
な

る
。

た
だ

し
、

保
険

者
の

判
断

で
、

対
象

者
の

状
況

等
に

応
じ

、
６

ヶ
月

後
に

評
価

を
実

施
す

る
こ

と
や

、
３

ヶ
月

後
の

実
績

評
価

終
了

後
に

さ
ら

に
独

自
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
等

も
で

き
る

。

対
象

者
本

人
が

、
自

分
の

生
活

習
慣

の
改

善
点

・
伸

ば
す

べ
き

行
動

等
に

気
づ

き
、

自
ら

目
標

を
設

定

し
行

動
に

移
す

こ
と

が
で

き
る

内
容

と
す

る
。

特
定

健
康

診
査

の
結

果
並

び
に

喫
煙

習
慣

、
運

動
習

慣
、

食
事

習
慣

、
休

養
習

慣
そ

の
他

の
生

活
習

慣
の

状
況

に
関

す
る

調
査

の
結

果
を

踏
ま

え
、

面
接

に
よ

る
支

援
及

び
実

績
評

価
（
行

動
計

画
作

成
の

日
か

ら
３

ヶ
月

経
過

後
に

行
う

評
価

）
を

行
う

。

②
面

接
に

よ
る

支
援

の
具

体
的

内
容

１
人

当
た

り
20

分
以

上
の

個
別

支
援

（
情

報
通

信
技

術
を

活
用

し
た

遠
隔

面
接

は
30

分
以

上
）
、

又
は

１
グ

ル
ー

プ
（
１

グ
ル

ー
プ

は
お

お
む

ね
８

名
以

下
）
当

た
り

お
お

む
ね

80
分

以
上

の
グ

ル
ー

プ
支

援
と

す
る

。
た

だ
し

、
初

回
面

接
を

分
割

実
施

し
た

場
合

、
初

回
面

接
２

回
目

の
支

援
と

し
て

、
「

1人
当

た
り

20
分

以
上

」
の

個
別

支
援

、
「

1グ
ル

ー
プ

（
お

お
む

ね
８

人
以

下
）
当

た
り

お
お

む
ね

80
分

」
の

グ
ル

ー

プ
支

援
を

行
う

必
要

は
な

く
、

対
象

者
の

健
診

結
果

や
初

回
面

接
１

回
目

の
内

容
等

に
応

じ
て

実
施

す
る

。

③
実

績
評

価

面
接

又
は

通
信

（
電

話
又

は
電

子
メ

ー
ル

、
Ｆ

Ａ
Ｘ

、
手

紙
等

）
を

利
用

し
て

実
施

す
る

。
電

子
メ

ー
ル

等
を

利
用

す
る

場
合

は
、

保
健

指
導

機
関

か
ら

指
導

対
象

者
へ

の
一

方
向

で
は

な
く
、

双
方

向
の

や
り

と
り

を
行

い
、

評
価

に
必

要
な

情
報

を
得

る
。
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特
定

保
健

指
導

の
な

が
れ

積
極

的
支

援

①
支

援
内

容
及

び
支

援
形

態
初

回
面

接
に

よ
る

支
援

を
行

い
、

そ
の

後
、

３
ヶ

月
以

上
の

継
続

的
な

支
援

を
行

う
。

初
回

面
接

か
ら

実
績

評
価

を
行

う
ま

で
の

期
間

は
３

ヶ
月

経
過

後
と

な
る

。
た

だ
し

、
保

険
者

の
判

断
で

、
対

象
者

の
状

況
等

に
応

じ
、

６
ヶ

月
後

に
評

価
を

実
施

す
る

こ
と

や
３

ヶ
月

後
の

実
績

評
価

の
終

了
後

に
さ

ら
に

独
自

の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

等
も

で
き

る
。

特
定

健
康

診
査

の
結

果
並

び
に

喫
煙

習
慣

、
運

動
習

慣
、

食
習

慣
、

休
養

習
慣

そ
の

他
の

生
活

習
慣

の
状

況
に

関
す

る
調

査
の

結
果

を
踏

ま
え

、
面

接
に

よ
る

支
援

及
び

行
動

計
画

の
進

捗
状

況
に

関
す

る
評

価
（
中

間
評

価
）
及

び
実

績
評

価
（
行

動
計

画
作

成
の

日
か

ら
３

ヶ
月

経
過

後
に

行
う

評
価

）
を

行
う

。

②
初

回
面

接
に

よ
る

支
援

１
人

当
た

り
20

 分
以

上
の

個
別

支
援

（
情

報
通

信
技

術
を

活
用

し
た

遠
隔

面
接

は
30

 分
以

上
）

、

又
は

1 
グ

ル
ー

プ
（

1 
グ

ル
ー

プ
は

お
お

む
ね

8 
名

以
下

）
当

た
り

お
お

む
ね

80
 分

以
上

の
グ

ル
ー

プ
支

援
と

す
る

。
た

だ
し

、
初

回
面

接
を

分
割

実
施

し
た

場
合

、
初

回
面

接
２

回
目

の
支

援
と

し
て

、
「
１

人

当
た

り
20

 分
以

上
」
の

個
別

支
援

、
「

1 
グ

ル
ー

プ
（
お

お
む

ね
8 

人
以

下
）
当

た
り

お
お

む
ね

80
 分

」

の
グ

ル
ー

プ
支

援
を

行
う

必
要

は
な

く
、

対
象

者
の

健
診

結
果

や
初

回
面

接
１

回
目

の
内

容
等

に
応

じ
て

実
施

す
る

。

③
3 

ヶ
月

以
上

の
継

続
的

な
支

援
の

具
体

的
内

容

支
援

Ａ
の

み
の

方
法

で
18

0 
ポ

イ
ン

ト
以

上
又

は
支

援
Ａ

（最
低

16
0 

ポ
イ

ン
ト

以
上

）
と

支
援

Ｂ
の

方
法

に
よ

る
ポ

イ
ン

ト
の

合
計

が
18

0 
ポ

イ
ン

ト
以

上
の

支
援

を
実

施
す

る
こ

と
を

条
件

と
す

る
。

た
だ

し
、

２
年

連
続

し
て

積
極

的
支

援
に

該
当

し
た

対
象

者
の

う
ち

、
１

年
目

に
比

べ
２

年
目

の
状

態
が

改
善

し
て

い
る

者
に

つ
い

て
は

、
動

機
付

け
支

援
相

当
の

支
援

と
し

て
18

0 
ポ

イ
ン

ト
未

満
で

も
特

定
保

健
指

導
を

実
施

し
た

こ
と

と
な

る
。

同
日

に
複

数
の

支
援

を
行

っ
た

場
合

は
、

い
ず

れ
か

１
つ

の
支

援
の

み
を

ポ
イ

ン
ト

の
算

定
対

象
と

す

る
。

ま
た

、
同

日
に

同
一

の
支

援
を

複
数

回
行

っ
た

場
合

も
、

ポ
イ

ン
ト

の
算

定
対

象
と

な
る

の
は

１
回

の
支

援
の

み
と

す
る

。
特

定
保

健
指

導
と

直
接

関
係

の
な

い
情

報
（
次

回
の

支
援

の
約

束
や

雑
談

な
ど

特

定
保

健
指

導
と

直
接

か
か

わ
り

の
な

い
情

報
）
の

や
り

取
り

は
ポ

イ
ン

ト
の

算
定

対
象

と
し

な
い

。

電
話

支
援

又
は

電
子

メ
ー

ル
支

援
を

行
う

に
当

た
り

、
行

動
計

画
の

作
成

及
び

提
出

を
依

頼
す

る
た

め

の
電

話
又

は
電

子
メ

ー
ル

等
に

よ
る

や
り

取
り

は
、

ポ
イ

ン
ト

の
算

定
対

象
と

し
な

い
。
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A
Iと

Io
T
を

駆
使

し
て

地
域

医
療

連
携

と
チ

ー
ム

医
療

を
サ

ポ
ー

ト
で

き
る

高
度

IT
人

材
育

成
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム

A
Iと

Io
T
を

駆
使

し
て

地
域

医
療

連
携

と
チ

ー
ム

医
療

を
サ

ポ
ー

ト
で

き
る

高
度

IT
人

材
育

成
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム

医
療

情
報

技
師

に
求

め
ら

れ
る

知
識

・
技

術
,能

力

日
本

医
療

情
報

学
会

医
療

情
報

技
師

育
成

部
会

：
「
医

療
情

報
技

師
医

療
情

報
技

術
の

専
門

的
人

材
と

し
て

」
ht

tp
s:

//w
w

w.
ja

m
i.j

p/
ja

di
te

/n
ew

/fi
rs

t/i
nf

o-
f.h

tm
l

2

３
C

（
必

要
な

資
質

）
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

（
C

o
m

m
u
n
ic

at
io

n
）

コ
ラ

ボ
レ

ー
シ

ョ
ン

（
C

o
lla

b
o
ra

ti
o
n
）

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

シ
ョ

ン
（
C

o
o
rd

in
at

io
n
）

１
）
情

報
処

理
技

術

・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク

・
デ

ー
タ

ベ
ー

ス

・
情

報
シ

ス
テ

ム
開

発

・
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ

２
）
医

学
・
医

療

・
医

療
制

度

・
医

療
・
病

院
管

理

・
社

会
医

学

・
臨

床
医

学

３
）
医

療
情

報
シ

ス
テ

ム

・
医

療
情

報
の

倫
理

・
医

療
情

報
シ

ス
テ

ム

・
医

療
記

録
の

電
子

化

・
医

療
情

報
の

標
準

化

・
医

療
情

報
の

分
析

２
)医

学
･医

療
に

関
す

る
こ

と
の

中
の

、
救
急
医
療
と
災
害
時
医
療
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地
域

医
療

連
携

と
救

急
医

療

地
域

住
民

の
皆

様
が

病
気

に
な

っ
た

と
き

、
設

備
の

整
っ

て
い

る
大

き
な

病
院

に
直

接
受

診
す

る
方

が
多

く
、

ご
く
軽

い
症

状
の

方
か

ら
入

院
が

必
要

な
方

ま
で

た
く
さ

ん
の

方
が

集
中

し
て

し
ま

い
、

そ
の

結
果

、
混

雑
を

き
た

し
て

診
察

ま
で

長
い

時
間

お
待

ち
い

た
だ

く
こ

と
が

度
々

あ
り

ま
す

。
こ

の
よ

う
な

こ
と

を
解

消
す

る
た

め
に

も
「
地

域
医

療
連

携
」
は

必
要

な
も

の
と

な
り

ま
す

。

地
域

医
療

連
携

は
、

患
者

の
皆

様
の

病
状

に
あ

っ
た

継
続

性
の

あ
る

医
療

を
適

切
な

場
所

で
切

れ
目

な
く
提

供
し

て
い

く
こ

と
を

目
的

と
し

、
地

域
の

医
療

機
関

と
病

院
が

そ
の

機
能

を
分

担
し

連
携

す
る

こ
と

に
よ

り
助

け
合

っ
て

行
く
仕

組
み

と
な

っ
て

い
ま

す
。

地
域

医
療

連
携

と
救

急
医

療
<
キ

ー
ワ

ー
ド

>

地
域

医
療

連
携

・
ク

リ
ニ

カ
ル

パ
ス

救
急

医
療

体
制

救
急

医
療

機
関

休
日

・
夜

間
急

患
セ

ン
タ

ー
救

急
医

療
情

報
シ

ス
テ

ム
災

害
時

医
療

、
ト

リ
ア

ー
ジ

地
域

医
療

連
携

と
救

急
医

療
に

つ
い

て

<
キ

ー
ワ

ー
ド

>
は

地
域

医
療

連
携

・
ク

リ
ニ

カ
ル

パ
ス

救
急

医
療

体
制

救
急

医
療

機
関

休
日

・
夜

間
急

患
セ

ン
タ

ー

救
急

医
療

情
報

シ
ス

テ
ム

災
害

時
医

療

ト
リ

ア
ー

ジ

で
す

。
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地
域

医
療

連
携

ク
リ

ニ
カ

ル
パ

ス
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地
域

医
療

連
携

と
は

、

地
域

の
医

療
機

関
が

自
ら

の
施

設
の

実
情

や
地

域
の

医
療

状
況

に
応

じ
て

、
医

療
機

能
の

分
担

と
専

門
化

を
進

め
、

医
療

機
関

同
士

が
相

互
に

円
滑

な
連

携
を

図
り

、
そ

の
有

す
る

機
能

を
有

効
活

用
す

る
こ

と
に

よ
り

、
患

者
さ

ん
が

地
域

で
継

続
性

の
あ

る
適

切
な

医
療

を
受

け
ら

れ
る

よ
う

に
す

る
も

の
で

す
。

公
社

の
病

院
で

は
、

地
域

の
医

療
機

関
と

密
接

な
連

携
の

も
と

、
地

域
の

患
者

さ
ん

に
必

要
な

医
療

を
継

続
し

て
提

供
す

る
た

め
に

地
域

医
療

連
携

を
推

進
し

て
い

ま
す

。

ク
リ

ニ
カ

ル
パ

ス
と

は

良
質

な
医

療
を

効
率

的
、

か
つ

安
全

、
適

正
に

提
供

す
る

た
め

の
手

段
と

し
て

開
発

さ
れ

た
診

療
計

画
表

の
こ

と
で

す

も
と

も
と

は
、

１
９

５
０

年
代

に
米

国
の

工
業

界
で

導
入

さ
れ

は
じ

め
、

１
９

９
０

年
代

に
日

本
の

医
療

機
関

に
お

い
て

も
一

部
導

入
さ

れ
た

考
え

方
で

、
診

療
の

標
準

化
、

根
拠

に
基

づ
く
医

療
の

実
施

（Ｅ
Ｂ

Ｍ
）
、

イ
ン

フ
ォ

ー
ム

ド
コ

ン
セ

ン
ト

の
充

実
、

業
務

の
改

善
、

チ
ー

ム
医

療
の

向
上

な
ど

の
効

果
が

期
待

さ
れ

て
い

ま
す

。

EB
M

は
“E

vi
de

nc
eB

as
ed

M
ed

ici
ne

‘’ 
,す

な
わ

ち
「
科

学
的

根
拠

（
エ

ビ
デ

ン
ス

）
に

基
づ

く
医

療
」
の

こ
と

を
い

い
ま

す
。

か
つ

て
の

医
療

で
は

，
個

々
の

医
師

の
経

験
に

依
存

し
て

診
断

・治
療

が
行

わ
れ

て
い

ま
し

た
。

も
ち

ろ
ん

，
こ

の
よ

う
な

経
験

も
重

要
で

は
あ

る
が

，
文

献
な

ど
の

外
部

的
な

臨
床

根
拠

も
踏

ま
え

て
，

患
者

に
と

っ
て

最
善

の
医

療
を

提
供

す
る

と
い

う
考

え
方

が
，

現
在

で
は

一
般

的
に

な
っ

て
い

ま
す

。

地
域

連
携

ク
リ

ニ
カ

ル
パ

ス
と

は

急
性

期
病

院
か

ら
回

復
期

病
院

を
経

て
早

期
に

自
宅

に
帰

れ
る

よ
う

な
診

療
計

画
を

作
成

し
、

治
療

を
受

け
る

全
て

の
医

療
機

関
で

共
有

し
て

用
い

る
も

の
で

、
診

療
に

あ
た

る
複

数
の

医
療

機
関

が
、

役
割

分
担

を
含

め
、

あ
ら

か
じ

め
診

療
内

容
を

患
者

に
提

示
・
説

明
す

る
こ

と
に

よ
り

、
患

者
が

安
心

し
て

医
療

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
も

の
で

す
。

内
容

と
し

て
は

、
施

設
ご

と
の

診
療

内
容

と
治

療
経

過
、

最
終

ゴ
ー

ル
等

を
診

療
計

画
と

し
て

明
示

し
、

回
復

期
病

院
で

は
、

患
者

が
ど

の
よ

う
な

状
態

で
転

院
し

て
く
る

か
を

把
握

で
き

る
た

め
、

改
め

て
状

態
を

観
察

す
る

こ
と

な
く
、

転
院

早
々

か
ら

リ
ハ

ビ
リ

を
開

始
で

き
ま

す
。

こ
れ

に
よ

り
、

医
療

連
携

体
制

に
基

づ
く
地

域
完

結
型

医
療

を
具

体
的

に
実

現
す

る
こ

と
に

な
り

ま
す

。

337



病
診

連
携

・
病

病
連

携
：

病
院

と
診

療
所

,病
院

と
病

院
の

間
で

連
携

し
た

診
療

を
行

う
た

め
に

,関
係

す
る

医
療

機
関

が
共

有
し

て
用

い
る

ク
リ

ニ
カ

ル
パ

ス
の

こ
と

引
用

元
：
h
tt

p:
//

w
w

w
.s

uw
as

hi
-
is

hi
ka

i.j
p/

h
o
m

e
do

ct
o
r/

病
診

連
携

と
は

「
病

院
」
と

「
診

療
所

（
医

院
）
」
が

連
携

し
て

診
断

治
療

に
当

た
る

と
い

う
こ

と
で

す
。

ご
承

知
の

よ
う

に
総

合
病

院
の

外
来

に
は

多
く
の

方
が

受
診

さ
れ

て
お

り
、

待
ち

時
間

が
長

い
だ

け
で

な
く
、

高
度

医
療

の
提

供
と

い
う

病
院

本
来

の
業

務
に

支
障

が
出

て
い

ま
す

。
病

診
連

携
は

こ
れ

ら
を

改
善

し
、

医
療

の
質

向
上

と
効

率
化

を
図

る
た

め
の

も
の

す
。

病
院

を
受

診
す

る
際

は
、

「
か

か
り

つ
け

医
」
の

紹
介

状
を

持
参

し
、

必
要

な
検

査
や

治
療

が
終

わ
れ

ば
病

院
か

ら
「
か

か
り

つ
け

医
」
に

診
療

情
報

が
提

供
さ

れ
（
逆

紹
介

）
、

そ
の

後
の

治
療

は
「
か

か
り

つ
け

医
」
が

病
院

と
連

絡
を

取
り

な
が

ら
行

う
こ

と
に

な
り

ま
す

。

病
診

連
携

は
ど

ち
ら

か
一

方
で

は
な

く
両

方
で

協
力

し
て

診
療

し
、

開
業

医
と

病
院

が
医

療
情

報
を

共
有

す
る

こ
と

で
、

待
ち

時
間

や
同

じ
検

査
の

繰
り

返
し

な
ど

の
無

駄
を

省
く
地

域
医

療
連

携
シ

ス
テ

ム
で

す
。

救
急

医
療

体
制

救
急

医
療

体
制

338



引
用

元
：
h
tt

ps
:/

/w
w

w
.m

hl
w

.g
o.

jp
/
fi
le

/0
5-

S
h
in

gi
ka

i-
10

8
01

0
00

-
Is

ei
ky

o
ku

-S
o
um

uk
a/

00
00

2
02

7
03

.p
df

救
急

医
療

体
制

と
は

、

都
道

府
県

ご
と

に
作

成
さ

れ
る

医
療

計
画

に
お

い
て

、
初

期
、

第
二

次
、

第
三

次
救

急
医

療
の

3段
階

に
分

か
れ

た
救

急
医

療
体

制
が

整
備

さ
れ

て
い

ま
す

。

初
期

救
急

（
一

次
救

急
）
と

は
、

入
院

や
手

術
を

伴
わ

な
い

医
療

で
、

各
都

道
府

県
で

数
ヵ

所
ず

つ
設

置
さ

れ
て

い
る

休
日

夜
間

急
患

セ
ン

タ
ー

や
地

域
の

病
院

や
医

院
が

交
替

で
診

療
す

る
在

宅
当

番
医

な
ど

に
よ

っ
て

行
な

わ
れ

ま
す

。

引
用

元
：
h
tt

ps
:/

/w
w

w
.m

hl
w

.g
o.

jp
/
fi
le

/0
5-

S
h
in

gi
ka

i-
10

8
01

0
00

-
Is

ei
ky

o
ku

-S
o
um

uk
a/

00
00

2
02

7
03

.p
df

初
期

救
急

は

入
院

治
療

の
必

要
が

な
く
、

外
来

で
対

処
し

う
る

帰
宅

可
能

な
軽

症
患

者
様

に
対

応
す

る
救

急
医

療
。

各
都

道
府

県
で

数
ヶ

所
ず

つ
設

置
さ

れ
て

い
る

「
休

日
夜

間
急

患
セ

ン
タ

ー
」
「
救

急
（
休

日
）
歯

科
診

療
室

」
の

ほ
か

、
そ

の
日

の
在

宅
当

番
に

な
っ

て
い

る
当

番
病

院
・
診

療
所

が
対

応
し

ま
す

。

二
次

救
急

は
、

入
院

治
療

や
手

術
を

必
要

と
す

る
重

症
患

者
様

に
対

応
す

る
救

急
医

療
。

い
く
つ

か
の

病
院

が
当

番
日

を
決

め
て

救
急

医
療

を
行

な
う

。
病

院
群

輪
番

制
や

、
共

同
利

用
型

病
院

方
式

が
こ

れ
に

あ
た

り
ま

す
。

通
常

、
入

院
や

手
術

を
必

要
と

し
て

救
急

車
で

搬
送

さ
れ

る
の

は
、

こ
の

二
次

救
急

指
定

病
院

で
、

24
時

間
体

制
が

と
ら

れ
て

い
ま

す
。

三
次

救
急

は
、

初
期

、
第

二
次

救
急

で
は

対
応

が
不

可
能

な
重

篤
疾

患
や

多
発

外
傷

に
対

す
る

医
療

。
救

命
救

急
セ

ン
タ

ー
や

高
度

救
命

救
急

セ
ン

タ
ー

が
対

応
し

ま
す

。
高

度
救

命
救

急
セ

ン
タ

ー
と

は
、

救
命

救
急

セ
ン

タ
ー

の
中

で
も

特
に

高
度

な
診

療
機

能
を

有
す

る
物

と
し

て
、

厚
生

労
働

大
臣

が
定

め
る

医
療

機
関

で
す

。
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df

初
期

救
急

は

入
院

治
療

の
必

要
が

な
く
、

外
来

で
対

処
し

う
る

帰
宅

可
能

な
軽

症
患

者
様

に
対

応
す

る
救

急
医

療
で

す
。

各
都

道
府

県
で

数
ヶ

所
ず

つ
設

置
さ

れ
て

い
る

「
休

日
夜

間
急

患
セ

ン
タ

ー
」
「
救

急
（
休

日
）
歯

科
診

療
室

」
の

ほ
か

、
そ

の
日

の
在

宅
当

番
に

な
っ

て
い

る
当

番
病

院
・
診

療
所

が
対

応
し

ま
す

。

病
態

に
応

じ
て

速
や

か
に

患
者

を
紹

介
で

き
る

よ
う

、
近

隣
の

医
療

機
関

や
精

神
科

救
急

医
療

体
制

等
と

連
携

し
て

対
応

を
し

ま
す

。
ま

た
、

休
日

・
夜

間
に

対
応

で
き

る
薬

局
と

連
携

模
し

て
い

ま
す

。

自
治

体
等

と
の

連
携

の
上

、
診

療
可

能
時

間
や

対
応

可
能

な
診

療
科

等
に

つ
い

て
住

民
等

に
周

知
し

て
い

ま
す

。

引
用

元
：
h
tt
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:/

/w
w

w
.m

hl
w

.g
o.

jp
/
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le
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S
h
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i-
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8
01

0
00

-
Is

ei
ky

o
ku

-S
o
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uk
a/

00
00

2
02

7
03

.p
df

二
次

救
急

は
、

入
院

治
療

や
手

術
を

必
要

と
す

る
重

症
患

者
様

に
対

応
す

る
救

急
医

療
で

す
。

い
く
つ

か
の

病
院

が
当

番
日

を
決

め
て

救
急

医
療

を
行

な
い

ま
す

。
病

院
群

輪
番

制
や

、
共

同
利

用
型

病
院

方
式

が
こ

れ
に

あ
た

り
ま

す
。

通
常

、
入

院
や

手
術

を
必

要
と

し
て

救
急

車
で

搬
送

さ
れ

る
の

は
、

こ
の

二
次

救
急

指
定

病
院

で
、

24
時

間
36

5日
体

制
が

と
ら

れ
て

い
ま

す
。

医
療

機
関

に
求

め
ら

れ
る

事
項

は

・
救

急
医

療
に

つ
い

て
相

当
の

知
識

及
び

経
験

を
有

す
る

医
師

が
常

時
診

療
に

従
事

し
て

い
る

こ
と

。

・
救

急
医

療
を

行
う

た
め

に
必

要
な

施
設

及
び

設
備

を
有

す
る

こ
と

。

・
救

急
医

療
を

要
す

る
傷

病
者

の
た

め
に

優
先

的
に

使
用

さ
れ

る
病

床
又

は
専

用
病

床
を

有
す

る
こ

と
。

・
初

期
救

急
医

療
や

精
神

科
救

急
医

療
体

制
等

と
連

携
し

て
い

る
こ

と
。

・
当

該
病

院
で

は
対

応
で

き
な

い
重

症
救

急
患

者
へ

の
対

応
に

備
え

、
近

隣
の

よ
り

適
切

な
医

療
機

関
と

連
携

し
て

い
る

こ
と

。

・
救

命
医

療
情

報
セ

ン
タ

ー
を

通
じ

て
、

診
療

可
能

な
日

時
や

、
診

療
機

能
を

住
民

・
救

急
搬

送
機

関
に

周
知

し
て

い
る

こ
と

。

・
急

性
期

に
あ

る
患

者
に

対
し

て
、

必
要

に
応

じ
て

早
期

の
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
実

施
す

る
こ

と
。

・
医

師
、

看
護

師
、

救
急

救
命

士
等

の
医

療
従

事
者

に
対

し
、

必
要

な
研

修
を

行
う

こ
と

。

・
数

年
間

、
受

入
実

績
の

な
い

救
急

医
療

機
関

に
つ

い
て

は
、

そ
の

位
置

付
け

に
つ

い
て

見
直

し
を

検
討

す
る

こ
と

。

・
救

急
病

院
等

を
定

め
る

省
令

に
よ

っ
て

定
め

ら
れ

る
救

急
病

院
で

あ
る

こ
と

。

で
す

。
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三
次

救
急

は
、

初
期

、
第

二
次

救
急

で
は

対
応

が
不

可
能

な
重

篤
疾

患
や

多
発

外
傷

に
対

す
る

医
療

で
す

。

救
命

救
急

セ
ン

タ
ー

や
高

度
救

命
救

急
セ

ン
タ

ー
が

対
応

し
ま

す
。

高
度

救
命

救
急

セ
ン

タ
ー

と
は

、
救

命
救

急
セ

ン
タ

ー
の

中
で

も
特

に
高

度
な

診
療

機
能

を
有

す
る

物
と

し
て

、
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
医

療
機

関
で

す
。

医
療

機
関

に
求

め
ら

れ
る

事
項

は

・
脳

卒
中

、
急

性
心

筋
梗

塞
、

重
症

外
傷

等
の

患
者

や
、

複
数

の
診

療
科

に
わ

た
る

重
篤

な
救

急
患

者
を

、
広

域
災

害
も

含
め

て
24

時
間

36
5日

必
ず

受
け

入
れ

る
事

が
可

能
で

あ
る

こ
と

。

・
集

中
治

療
室

（
IC

U)
、

心
臓

病
専

門
病

室
（

CC
U)

、
脳

卒
中

専
門

病
室

（
SC

U)
等

を
備

え
、

常
時

、
重

篤
な

患
者

に
対

し
高

度
な

治
療

が
可

能
な

こ
と

。

・
救

急
医

療
に

つ
い

て
相

当
の

知
識

及
び

経
験

を
有

す
る

医
師

が
常

時
診

療
に

従
事

し
て

い
る

こ
と

（
救

急
科

専
門

医
等

）

・
必

要
に

応
じ

、
ド

ク
タ

ー
ヘ

リ
、

ド
ク

タ
ー

カ
ー

を
用

い
た

救
命

救
急

医
療

を
提

供
す

る
こ

と
。

・
実

施
基

準
の

円
滑

な
運

用
・
改

善
及

び
都

道
府

県
又

は
地

域
メ

デ
ィ

カ
ル

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

体
制

の
充

実
に

当
た

り
積

極
的

な
役

割
を

果
た

す
こ

と
。

で
す

。

引
用

元
：
h
tt

ps
:/
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w

w
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w
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jp
/
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0
00

-
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o
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a/
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00

2
02

7
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.p
df

・
救

命
救

急
に

係
る

病
床

の
確

保
の

た
め

、
一

般
病

棟
の

病
床

を
含

め
、

医
療

機
関

全
体

と
し

て
ベ

ッ
ド

調
整

を
行

う
等

の
院

内
の

連
携

が
と

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

・
急

性
期

の
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
実

施
す

る
こ

と
。

・
急

性
期

を
経

た
後

も
、

重
度

の
脳

機
能

障
害

（
遷

延
性

意
識

障
害

等
）
の

後
遺

症
が

あ
る

患
者

、
精

神
疾

患
を

合
併

す
る

患
者

、
人

工
呼

吸
器

に
よ

る
管

理
を

必
要

と
す

る
患

者
等

の
、

特
別

な
管

理
が

必
要

な
た

め
退

院
が

困
難

な
患

者
を

転
棟

、
転

院
で

き
る

体
制

に
あ

る
こ

と
。

・
実

施
基

準
の

円
滑

な
運

用
、

改
善

及
び

都
道

府
県

又
は

地
域

メ
デ

ィ
カ

ル
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
体

制
の

充
実

に
当

た
り

積
極

的
な

役
割

を
果

た
す

こ
と

。

・
Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｔ
派

遣
機

能
を

持
つ

等
に

よ
り

、
災

害
に

備
え

て
積

極
的

な
役

割
を

果
た

す
こ

と
。

・
救

急
医

療
情

報
セ

ン
タ

ー
を

通
じ

て
、

診
療

機
能

を
住

民
・
救

急
搬

送
機

関
等

に
周

知
し

て
い

る
こ

と
。

・
医

師
、

看
護

師
等

の
医

療
従

事
者

に
対

し
、

必
要

な
研

修
を

行
う

体
制

を
有

し
、

研
修

等
を

通
じ

、
地

域
の

救
命

救
急

医
療

の
充

実
強

化
に

協
力

し
て

い
る

こ
と

。

・
都

道
府

県
又

は
地

域
メ

デ
ィ

カ
ル

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

協
議

会
に

医
師

を
参

加
さ

せ
る

と
と

も
に

、
救

急
救

命
士

の
気

管
挿

管
・

薬
剤

投
与

等
の

病
院

実
習

や
、

就
業

前
研

修
、

再
教

育
な

ど
に

協
力

し
て

い
る

こ
と

。

・
救

急
病

院
等

を
定

め
る

省
令

（
昭

和
39

年
厚

生
省

令
第

8号
）
に

よ
っ

て
定

め
ら

れ
る

救
急

病
院

で
あ

る
こ

と
。

で
す

。
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引
用

元
：
h
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:/
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w

w
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.g
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0
00

-
Is
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ky

o
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o
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a/

00
00

2
02

7
03

.p
df

ド
ク

タ
ー

ヘ
リ

救
急

医
療

に
必

要
な

機
器

及
び

医
薬

品
を

装
備

し
た

ヘ
リ

コ
プ

タ
ー

で
あ

っ
て

、
救

急
医

療
の

専
門

医
及

び
看

護
師

等
が

同
乗

し
救

急
現

場
等

に
向

か
い

、
現

場
等

か
ら

医
療

機
関

に
搬

送
す

る
ま

で
の

間
、

患
者

に
救

急
医

療
を

行
う

こ
と

の
で

き
る

専
用

の
ヘ

リ
コ

プ
タ

ー
の

こ
と

を
い

う
。

引
用

元
：
h
tt

ps
:/

/w
w

w
.m

hl
w

.g
o.

jp
/
fi
le

/0
5-

S
h
in

gi
ka

i-
10

8
01

0
00

-
Is

ei
ky

o
ku

-S
o
um

uk
a/

00
00

2
02

7
03

.p
df

ド
ク

タ
ー

ヘ
リ

の
導

入
状

況
（
Ｈ

３
０

.３
.２

６
現

在
）

は

４
２

道
府

県
５

２
機

導
入

で
す

。
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引
用

元
：
h
tt
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:/

/w
w

w
.m

hl
w

.g
o.

jp
/
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le

/0
5-

S
h
in

gi
ka

i-
10

8
01

0
00

-
Is

ei
ky

o
ku

-S
o
um

uk
a/

00
00

2
02

7
03

.p
df

神
奈

川
県

に
お

け
る

ド
ク

タ
ー

ヘ
リ

事
故

（
平

成
2
8
年

８
月

８
日

発
生

）
と

今
後

の
安

全
対

策
に

つ
い

て

○
ド

ク
タ

ー
ヘ

リ
事

業
が

開
始

後
、

初
め

て
の

落
着

事
故

が
平

成
28

年
度

に
発

生
し

た
。

○
全

国
的

な
ド

ク
タ

ー
ヘ

リ
の

運
用

に
関

す
る

安
全

運
航

を
示

す
必

要
が

あ
る

。

救
急

医
療

機
関

救
急

医
療

機
関
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救
急

医
療

機
関

：

救
急

告
示

医
療

機
関

厚
生

労
働

省
の

「
救

急
病

院
等

を
定

め
る

省
令

」
に

基
づ

い
て

都
道

府
県

知
事

が
認

定
し

た
医

療
機

関

救
急

告
示

医
療

機
関

厚
生

労
働

省
の

「
救

急
病

院
等

を
定

め
る

省
令

」
(6

4
年

)に
基

づ
い

て
都

道
府

県
知

事
が

認
定

し
た

医
療

機
関

消
防

法
に

規
定

す
る

救
急

隊
に

よ
り

搬
送

さ
れ

る
傷

病
者

に
関

す
る

医
療

を
担

当
す

る
医

療
機

関
は

、
次

の
基

準
に

該
当

す
る

病
院

又
は

診
療

所
で

あ
っ

て
、

そ
の

開
設

者
か

ら
都

道
府

県
知

事
に

対
し

て
救

急
業

務
に

関
し

協
力

す
る

旨
の

申
出

の
あ

っ
た

も
の

の
う

ち
、

都
道

府
県

知
事

が
、

医
療

法
に

規
定

す
る

医
療

計
画

の
内

容
（
以

下
「
医

療
計

画
の

内
容

」
と

い
う

。
）
、

当
該

病
院

又
は

診
療

所
の

所
在

す
る

地
域

に
お

け
る

救
急

業
務

の
対

象
と

な
る

傷
病

者
の

発
生

状
況

等
を

勘
案

し
て

必
要

と
認

定
し

た
も

の
（
以

下
「
救

急
病

院
」
又

は
「
救

急
診

療
所

」
と

い
う

。
）
と

す
る

。

た
だ

し
、

疾
病

又
は

負
傷

の
程

度
が

軽
易

で
あ

る
と

診
断

さ
れ

た
傷

病
者

及
び

直
ち

に
応

急
的

な
診

療
を

受
け

る
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
た

傷
病

者
に

関
す

る
医

療
を

担
当

す
る

医
療

機
関

は
、

病
院

又
は

診
療

所
と

す
る

。

一
救

急
医

療
に

つ
い

て
相

当
の

知
識

及
び

経
験

を
有

す
る

医
師

が
常

時
診

療
に

従
事

し
て

い
る

こ
と

。
二

エ
ツ

ク
ス

線
装

置
、

心
電

計
、

輸
血

及
び

輸
液

の
た

め
の

設
備

そ
の

他
救

急
医

療
を

行
う

た
め

に
必

要
な

施
設

及
び

設
備

を
有

す
る

こ
と

。

三
救

急
隊

に
よ

る
傷

病
者

の
搬

送
に

容
易

な
場

所
に

所
在

し
、

か
つ

、
傷

病
者

の
搬

入
に

適
し

た
構

造
設

備
を

有
す

る
こ

と
。

四
救

急
医

療
を

要
す

る
傷

病
者

の
た

め
の

専
用

病
床

又
は

当
該

傷
病

者
の

た
め

に
優

先
的

に
使

用
さ

れ
る

病
床

を
有

す
る

こ
と

。

こ
れ

ら
の

要
件

を
満

た
し

た
医

療
機

関
が

、
救

急
指

定
病

院
に

指
定

さ
れ

て
い

ま
す

。

引
用
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メ
デ

ィ
カ

ル
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
は

傷
病

者
の

救
命

率
や

予
後

の
向

上
の

た
め

、

①
業

務
の

プ
ロ

ト
コ

ー
ル

の
作

成
、

②
医

師
の

指
示

、
指

導
・
助

言
、

③
救

急
活

動
の

事
後

検
証

、

④
救

急
救

命
士

等
の

教
育

等
に

よ
り

、
医

学
的

観
点

か
ら

、

救
急

救
命

士
の

救
急

救
命

処
置

等
の

質
を

保
障

し
て

い
ま

す
。
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休
日

・
夜

間
急

患
セ

ン
タ

ー

休
日

・
夜

間
急

患
セ

ン
タ

ー

休
日

・
夜

間
急

患
セ

ン
タ

ー
：

休
日

及
び

夜
間

の
診

療
を

行
う

急
患

セ
ン

タ
ー

を
整

備
し

地
域

住
民

の
急

病
患

者
の

医
療

を
確

保
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
い

ま
す

休
日

・
夜

間
急

患
セ

ン
タ

ー
は

、

休
日

及
び

夜
間

の
診

療
を

行
う

急
患

セ
ン

タ
ー

を
整

備
し

地
域

住
民

の
急

病
患

者
の

医
療

を
確

保
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
い

ま
す

。

整
備

基
準

１
．

休
日

の
診

療
と

は
、

次
の

ア
か

ら
エ

に
掲

げ
る

日
の

午
前

８
時

か
ら

午
後

６
時

ま
で

の
間

に
診

療
を

行
う

こ
と

を
い

い
、

夜
間

の
診

療
と

は
午

後
６

時
か

ら
翌

日
午

前
８

時
ま

で
の

間
に

診
療

を
行

う
こ

と
を

い
い

ま
す

ア
日

曜
日

イ
国

民
の

祝
日

に
関

す
る

法
律

に
定

め
る

祝
日

及
び

休
日

ウ
年

末
年

始
の

日
（
１

２
月

２
９

日
か

ら
１

月
３

日
ま

で
）

エ
週

休
二

日
制

に
伴

う
土

曜
日

又
は

そ
の

振
替

日

２
．

施
設

○
休

日
夜

間
急

患
セ

ン
タ

ー

休
日

夜
間

急
患

セ
ン

タ
ー

と
し

て
必

要
な

診
療

部
門

等
及

び
医

療
機

器
等

を
備

え
る

も
の

と
す

る

３
．

地
域

住
民

に
対

し
て

救
急

医
療

に
関

す
る

情
報

提
供

を
行

う
。
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休
日

・
夜

間
急

患
セ

ン
タ

ー
：

１
．

休
日

診
療

と
は

,次
の

ア
～

エ
に

掲
げ

る
日

の
午

前
８

時
か

ら
午

後
６

時
ま

で
の

間
に

診
療

を
行

う
こ

と
ア

日
曜

日
イ

国
民

の
祝

日
に

関
す

る
法

律
に

定
め

る
祝

日
,休

日
ウ

年
末

年
始

の
日

（
1
2
月

2
9
日

～
1
月

3
日

ま
で

）
エ

週
休

2
日

制
に

伴
う

土
曜

日
,そ

の
振

替
日

※
夜

間
診

療
と

は
,午

後
６

時
～

翌
日

午
前

８
時

ま
で

の
間

に
診

療
を

行
う

こ
と

整
備

基
準

１
．

休
日

の
診

療
と

は
、

次
の

ア
か

ら
エ

に
掲

げ
る

日
の

午
前

８
時

か
ら

午
後

６
時

ま
で

の
間

に
診

療
を

行
う

こ
と

を
い

い
、

夜
間

の
診

療
と

は
午

後
６

時
か

ら
翌

日
午

前
８

時
ま

で
の

間
に

診
療

を
行

う
こ

と
を

い
い

ま
す

ア
日

曜
日

イ
国

民
の

祝
日

に
関

す
る

法
律

に
定

め
る

祝
日

及
び

休
日

ウ
年

末
年

始
の

日
（
１

２
月

２
９

日
か

ら
１

月
３

日
ま

で
）

エ
週

休
二

日
制

に
伴

う
土

曜
日

又
は

そ
の

振
替

日

休
日

・
夜

間
急

患
セ

ン
タ

ー
：

２
．

施
設

○
休

日
夜

間
急

患
セ

ン
タ

ー
休

日
夜

間
急

患
セ

ン
タ

ー
と

し
て

必
要

な
診

療
部

門
等

及
び

医
療

機
器

等
を

備
え

る
も

の
と

す
る

３
．

地
域

住
民

に
対

し
て

救
急

医
療

に
関

す
る

情
報

提
供

を
行

う

２
．

施
設

○
休

日
夜

間
急

患
セ

ン
タ

ー

休
日

夜
間

急
患

セ
ン

タ
ー

と
し

て
必

要
な

診
療

部
門

等
及

び
医

療
機

器
等

を
備

え
る

も
の

と
す

る

３
．

地
域

住
民

に
対

し
て

救
急

医
療

に
関

す
る

情
報

提
供

を
行

う
。
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在
宅

当
番

医
制

：

地
区

医
師

会
が

実
施

す
る

在
宅

当
番

医
制

の
定

着
化

を
図

る
と

と
も

に
さ

ら
に

未
実

施
地

区
へ

の
普

及
を

図
る

こ
と

に
よ

り
休

日
又

は
夜

間
に

お
け

る
地

域
住

民
の

急
病

患
者

の
医

療
を

確
保

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

い
ま

す

地
区

医
師

会
が

実
施

す
る

在
宅

当
番

医
制

の
定

着
化

を
図

る
と

と
も

に
、

さ
ら

に
未

実
施

地
区

へ
の

普
及

を
図

る
こ

と
に

よ
り

、
休

日
又

は
夜

間
に

お
け

る
地

域
住

民
の

急
病

患
者

の
医

療
を

確
保

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

い
ま

す
。

在
宅

当
番

医
制

：

地
区

医
師

会
（
郡

市
医

師
会

指
定

都
市

の
区

医
師

会
）
が

当
該

地
区

医
師

会
の

区
域

に
お

い
て

地
方

公
共

団
体

の
委

託
等

に
よ

り
実

施
す

る
事

業

事
業

内
容

地
区

医
師

会
（
郡

市
医

師
会

,指
定

都
市

の
区

医
師

会
）
が

、
当

該
地

区
医

師
会

の
区

域
に

お
い

て
、

地
方

公
共

団
体

の
委

託
等

に
よ

り
実

施
す

る
事

業
で

す
。
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在
宅

当
番

医
制

：

１
．

休
日

お
よ

び
夜

間
の

診
療

を
行

う
在

宅
当

番
医

の
当

番
日

の
調

整
事

業
及

び
在

宅
当

番
医

の
実

施
事

業
２

．
休

日
夜

間
急

患
セ

ン
タ

ー
へ

派
遣

す
る

医
師

の
調

整
を

行
う

事
業

３
．

地
域

住
民

に
対

す
る

救
急

医
療

知
識

の
普

及
啓

蒙
を

行
う

事
業

事
業

内
容

１
．

休
日

お
よ

び
夜

間
の

診
療

を
行

う
在

宅
当

番
医

の
当

番
日

の
調

整
事

業
及

び
在

宅
当

番
医

の
実

施
事

業

２
．

休
日

夜
間

急
患

セ
ン

タ
ー

へ
派

遣
す

る
医

師
の

調
整

を
行

う
事

業

３
．

地
域

住
民

に
対

す
る

救
急

医
療

知
識

の
普

及
啓

蒙
を

行
う

事
業

救
急

医
療

情
報

シ
ス

テ
ム

救
急

医
療

情
報

シ
ス

テ
ム
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救
急

医
療

情
報

シ
ス

テ
ム

引
用

元
：
h
tt

ps
:/

/w
w

w
.n

tt
da

ta
-
sh

in
et

su
.c

o
.jp

/
se

rv
ic

e
/p

u
bl

ic
-
se

ct
o
r/

em
is

/

救
急

医
療

情
報

シ
ス

テ
ム

は
、

医
療

機
関

に
お

け
る

様
々

な
情

報
を

市
民

・
救

急
隊

員
な

ど
に

提
供

す
る

シ
ス

テ
ム

で
す

。

各
都

道
府

県
ご

と
に

設
置

さ
れ

た
、

救
急

医
療

に
関

す
る

情
報

集
約

シ
ス

テ
ム

の
一

つ
で

、
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
セ

ン
タ

ー
と

救
急

医
療

情
報

セ
ン

タ
ー

、
医

療
機

関
、

消
防

本
部

と
の

間
を

通
信

回
線

で
結

ん
で

あ
り

、
消

防
本

部
に

よ
る

、
救

急
隊

の
活

動
に

対
す

る
側

面
支

援
と

し
て

、
救

急
患

者
を

最
適

な
医

療
機

関
へ

収
容

す
る

た
め

に
必

要
な

医
療

機
関

応
需

情
報

（
診

療
科

目
、

診
療

・
手

術
の

可
否

、
男

女
別

空
き

ベ
ッ

ド
の

有
無

）
を

収
集

し
ま

す
。

医
療

機
関

に
設

置
し

て
あ

る
端

末
装

置
か

ら
、

リ
ア

ル
タ

イ
ム

で
最

新
の

情
報

を
入

力
、

蓄
積

し
ま

す
。

こ
れ

に
よ

り
救

急
現

場
に

出
場

中
の

救
急

隊
か

ら
、

収
容

予
定

の
医

療
機

関
に

つ
い

て
応

需
状

況
の

問
合

わ
せ

が
あ

っ
た

場
合

、
迅

速
か

つ
適

正
に

応
答

で
き

ま
す

。

ま
た

、
一

般
市

民
、

医
療

機
関

等
か

ら
の

問
合

わ
せ

に
対

し
て

も
案

内
を

行
い

ま
す

。

ま
た

大
規

模
な

地
震

発
生

時
に

は
端

末
装

置
が

災
害

運
用

に
切

り
か

わ
り

、
被

災
地

内
の

各
医

療
機

関
か

ら
は

稼
働

状
況

、
傷

病
者

数
、

医
師

・
看

護
師

要
員

の
状

況
等

の
情

報
が

、
ま

た
被

災
地

以
外

の
医

療
機

関
か

ら
は

受
け

入
れ

可
能

な
病

床
数

、
医

師
・
看

護
師

の
派

遣
な

ど
の

情
報

が
入

力
さ

れ
、

都
道

府
県

や
消

防
機

関
等

へ
提

供
さ

れ
ま

す
。

救
急

応
需

シ
ス

テ
ム

,宿
日

直
情

報
シ

ス
テ

ム
,休

日
当

番
医

療
情

報
シ

ス
テ

ム
,周

産
期

応
需

情
報

シ
ス

テ
ム

な
ど

が
あ

り
ま

す
。

引
用

元
：
h
tt
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w
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7
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df

県
全

域
を

対
象

と
す

る
救

急
医

療
情

報
セ

ン
タ

ー
を

整
備

し
、

市
町

村
の

区
域

を
超

え
た

救
急

医
療

情
報

の
収

集
・
提

供
を

行
う

。
ま

た
、

災
害

時
に

は
医

療
機

関
の

情
報

収
集

な
ど

を
行

う
た

め
の

全
国

的
な

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

と
し

て
機

能
し

ま
す

。
（
広

域
災

害
･救

急
医

療
情

報
シ

ス
テ

ム
) 

事
業

内
容

(1
)

通
常

時
の

事
業

ア
情

報
収

集
事

業
（
随

時
更

新
）

(ｱ
) 
診

療
科

別
医

師
の

在
否

(ｲ
) 
診

療
科

別
の

手
術

及
び

処
置

の
可

否

(ｳ
) 
病

室
の

空
床

状
況

（
診

療
科

別
、

男
女

別
、

集
中

治
療

室
等

の
特

殊
病

室
及

び
そ

の
他

）

(ｴ
) 
そ

の
他

救
急

医
療

情
報

セ
ン

タ
ー

運
営

委
員

会
等

が
必

要
と

認
め

る
情

報

イ
情

報
提

供
、

相
談

事
業

医
療

施
設

、
消

防
本

部
及

び
地

域
住

民
か

ら
の

問
い

合
わ

せ
に

対
し

て
適

切
な

受
入

れ
施

設
の

選
定

、
確

認
又

は
回

答
を

行
う

も
の

と
す

る
。

ウ
救

急
医

療
情

報
セ

ン
タ

ー
運

営
委

員
会

の
開

催

(2
) 
災

害
時

の
情

報
収

集
及

び
提

供
事

業

ア
医

療
施

設
状

況

イ
患

者
転

送
要

請

ウ
医

薬
品

等
備

蓄
状

況

エ
電

気
等

の
生

活
必

需
基

盤
の

確
保

状
況

オ
受

入
患

者
状

況
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災
害

時
医

療

災
害

時
医

療

災
害

時
に

被
災

し
た

都
道

府
県

を
越

え
て

医
療

機
関

の
稼

動
状

況
な

ど
災

害
医

療
に

関
わ

る
情

報
を

共
有

し
、

被
災

地
域

で
の

迅
速

且
つ

適
切

な
医

療
・
救

護
に

関
わ

る
各

種
情

報
を

集
約

・
提

供
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
い

ま
す

。

・
各

都
道

府
県

シ
ス

テ
ム

に
お

け
る

全
国

共
通

の
災

害
医

療
情

報
の

収
集

・
医

療
機

関
の

災
害

医
療

情
報

を
収

集
、

災
害

時
の

患
者

搬
送

な
ど

の
医

療
体

制
の

確
保

で
す

。

引
用

元
：
h
tt

ps
:/

/w
w

w
.m

hl
w

.g
o.

jp
/
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le

/0
5-

S
h
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i-
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8
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0
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-
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o
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o
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a/
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2
02

7
03

.p
df

「
災

害
急

性
期

に
活

動
で

き
る

機
動

性
を

持
っ

た
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
を

受
け

た
医

療
チ

ー
ム

」
と

定
義

さ
れ

て
お

り
※

、
災

害
派

遣
医

療
チ

ー
ム

Ｄ
isa

st
er

Ｍ
ed

ica
lＡ

ss
ist

an
ce

Ｔ
ea

m
の

頭
文

字
を

と
っ

て
略

し
て

「
Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｔ
（
デ

ィ
ー

マ
ッ

ト
）
」
と

呼
ば

れ
て

い
ま

す
。 ※

平
成

13
年

度
厚

生
科

学
特

別
研

究
「
日

本
に

お
け

る
災

害
時

派
遣

医
療

チ
ー

ム
(D

M
AT

)の
標

準
化

に
関

す
る

研
究

」
報

告
書

よ
り

医
師

、
看

護
師

、
業

務
調

整
員

（医
師

・
看

護
師

以
外

の
医

療
職

及
び

事
務

職
員

）で
構

成
さ

れ
、

大
規

模
災

害
や

多
傷

病
者

が
発

生
し

た
事

故
な

ど
の

現
場

に
、

急
性

期
（
お

お
む

ね
48

時
間

以
内

）か
ら

活
動

で
き

る
機

動
性

を
持

っ
た

、
専

門
的

な
訓

練
を

受
け

た
医

療
チ

ー
ム

で
す

。

19
95

年
1月

17
日

、
戦

中
・
戦

後
を

通
じ

て
最

大
級

の
の

自
然

災
害

で
あ

る
、

「
阪

神
・淡

路
大

震
災

」
が

起
こ

り
ま

し
た

。
＜

被
害

概
要

＞
19

95
年

1月
17

日
午

前
5時

46
分

マ
グ

ニ
チ

ュ
ー

ド
7.

2
全

壊
家

屋
：

10
4,

90
6棟

被
災

家
屋

：
51

2,
88

2棟
死

者
・
行

方
不

明
者

6,
42

5名
負

傷
者

43
,7

72
名

こ
の

阪
神

・
淡

路
大

震
災

に
つ

い
て

、
初

期
医

療
体

制
の

遅
れ

が
考

え
ら

れ
、

平
時

の
救

急
医

療
レ

ベ
ル

の
医

療
が

提
供

さ
れ

て
い

れ
ば

、
救

命
で

き
た

と
考

え
ら

れ
る

「
避

け
ら

れ
た

災
害

死
」が

50
0名

存
在

し
た

可
能

性
が

あ
っ

た
と

後
に

報
告

さ
れ

て
い

ま
す

。

こ
の

阪
神

・
淡

路
大

震
災

で
災

害
医

療
に

つ
い

て
多

く
の

課
題

が
浮

き
彫

り
と

な
り

、
こ

の
教

訓
を

生
か

し
、

各
行

政
機

関
、

消
防

、
警

察
、

自
衛

隊
と

連
携

し
な

が
ら

救
助

活
動

と
並

行
し

、
医

師
が

災
害

現
場

で
医

療
を

行
う

必
要

性
が

認
識

さ
れ

る
よ

う
に

な
り

ま
し

た
。

“
一

人
で

も
多

く
の

命
を

助
け

よ
う

”
※

平
成

13
年

度
厚

生
科

学
特

別
研

究
報

告
書

「日
本

に
お

け
る

災
害

時
派

遣
医

療
チ

ー
ム

(D
M

AT
)の

標
準

化
に

関
す

る
研

究
」
報

告
書

よ
り

と
厚

生
労

働
省

に
よ

り
、

災
害

派
遣

医
療

チ
ー

ム
、

日
本

DM
AT

が
平

成
17

年
４

月
に

発
足

し
ま

し
た

。

研
修

は
、

独
立

行
政

法
人

国
立

病
院

機
構

災
害

医
療

セ
ン

タ
ー

に
て

開
始

さ
れ

、
平

成
18

年
9月

に
は

西
日

本
の

拠
点

と
し

て
兵

庫
県

災
害

医
療

セ
ン

タ
ー

で
の

研
修

が
開

始
さ

れ
ま

し
た

。

現
在

で
は

、
現

場
の

医
療

だ
け

で
な

く
、

災
害

時
に

多
く
の

患
者

さ
ん

が
運

ば
れ

る
、

被
災

地
の

病
院

機
能

を
維

持
、

拡
充

す
る

た
め

に
、

病
院

の
指

揮
下

に
入

り
病

院
の

医
療

行
為

を
支

援
さ

せ
て

頂
く
病

院
支

援
や

、
首

都
直

下
型

、
東

海
、

東
南

海
・
南

海
地

震
な

ど
想

定
さ

れ
る

大
地

震
で

多
数

の
重

症
患

者
が

発
生

し
た

際
に

、
平

時
の

救
急

医
療

レ
ベ

ル
を

提
供

す
る

た
め

、
被

災
地

の
外

に
搬

送
す

る
、

広
域

医
療

搬
送

な
ど

、
機

動
性

、
専

門
性

を
生

か
し

た
多

岐
に

わ
た

る
医

療
的

支
援

を
行

い
ま

す
。
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災
害

医
療

な
ど

の
あ

り
方

に
関

す
る

検
討

会
の

報
告

書
の

概
要

と
な

り
ま

す
。

引
用

元
：
h
tt

ps
:/

/w
w

w
.m

hl
w

.g
o.

jp
/
fi
le

/0
5-

S
h
in

gi
ka

i-
10

8
01

0
00

-
Is

ei
ky

o
ku

-S
o
um

uk
a/

00
00

2
02

7
03

.p
df

災
害

拠
点

病
院

指
定

要
件

の
改

正
の

運
営

と
施

設
設

備
に

つ
い

て
と

な
り

ま
す

。
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引
用

元
：
h
tt

ps
:/

/w
w

w
.m

hl
w

.g
o.

jp
/
fi
le

/0
5-

S
h
in

gi
ka

i-
10

8
01

0
00

-
Is

ei
ky

o
ku

-S
o
um

uk
a/

00
00

2
02

7
03

.p
df

Ｅ
Ｍ

Ｓ
の

機
能

強
化

の
導

入
状

況
に

つ
い

て
と

な
り

ま
す

。

引
用

元
：
h
tt

ps
:/

/w
w

w
.m

hl
w

.g
o.

jp
/
fi
le

/0
5-

S
h
in

gi
ka

i-
10

8
01

0
00

-
Is

ei
ky

o
ku

-S
o
um

uk
a/

00
00

2
02

7
03

.p
df

Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ

ロ
ジ

ス
テ

ィ
ク

ス
研

修
の

活
動

要
領

と
な

り
ま

す
。
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引
用

元
：
h
tt

ps
:/

/w
w

w
.m

hl
w

.g
o.

jp
/
fi
le

/0
5-

S
h
in

gi
ka

i-
10

8
01

0
00

-
Is

ei
ky

o
ku

-S
o
um

uk
a/

00
00

2
02

7
03

.p
df

引
用

元
：
h
tt

ps
:/

/w
w

w
.m

hl
w

.g
o.

jp
/
fi
le

/0
5-

S
h
in

gi
ka

i-
10

8
01

0
00

-
Is

ei
ky

o
ku

-S
o
um

uk
a/

00
00

2
02

7
03

.p
df

都
道

府
県

災
害

医
療

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
研

修
に

つ
い

て
の

説
明

と
な

り
ま

す
。
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ト
リ

ア
ー

ジ

ト
リ

ア
ー

ジ
災

害
時

等
に

お
い

て
、

現
存

す
る

限
ら

れ
た

医
療

資
源

（
医

療
ス

タ
ッ

フ
、

医
薬

品
等

）
を

最
大

限
に

活
用

し
て

、
救

助
可

能
な

傷
病

者
を

確
実

に
救

い
、

可
能

な
限

り
多

数
の

傷
病

者
の

治
療

を
行

う
た

め
に

は
、

傷
病

者
の

傷
病

の
緊

急
性

や
重

症
度

に
応

じ
て

、
治

療
の

優
先

順
位

を
決

定
し

、
こ

の
優

先
順

位
に

従
っ

て
患

者
搬

送
、

病
院

選
定

、
治

療
の

実
施

を
行

う
こ

と
が

大
切

で
す

。
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ト
リ

ア
ー

ジ
：

ト
リ

ア
ー

ジ
（
T
ri
ag

e
）
と

は
、

負
傷

者
を

重
症

度
、

緊
急

度
な

ど
に

よ
っ

て
分

類
し

、
治

療
（
T
re

at
m

e
n
t）

や
搬

送
（
T
ra

n
sp

o
rt

）
の

優
先

順
位

を
決

め
る

こ
と

で
あ

り
、

救
助

、
応

急
処

置
、

搬
送

、
病

院
で

の
治

療
の

際
に

行
い

ま
す

。

第
１

順
位

最
優

先
治

療
群

（
重

症
群

）
赤

色
（
Ⅰ

）

・
直

ち
に

処
置

を
行

え
ば

、
救

命
が

可
能

な
者

第
２

順
位

非
緊

急
治

療
群

（
中

等
症

群
）
黄

色
（
Ⅱ

）

・
多

少
治

療
の

時
間

が
遅

れ
て

も
生

命
に

は
危

険
が

な
い

者
・
基

本
的

に
は

、
バ

イ
タ

ル
サ

イ
ン

が
安

定
し

て
い

る
者

第
３

順
位

軽
処

置
群

（
軽

症
群

）
緑

色
（
Ⅲ

）

・
上

記
以

外
の

軽
易

な
傷

病
で

、
ほ

と
ん

ど
専

門
医

の
治

療
を

必
要

と
し

な
い

者

第
４

順
位

不
処

置
群

（
死

亡
群

）
黒

色
（
０

）

・
既

に
死

亡
し

て
い

る
者

又
は

直
ち

に
処

置
を

行
っ

て
も

明
ら

か
に

救
命

が
不

可
能

な
者
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A
Iと

Io
T
を

駆
使

し
て

地
域

医
療

連
携

と
チ

ー
ム

医
療

を
サ

ポ
ー

ト
で

き
る

高
度

IT
人

材
育

成
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム

A
Iと

Io
T
を

駆
使

し
て

地
域

医
療

連
携

と
チ

ー
ム

医
療

を
サ

ポ
ー

ト
で

き
る

高
度

IT
人

材
育

成
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム

医
療

情
報

技
師

に
求

め
ら

れ
る

知
識

・
技

術
,能

力

日
本

医
療

情
報

学
会

医
療

情
報

技
師

育
成

部
会

：
「
医

療
情

報
技

師
医

療
情

報
技

術
の

専
門

的
人

材
と

し
て

」
ht

tp
s:

//w
w

w.
ja

m
i.j

p/
ja

di
te

/n
ew

/fi
rs

t/i
nf

o-
f.h

tm
l

2

３
C

（
必

要
な

資
質

）
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

（
C

o
m

m
u
n
ic

at
io

n
）

コ
ラ

ボ
レ

ー
シ

ョ
ン

（
C

o
lla

b
o
ra

ti
o
n
）

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

シ
ョ

ン
（
C

o
o
rd

in
at

io
n
）

１
）
情

報
処

理
技

術

・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク

・
デ

ー
タ

ベ
ー

ス

・
情

報
シ

ス
テ

ム
開

発

・
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ

２
）
医

学
・
医

療

・
医

療
制

度

・
医

療
・
病

院
管

理

・
社

会
医

学

・
臨

床
医

学

３
）
医

療
情

報
シ

ス
テ

ム

・
医

療
情

報
の

倫
理

・
医

療
情

報
シ

ス
テ

ム

・
医

療
記

録
の

電
子

化

・
医

療
情

報
の

標
準

化

・
医

療
情

報
の

分
析

２
)医

学
･医

療
に

関
す

る
こ

と
の

中
の

、
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病
院

業
務

と
病

院
の

運
営

管
理

<
キ

ー
ワ

ー
ド

>

診
療

科
病

院
の

各
部

門
の

主
要

な
役

割
と

業
務

医
療

ス
タ

ッ
フ

の
主

な
役

割
と

そ
の

規
則

病
院

業
務

と
運

営
管

理

総
合

病
院

の
よ

う
な

大
き

な
病

院
に

は
様

々
な

部
門

が
あ

り
ま

す
。

ま
た

、
そ

こ
に

働
く
ス

タ
ッ

フ
も

重
要

な
役

割
を

も
っ

て

ま
す

。

こ
こ

で
は

、
病

院
の

各
部

門
の

主
要

な
役

割
と

業
務

に
は

ど
ん

な
も

の
が

あ
る

か
理

解
し

て
頂

き
ま

す
。

診
療

科
区

分
（
厚

生
労

働
省

様
式

コ
ー

ド
）

は

内
科

01
0 

心
療

内
科

02
0

精
神

科
03

0 
神

経
科

04
0 

呼
吸

器
科

05
0 

消
化

器
科

06
0 

循
環

器
科

07
0 

ア
レ

ル
ギ

ー
科

08
0 

リ
ウ

マ
チ

科
09

0 
小

児
科

10
0 

外
科

11
0 

整
形

外
科

12
0 

形
成

外
科

13
0 

美
容

外
科

14
0 

脳
神

経
外

科
15

0 
呼

吸
器

外
科

16
0

心
臓

血
管

外
科

17
0

小
児

外
科

18
0 

皮
膚

泌
尿

器
科

19
0

性
病

科
20

0
肛

門
科

21
0

産
婦

人
科

22
0 

 
眼

科
23

0
耳

鼻
咽

喉
科

24
0

気
管

食
道

科
25

0
ﾘ
ﾊ

ﾋ
ﾞﾘ

ﾃ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

科
26

0
放

射
線

科
27

0
神

経
内

科
28

0
胃

腸
科

29
0

皮
膚

科
30

0
泌

尿
器

科
31

0
産

科
32

0
婦

人
科

33
0

呼
吸

器
内

科
34

0 
循

環
器

内
科

35
0 

歯
科

36
0 

歯
科

矯
正

科
37

0
小

児
歯

科
38

0 
歯

科
口

腔
外

科
39

0 
糖

尿
病

科
40

0 
腎

臓
内

科
41

0 
腎

移
植

科
42

0 

血
液

透
析

科
43

0 
 

代
謝

内
科

44
0

内
分

泌
内

科
45

0
救

急
医

学
科

46
0

血
液

科
47

0
血

液
内

科
48

0
麻

酔
科

49
0

消
化

器
内

科
50

0
消

化
器

外
科

51
0

肝
胆

膵
外

科
52

0
糖

尿
内

科
53

0
大

腸
肛

門
科

54
0

眼
形

成
眼

窩
外

科
55

0
不

妊
内

分
泌

科
56

0
膠

原
病

ﾘ
ｳ

ﾏ
ﾁ
内

科
57

0
脳

卒
中

科
58

0
腫

瘍
治

療
科

59
0

総
合

診
療

科
60

0
乳

腺
甲

状
腺

外
科

61
0

新
生

児
科

62
0

小
児

循
環

器
科

63
0

（
代

表
的

な
も

の
を

示
し

ま
す

。
）
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診
療

科

0
1
0
：
内

科

in
te

rn
al

 m
e
di

c
in

e
[内

部
]+

[医
学

]

内
臓

の
病

気
を

手
術

を
せ

ず
に

治
療

す
る

0
1
0
：
内

科
in

te
rn

al
 m

e
d
ic

in
e

[内
部

]+
[医

学
]

内
臓

の
病

気
を

手
術

を
せ

ず
に

治
療

す
る

診
療

科

0
3
0
：
精

神
科

ps
yc

h
ia

tr
y 

[-
ia

tr
y=

医
学

P
sy

=
プ

シ
]

精
神

障
害

・
精

神
疾

患
・
依

存
症

・
睡

眠
障

害
・
不

安
障

害
を

主
な

診
療

0
3
0
：
精

神
科

p
sy

c
h
ia

tr
y

[-
ia

tr
y=

医
学

P
sy

=
プ

シ
]

精
神

障
害

・
精

神
疾

患
・
依

存
症

・
睡

眠
障

害
、

不
安

障
害

を
主

な
診

療
と

す
る
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診
療

科

0
5
0
：
呼

吸
器

科

pu
lm

o
n
o
lo

gy
[-

lo
gy

=
学

]

主
に

気
管

お
よ

び
気

管
支

,肺
を

中
心

と
し

た
疾

患
を

治
療

を
行

う

0
5
0
：
呼

吸
器

科
p
u
lm

o
n
o
lo

gy
 [

-
lo

gy
=
学

]

精
神

障
害

・
精

神
疾

患
・
依

存
症

・
睡

眠
障

害
、

不
安

障
害

を
主

な
診

療
す

る

診
療

科

0
6
0
：
消

化
器

科

ga
st

ro
in

te
st

in
al

 m
e
di

c
in

e
 [

胃
腸

]

主
に

消
化

器
を

中
心

と
し

た
疾

患
を

治
療

を
行

う

0
6
0
：
消

化
器

科
ga

st
ro

in
te

st
in

al
m

e
d
ic

in
e

[胃
腸

]

主
に

消
化

器
を

中
心

と
し

た
疾

患
を

治
療

を
行

う
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診
療

科

0
7
0
：
循

環
器

科

c
ar

di
o
lo

gy
 [

心
臓

]

主
に

心
臓

を
中

心
と

し
た

疾
患

を
治

療
を

行
う

0
7
0
：
循

環
器

科
c
ar

d
io

lo
gy

 [
心

臓
]

主
に

心
臓

を
中

心
と

し
た

疾
患

を
治

療
を

行
う

診
療

科

1
0
0
：
小

児
科

pe
di

at
ri
c
s

主
に

心
臓

を
中

心
と

し
た

疾
患

を
治

療
を

行
う

1
0
0
：
小

児
科

p
e
d
ia

tr
ic

s

子
供

の
病

気
の

治
療

を
専

門
に

す
る

も
の
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診
療

科

1
1
0
：
外

科
su

rg
e
ry

身
体

の
外

部
の

き
ず

・
で

き
物

,内
臓

の
疾

患
に

対
し

て
,手

術
な

ど
を

ほ
ど

こ
す

1
1
0
：
外

科
su

rg
e
ry

身
体

の
外

部
の

き
ず

・
で

き
物

,内
臓

の
疾

患
に

対
し

て
,手

術
な

ど
を

ほ
ど

こ
す

診
療

科

1
2
0
：
整

形
外

科
o
rt

h
o
pe

di
c
s

運
動

器
官

系
統

,主
に

骨
と

関
節

の
働

き
の

故
障

や
,形

状
の

変
化

を
研

究
し

,
予

防
・
治

療
す

る
臨

床
医

学

1
2
0
：
整

形
外

科
o
rt

h
o
p
e
d
ic

s

運
動

器
官

系
統

、
主

に
骨

と
関

節
の

働
き

の
故

障
や

、
形

状
の

変
化

を
研

究
し

、
予

防
・
治

療
す

る
臨

床
医

学
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診
療

科

1
4
0
：
美

容
外

科
c
o
sm

e
ti
c
 s

u
rg

e
ry

主
に

皮
膚

を
中

心
と

し
た

美
容

を
行

う

1
4
0
：
美

容
外

科
c
o
sm

e
ti
c
 s

u
rg

e
ry

主
に

皮
膚

を
中

心
と

し
た

美
容

を
行

う

診
療

科

1
5
0
：
脳

神
経

外
科

n
e
u
ro

 s
u
rg

e
ry

主
に

脳
を

中
心

と
し

た
疾

患
を

治
療

を
行

う

1
5
0
：
脳

神
経

外
科

n
e
u
ro

 s
u
rg

e
ry

主
に

脳
を

中
心

と
し

た
疾

患
を

治
療

を
行

う
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診
療

科

2
2
0
：
産

婦
人

科
o
ph

th
al

m
o
lo

gy

産
科

は
妊

娠
,出

産
,産

後
を

扱
う

婦
人

科
は

女
性

生
殖

器
の

腫
瘍

性
疾

患
（
子

宮
筋

腫
や

子
宮

頸
癌

な
ど

）,
性

感
染

症
,更

年
期

障
害

,不
妊

,生
理

不
順

な
ど

の
内

分
泌

疾
患

な
ど

を
扱

う

2
2
0
：
産

婦
人

科
gy

n
e
c
o
lo

gy
 [

gy
n
e
=
ギ

ネ
]

産
科

は
妊

娠
、

出
産

、
産

後
の

こ
と

な
ど

を
扱

う

婦
人

科
は

女
性

生
殖

器
の

腫
瘍

性
疾

患
（
子

宮
筋

腫
や

子
宮

頸
癌

な
ど

）
、

性
感

染
症

、
更

年
期

障
害

、
不

妊
、

生
理

不
順

な
ど

の
内

分
泌

疾
患

な
ど

を
扱

う

診
療

科

2
3
0
：
眼

科
o
ph

th
al

m
o
lo

gy

目
に

関
す

る
病

気
な

ど
を

取
り

扱
う

2
3
0
：
眼

科
o
p
h
th

al
m

o
lo

gy

目
に

関
す

る
病

気
な

ど
を

取
り

扱
う
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診
療

科

3
0
0
：
皮

膚
科

de
rm

at
o
lo

gy

主
に

皮
膚

を
中

心
と

し
た

疾
患

を
治

療
を

行
う

3
0
0
：
皮

膚
科

d
e
rm

at
o
lo

gy

主
に

皮
膚

を
中

心
と

し
た

疾
患

を
治

療
を

行
う

経
営

企
画

部
門

、
医

療
情

報
部

門
、

M
E管

理
部

門
、

外
来

入
院

診
療

部
門

、
薬

剤
部

門
、

看
護

部
門

、

臨
床

検
査

部
門

、
放

射
線

治
療

部
門

、
血

液
浄

化
部

門
、

輸
血

部
門

、
手

術
・
麻

酔
部

門
、

集
中

治
療

部
門

、
救

急
医

療
部

門
、

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
部

門
、

栄
養

管
理

部
門

、
地

域
医

療
連

携
部

門
、

診
療

情
報

管
理

部
門

、
医

療
安

全
管

理
部

門
、

医
事

会
計

部
門

、
な

ど
、

病
院

に
は

様
々

な
部

門
が

あ
り

ま
す

。

代
表

的
な

も
の

を
表

示
し

ま
す

。
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●
病

院
の

各
部

門
の

業
務

内
容

1
)病

院
事

務
医

事
業

務
と

病
院

会
計

医
療

費
計

算
,レ

セ
プ

ト
作

成

2
)診

療
部

医
療

行
為

の
中

心
診

療
科

よ
り

構
成

さ
れ

る
医

局
の

形
態

病
院

の
各

部
門

の
業

務
内

容
で

す
。

1
)病

院
事

務

医
事

業
務

と
病

院
会

計
、

医
療

費
計

算
,レ

セ
プ

ト
作

成

2
)診

療
部

医
療

行
為

の
中

心
診

療
科

よ
り

構
成

さ
れ

る
医

局
の

形
態

●
病

院
の

各
部

門
の

業
務

内
容

3
)看

護
部

医
師

と
連

携
し

て
外

来
診

療
や

入
院

診
療

を
補

助

4
)薬

剤
部

処
方

に
よ

る
調

剤
,薬

品
の

購
入

,
薬

に
関

す
る

情
報

収
集

と
提

供
,

服
薬

指
導

3
)看

護
部

医
師

と
連

携
し

て
外

来
診

療
や

入
院

診
療

を
補

助

4
)薬

剤
部

処
方

に
よ

る
調

剤
,薬

品
の

購
入

,薬
に

関
す

る
情

報
収

集
と

提
供

,服
薬

指
導
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●
病

院
の

各
部

門
の

業
務

内
容

5
)検

査
部

検
体

検
査

,細
菌

検
査

,生
理

機
能

検
査

院
内

感
染

防
止

対
策

6
)放

射
線

部
放

射
線

を
利

用
し

た
画

像
検

査
,

画
像

を
取

り
扱

う
検

査

5
)検

査
部

検
体

検
査

,細
菌

検
査

,生
理

機
能

検
査

、
院

内
感

染
防

止
対

策

6
)放

射
線

部

放
射

線
を

利
用

し
た

画
像

検
査

,
画

像
を

取
り

扱
う

検
査

●
病

院
の

各
部

門
の

業
務

内
容

7
)病

理
部

病
理

診
断

病
巣

部
分

の
一

部
の

組
織

を
顕

微
鏡

で
観

察
し

て
診

断
病

理
解

剖
患

者
の

痛
い

の
解

剖
に

よ
り

病
気

の
実

態
と

原
因

を
調

べ
る

7
)病

理
部

病
理

診
断

：
病

巣
部

分
の

一
部

の
組

織
を

顕
微

鏡
で

観
察

し
て

診
断

病
理

解
剖

：
患

者
の

痛
い

の
解

剖
に

よ
り

病
気

の
実

態
と

原
因

を
調

べ
る

366



●
病

院
の

各
部

門
の

業
務

内
容

8
)手

術
部

手
術

室
の

管
理

9
)材

料
部

患
者

に
使

用
す

る
検

査
・
治

療
・
看

護
な

ど
の

器
具

・
器

材
を

安
全

に
効

率
的

に
供

給
使

用
後

の
回

収
・
洗

浄
,組

み
立

て
・
包

装
・
滅

菌
保

管

8
)手

術
部

手
術

室
の

管
理

9
)材

料
部

患
者

に
使

用
す

る
検

査
・
治

療
・
看

護
な

ど
の

器
具

・
器

材
を

安
全

に
効

率
的

に
供

給
使

用
後

の
回

収
・
洗

浄
、

組
み

立
て

・
包

装
・
滅

菌
保

管

●
病

院
の

各
部

門
の

業
務

内
容

1
0
)理

学
療

法
部

障
害

に
対

し
て

治
療

補
助

理
学

療
法

,作
業

療
法

,言
語

療
法

な
ど

に
よ

り
機

能
訓

練
と

薬
物

治
療

1
0
)理

学
療

法
部

障
害

に
対

し
て

治
療

補
助

理
学

療
法

、
作

業
療

法
、

言
語

療
法

な
ど

に
よ

り
機

能
訓

練
と

薬
物

治
療
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●
病

院
の

各
部

門
の

業
務

内
容

1
1
)光

学
医

療
診

断
部

内
視

鏡
,レ

ー
ザ

ー
に

よ
る

光
学

療
法

1
2
)血

液
浄

化
療

法
部

透
析

療
法

部
と

も
い

う

1
1
)光

学
医

療
診

断
部

内
視

鏡
、

レ
ー

ザ
ー

な
ど

に
よ

る
光

学
療

法

1
2
)血

液
浄

化
療

法
部

透
析

療
法

部
と

も
い

う

●
病

院
の

各
部

門
の

業
務

内
容

1
3
)輸

血
部

血
液

製
剤

の
保

管
管

理
,自

己
血

採
決

1
4
)栄

養
部

給
食

管
理

業
務

、
栄

養
指

導
業

務

1
3
)輸

血
部

血
液

製
剤

の
保

管
管

理
、

自
己

血
採

決

1
4
)栄

養
部

給
食

管
理

業
務

、
栄

養
指

導
業

務
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病
院

の
各

部
門

の
業

務
内

容

IC
U

 
In

te
n
si

ve
 C

ar
e
 U

n
it

集
中

治
療

室

IC
U

集
中

治
療

室

通
常

の
医

療
設

備
で

は
十

分
管

理
で

き
な

い
重

症
疾

患
や

大
手

術
後

の
患

者
を

2
4
時

間
体

制
で

管
理

し
、

よ
り

効
果

的
な

治
療

を
施

す
こ

と
を

目
的

と
し

ま
す

。

病
院

の
各

部
門

の
業

務
内

容
H

C
U

 
H

ig
h

C
a
re

 U
n
it

準
集

中
治

療
室

H
C

U
 

H
ig

h
 C

ar
e
 U

n
it

準
集

中
治

療
室

高
度

で
緊

急
を

要
す

る
医

療
を

行
う

た
め

の
病

室
IC

U
よ

り
は

軽
症

な
患

者
を

収
容

し
ま

す
。
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病
院

の
各

部
門

の
業

務
内

容

C
C

U
 

C
o
ro

n
ar

y 
C

ar
e
 U

n
it

冠
状

動
脈

系
の

疾
患

治
療

室

C
C

U
 

C
o
ro

n
ar

y 
C

ar
e
 U

n
it

冠
状

動
脈

系
の

疾
患

治
療

室

病
院

の
各

部
門

の
業

務
内

容

S
C

U
S
tr

o
ke

 C
ar

e
 U

n
it
 

脳
卒

中
集

中
治

療
室

S
IC

U
S
u
rg

ic
al

 I
n
te

n
si

ve
 C

ar
e
 U

n
it

外
科

系
集

中
治

療
室

N
C

U
N

e
u
ro

su
rg

ic
al

 C
ar

e
 U

n
it
 

脳
神

経
外

科
集

中
治

療
室

S
C

U
(S

tr
o
ke

 C
ar

e
 U

n
it
) 

脳
卒

中
集

中
治

療
室

ス
ト

ロ
ー

ク
ケ

ア
ユ

ニ
ッ

ト

S
IC

U
(S

u
rg

ic
al

 I
n
te

n
si

ve
 C

ar
e
 U

n
it
)

外
科

系
集

中
治

療
室

サ
ー

ジ
カ

ル
イ

ン
テ

ン
シ

ブ
ケ

ア
ユ

ニ
ッ

ト

N
C

U
(N

e
u
ro

su
rg

ic
al

 C
ar

e
 U

n
it
) 

脳
神

経
外

科
集

中
治

療
室

ユ
ー

ロ
サ

ー
ジ

カ
ル

ケ
ア

ユ
ニ

ッ
ト
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病
院

の
各

部
門

の
業

務
内

容

N
IC

U
 

N
e
o
n
at

al
 I
n
te

n
si

ve
 C

ar
e
 U

n
it

新
生

児
集

中
治

療
室

生
ま

れ
た

ば
か

り
の

赤
ち

ゃ
ん

が
医

療
の

助
け

を
必

要
と

し
て

い
る

と
き

,
治

療
の

た
め

に
入

る
集

中
治

療
室

N
IC

U
 (

N
e
o
n
at

al
 I
n
te

n
si

ve
 C

ar
e
 U

n
it
)

新
生

児
集

中
治

療
室

ネ
オ

ネ
イ

タ
ル

イ
ン

テ
ン

シ
ブ

ケ
ア

ユ
ニ

ッ
ト

生
ま

れ
た

ば
か

り
の

赤
ち

ゃ
ん

が
医

療
の

助
け

を
必

要
と

し
て

い
る

と
き

、
治

療
の

た
め

に
入

る
集

中
治

療
室
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医
療

関
係

種
に

係
る

「
資

格
の

性
格

」
等

一
覧

厚
生

労
働

省
の

H
P

よ
り

名
称

資
格

の
性

格
制

度
創

設
年

医
師

業
務

独
占

名
称

独
占

昭
和

２
３

年

歯
科

医
師

業
務

独
占

名
称

独
占

昭
和

２
３

年

保
健

師
名

称
独

占
昭

和
２

３
年

助
産

師
業

務
独

占
昭

和
２

３
年

看
護

師
業

務
独

占
昭

和
２

３
年

准
看

護
師

（
都

道
府

県
知

事
交

付
）

業
務

独
占

昭
和

２
６

年

診
療

放
射

線
技

師
業

務
独

占
名

称
独

占
昭

和
２

６
年

歯
科

衛
生

士
業

務
独

占
名

称
独

占
昭

和
２

３
年

歯
科

技
工

士
業

務
独

占
昭

和
３

０
年

衛
生

検
査

技
師

名
称

独
占

昭
和

３
３

年

薬
剤

師
業

務
独

占
名

称
独

占
昭

和
３

５
年

理
学

療
法

士
業

務
独

占
名

称
独

占
昭

和
４

０
年

作
業

療
法

士
業

務
独

占
名

称
独

占
昭

和
４

０
年

名
称

資
格

の
性

格
制

度
創

設
年

臨
床

検
査

技
師

業
務

独
占

名
称

独
占

昭
和

４
５

年

視
能

訓
練

士
業

務
独

占
名

称
独

占
昭

和
４

６
年

臨
床

工
学

技
士

業
務

独
占

名
称

独
占

昭
和

６
２

年

義
肢

装
具

士
業

務
独

占
名

称
独

占
昭

和
６

２
年

救
急

救
命

士
業

務
独

占
名

称
独

占
平

成
３

年

言
語

聴
覚

士
業

務
独

占
名

称
独

占
平

成
９

年

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー

ジ
指
圧
師

は
り
師

き
ゆ
う
師

柔
道
整
復
師

管
理
栄
養
士

社
会
福
祉
士

介
護
福
祉
士

介
護
支
援
専
門
員

医
療
情
報
技
師

診
療
情
報
管
理
士

医
師

、
歯

科
医

師

薬
剤

師

保
健

師
、

助
産

師
、

看
護

師

診
療

放
射

線
技

師

臨
床

検
査

技
師

理
学

療
法

士
(P

T
:P

h
ys

ic
al

T
h
e
ra

p
is

t)

作
業

療
法

士
(O

T
:O

c
c
u
p
at

io
n
al

T
h
e
ra

p
is

t)

言
語

聴
覚

士
(S

T
:S

p
e
e
c
h

T
h
e
ra

p
is

t)
、

視
能

訓
練

士

臨
床

工
学

技
士

救
急

救
命

士

管
理

栄
養

士

社
会

福
祉

士
、

介
護

福
祉

士
、

介
護

支
援

専
門

員

医
療

情
報

技
師

診
療

情
報

管
理

士

な
ど

、
様

々
な

専
門

職
が

働
い

て
い

ま
す

。

代
表

的
な

も
の

を
仕

事
内

容
や

規
則

を
示

し
ま

す
。

医
師

は
、

高
度

な
医

学
の

専
門

知
識

と
医

療
技

術
を

求
め

ら
れ

、
医

療
と

保
健

指
導

を
掌

り
、

公
衆

衛
生

の
向

上
と

健
康

増
進

に
寄

与
し

、
国

民
の

健
康

生
活

を
確

保
す

る
う

え
で

重
要

な
役

割
を

担
っ

て
い

ま
す

。
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医
師

法

そ
の

た
め

に
、

医
師

法
は

、
医

師
の

資
格

、
業

務
、

指
導

お
よ

び
守

秘
の

義
務

な
ど

を
定

め
て

い
ま

す
。

(1
)医

師
免

許
の

要
件

(2
条

～
4
条

)

医
師

に
な

ろ
う

と
す

る
者

は
,

医
師

国
家

試
験

に
合

格
し

,厚
生

労
働

大
臣

の
免

許
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

医
師

免
許

を
取

得
で

き
な

い
絶

対
的

欠
格

事
由

と
し

て
,「

未
成

年
者

,成
年

被
後

見
人

又
は

被
保

佐
人

」
が

定
め

ら
れ

て
い

る

(1
)医

師
免

許
の

要
件

(2
条

～
4
条

)

医
師

に
な

ろ
う

と
す

る
者

は
,

医
師

国
家

試
験

に
合

格
し

,厚
生

労
働

大
臣

の
免

許
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

医
師

免
許

を
取

得
で

き
な

い
絶

対
的

欠
格

事
由

と
し

て
,「

未
成

年
者

,成
年

被
後

見
人

又
は

被
保

佐
人

」
が

定
め

ら
れ

て
い

ま
す

。
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(1
)医

師
免

許
の

要
件

(2
条

～
4
条

)

相
対

的
欠

格
事

由
と

し
て

は
,

①
「
心

身
の

障
害

に
よ

り
医

師
の

業
務

を
適

正
に

行
こ

と
が

で
き

な
い

者
と

し
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

」
②

「
麻

薬
,大

麻
又

は
あ

へ
ん

の
中

毒
者

,
③

「
罰

金
以

上
の

刑
に

処
せ

ら
れ

た
者

,
④

「
医

事
に

関
し

犯
罪

又
は

不
正

の
行

為
の

あ
っ

た
者

」

(1
)医

師
免

許
の

要
件

(2
条

～
4
条

)

相
対

的
欠

格
事

由
と

し
て

は
,

①
「
心

身
の

障
害

に
よ

り
医

師
の

業
務

を
適

正
に

行
こ

と
が

で
き

な
い

者
と

し
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

」

②
「
麻

薬
,大

麻
又

は
あ

へ
ん

の
中

毒
者

,

③
「
罰

金
以

上
の

刑
に

処
せ

ら
れ

た
者

,

④
「
医

事
に

関
し

犯
罪

又
は

不
正

の
行

為
の

あ
つ

た
者

」

そ
の

程
度

に
よ

っ
て

免
許

の
取

得
が

制
限

さ
れ

ま
す

。

(2
)医

師
で

な
い

者
の

医
業

の
禁

止
と

名
称

の
使

用
制

限
(業

務
独

占
,名

称
独

占
)(
1
7
条

,1
8
条

)

医
師

で
な

い
者

が
医

業
を

し
て

は
な

ら
な

い
。

ま
た

医
師

で
な

い
者

が
医

師
ま

た
は

こ
れ

に
紛

ら
わ

し
い

名
称

を
使

用
し

て
は

な
ら

な
い

(2
)医

師
で

な
い

者
の

医
業

の
禁

止
と

名
称

の
使

用
制

限
(業

務
独

占
。

名
称

独
占

)(
1
7
条

,1
8
条

)

医
師

で
な

い
者

が
医

業
を

し
て

は
な

ら
な

い

ま
た

医
師

で
な

い
者

が
医

師
ま

た
は

こ
れ

に
紛

ら
わ

し
い

名
称

を
使

用
し

て
は

な
ら

な
い
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歯
科

医
師

は
,

高
度

な
専

門
的

知
識

お
よ

び
技

能
を

有
し

て
,歯

科
医

療
お

よ
び

保
健

指
導

を
掌

る
こ

と
に

よ
っ

て
,公

衆
衛

生
の

向
上

お
よ

び
増

進
に

寄
与

し
,そ

し
て

国
民

の
健

康
な

生
活

を
確

保
す

る
と

い
う

公
共

的
な

任
務

を
も

っ
て

い
ま

す
。

歯
科

医
師

法

そ
の

た
め

医
師

の
場

合
と

同
様

に
そ

の
業

務
に

つ
い

て
必

要
な

規
制

を
行

っ
て

い
ま

す
。
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(1
)免

許
の

条
件

な
ど

(2
条

～
4
条

)

医
師

法
の

場
合

と
同

様
の

規
定

が
な

さ
れ

て
い

て
,歯

科
医

業
や

名
称

の
独

占
な

ど
が

規
定

さ
れ

て
い

る

(1
)免

許
の

条
件

な
ど

(2
条

～
4
条

)

医
師

法
の

場
合

と
同

様
の

規
定

が
な

さ
れ

て
い

て
,歯

科
医

業
や

名
称

の
独

占
な

ど
が

規
定

さ
れ

て
い

ま
す

。

保
健

師
助

産
師

看
護

師
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保
健

師
助

産
師

看
護

師
法

保
健

師
・
助

産
師

・
看

護
師

・
准

看
護

師
法

は
、

資
格

、
業

務
、

指
導

お
よ

び
守

秘
の

義
務

な
ど

を
定

め
て

い
ま

す
。

(1
)免

許
の

条
件

な
ど

(2
条

～
6
条

)
保

健
師

と
は

厚
生

労
働

大
臣

の
免

許
を

受
け

て
保

健
師

の
名

称
を

用
い

て
保

健
指

導
に

従
事

す
る

こ
と

を
業

と
す

る
者

を
い

う
。

助
産

師
と

は
厚

生
労

働
大

臣
の

免
許

を
受

け
て

助
産

又
は

妊
婦

じ
よ

く
婦

若
し

く

は
新

生
児

の
保

健
指

導
を

行
う

こ
と

を
業

と
す

る
女

子
を

い
う

(1
)免

許
の

条
件

な
ど

(2
条

～
6
条

)

保
健

師
と

は
、

厚
生

労
働

大
臣

の
免

許
を

受
け

て
、

保
健

師
の

名
称

を
用

い
て

、
保

健
指

導
に

従
事

す
る

こ
と

を
業

と
す

る
者

を
い

い
ま

す
。

助
産

師
と

は
、

厚
生

労
働

大
臣

の
免

許
を

受
け

て
、

助
産

又
は

妊
婦

、
じ

よ
く
婦

若
し

く
は

新
生

児
の

保
健

指
導

を
行

う
こ

と
を

業
と

す
る

女
子

を
い

い
ま

す
。
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(1
)免

許
の

条
件

な
ど

(2
条

～
6
条

)
看

護
師

と
は

厚
生

労
働

大
臣

の
免

許
を

受
け

て
傷

病
者

若
し

く
は

じ
よ

く
婦

に
対

す

る
療

養
上

の
世

話
又

は
診

療
の

補
助

を
行

う
こ

と
を

業
と

す
る

者
を

い
う

准
看

護
師

と
は

都
道

府
県

知
事

の
免

許
を

受
け

て
医

師
歯

科
医

師
又

は
看

護
師

の
指

示
を

受
け

て
前

条
に

規
定

す
る

こ
と

を
行

う
こ

と
を

業
と

す
る

者
を

い
う

(1
)免

許
の

条
件

な
ど

(2
条

～
6
条

)

看
護

師
と

は
,厚

生
労

働
大

臣
の

免
許

を
受

け
て

、
傷

病
者

若
し

く
は

じ
よ

く
婦

に
対

す
る

療
養

上
の

世
話

又
は

診
療

の
補

助
を

行
う

こ
と

を
業

と
す

る
者

を
い

い
ま

す
。

准
看

護
師

と
は

、
都

道
府

県
知

事
の

免
許

を
受

け
て

、
医

師
、

歯
科

医
師

又
は

看
護

師
の

指
示

を
受

け
て

、
前

条
に

規
定

す
る

こ
と

を
行

う
こ

と
を

業
と

す
る

者
を

い
い

ま
す

。

保
健

師
・
助

産
師

・
看

護
准

看
護

師

看
護

師
：
N

u
rs

e
保

健
師

：
P

u
bl

ic
 H

e
al

th
 N

u
rs

e

疾
病

者
や

褥
婦

（
じ

ょ
く
ふ

,＝
出

産
後

の
女

性
）
な

ど
の

療
養

上
の

世
話

,ま
た

は
診

療
の

補
助

な
ど

を
す

る
人

の
こ

と

看
護

師
：
N

u
rs

e

保
健

師
：
P

u
b
lic

 H
e
al

th
 N

u
rs

e

疾
病

者
や

褥
婦

（
じ

ょ
く
ふ

,＝
出

産
後

の
女

性
）
な

ど
の

療
養

上
の

世
話

,ま
た

は
診

療
の

補
助

な
ど

を
す

る
人

の
こ

と

・
医

師
等

が
患

者
を

診
療

す
る

際
の

補
助

・
病

気
や

障
害

を
持

つ
人

々
の

日
常

生
活

に
お

け
る

援
助

・
疾

病
の

予
防

や
健

康
の

維
持

増
進

を
目

的
と

し
た

教
育
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助
産

師

病
院

・
診

療
所

・
助

産
所

で
は

―
妊

娠
中

は
,医

師
と

協
力

し
な

が
ら

,妊
婦

健
康

診
査

や
,妊

娠
中

の
か

ら
だ

,心
や

生
活

に
対

す
る

支
援

（
健

康
教

育
・相

談
）

お
産

の
時

に
は

,産
婦

さ
ん

と
家

族
に

と
っ

て
安

心
・
安

全
な

お
産

と
な

る
よ

う
順

調
に

お
産

が
進

む
た

め
の

ケ
ア

提
案

現
在

,約
3
万

5
,0

0
0
人

の
助

産
師

が
、

病
院

や
診

療
所

、
地

域
の

保
健

所
・

保
健

セ
ン

タ
ー

な
ど

さ
ま

ざ
ま

な
場

所
で

働
い

て
い

ま
す

。
病

院
・
診

療
所

で
働

く
以

外
に

、
自

分
で

助
産

院
を

開
業

す
る

こ
と

も
で

き
ま

す
。

病
院

・
診

療
所

・
助

産
所

で
は

―
妊

娠
中

は
、

医
師

と
協

力
し

な
が

ら
、

妊
婦

健
康

診
査

（
健

診
）
や

、
妊

娠
中

の
か

ら
だ

、
心

や
生

活
に

対
す

る
支

援
（
健

康
教

育
・
相

談
）
を

行
っ

て
い

ま
す

。
お

産
の

時
に

は
、

産
婦

さ
ん

と
家

族
に

と
っ

て
安

心
・
安

全
な

お
産

と
な

る
よ

う
痛

み
を

和
ら

げ
た

り
、

順
調

に
お

産
が

進
む

た
め

の
ケ

ア
を

提
案

し
、

一
緒

に
行

っ
て

い
ま

す
。

助
産

師

地
域

保
健

所
・
保

健
セ

ン
タ

ー
で

は
―

地
域

の
保

健
師

と
一

緒
に

,妊
娠

中
の

母
親

学
級

（
両

親
学

級
）
な

ど
を

開
催

育
児

中
の

女
性

を
対

象
と

し
た

育
児

相
談

や
家

庭
訪

問
そ

の
他

の
場

所
で

は
―

学
校

で
,児

童
,生

徒
を

対
象

に
性

教
育

な
ど

を
行

っ
て

い
る

地
域

の
保

健
所

・
保

健
セ

ン
タ

ー
な

ど
で

は
―

地
域

の
保

健
師

と
一

緒
に

、
妊

娠
中

の
母

親
学

級
（
両

親
学

級
）
な

ど
を

開
催

し
て

い
ま

す
。

育
児

中
の

女
性

を
対

象
と

し
た

育
児

相
談

や
家

庭
訪

問
を

行
っ

て
い

ま
す

。

そ
の

他
の

場
所

で
は

―
学

校
で

、
児

童
、

生
徒

を
対

象
に

性
教

育
な

ど
を

し
て

い
ま

す
。
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薬
剤

師

薬
剤

師
は

、
調

剤
、

医
薬

品
の

供
給

そ
の

他
薬

事
衛

生
を

つ
か

さ
ど

る
こ

と
に

よ
つ

て
、

公
衆

衛
生

の
向

上
及

び
増

進
に

寄
与

し
、

も
つ

て
国

民
の

健
康

な
生

活
を

確
保

す
る

も
の

と
し

ま
す

。

薬
剤

師
法

薬
剤

師
法

は
、

資
格

、
業

務
、

指
導

お
よ

び
守

秘
の

義
務

な
ど

を
定

め
て

い
ま

す
。
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(1
)免

許
の

条
件

な
ど

(2
条

～
4
条

)
薬

剤
師

に
な

ろ
う

と
す

る
者

は
厚

生
労

働
大

臣
の

免
許

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い

薬
剤

師
の

免
許

（
以

下
「免

許
」と

い
う

）
は

薬
剤

師
国

家
試

験
（
以

下
「試

験
」と

い
う

）
に

合
格

し
た

者
に

対
し

て
与

え
る

未
成

年
者

成
年

被
後

見
人

又
は

被
保

佐
人

に
は

免
許

を
与

え
な

い

(1
)免

許
の

条
件

な
ど

(2
条

～
6
条

)

薬
剤

師
に

な
ろ

う
と

す
る

者
は

、
厚

生
労

働
大

臣
の

免
許

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

薬
剤

師
の

免
許

（
以

下
「
免

許
」
と

い
う

。
）
は

、
薬

剤
師

国
家

試
験

（
以

下
「
試

験
」
と

い
う

。
）
に

合
格

し
た

者
に

対
し

て
与

え
る

。

第
四

条
未

成
年

者
、

成
年

被
後

見
人

又
は

被
保

佐
人

に
は

、
免

許
を

与
え

な
い

。

病
院

勤
務

の
薬

剤
師

：
P

h
ar

m
ac

is
t

医
師

か
ら

の
処

方
箋

に
そ

っ
て

調
剤

業
務

を
行

っ
た

り
、

医
師

か
ら

の
依

頼
に

よ
り

病
院

内
で

使
用

す
る

薬
剤

を
製

剤
し

た
り

す
る

病
院

勤
務

の
薬

剤
師

：
P

h
ar

m
ac

is
t

医
師

か
ら

の
処

方
箋

に
そ

っ
て

調
剤

業
務

を
行

っ
た

り
、

医
師

か
ら

の
依

頼
に

よ
り

病
院

内
で

使
用

す
る

薬
剤

を
製

剤
し

た
り

し
ま

す
。
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診
療

放
射

線
技

師

（
R

ad
io

lo
gi

c
al

 T
e
c
h
n
o
lo

gi
st

：
R

T
)

医
師

・
歯

科
医

師
の

指
示

の
下

に
X
線

な
ど

放
射

線
を

扱
う

診
療

放
射

線
技

師
は

、

厚
生

労
働

大
臣

の
免

許
を

受
け

て
、

医
師

ま
た

は
歯

科
医

師
の

指
示

の
下

に
、

放
射

線
を

人
体

に
対

し
て

照
射

す
る

こ
と

を
業

と
す

る
者

で
す

。
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臨
床

検
査

技
師

（
M

e
di

c
al

 T
e
c
h
n
o
lo

gi
st

：
M

T
）

医
師

・
歯

科
医

師
の

指
示

下
に

血
液

・
尿

,便
な

ど
の

検
体

を
使

い
検

査
し

た
り

,
心

電
図

・
エ

コ
ー

な
ど

生
理

学
的

検
査

を
行

う

臨
床

検
査

技
師

は
、

医
師

・
歯

科
医

師
の

指
示

下
に

血
液

・
尿

、
便

な
ど

の
検

体
を

使
い

検
査

し
た

り
、

心
電

図
・
エ

コ
ー

な
ど

生
理

学
的

検
査

を
行

い
ま

す
。

臨
床

工
学

技
士

(C
lin

ic
al

E
n
gi

n
e
e
r：

C
E
)

医
師

の
指

示
の

下
に

、
生

命
維

持
管

理
装

置
（
人

の
呼

吸
、

循
環

又
は

代
謝

の
機

能
の

一
部

を
代

行
す

る
装

置
）の

操
作

及
び

保
守

点
検

を
行

う

臨
床

工
学

技
士

は
、

医
師

の
指

示
の

下
に

、
生

命
維

持
管

理
装

置
（
人

の
呼

吸
、

循
環

又
は

代
謝

の
機

能
の

一
部

を
代

行
す

る
装

置
）
の

操
作

及
び

保
守

点
検

を
行

い
ま

す
。
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理
学

療
法

士

（
P

h
ys

ic
al

 T
h
e
ra

pi
st

：
P

T
)

医
師

の
指

示
の

下
に

,身
体

に
障

害
の

あ
る

者
に

対
し

,基
本

的
動

作
能

力
（座

る
,

立
つ

,歩
く
な

ど
）
の

回
復

や
維

持
,障

害
の

悪
化

の
予

防
を

目
的

に
運

動
療

法
や

,物
理

療
法

（
電

気
刺

激
,マ

ッ
サ

ー
ジ

,温
熱

）
を

行
う

理
学

療
法

士
は

、

医
師

の
指

示
の

下
に

,身
体

に
障

害
の

あ
る

者
に

対
し

,基
本

的
動

作
能

力
（
座

る
,立

つ
,歩

く
な

ど
）
の

回
復

や
維

持
,障

害
の

悪
化

の
予

防
を

目
的

に
運

動
療

法
や

,物
理

療
法

（
電

気
刺

激
,マ

ッ
サ

ー
ジ

,温
熱

）
を

行
い

ま
す

。

作
業

療
法

士

（
O

c
c
u
pa

ti
o
n
al

 T
h
e
ra

pi
st

：
O

T
)

医
師

の
指

示
の

下
に

,心
身

に
障

害
が

あ
る

者
に

対
し

,日
常

生
活

の
動

作
や

仕
事

,
遊

び
な

ど
を

通
じ

て
,社

会
的

適
応

能
力

の
回

復
を

図
る

作
業

療
法

士
は

、

医
師

の
指

示
の

下
に

,心
身

に
障

害
が

あ
る

者
に

対
し

,日
常

生
活

の
動

作
や

仕
事

,遊
び

な
ど

を
通

じ
て

,社
会

的
適

応
能

力
の

回
復

を
図

り
ま

す
。
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義
肢

装
具

士

（
P

ro
st

h
e
ti
st

an
d

O
rt

h
o
ti
st

：
P

O
）

医
師

の
指

示
の

下
に

,義
肢

や
装

具
の

設
計

・
製

作
を

行
う

義
肢

装
具

士
は

、

医
師

の
指

示
の

下
に

,義
肢

や
装

具
の

設
計

・
製

作
を

行
い

ま
す

。

管
理

栄
養

士
・
栄

養
士

身
体

の
状

況
,栄

養
状

態
,傷

病
者

に
対

す
る

療
養

の
た

め
に

必
要

な
,栄

養
状

態
等

に
応

じ
た

栄
養

改
善

上
必

要
な

指
導

等
を

行
う

者

管
理

栄
養

士
・
栄

養
士

は
、

身
体

の
状

況
,栄

養
状

態
,傷

病
者

に
対

す
る

療
養

の
た

め
に

必
要

な
,栄

養
状

態
等

に
応

じ
た

栄
養

改
善

上
必

要
な

指
導

等
を

行
い

ま
す

。
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歯
科

衛
生

士

医
師

の
指

示
の

下
に

,歯
科

予
防

処
置

,
歯

科
診

療
補

助
及

び
歯

科
保

健
指

導
等

を
行

う

歯
科

衛
生

士
は

、

医
師

の
指

示
の

下
に

,歯
科

予
防

処
置

,歯
科

診
療

補
助

及
び

歯
科

保
健

指
導

等
を

行
い

ま
す

。

臨
床

心
理

士

（
C

lin
ic

al
 P

sy
c
h
o
lo

gi
st

：
C

P
)

悩
み

を
持

つ
人

の
相

談
に

の
り

,そ
の

人
が

よ
り

良
い

生
活

が
で

き
る

よ
う

に
心

の
ケ

ア
,カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

を
行

う

臨
床

心
理

士
は

、

悩
み

を
持

つ
人

の
相

談
に

の
り

,そ
の

人
が

よ
り

良
い

生
活

が
で

き
る

よ
う

に
心

の
ケ

ア
,カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

を
行

い
ま

す
。

386



言
語

聴
覚

士
（
S
pe

e
c
h
-
L
an

gu
ag

e
-
H

e
ar

in
g 

T
h
e
ra

pi
st

：
S
T
)

こ
と

ば
に

よ
る

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
や

嚥
下

に
問

題
が

あ
る

方
々

の
社

会
復

帰
を

お
手

伝
い

し
,自

分
ら

し
い

せ
い

か
つ

が
で

き
る

よ
う

支
援

す
る

言
語

聴
覚

士
は

、

言
語

障
害

・
音

声
障

害
・
嚥

下
障

害
等

の
問

題
の

本
質

や
発

現
メ

カ
ニ

ズ
ム

を
あ

き
ら

か
に

し
て

、

対
処

法
を

見
出

す
た

め
に

検
査

・
評

価
を

実
施

し
、

必
要

に
応

じ
て

訓
練

・
指

導
・
助

言
・
援

助
を

行
い

ま
す

。

視
能

訓
練

士

（
O

rt
h
o
pt

is
t:
O

R
T
）

医
師

の
指

示
の

下
に

,両
眼

視
機

能
に

障
害

の
あ

る
者

に
対

す
る

そ
の

両
眼

視
機

能
の

回
復

の
た

め
の

矯
正

訓
練

・こ
れ

に
必

要
な

検
査

を
行

う

視
能

訓
練

士
は

医
師

の
指

示
の

下
に

,両
眼

視
機

能
に

障
害

の
あ

る
者

に
対

す
る

そ
の

両
眼

視
機

能
の

回
復

の
た

め
の

矯
正

訓
練

・
こ

れ
に

必
要

な
検

査
を

行
い

ま
す

。
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社
会

福
祉

士

（
C

e
rt

if
ie

d 
S
o
c
ia

l 
W

o
rk

e
r：

C
S
W

)

身
体

・
精

神
な

ど
の

何
ら

か
の

問
題

に
よ

っ
て

,生
活

困
難

に
直

面
し

て
い

る
人

に
対

し
て

,社
会

福
祉

の
専

門
的

知
識

や
技

術
を

も
っ

て
相

談
に

応
じ

,問
題

解
決

に
向

け
て

援
助

を
す

る

社
会

福
祉

士

身
体

・
精

神
な

ど
の

何
ら

か
の

問
題

に
よ

っ
て

,生
活

困
難

に
直

面
し

て
い

る
人

に
対

し
て

,社
会

福
祉

の
専

門
的

知
識

や
技

術
を

も
っ

て
相

談
に

応
じ

,問
題

解
決

に
向

け
て

援
助

を
し

ま
す

。

介
護

福
祉

士

（
C

e
rt

if
ie

d 
C

ar
e
 W

o
rk

e
r：

C
C

W
)

身
体

・
精

神
な

ど
の

何
ら

か
の

問
題

に
よ

っ
て

,生
活

困
難

に
直

面
し

て
い

る
人

に
対

し
て

,介
護

福
祉

の
専

門
的

知
識

や
技

術
を

も
っ

て
相

談
に

応
じ

,問
題

解
決

に
向

け
て

援
助

を
す

る

介
護

福
祉

士
は

、

身
体

・
精

神
な

ど
の

何
ら

か
の

問
題

に
よ

っ
て

,生
活

困
難

に
直

面
し

て
い

る
人

に
対

し
て

,介
護

福
祉

の
専

門
的

知
識

や
技

術
を

も
っ

て
相

談
に

応
じ

,問
題

解
決

に
向

け
て

援
助

を
し

ま
す

。
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介
護

支
援

専
門

員

（
C

ar
e
M

an
ag

e
r：

C
M

ケ
ア

マ
ネ

)

介
護

保
険

法
に

お
い

て
要

支
援

・
要

介
護

認
定

を
受

け
た

人
か

ら
の

相
談

を
受

け
,居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
（
ケ

ア
プ

ラ
ン

）
を

作
成

し
,他

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

と
の

連
絡

,調
整

等
を

取
り

ま
と

め
る

者

介
護

支
援

専
門

員
（
ケ

ア
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
）
は

、

介
護

保
険

法
に

お
い

て
要

支
援

・
要

介
護

認
定

を
受

け
た

人
か

ら
の

相
談

を
受

け
,居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
（
ケ

ア
プ

ラ
ン

）
を

作
成

し
,他

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

と
の

連
絡

,調
整

等
を

取
り

ま
と

め
ま

す
。

看
護

助
手

（
N

u
rs

e
 A

id
：
N

A
）

医
療

行
為

に
は

直
接

係
わ

ら
ず

,看
護

師
の

補
助

を
行

う

患
者

の
身

の
回

り
の

世
話

な
ど

が
主

な
仕

事
と

な
る

看
護

助
手

は
、

医
療

行
為

に
は

直
接

係
わ

ら
ず

,看
護

師
の

補
助

を
行

う
患

者
の

身
の

回
り

の
世

話
な

ど
が

主
な

仕
事

と
な

り
ま

す
。
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医
療

事
務

病
院

や
ク

リ
ニ

ッ
ク

で
の

医
療

費
の

計
算

と
患

者
様

へ
の

応
対

な
ど

が
主

な
仕

事
と

な
る

医
療

事
務

病
院

や
ク

リ
ニ

ッ
ク

で
の

医
療

費
の

計
算

と
患

者
様

へ
の

応
対

な
ど

が
主

な
仕

事
と

な
り

ま
す

。

診
療

情
報

管
理

士
（
H

e
al

th
 I
n
fo

rm
at

io
n
 M

an
ag

e
r：

H
IM

）

医
療

機
関

に
お

け
る

患
者

の
様

々
な

診
療

情
報

を
中

心
に

人
の

健
康

に
関

す
る

情
報

を
国

際
統

計
分

類
等

に
基

づ
い

て
収

集
・
管

理
し

,ー
タ

ベ
ー

ス
を

抽
出

・加
工

・分
析

し
,様

々
な

ニ
ー

ズ
に

適
し

た
情

報
を

提
供

す
る

診
療

情
報

管
理

士
は

、

医
療

機
関

に
お

け
る

患
者

の
様

々
な

診
療

情
報

を
中

心
に

人
の

健
康

に
関

す
る

情
報

を
国

際
統

計
分

類
等

に
基

づ
い

て
収

集
・
管

理
し

,ー
タ

ベ
ー

ス
を

抽
出

・
加

工
・
分

析
し

,様
々

な
ニ

ー
ズ

に
適

し
た

情
報

を
提

供
し

ま
す

。
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医
療

情
報

技
師

（
H

e
al

th
c
ar

e
In

fo
rm

at
io

n
E
c
h
n
o
lo

gi
st

：
H

IE
）

病
院

情
報

シ
ス

テ
ム

の
開

発
・運

営
・
保

守
が

主
な

業
務

と
な

り
,そ

の
特

質
上

,情
報

処
理

技
術

だ
け

で
な

く
医

療
分

野
・医

療
情

報
シ

ス
テ

ム
の

知
識

が
必

要
と

な
る

医
療

情
報

技
師

は
、

病
院

情
報

シ
ス

テ
ム

の
開

発
・
運

営
・
保

守
が

主
な

業
務

と
な

り
,そ

の
特

質
上

,情
報

処
理

技
術

だ
け

で
な

く
医

療
分

野
・

医
療

情
報

シ
ス

テ
ム

の
知

識
が

必
要

と
な

り
ま

す
。

救
急

救
命

士
（
E
m

e
rg

e
n
c
y 

M
e
di

c
al

 T
e
c
h
n
ic

ia
n
：
E
M

T
)

救
急

現
場

か
ら

医
療

機
関

へ
傷

病
者

を
搬

送
す

る
間

に
,医

師
の

指
示

の
下

に
,

救
急

救
命

処
置

を
行

う

救
急

救
命

士
は

、

救
急

現
場

か
ら

医
療

機
関

へ
傷

病
者

を
搬

送
す

る
間

に
,医

師
の

指
示

の
下

に
,救

急
救

命
処

置
を

行
い

ま
す

。
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歯
科

技
工

士

(D
e
n
ta

l 
T
e
c
h
n
ic

ia
n
：
D

T
)

厚
生

労
働

大
臣

の
免

許
を

受
け

て
,

特
定

の
人

に
対

す
る

歯
科

医
療

の
用

に
供

す
る

補
て

つ
物

,充
填

物
ま

た
は

矯
正

装
置

を
作

成
し

,修
理

し
,ま

た
は

加
工

す
る

こ
と

を
業

と
す

る
者

で
あ

る

歯
科

技
工

士
と

は
、

厚
生

労
働

大
臣

の
免

許
を

受
け

て
、

特
定

の
人

に
対

す
る

歯
科

医
療

の
用

に
供

す
る

補
て

つ
物

、
充

填
物

ま
た

は
矯

正
装

置
を

作
成

し
、

修
理

し
、

ま
た

は
加

工
す

る
こ

と
を

業
と

し
ま

す
。

あ
ん

摩
マ

ッ
サ

ー
ジ

指
圧

師
・

は
り

師
・
き

ゆ
う

師

あ
ん

摩
マ

ツ
サ

ー
ジ

指
圧

師
は

り
師

き
ゆ

う
師

等
に

関
す

る
法

律
に

定
め

ら
れ

た
按

摩
マ

ッ
サ

ー
ジ

指
圧

鍼
ま

た
は

灸
を

使
っ

た
刺

激
で

自
然

治
癒

力
を

高
め

病
気

の
改

善
や

予
防

健
康

回
復

を
行

う

あ
ん

摩
マ

ツ
サ

ー
ジ

指
圧

師
、

は
り

師
、

き
ゆ

う
師

と
は

、

あ
ん

摩
マ

ツ
サ

ー
ジ

指
圧

師
、

は
り

師
、

き
ゆ

う
師

等
に

関
す

る
法

律
に

定
め

ら
れ

た
、

按
摩

、
マ

ッ
サ

ー
ジ

、
指

圧
、

鍼
ま

た
は

灸
を

使
っ

た
刺

激
で

自
然

治
癒

力
を

高
め

、
病

気
の

改
善

や
予

防
、

健
康

回
復

を
行

う
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柔
道

整
復

師

(B
o
n
e
se

tt
e
r)

厚
生

労
働

大
臣

の
免

許
を

受
け

て
、

柔
道

整
復

を
業

と
す

る
者

で
あ

る
柔

道
整

復
の

業
務

を
行

う
場

所
を

「
施

術
所

」
と

い
う

柔
道

整
復

師
は

、
厚

生
労

働
大

臣
の

免
許

を
受

け
て

、
柔

道
整

復
を

業
と

す
る

者
で

あ
る

柔
道

整
復

の
業

務
を

行
う

場
所

を
「
施

術
所

」
と

い
い

ま
す

。
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A
Iと

Io
T
を

駆
使

し
て

地
域

医
療

連
携

と
チ

ー
ム

医
療

を
サ

ポ
ー

ト
で

き
る

高
度

IT
人

材
育

成
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム

A
Iと

Io
T
を

駆
使

し
て

地
域

医
療

連
携

と
チ

ー
ム

医
療

を
サ

ポ
ー

ト
で

き
る

高
度

IT
人

材
育

成
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム

医
療

情
報

技
師

に
求

め
ら

れ
る

知
識

・
技

術
,能

力

日
本

医
療

情
報

学
会

医
療

情
報

技
師

育
成

部
会

：
「
医

療
情

報
技

師
医

療
情

報
技

術
の

専
門

的
人

材
と

し
て

」
ht

tp
s:

//w
w

w.
ja

m
i.j

p/
ja

di
te

/n
ew

/fi
rs

t/i
nf

o-
f.h

tm
l

2

３
C

（
必

要
な

資
質

）
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

（
C

o
m

m
u
n
ic

at
io

n
）

コ
ラ

ボ
レ

ー
シ

ョ
ン

（
C

o
lla

b
o
ra

ti
o
n
）

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

シ
ョ

ン
（
C

o
o
rd

in
at

io
n
）

１
）
情

報
処

理
技

術

・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク

・
デ

ー
タ

ベ
ー

ス

・
情

報
シ

ス
テ

ム
開

発

・
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ

２
）
医

学
・
医

療

・
医

療
制

度

・
医

療
・
病

院
管

理

・
社

会
医

学

・
臨

床
医

学

３
）
医

療
情

報
シ

ス
テ

ム

・
医

療
情

報
の

倫
理

・
医

療
情

報
シ

ス
テ

ム

・
医

療
記

録
の

電
子

化

・
医

療
情

報
の

標
準

化

・
医

療
情

報
の

分
析

２
)医

学
･医

療
に

関
す

る
こ

と
の

中
の

,代
表

的
な

倫
理

綱
領

と
患

者
の

権
利

を
守

る
た

め
の

代
表

的
な

考
え

方
や

方
法
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医
の

倫
理

医
の

倫
理

＜
キ

ー
ワ

ー
ド

＞

ヒ
ポ

ク
ラ

テ
ス

の
誓

い
,ヘ

ル
シ

ン
キ

宣
言

,
リ

ス
ボ

ン
宣

言
,ジ

ュ
ネ

ー
ブ

宣
言

, 
イ

ン
フ

ォ
ー

ム
ド

コ
ン

セ
ン

ト
,患

者
の

権
利

,
パ

タ
ー

ナ
リ

ズ
ム

,セ
カ

ン
ド

オ
ピ

ニ
オ

ン
,

終
末

期
医

療
(タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

),
リ

ビ
ン

グ
ウ

ィ
ル

,尊
厳

死
,安

楽
死

,
D

N
R

(D
o
 N

o
t 

R
e
su

sc
it
at

e
)

医
の

倫
理

の
＜

キ
ー

ワ
ー

ド
＞

は
,

ヒ
ポ

ク
ラ

テ
ス

の
誓

い
,ヘ

ル
シ

ン
キ

宣
言

,リ
ス

ボ
ン

宣
言

,ジ
ュ

ネ
ー

ブ
宣

言
,イ

ン
フ

ォ
ー

ム
ド

コ
ン

セ
ン

ト
,患

者
の

権
利

,
パ

タ
ー

ナ
リ

ズ
ム

,セ
カ

ン
ド

オ
ピ

ニ
オ

ン
,
終

末
期

医
療

,タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
,リ

ビ
ン

グ
ウ

ィ
ル

,尊
厳

死
,安

楽
死

, 
D

N
R

(D
o
 

N
o
t 

R
e
su

sc
it
at

e
)
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ヒ
ポ

ク
ラ

テ
ス

の
誓

い

ヒ
ポ

ク
ラ

テ
ス

の
誓

い

引
用

元
：
h
tt

ps
:/

/p
ai

w
is

so
la

r.
gq

/
37

47

ヒ
ポ

ク
ラ

テ
ス

の
誓

い
は

、
医

師
の

倫
理

・
任

務
な

ど
に

つ
い

て
の

、
ギ

リ
シ

ア
神

へ
の

宣
誓

文
で

す
。

患
者

の
生

命
・
健

康
保

護
の

思
想

、
患

者
の

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

保
護

の
ほ

か
、

専
門

家
と

し
て

の
尊

厳
の

保
持

、

徒
弟

制
度

の
維

持
や

職
能

の
閉

鎖
性

維
持

な
ど

も
謳

わ
れ

て
い

ま
す

。

こ
の

「
誓

い
」
は

、
二

千
年

以
上

前
の

医
療

状
況

下
で

書
か

れ
た

も
の

で
あ

る
の

で
、

一
部

の
内

容
は

現
代

に
適

さ
な

い
も

の
も

あ
る

が
、

多
く
は

現
在

で
も

医
療

倫
理

の
根

幹
を

成
し

て
い

ま
す

。
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ヒ
ポ

ク
ラ

テ
ス

の
誓

い
・
こ

の
医

術
を

教
え

て
く
れ

た
師

を
実

の
親

の
よ

う
に

敬
い

,
自

ら
の

財
産

を
分

け
与

え
て

,必
要

あ
る

時
に

は
助

け
る

・
師

の
子

孫
を

自
身

の
兄

弟
の

よ
う

に
見

て
,

彼
ら

が
学

ば
ん

と
す

れ
ば

報
酬

な
し

に
こ

の
術

を
教

え
る

・
著

作
や

講
義

そ
の

他
あ

ら
ゆ

る
方

法
で

,医
術

の
知

識
を

師
や

自
ら

の
息

子
,ま

た
,医

の
規

則
に

則
っ

て
誓

約
で

結
ば

れ
て

い
る

弟
子

達
に

分
か

ち
与

え
,そ

れ
以

外
の

誰
に

も
与

え
な

い

・
自

身
の

能
力

と
判

断
に

従
っ

て
,患

者
に

利
す

る
と

思
う

治
療

法
を

選
択

し
,害

と
知

る
治

療
法

を
決

し
て

選
択

し
な

い

・
依

頼
さ

れ
て

も
人

を
殺

す
薬

を
与

え
な

い

・
同

様
に

婦
人

を
流

産
さ

せ
る

道
具

を
与

え
な

い

ヒ
ポ

ク
ラ

テ
ス

の
誓

い
と

は
、

・
こ

の
医

術
を

教
え

て
く
れ

た
師

を
実

の
親

の
よ

う
に

敬
い

,自
ら

の
財

産
を

分
け

与
え

て
,必

要
あ

る
時

に
は

助
け

る

・
師

の
子

孫
を

自
身

の
兄

弟
の

よ
う

に
見

て
,彼

ら
が

学
ば

ん
と

す
れ

ば
報

酬
な

し
に

こ
の

術
を

教
え

る

・
著

作
や

講
義

そ
の

他
あ

ら
ゆ

る
方

法
で

,医
術

の
知

識
を

師
や

自
ら

の
息

子
,ま

た
,医

の
規

則
に

則
っ

て
誓

約
で

結
ば

れ
て

い
る

弟
子

達
に

分
か

ち
与

え
,そ

れ
以

外
の

誰
に

も
与

え
な

い

・
自

身
の

能
力

と
判

断
に

従
っ

て
,患

者
に

利
す

る
と

思
う

治
療

法
を

選
択

し
,害

と
知

る
治

療
法

を
決

し
て

選
択

し
な

い

・
依

頼
さ

れ
て

も
人

を
殺

す
薬

を
与

え
な

い

・
同

様
に

婦
人

を
流

産
さ

せ
る

道
具

を
与

え
な

い

ヒ
ポ

ク
ラ

テ
ス

の
誓

い
・
生

涯
を

純
粋

と
神

聖
を

貫
き

,医
術

を
行

う

・
ど

ん
な

家
を

訪
れ

る
時

も
そ

こ
の

自
由

人
と

奴
隷

の
相

違
を

問
わ

ず
,不

正
を

犯
す

こ
と

な
く
,医

術
を

行
う

・
医

に
関

す
る

か
否

か
に

関
わ

ら
ず

,他
人

の
生

活
に

つ
い

て
の

秘
密

を
遵

守
す

る

こ
の

誓
い

を
守

り
続

け
る

限
り

,
私

は
い

つ
も

医
術

の
実

施
を

楽
し

み
つ

つ
生

き
て

全
て

の
人

か
ら

尊
敬

さ
れ

る
で

あ
ろ

う
！

し
か

し
,万

が
一

,こ
の

誓
い

を
破

る
時

,
私

は
そ

の
反

対
の

運
命

を
賜

る
だ

ろ
う

ヒ
ポ

ク
ラ

テ
ス

の
誓

い

・
生

涯
を

純
粋

と
神

聖
を

貫
き

,医
術

を
行

う

・
ど

ん
な

家
を

訪
れ

る
時

も
そ

こ
の

自
由

人
と

奴
隷

の
相

違
を

問
わ

ず
,不

正
を

犯
す

こ
と

な
く
,医

術
を

行
う

・
医

に
関

す
る

か
否

か
に

関
わ

ら
ず

,他
人

の
生

活
に

つ
い

て
の

秘
密

を
遵

守
す

る
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ヘ
ル

シ
ン

キ
宣

言

ヘ
ル

シ
ン

キ
宣

言
と

は
、

臨
床

試
験

は
医

学
の

進
歩

の
た

め
必

要
で

あ
る

が
、

実
験

に
際

し
て

は
、

被
験

者
（
実

験
の

対
象

者
）
の

人
権

を
守

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
、

と
い

う
こ

と
を

謳
っ

た
医

学
研

究
の

倫
理

宣
言

の
こ

と
で

あ
る

。
ナ

チ
ス

・
ド

イ
ツ

の
非

人
道

的
行

為
に

協
力

し
た

医
師

に
対

す
る

反
省

か
ら

生
ま

れ
た

「
ニ

ュ
ー

ン
ベ

ル
グ

綱
領

」
が

基
に

な
っ

て
い

る
。

ヘ
ル

シ
ン

キ
宣

言

ヒ
ト

を
対

象
と

し
た

医
学

研
究

の
倫

理
的

原
則

・
患

者
・
被

験
者

福
利

の
尊

重
・
本

人
の

自
発

的
・
自

由
意

思
に

よ
る

参
加

・
イ

ン
フ

ォ
ー

ム
ド

・
コ

ン
セ

ン
ト

取
得

の
必

要
・
倫

理
審

査
委

員
会

の
存

在
・
常

識
的

な
医

学
研

究
で

あ
る

こ
と

宣
言

の
保

護
対

象
が

単
に

ヒ
ト

だ
け

に
と

ど
ま

ら
ず

,
ヒ

ト
由

来
の

臓
器

・
組

織
・細

胞
・遺

伝
子

,
さ

ら
に

は
診

療
情

報
ま

で
含

む
こ

と

宣
言

の
対

象
者

が
医

学
研

究
に

か
か

わ
る

す
べ

て
の

人
々

で
あ

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る

19
47

年
6月

,ナ
チ

ス
の

人
体

実
験

の
反

省
よ

り
,1

96
4年

6月
,フ

ィ
ン

ラ
ン

ド
の

首
都

ヘ
ル

シ
ン

キ
に

お
い

て
採

択
さ

れ
た

、

(あ
)

人
体

実
験

に
対

す
る

倫
理

規
範

。

正
式

名
称

は
、

「
ヒ

ト
を

対
象

と
す

る
医

学
研

究
の

倫
理

的
原

則
」
で

あ
る
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リ
ス

ボ
ン

宣
言

リ
ス

ボ
ン

宣
言

と
は

、
患

者
の

権
利

を
謳

っ
た

も
の

で
あ

り
、

次
の

11
項

目
で

構
成

さ
れ

て
い

ま
す

。

リ
ス

ボ
ン

宣
言

患
者

の
権

利
に

関
す

る
世

界
医

師
会

リ
ス

ボ
ン

宣
言

１
．

良
質

の
医

療
を

受
け

る
権

利
２

．
選

択
の

自
由

の
権

利
３

．
自

己
決

定
の

権
利

４
．

意
識

の
な

い
患

者
５

．
法

的
無

能
力

の
患

者
６

．
患

者
の

意
思

に
反

す
る

処
置

７
．

情
報

に
対

す
る

権
利

８
．

守
秘

義
務

に
対

す
る

権
利

９
．

健
康

教
育

を
受

け
る

権
利

１
０

．
尊

厳
に

対
す

る
権

利
１

１
．

宗
教

的
支

援
に

対
す

る
権

利

リ
ス

ボ
ン

宣
言

と
は

、

①
良

質
の

医
療

を
受

け
る

権
利

、
②

選
択

の
自

由
、

③
自

己
決

定
権

、
④

意
識

喪
失

者
へ

の
イ

ン
フ

ォ
ー

ム
ド

コ
ン

セ
ン

ト
は

代
理

人
に

行
う

こ
と

、
⑤

法
的

無
能

者
に

は
で

き
る

だ
け

本
人

か
代

理
人

に
行

う
こ

と
、

⑥
患

者
の

意
思

に
反

す
る

処
置

・
治

療
に

関
す

る
こ

と
、

⑦
情

報
に

関
す

る
権

利
、

⑧
秘

密
保

持
に

関
す

る
権

利
、

⑨
健

康
教

育
に

関
す

る
権

利
、

⑩
尊

厳
性

へ
の

権
利

、
⑪

宗
教

的
支

援
を

受
け

る
権

利
。

で
す

。
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ジ
ュ

ネ
ー

ブ
宣

言

ジ
ュ

ネ
ー

ブ
宣

言
と

は
、

1
9
4
8
年

の
第

2
回

世
界

医
師

会
総

会
で

規
定

さ
れ

た
医

の
倫

理
に

関
す

る
規

定
で

あ
り

、
ヒ

ポ
ク

ラ
テ

ス
の

誓
い

の
倫

理
的

精
神

を
現

代
化

・
公

式
化

し
た

も
の

で
す

。

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト

イ
ン

フ
ォ

ー
ム

ド
コ

ン
セ

ン
ト
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日
本

の
イ

ン
フ

ォ
ー

ム
ド

コ
ン

セ
ン

ト
普

及
の

背
景

先
生
に
全
て
お

任
せ
し
ま
す

パ
タ

ー
ナ

リ
ズ

ム
夫

権
主

義

自
己

決
定

権
重

視

人
権

意
識

高
ま

り
価

値
観

の
多

様
化

患
者

が
主

役
の

医
療

日
本

の
イ

ン
フ

ォ
ー

ム
ド

コ
ン

セ
ン

ト
普

及
の

背
景

患
者

の
最

善
の

利
益

の
決

定
の

権
利

と
責

任
は

医
師

側
に

あ
り

,医
師

は
自

己
の

専
門

的
判

断
を

行
な

う
べ

き
で

,患
者

は
す

べ
て

医
師

に
委

ね
れ

ば
よ

い
と

い
う

パ
タ

ー
ナ

リ
ズ

ム
に

よ
る

医
療

が
主

流
で

し
た

が
、

医
療

を
受

け
る

際
に

、
「
患

者
の

人
格

が
尊

重
さ

れ
る

と
と

も
に

、
患

者
自

ら
の

意
思

と
選

択
の

も
と

に
最

善
の

医
療

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

」
と

い
う

、
患

者
自

ら
が

主
役

と
な

る
患

者
と

し
て

の
権

利
の

こ
と

で
す

。

イ
ン

フ
ォ

ー
ム

ド
コ

ン
セ

ン
ト

っ
て

な
に

？

in
fo

rm
e
d 

C
o
n
se

n
t

「
説

明
と

同
意

」

イ
ン

フ
ォ

ー
ム

ド
コ

ン
セ

ン
ト

と
は

、
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日
本

の
イ

ン
フ

ォ
ー

ム
ド

コ
ン

セ
ン

ト
普

及
の

背
景

先
生
に
全
て
お

任
せ
し
ま
す

パ
タ

ー
ナ

リ
ズ

ム
夫

権
主

義

自
己

決
定

権
重

視

人
権

意
識

高
ま

り
価

値
観

の
多

様
化

患
者

が
主

役
の

医
療

医
師

は
,患

者
が

理
解

で
き

る
言

葉
で

病
気

や
治

療
に

つ
い

て
十

分
説

明
し

患
者

は
そ

れ
を

理
解

し
た

上
で

,納
得

・
同

意
し

て
自

分
の

治
療

を
選

択
し

て
い

く
こ

と
で

す
。

セ
カ

ン
ド

オ
ピ

ニ
オ

ン
っ

て
な

に
？

セ
カ

ン
ド

オ
ピ

ニ
オ

ン
と

は
、

今
か

か
っ

て
い

る
医

師
（
主

治
医

）
以

外
の

医
師

に
求

め
る

第
２

の
意

見
で

す
。
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納
得
し
て
治
療
を

受
け
た
い
時
に
は

,
是
非

,活
用
し
て

下
さ
い
ね
♪

セ
カ

ン
ド

オ
ピ

ニ
オ

ン
主

治
医

以
外

の
医

師
の

診
断

,治
療

方
法

を
聞

く
こ

と

こ
の

考
え

方
が

広
が

っ
て

き
た

背
景

に
は

、
従

来
の

医
師

お
任

せ
医

療
で

は
な

く
、

イ
ン

フ
ォ

ー
ム

ド
・
コ

ン
セ

ン
ト

（
説

明
と

同
意

）
を

受
け

、
自

分
も

治
療

の
決

定
に

関
わ

る
医

療
に

変
わ

っ
て

き
た

と
い

う
社

会
背

景
が

あ
り

ま
す

。

な
ぜ

必
要

な
の

？

医
師

に
よ

っ
て

治
療

方
針

や
経

験
が

違
う

か
ら

！

ど
ん

な
時

に
セ

カ
ン

ド
オ

ピ
ニ

オ
ン

が
必

要
な

の
？

他
の

病
気

で
は

な
い

か
？

他
の

治
療

方
法

は
な

い
の

か
？

な
ど

の
疑

問
が

残
る

と
き

い
ろ

い
ろ

な
治

療
方

法
が

あ
っ

て
ひ

と
り

の
医

師
の

意
見

だ
け

で
は

決
め

ら
れ

な
い

と
き

治
療

に
あ

た
り

、
よ

り
よ

い
決

断
を

す
る

た
め

に
お

こ
な

い
ま

す
。
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タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア

が
ん

や
神

経
難

病
な

ど
,不

治
の

病
の

患
者

が
死

に
至

る
ま

で
の

間
際

の
医

療

終
末

期
医

療
：
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

と
は

、

が
ん

や
神

経
難

病
な

ど
,不

治
の

病
の

患
者

が
死

に
至

る
ま

で
の

間
際

の
医

療
で

す
。

D
N

R
(D

o
 N

o
t 

R
e
su

sc
it
at

e
)：

蘇
生

措
置

拒
否

と
訳

さ
れ

る

DN
Rと

は
、

「
蘇

生
措

置
拒

否
」
と

訳
さ

れ
ま

す
。

死
を

覚
悟

し
た

患
者

な
い

し
家

族
に

よ
っ

て
、

容
態

が
急

変
し

心
停

止
に

至
っ

て
も

心
肺

蘇
生

法
を

行
わ

な
い

で
、

静
か

に
看

取
っ

て
欲

し
い

と
い

う
意

思
表

示
を

指
す

。
前

も
っ

て
こ

れ
ら

の
要

望
を

記
載

す
る

用
紙

を
「

DN
Rシ

ー
ト

」
と

呼
び

ま
す

。

延
命

措
置

を
断

っ
て

も
、

痛
み

や
呼

吸
の

苦
し

さ
を

緩
和

す
る

た
め

の
医

療
行

為
は

必
要

で
す

。

延
命

措
置

は
断

っ
て

も
、

こ
れ

ら
の

緩
和

医
療

は
積

極
的

に
行

っ
て

も
ら

う
こ

と
が

、

安
ら

か
な

最
後

を
迎

え
る

た
め

の
必

須
の

条
件

だ
と

も
考

え
ら

れ
ま

す
。

LW
の

2番
目

の
項

目
に

、
こ

の
緩

和
医

療
が

盛
り

込
ま

れ
て

い
る

の
は

、
そ

の
た

め
で

す
。

最
近

は
麻

薬
の

使
い

方
も

研
究

さ
れ

、
痛

み
か

ら
も

解
放

さ
れ

る
治

療
が

進
ん

で
き

て
い

ま
す

。
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尊
厳

死
と

安
楽

死

尊
厳

死
と

安
楽

死

尊
厳

死
：
患

者
の

意
思

に
基

づ
い

た
死

期
の

決
定

安
楽

死
：
苦

痛
を

長
引

か
せ

な
い

こ
と

を
主

眼
に

,人
為

的
に

死
亡

さ
せ

る

引
用

元
:h

tt
ps

:/
/w

w
w

.s
o
ng

en
sh

i-
ky

o
ka

i.c
o
m

/
liv

in
g_

w
ill

.h
tm

l

死
期

が
迫

っ
て

い
る

患
者

に
耐

え
難

い
肉

体
的

苦
痛

が
あ

り
、

患
者

が
「
早

く
逝

か
せ

て
ほ

し
い

」
と

の
意

思
を

持
っ

て
い

る
こ

と
が

明
ら

か
な

場
合

で
も

、

医
師

が
積

極
的

な
医

療
行

為
で

患
者

を
死

な
せ

る
こ

と
を

安
楽

死
と

呼
び

ま
す

。

延
命

措
置

を
行

わ
な

い
こ

と
と

は
、

明
ら

か
に

異
な

り
ま

す
し

、

日
本

で
は

患
者

を
安

楽
死

さ
せ

た
事

件
で

は
、

い
ず

れ
も

医
師

の
有

罪
判

決
が

確
定

し
て

い
ま

す
。

欧
米

な
ど

で
は

、
こ

の
安

楽
死

を
合

法
的

に
認

め
て

い
る

国
・
州

が
あ

り
ま

す
が

、
日

本
尊

厳
死

協
会

は
安

楽
死

を
支

持
し

て
い

ま
せ

ん
。
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リ
ビ

ン
グ

ウ
ィ

ル

リ
ビ

ン
グ

ウ
ィ

ル
と

は
、

回
復

の
見

込
み

が
な

く
か

つ
意

識
不

明
な

状
況

に
陥

っ
た

と
き

、
延

命
措

置
や

蘇
生

措
置

の
中

止
を

求
め

る
意

思
表

示
を

本
人

が
判

断
力

の
あ

る
間

に
文

書
化

し
要

請
し

て
お

く
こ

と
を

い
う

い
ま

す
。

リ
ビ

ン
グ

ウ
ィ

ル
尊

厳
死

の
宣

言
書

の
こ

と

引
用

元
:h

tt
ps

:/
/w

w
w

.s
o
ng

en
sh

i-
ky

o
ka

i.c
o
m

/
liv

in
g_

w
ill

.h
tm

l

患
者

が
事

前
に

明
確

に
口

頭
ま

た
は

文
書

で
延

命
拒

否
の

意
思

表
示

を
し

て
い

れ
ば

、
尊

厳
死

は
正

当
化

さ
れ

る
と

い
う

解
釈

も
あ

る
が

、
法

制
化

は
さ

れ
て

い
ま

せ
ん

。
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尊
厳

死
の

宣
言

書

死
の

定
義

と
判

定

「
心

肺
停

止
」

と
「
死

亡
」

私
た

ち
は

、
ニ

ュ
ー

ス
な

ど
で

事
故

が
起

こ
っ

た
と

き
に

、
よ

く
聞

く

こ
の

2
つ

の
言

葉
は

ほ
ぼ

同
じ

意
味

の
よ

う
に

聞
こ

え
ま

す
が

、
使

い
分

け
ら

れ
て

ま
す

。

そ
れ

ぞ
れ

の
言

葉
の

意
味

と
は

？
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◎
心

肺
停

止
と

は
？

心
臓

の
機

能
が

停
止

し
,呼

吸
が

止
ま

っ
て

い
る

状
態

心
肺

停
止

の
状

態
の

ま
ま

4～
5分

が
経

過
し

て
し

ま
う

と
回

復
は

難
し

い
と

考
え

ら
れ

,心
肺

停
止

状
態

の
人

を
見

か
け

た
ら

す
ぐ

に
人

工
呼

吸
,A

E
D

を
使

っ
た

処
置

を
す

る
の

が
望

ま
し

い
と

さ
れ

て
い

る

な
お

,心
肺

停
止

は
心

音
の

停
止

,呼
吸

の
停

止
が

確
認

で
き

れ
ば

,誰
で

も
そ

の
判

断
を

下
す

こ
と

が
で

き
る

心
臓

の
機

能
が

停
止

し
,呼

吸
が

止
ま

っ
て

い
る

が
,医

者
が

確
認

し
て

い
な

い
状

態
の

こ
と

つ
ま

り
,医

者
の

判
断

が
無

い
と

死
亡

と
は

言
え

ま
せ

ん
。

◎
死

亡
と

は
？

死
亡

は
心

肺
停

止
の

状
態

に
加

え
,瞳

孔
の

反
応

を
確

認
し

て
判

断
す

る

心
臓

の
機

能
と

呼
吸

が
停

止
し

て
お

り
,瞳

孔
に

光
を

当
て

て
も

反
応

が
な

け
れ

ば
,死

亡
と

判
断

さ
れ

心
肺

停
止

の
と

き
と

は
違

い
,「

死
亡

し
て

い
る

」
と

い
う

判
断

は
医

師
に

し
か

で
き

な
い

！

死
亡

は
心

肺
停

止
の

状
態

に
加

え
,瞳

孔
の

反
応

を
確

認
し

て
判

断
す

る

身
体

の
機

能
が

も
う

戻
ら

な
い

状
態

心
肺

停
止

の
と

き
と

は
違

い
,「

死
亡

し
て

い
る

」
と

い
う

判
断

は
医

師
に

し
か

で
き

な
い

！
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な
ぜ

「
心

肺
停

止
」
と

「
死

亡
」
を

分
け

る
の

か
？

心
肺

停
止

と
は

蘇
生

：
生

き
返

る
可

能
性

が
あ

る
状

態

死
亡

し
て

い
る

か
ど

う
か

は
医

者
の

判
断

が
必

要

死
亡

は
様

々
な

法
律

が
動

き
出

す
：
例

え
ば

遺
産

相
続

,選
挙

権
,健

康
保

険
も

停
止

す
る

な
の

で
,軽

は
ず

み
に

死
亡

っ
て

言
え

な
い

蘇
生

の
可

能
性

は
あ

き
ら

め
な

い

な
ぜ

「
心

肺
停

止
」
と

「
死

亡
」
を

分
け

る
の

か
？

「
心

肺
停

止
」
と

「
死

亡
」
を

簡
単

に
分

け
る

と
,「
生

存
し

て
い

る
か

」
「
す

で
に

亡
く
な

っ
て

い
る

か
」
と

い
う

こ
と

に
な

り
ま

す
。

「
死

亡
」
と

す
る

と
ち

ょ
っ

と
困

っ
た

こ
と

に
な

る
可

能
性

も
出

て
き

ま
す

。

蘇
生

の
可

能
性

は
あ

き
ら

め
な

い
こ

と
で

す
。

医
師

で
な

く
て

も
「
死

亡
」
と

判
断

で
き

る
場

合
も

医
者

が
判

断
し

な
く
て

も
消

防
隊

員
な

ど
に

よ
っ

て
「
死

亡
」
と

判
断

さ
れ

る
場

合
が

あ
る

こ
れ

を
「
社

会
死

」
と

い
う

誰
が

見
て

も
確

実
に

死
ん

で
い

る
,と

は
っ

き
り

し
て

い
る

状
態

の
こ

と
で

す

医
者

が
判

断
し

な
く
て

も
、

誰
が

見
て

も
確

実
に

死
ん

で
い

る
,

と
は

っ
き

り
し

て
い

る
状

態
の

こ
と

を
「
社

会
死

」
と

い
い

ま
す

。

例
え

ば
以

下
の

よ
う

な
状

態
が

あ
り

ま
す

。

・
頭

が
胴

体
か

ら
切

り
離

さ
れ

て
い

る
(ち

ぎ
れ

て
い

る
)

・
体

が
ま

っ
ぷ

た
つ

に
な

り
,呼

吸
が

な
い

・
腐

敗
し

て
い

る
・
焼

か
れ

て
炭

化
し

て
い

る
・
ミ

イ
ラ

化
し

て
い

る
等

こ
う

い
っ

た
状

態
だ

と
,医

者
の

判
断

が
な

く
て

も
「
死

亡
」
と

判
断

さ
れ

る
こ

と
が

あ
り

ま
す

。
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人
の

生
死

は
と

て
も

デ
リ

ケ
ー

ト
な

問
題

■
人

の
生

死
は

と
て

も
デ

リ
ケ

ー
ト

な
問

題
で

す
。

生
存

し
て

い
る

の
か

亡
く
な

っ
て

い
る

か
,そ

の
判

断
は

と
て

も
難

し
い

も
の

で
す

。

一
旦

ど
ち

ら
か

の
判

断
が

下
さ

れ
る

と
,人

・
お

金
な

ど
さ

ま
ざ

ま
な

も
の

が
動

き
出

し
ま

す
。

何
か

が
動

き
出

し
た

こ
と

に
対

す
る

責
任

が
生

ま
れ

る
、

特
に

「
死

亡
」
と

い
う

判
断

は
簡

単
に

は
出

せ
な

い
た

め
,「

心
肺

停
止

」
と

「
死

亡
」
は

分
か

れ
て

い
る

の
か

も
・
・
し

れ
ま

せ
ん
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1.
シ
ス
テ
ム
導
入
に
よ
っ
て
解
決
し
た
い
課
題

課
題

得
ら
れ
る
効
果

病
院
側

患
者
側

2.
シ
ス
テ
ム
導
入
に
お
け
る
課
題

問
題
点

問
題
に
対
し
て
の
解
決
策

3.
対
応
事
例

対
応
事
例
（
具
体
的
な
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
や
製
品
名
、
そ
の
概
要
を
示
す
）

＜
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
や
製
品
名
＞

＜
概
要
＞

＜
参
考

U
RL
＞

416



AI

AI
AI

/

IT

1.
シ
ス
テ
ム
導
入
に
よ
っ
て
解
決
し
た
い
課
題

課
題

退
院
直
後
の
患
者
の
容
態
を
入
院
患
者
と
同
じ
よ
う
に
対
応
で
き
る
よ
う

遠
隔
で
の
診
療
を
可
能
と
し
た
い

得
ら
れ
る
効
果

病
院
側 遠
隔
で
患
者
の
容
態
管
理
や
ス
タ
ッ
フ
の
勤
務
状
態
、
在
宅
医
療
に
係
る
医
療

業
務
を
効
率
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
齢
の
患
者
の
増
加
、
医
療
従
事
者
の

減
少
に
よ
る
人
手
不
足
を
解
消
す
る
。

患
者
側 患
者
の
体
調
や
室
温
を
検
知
出
来
る
バ
イ
タ
ル
セ
ン
サ
や
環
境
セ
ン
サ
、
AI
カ

メ
ラ
な
ど
を
用
い
て
、
自
宅
の
ベ
ッ
ド
を
病
院
の
ベ
ッ
ト
の
よ
う
に
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
住
み
慣
れ
た
自
宅
で
診
療
を
受
け
ら
れ
る
。

回
答
例

417



2.
シ
ス
テ
ム
導
入
に
お
け
る
課
題

問
題
点 異
常
を
検
知
し
た
時
は
病
院
か
ら
映
像
を
見
る
必
要
性
が
あ
る
が
、
患
者
宅

に
カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
こ
と
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
が
あ
る
。

問
題
に
対
し
て
の
解
決
策

AI
カ
メ
ラ
を
利
用
し
て
、
画
像
解
析
AI
を
利
用
す
る
こ
と
で
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

を
保
護

回
答
例

3.
対
応
事
例

対
応
事
例
（
具
体
的
な
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
や
製
品
名
、
そ
の
概
要
を
示
す
）

＜
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
や
製
品
名
＞

Sm
ar

t 
H

om
e 

M
ed

ic
al

 C
ar

e 

＜
概
要
＞

オ
プ
テ
ィ
ム
社
は
、

AI
・

Io
T技
術
を
用
い
て
在
宅
医
療
を
支
援
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
。
こ

の
サ
ー
ビ
ス
は
、
高
齢
患
者
で
も
普
段
か
ら
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
テ
レ
ビ
と
、
バ
イ
タ
ル
セ
ン

サ
ー
な
ど
の

Io
Tを
用
い
て
、
複
雑
な
操
作
を
す
る
こ
と
な
く
、
テ
レ
ビ
画
面
を
通
し
て
、
医
師

の
顔
を
み
な
が
ら
ビ
デ
オ
通
話
が
行
え
ま
す
。

ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
バ
イ
タ
ル
セ
ン
サ
ー
と
連
携
し
て
、
機
器
か
ら
取
得
さ
れ
た
バ
イ
タ
ル
サ

イ
ン
を
共
有
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
自
宅
に
居
な
が
ら
も
院
内
で
医
師
や
看
護
師

に
見
守
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
よ
う
な
状
態
を
実
現
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
さ
ら
に
自
宅
に

AI
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
「

AI
カ
メ
ラ
」
を
設
置
し
、
取
得
し
た
映
像
を

AI
を
用
い
て
解
析
す

る
こ
と
で
、
転
倒
動
作
や
長
時
間
不
在
な
ど
の
異
常
を
検
知
で
き
る
よ
う
に
努
め
ま
す
。

患
者
だ
け
で
な
く
、
利
用
す
る
医
療
機
関
は
、
患
者
の
方
の
介
護
状
況
管
理
や
訪
問
介
護
に
従

事
し
て
い
る
ス
タ
ッ
フ
の
位
置
情
報
や
業
務
状
況
の
管
理
も
行
え
る
た
め
、
業
務
の
負
荷
軽
減

や
効
率
化
を
実
現
し
、
在
宅
医
療
の
サ
ー
ビ
ス
向
上
が
行
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

＜
参
考

U
RL
＞

ht
tp

s:
//

w
w

w
.o

pt
im

.c
o.

jp
/m

ed
ic

al
/s

hm
c/

回
答
例

＜
概
要
図
＞

回
答
例
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ケーススタディ教材 「介護施設」 
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1.

•
Io
T/
AI

2.

• •

10

433



1.
解
決
し
た
い
課
題

課
題

選
ん
だ
理
由

2.
導
入
シ
ス
テ
ム
と
課
題
の
解
消
結
果

導
入
す
る
シ
ス
テ
ム

導
入
し
た
結
果
課
題
が
ど
の
よ
う
に
解
消
す
る
か

導
入
に
あ
た
っ
て
の
課
題

434



1.

•
Io
T/

AI

2.

• •

10

1.
解
決
し
た
い
課
題

課
題

排
せ
つ
の
介
助
（
排
せ
つ
の
誘
導
、
介
助
、
オ
ム
ツ
交
換
）
の
作
業

の
効
率
化
が
必
要

選
ん
だ
理
由

実
作
業
の
割
合
で
、
夜
勤
・
日
勤
合
わ
せ
て
排
せ
つ
介
助
の
作
業
負

荷
が
一
番
高
い
た
め

回
答
例

435



2.
導
入
シ
ス
テ
ム
と
課
題
の
解
消
結
果

導
入
す
る
シ
ス
テ
ム

排
せ
つ
予
測
デ
バ
イ
ス
「

Df
re

e」

ト
リ
プ
ル
・
ダ
ブ
リ
ュ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

導
入
し
た
結
果
課
題
が
ど
の
よ
う
に
解
消
す
る
か

排
せ
つ
の
適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
の
把
握
が
で
き
る
た
め
、
ト
イ
レ
の
誘
導
の
空
振
り
、

失
敗
の
現
象
に
つ
な
が
る
た
め
、
作
業
負
荷
が
下
が
る

排
尿
を
声
掛
け
で
ト
イ
レ
で
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
オ
ム
ツ
の
交
換
回
数
の
削
減
、

皮
膚
ト
ラ
ブ
ル
の
軽
減
に
つ
な
が
り
、
ケ
ア
の
向
上
が
見
込
め
る

排
尿
タ
イ
ミ
ン
グ
を
デ
ー
タ
と
し
て
可
視
化
で
き
る
た
め
、
利
用
者
の
排
尿
タ
イ
ミ

ン
グ
を
分
析
が
で
き
、
ケ
ア
（
ト
イ
レ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
変
更
）
の
見
直
し
が
で
き

る

導
入
に
あ
た
っ
て
の
課
題

コ
ス
ト
は
ど
れ
く
ら
い
か

導
入
に
お
け
る

IT
教
育
は
ど
れ
く
ら
い
必
要
か
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ケーススタディ教材 「健康保険組合」 
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449



1.
糖
尿
病
予
防
シ
ス
テ
ム

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す
る
情
報

利
用
す
る
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
デ
バ
イ
ス

2.
シ
ス
テ
ム
導
入

導
入
し
た
効
果

導
入
に
あ
た
っ
て
の
課
題

450



• • • • •
• • •

• • • •

10

1.
糖
尿
病
予
防
シ
ス
テ
ム

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す
る
情
報

体
脂
肪

血
圧

運
動
量

ス
ト
レ
ス

利
用
す
る
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
デ
バ
イ
ス

ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
デ
バ
イ
ス

リ
ス
ト
バ
ン
ド
形
式

セ
ン
サ
ー

電
極
セ
ン
サ
ー
：
体
脂
肪
情
報

加
速
度
・
ジ
ャ
イ
ロ
セ
ン
サ
ー
：
移
動
情
報
か
ら
運
動
量
を
導
く

光
セ
ン
サ
ー
：
血
流
、
心
拍
数
か
ら
ス
ト
レ
ス
情
報

回
答
例

451



2.
シ
ス
テ
ム
導
入

回
答
例 導
入
し
た
効
果

自
分
自
身
の
健
康
状
態
を
数
値
化
し
て
日
々
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
健
康
の
維

持
を
促
せ
る
。

体
脂
肪
の
増
加
で
、
体
重
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
が
わ
か
る

運
動
量
が
少
な
い
の
で
、
健
康
維
持
の
た
め
散
歩
な
ど
を
し
た
方
が
よ
い
と
わ
か
る

血
圧
が
高
め
な
の
で
、
塩
分
を
控
え
め
に
す
る
な
ど
食
事
に
気
を
付
け
る

ス
ト
レ
ス
が
高
め
な
の
で
、
無
理
を
せ
ず
、
休
憩
や
休
み
を
と
る
よ
う
に
す
る

健
康
状
態
を
デ
ー
タ
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
デ
ー
タ
を
使
っ
て
専
門
家
（
医

師
、
保
健
師
な
ど
）
に
保
健
指
導
や
、
生
活
習
慣
改
善
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
、
も
ら

え
る
。

導
入
に
あ
た
っ
て
の
課
題

現
在
の
セ
ン
サ
ー
で
は
、
下
記
の
項
目
が
不
明

摂
取
カ
ロ
リ
ー

血
糖
値

健
康
管
理
を
個
人
で
維
持
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
、
健
康
管
理
を
促
す
よ
う
な
、

サ
ポ
ー
ト
体
制
が
必
要
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IT
シ

ス
テ

ム
ス
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ッ

ク
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プ

ロ
ジ
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企

画
・

提
案

PB
L

船
橋

情
報

ビ
ジ

ネ
ス

専
門

学
校

学
習

時
間

の
内

訳
と

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

学
習

内
容
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ウ

ト
プ
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時
間

配
分
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景
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明
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間
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間

ST
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検
討
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検
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9.
0時

間

ST
EP
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応
企

画
立

案
企

画
提

案
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時
間

成
果

発
表
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間
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学
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背
景

と
現

状
分

析
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1-
1.

背
景

あ
な

た
方

は
、

千
葉

市
の

中
央

区
に

あ
る

大
山

病
院

の
シ

ス
テ

ム
企

画
担

当
で

あ
る

。
大

山
病

院
に

は
産

業
医

活
動

部
門

が
あ

り
、

多
く

の
企

業
の

産
業

医
と

し
て

、
従

業
員

の
健

康
管

理
を

担
っ

て
い

る
。

近
年

、
仕

事
に

関
し

て
強

い
ス

ト
レ

ス
が

原
因

で
精

神
障

害
を

発
病

し
、

労
災

認
定

さ
れ

る
従

業
員

が
増

加
傾

向
に

あ
る

。
自

身
の

ス
ト

レ
ス

が
ど

の
よ

う
な

状
態

に
あ

る
の

か
を

認
識

さ
せ

、
「

う
つ

」
な

ど
の

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
不

調
を

未
然

に
防

止
す

る
た

め
に

、
「

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

」
を

1年
に

１
回

か
ら

、
4か

月
に

１
回

の
頻

度
で

実
施

し
た

い
が

、
事

業
者

や
従

業
員

の
作

業
負

荷
が

高
い

た
め

、
思

う
よ

う
に

推
進

で
き

な
い

と
報

告
が

あ
っ

た
。

大
山

病
院

の
院

長
は

、
こ

の
報

告
を

受
け

あ
な

た
方

に
IT

シ
ス

テ
ム

で
課

題
の

解
消

は
で

き
な

い
か

検
討

せ
よ

と
指

示
を

出
し

た
。

1-
2.

現
状

分
析

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

と
は

？
心

理
的

な
負

担
の

程
度

を
把

握
す

る
た

め
の

検
査

の
こ

と
で

あ
る

。

目
的

は メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
不

調
の

未
然

防
止

自
身

の
ス

ト
レ

ス
へ

の
気

付
き

ス
ト

レ
ス

の
原

因
と

な
る

職
場

環
境

の
改

善

で
あ

る
。

20
15

年
12

月
か

ら
労

働
安

全
衛

生
法

の
改

正
に

よ
り

、
従

業
員

50
人

以
上

の
職

場
は

年
に

一
度

定
期

的
に

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

を
実

施
す

る
こ

と
が

義
務

化
さ

れ
た

。

現
在

大
山

病
院

で
実

施
し

て
い

る
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
は

、

質
問

票
を

事
業

者
を

通
し

て
、

従
業

員
へ

配
布

し
、

記
入

、
回

収
し

て
い

る
。

現
状

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

の
流

れ
は

、
下

記
の

通
り

で
あ

る

導
入
前
の
準
備

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
票
の
記
入

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
票
の
回
収

ス
ト
レ
ス
状
況
の
評
価

医
師
の
面
接
指
導
要
否
判
定

ス
ト
レ
ス
状
況
の
集
計
・
分
析

年
に
一
回

結
果
通
知
配
布

結
果
通
知
受
領

医
師
へ
の
面
接
依
頼

医
師
へ
の
面
接
依
頼

医
師
に
よ
る
面
接
指
導

就
業
措
置
の
実
施

労
働
基
準
監
督
署
へ
実
施
結
果
提
出

職
場
環
境
改
善

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
票
の
配
布

産
業
医

事
業
者

従
業
員

462



1-
3.

関
係

者
へ

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

事
業

者

①
対

象
者

を
確

認
し

、
質

問
票

を
配

布
し

た
り

、
回

収
状

況
を

確
認

し
た

り
し

て
、

非
常

に
手

間
が

か
か

る
。

②
事

業
者

と
し

て
従

業
員

の
健

康
管

理
は

非
常

に
重

要
だ

と
考

え
る

が
、

こ
の

作
業

量
に

対
し

て
、

人
手

も
か

な
り

か
け

な
い

と
い

け
ず

、
こ

れ
以

上
の

頻
度

で
の

チ
ェ

ッ
ク

は
難

し
い

。

従
業

員

①
ス

ト
レ

ス
が

か
か

っ
て

る
と

き
ほ

ど
、

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

票
の

回
答

が
面

倒
。

②
事

業
者

に
出

す
の

で
、

正
直

な
こ

と
を

書
い

て
問

題
が

発
生

し
た

ら
、

責
め

ら
れ

そ
う

で
怖

い
。

③
忙

し
い

の
で

、
適

当
に

書
い

て
い

る
④

手
軽

に
し

て
ほ

し
い

⑤
質

問
票

以
外

の
方

法
は

な
い

の
か

産
業

医

①
ス

ト
レ

ス
状

況
を

従
業

員
の

主
観

的
な

回
答

だ
け

で
な

く
、

客
観

的
な

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

デ
ー

タ
も

ほ
し

い
。

②
今

ま
で

自
分

で
分

析
す

る
た

め
に

手
動

で
集

計
し

て
い

た
が

、
シ

ス
テ

ム
化

に
あ

た
り

自
動

で
デ

ー
タ

が
入

り
、

簡
易

的
な

分
析

は
行

っ
て

ほ
し

い
。

③
ス

ト
レ

ス
状

況
を

事
業

者
単

位
で

集
計

し
、

分
析

さ
れ

た
結

果
を

確
認

し
た

い
。

２
.S

T
EP

1
状

況
分

析

状
況

分
析

1.
の

背
景

と
現

状
分

析
、

関
係

者
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

受
け

て
、

課
題

を
明

ら
か

に
し

て
く

だ
さ

い
。

具
体

的
に

は
「

状
況

分
析

シ
ー

ト
」

を
使

用
し

て
、

デ
ィ

ス
カ

ッ
シ

ョ
ン

を
行

い
、

現
在

の
状

況
と

課
題

を
整

理
し

て
ま

と
め

て
く

だ
さ

い
。

状
況

分
析

シ
ー

ト

状
況

課
題

状
況

と
課

題
を

整
理

し
て

く
だ

さ
い

463



3.
ST

EP
2

対
応

策
検

討

対
応

検
討

2.
状

況
分

析
で

ま
と

め
た

も
の

を
も

と
に

、
シ

ス
テ

ム
化

に
よ

る
対

応
策

を
検

討
し

て
く

だ
さ

い
。

具
体

的
に

は
、

「
対

応
検

討
シ

ー
ト

」
を

使
用

し
て

、
デ

ィ
ス

カ
ッ

シ
ョ

ン
を

行
い

、
課

題
と

対
応

策
を

検
討

し
、

ま
と

め
て

く
だ

さ
い

。
※

対
応

策
に

は
、

A
Iや

Io
Ｔ

を
含

め
て

く
だ

さ
い

。

対
応

検
討

シ
ー

ト
課

題
と

対
応

策
を

整
理

し
て

く
だ

さ
い

課
題

対
応

策

4.
ST

EP
3

対
応

企
画

立
案
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対
応

企
画

立
案

2.
原

因
分

析
、

3.
対

応
策

検
討

の
検

討
を

も
と

に
、

企
画

を
立

案
し

、
提

案
書

を
ま

と
め

て
く

だ
さ

い
。

具
体

的
に

は
、

グ
ル

ー
プ

で
デ

ィ
ス

カ
ッ

シ
ョ

ン
を

行
い

企
画

内
容

を
「

企
画

提
案

書
」

に
ま

と
め

て
く

だ
さ

い
。

あ
な

た
方

は
病

院
の

シ
ス

テ
ム

企
画

担
当

の
た

め
、

自
分

で
す

べ
て

開
発

す
る

の
で

は
な

く
、

既
存

シ
ス

テ
ム

の
導

入
、

も
し

く
は

開
発

依
頼

を
行

う
た

め
の

企
画

立
案

を
し

て
だ

さ
い

。

※
提

示
し

た
「

企
画

提
案

書
」

の
フ

ォ
ー

マ
ッ

ト
、

項
目

は
必

要
に

応
じ

て
加

減
し

て
も

よ
い

と
し

ま
す

。

対
応

企
画

立
案

状
況

あ
な

た
方

の
チ

ー
ム

の
調

査
す

る
中

で
、

下
記

の
シ

ス
テ

ム
が

有
用

で
は

な
い

か
と

思
わ

れ
た

。
下

記
の

シ
ス

テ
ム

を
利

用
し

、
目

的
を

達
成

す
る

シ
ス

テ
ム

を
企

画
提

案
す

る
こ

と
と

な
っ

た
。

・
B
IT
A
S
-S
T
R
E
S
S
：

メ
ン
タ
ル
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

h
tt
p
:/
/w
w
w
.b
it
a
s.
co
.j
p
/B
IT
A
S
-S
T
R
E
S
S
_
JP
N
.h
tm
l

・
B
IT
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

h
tt
p
:/
/w
w
w
.b
it
a
s.
co
.j
p
/B
lu
e
_
B
IT
_
Te
ch
_
JP
N
.h
tm
l

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク

シ
ス
テ
ム
企
画
提
案
書

（
案
）

大
山
病
院

シ
ス
テ
ム
開
発

×
×
×
×
×
×
グ
ル
ー
プ

×
年
〇
月

代
表
者

構
成
メ
ン
バ
ー

465



概
要 目
的

背
景

２
現
状
の
問
題
点

３
対
応
の
方
向
性

• • • •

具
体
的
実
施
項
目

「
」 概
要

466



期
待
さ
れ
る
効
果

導
入
に
あ
た
る
課
題

４
シ
ス
テ
ム
構
成
図

467



1

状
況
分
析
シ
ー
ト

状
況

課
題

状
況
と
課
題
を
整
理
し
て
く
だ
さ
い

468



1

対
応
検
討
シ
ー
ト

課
題
と
対
応
策
を
整
理
し
て
く
だ
さ
い

課
題

対
応
策
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ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク

シ
ス
テ
ム
企
画
提
案
書

（
案
）

大
山
病
院

シ
ス
テ
ム
開
発

×
×
×
×
×
×
グ
ル
ー
プ

×
年
〇
月

代
表
者

構
成
メ
ン
バ
ー

概
要 目
的

背
景

２
現
状
の
問
題
点

470



３
対
応
の
方
向
性

• • • •

具
体
的
実
施
項
目

「
」 概
要

期
待
さ
れ
る
効
果

導
入
に
あ
た
る
課
題

４
シ
ス
テ
ム
構
成
図
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状
況
分
析
シ
ー
ト

状
況

課
題

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
定
周
期
の
頻

度
を
上
げ
ら
れ
な
い

•
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
実
施
に
お
け
る
事
業
者
作
業
負
荷
が
高
い

•
従
業
員
は
、
仕
事
の
合
間
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
の
で
、
今
の
紙
面
に
よ
る

チ
ェ
ッ
ク
は
手
間

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
客
観
的
な

デ
ー
タ
が
な
い

•
自
己
報
告
形
式
の
質
問
票
に
よ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
の
み
で
は
、
本

当
に
心
的
負
担
が
高
い
か
ど
う
か
判
断
材
料
と
し
て
不
足
し
て
い
る

ス
ト
レ
ス
状
況
を
分
析
す
る
に
あ
た

り
、
結
果
を
手
動
で
集
計
し
て
い
る

•
手
動
で
デ
ー
タ
入
力
を
行
い
分
析
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
作
業
負
荷
が

高
い

状
況
と
課
題
を
整
理
し
て
く
だ
さ
い

対
応
検
討
シ
ー
ト

課
題
と
対
応
策
を
整
理
し
て
く
だ
さ
い

課
題

対
応
策

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
実
施
に
お
け

る
事
業
者
、
従
業
員
の
作
業
負
荷
が

高
い

・
W
eb
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
問
診
用
の
ス
ト
レ
ス

チ
ェ
ッ
ク
を
可
能
と
す
る
。

自
己
報
告
形
式
の
質
問
票
に
よ
る
ア

ン
ケ
ー
ト
の
回
答
の
み
で
は
、
本
当

に
心
的
負
担
が
高
い
か
ど
う
か
判
断

材
料
と
し
て
不
足
し
て
い
る

・
ス
ト
レ
ス
負
荷
の
状
況
を
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
デ
バ
イ
ス
を
用
い
て
客
観
的
な

デ
ー
タ
と
し
て
取
得
す
る
。

手
動
で
デ
ー
タ
入
力
を
行
い
、
分
析

を
行
っ
て
い
る
た
め
作
業
負
荷
が
高

い

・
W
eb
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
て
、
従
業
員
の
回
答
し
た
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク

デ
ー
タ
を
可
視
化
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

・
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
デ
ー
タ
を
可
視
化
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

・
上
記
の
デ
ー
タ
を
組
み
合
わ
せ
て
、
シ
ス
テ
ム
側
で
分
析
し
た
結
果
を
出

力
す
る
。

2.
原
因
分
析
、
3.
対
応
策
検
討
の
検
討
を

も
と
に
、
企
画
を
立
案
し
、
提
案
書
を
ま

と
め
て
く
だ
さ
い
。

具
体
的
に
は
、
グ
ル
ー
プ
で
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
を
行
い
企
画
内
容
を
「
企
画
提
案

書
」
に
ま
と
め
て
く
だ
さ
い
。

あ
な
た
方
は
病
院
の
シ
ス
テ
ム
企
画
担
当
の

た
め
、
自
分
で
す
べ
て
開
発
す
る
の
で
は
な

く
、
既
存
シ
ス
テ
ム
の
導
入
、
も
し
く
は
開

発
依
頼
を
行
う
た
め
の
企
画
立
案
を
し
て
だ

さ
い
。

※
提
示
し
た
「
企
画
提
案
書
」
の
フ
ォ
ー
マ
ッ

ト
、
項
目
は
必
要
に
応
じ
て
加
減
し
て
も
よ
い

と
し
ま
す
。

4.
ST
EP
3

対
応
企
画
立
案

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク

シ
ス
テ
ム
企
画
提
案
書

（
案
）

大
山
病
院

シ
ス
テ
ム
開
発

×
×
×
×
×
×
グ
ル
ー
プ

×
年
〇
月

回
答
例
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代
表
者

構
成
メ
ン
バ
ー

概
要 目
的 う
つ
な
ど
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
、
従
業

員
に
対
し
て
定
期
的
に
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
を
実
施
さ
せ
た
い

背
景

仕
事
の
ス
ト
レ
ス
が
高
い
状
態
が
続
き
、
う
つ
な
ど
の
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
不
調
に
よ
る
精
神
障
害
を
発
病
す
る
従
業
員
が
増
加
し
て
い
る
。

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
も
、
従
業
員
の
ス
ト

レ
ス
負
荷
状
況
を
定
期
的
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
必
要
。

し
か
し
、
現
在
の
チ
ェ
ッ
ク
の
仕
方
で
は
、
作
業
負
荷
が
高
い
た
め

検
討
が
必
要
。

２
現
状
の
問
題
点

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
定
周
期
の
頻
度
を
上
げ
ら
れ
な
い

事
業
者
の
作
業
負
荷
が
高
い
（
準
備
、
配
布
、
回
収
な
ど
）

従
業
員
は
質
問
票
の
記
入
が
手
間

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
客
観
的
な
デ
ー
タ
が
な
い

自
己
報
告
形
式
の
質
問
票
に
よ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
の
み
で
は
、
本

当
に
心
的
負
担
が
高
い
か
ど
う
か
判
断
材
料
と
し
て
不
足
し
て
い
る

ス
ト
レ
ス
状
況
の
集
計
、
分
析
が
手
動

手
動
で
デ
ー
タ
入
力
を
行
い
分
析
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
作
業
負
荷
が

高
い

３
対
応
の
方
向
性

Ｗ
ｅ
ｂ
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る

•
紙
面
に
よ
る
質
問
票
の
や
り
取
り
は
、
事
業
者
、
従
業
員
、
産
業
医
す
べ
て

の
作
業
負
荷
を
上
げ
る
た
め
、
Ｗ
ｅ
ｂ
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
問
診
形
式
の
ス
ト

レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
を
検
討
す
る
。

ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
デ
バ
イ
ス
を
利
用
す
る

•
客
観
的
デ
ー
タ
を
取
得
す
る
た
め
、
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
デ
バ
イ
ス
を
利
用
す
る
。

•
心
電
計
、
温
度
計
、
3
軸
加
速
度
計
を
持
つ
、
生
体
セ
ン
サ
ー
を
利
用
し
て
、

心
身
状
態
の
把
握
を
行
う
。

デ
ー
タ
解
析
を
行
う

•
Ｗ
ｅ
ｂ
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
問
診
形
式
の
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
（
主
観
的
デ
ー

タ
）
と
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
デ
バ
イ
ス
で
取
得
し
た
デ
ー
タ
を
合
わ
せ
て
、
ス
ト

レ
ス
負
荷
状
況
を
解
析
す
る
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具
体
的
実
施
項
目

シ
ス
テ
ム
の
導
入

概
要 簡
易
的
な
質
問
形
式
と
、
客
観
的
な
デ
ー
タ
を
合
わ
せ
て
、
ス
ト
レ
ス
の
負
荷
を
解
析
す
る

シ
ス
テ
ム
。

具
体
的
に
は
、
メ
モ
リ
型
生
体
セ
ン
サ
（

（
株
式
会
社
人
間
と
科
学
の
研
究
所
開

発
）
を
用
い
２
段
階
の
チ
ェ
ッ
ク
に
よ
り
、
メ
ン
タ
ル
ス
ト
レ
ス
を
評
価
す
る
。

と
は
、

（
生
体
情
報
追
跡
装
置
）
と
い
う
、
小
型
軽
量
の

ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
セ
ン
サ
で
す
。

か
ら
送
出
さ
れ
る
デ
ー
タ
を
管
理
し
、
異
常
値
が
認
め
ら

れ
た
場
合
に
ア
ラ
ー
ト
を
表
示
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

第
段
階
（
簡
易
チ
ェ
ッ
ク
）
：
約

分
計
測

心
の
状
態
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
（
自
己
報
告
質
問
票
、
い
わ
ゆ
る
、
問
診
票
）
の
ス
コ
ア

結
果
と
短
時
間
の
ス
ト
レ
ス
印
加
時
の
自
律
神
経
活
動
測
定
結
果
に
よ
り
、
「
正
常
」
、

「
中
間
状
態
」
、
「
う
つ
状
態
」
に
区
別
す
る
。

第
段
階
（
詳
細
チ
ェ
ッ
ク
）
：

時
間
計
測

ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
セ
ン
サ
（

）
を
装
着
し
て
自
律
神
経
（
交
感
神
経
と
副
交
感
神
経
）
を

時
間
測
定

計
測
期
間
を
４
つ
の
時
間
帯
に
分
割
し
て
、
い
つ
（
ど
の
時
間
帯
に
）
、
ど
の
よ
う
な
ス
ト

レ
ス
が
あ
る
の
か
、
睡
眠
の
質
、
睡
眠
時
無
呼
吸
の
有
無
の
他
、
十
分
な
身
体
活
動
を
行
っ

て
い
る
か
ど
う
か
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
職
場
等
で
の
メ
ン
タ
ル
ス
ト
レ
ス
を
客
観
的
評
価
す
る

期
待
さ
れ
る
効
果

•
作
業
負
荷
の
軽
減

質
問
票
形
式
の
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
を
Ｗ
ｅ
ｂ
形
式
に
す
る
た
め
、
事
業
者
や
産
業
医
の
作

業
負
荷
が
下
が
る
。

•
客
観
デ
ー
タ
の
取
得

生
体
の
発
す
る
多
く
の
バ
イ
タ
ル
サ
イ
ン
心
電
波
形
、
瞬
間
心
拍
数
と
そ
の
連
続
曲
線
、
交

感
神
経
と
副
交
感
神
経
の
動
き
、
呼
吸
周
波
数
、
体
温
、
表
皮
温
度
の
連
続
曲
線
、
並
び
に

軸
頭
部
、
胴
体
、
四
肢
の
動
き
等
の
デ
ー
タ
の
可
視
化
が
出
来
る
。

•
デ
ー
タ
の
集
計
・
分
析

今
ま
で
手
動
で
集
計
・
分
析
し
て
い
た
も
の
を
、
集
計
は
自
動
で
、
分
析
は
デ
ー
タ
の
解
析

結
果
を
確
認
で
き
る
た
め
、
作
業
負
荷
は
下
が
り
、
分
析
の
精
度
は
上
が
る
。

導
入
に
あ
た
る
課
題

•
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
問
題

引
用

：
B
IT
A
S
-S
T
R
E
S
S
：

メ
ン
タ
ル
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

h
tt
p
:/
/w
w
w
.b
it
a
s.
co
.j
p
/B
IT
A
S
-S
T
R
E
S
S
_
JP
N
.h
tm
l

B
IT
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

h
tt
p
:/
/w
w
w
.b
it
a
s.
co
.j
p
/B
lu
e
_
B
IT
_
T
e
ch
_
JP
N
.h
tm
l

４
シ
ス
テ
ム
構
成
図

引
用

：
B
IT
A
C
健
康
管
理
シ
ス
テ
ム
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医
療

IT
シ

ス
テ

ム
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
シ

ス
テ

ム
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
企

画
・

提
案

PB
L

船
橋

情
報

ビ
ジ

ネ
ス

専
門

学
校

1

学
習

時
間

の
内

訳
と

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

学
習

内
容

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

時
間

配
分

背
景

と
状

況
の

説
明

1.
5時

間

ST
EP

1 
 状

況
の

分
析

状
況

分
析

シ
ー

ト
3.

0時
間

ST
EP

2
対

応
策

検
討

対
応

策
検

討
シ

ー
ト

12
.0

時
間

ST
EP

3
対

応
企

画
立

案
企

画
提

案
書

9.
0時

間

成
果

発
表

1.
5時

間

合
計

22
.5

時
間

2
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学
習

手
順

背 景 と 状 況 説 明

企 画 提 案 書 発 表

ST
EP

1
ST

EP
2

ST
EP

3

3

1.
背

景
と

現
状

分
析

あ
な

た
方

は
、

病
院

の
シ

ス
テ

ム
企

画
担

当
で

あ
る

。
現

在
病

院
で

抱
え

て
い

る
課

題
に

対
し

て
、

シ
ス

テ
ム

化
に

よ
る

解
決

策
を

検
討

し
て

ほ
し

い
。

4
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1-
1.

背
景

あ
な

た
方

は
、

千
葉

市
の

中
央

区
に

あ
る

大
山

病
院

の
シ

ス
テ

ム
企

画
担

当
で

あ
る

。
大

山
病

院
に

は
産

業
医

活
動

部
門

が
あ

り
、

多
く

の
企

業
の

産
業

医
と

し
て

、
従

業
員

の
健

康
管

理
を

担
っ

て
い

る
。

近
年

、
仕

事
に

関
し

て
強

い
ス

ト
レ

ス
が

原
因

で
精

神
障

害
を

発
病

し
、

労
災

認
定

さ
れ

る
従

業
員

が
増

加
傾

向
に

あ
る

。
自

身
の

ス
ト

レ
ス

が
ど

の
よ

う
な

状
態

に
あ

る
の

か
を

認
識

さ
せ

、
「

う
つ

」
な

ど
の

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
不

調
を

未
然

に
防

止
す

る
た

め
に

、
「

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

」
を

1年
に

１
回

か
ら

、
4か

月
に

１
回

の
頻

度
で

実
施

し
た

い
が

、
事

業
者

や
従

業
員

の
作

業
負

荷
が

高
い

た
め

、
思

う
よ

う
に

推
進

で
き

な
い

と
報

告
が

あ
っ

た
。

大
山

病
院

の
院

長
は

、
こ

の
報

告
を

受
け

あ
な

た
方

に
IT

シ
ス

テ
ム

で
課

題
の

解
消

は
で

き
な

い
か

検
討

せ
よ

と
指

示
を

出
し

た
。

指
導
ポ
イ
ン
ト

ま
ず

自
分
の
立
場
、
開
発
目
的
が
な
ん
で
あ
る
か
、

タ
ー
ゲ
ッ
ト
が
誰
で
あ
る
か
を
明
確
に
す
る
。

補
足
と
し
て
、
一
般
的
な
医
師
は
患
者
の
健
康
状
態
の
改
善
を
行
う
た
め
に
治
療
を
行
い
、

産
業
医
は
企
業
の
社
員
の
健
康
状
態
を
守
る
医
師
で
、
治
療
は
行
い
ま
せ
ん
。

5

1-
2.

現
状

分
析

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

と
は

？
心

理
的

な
負

担
の

程
度

を
把

握
す

る
た

め
の

検
査

の
こ

と
で

あ
る

。

目
的

は メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
不

調
の

未
然

防
止

自
身

の
ス

ト
レ

ス
へ

の
気

付
き

ス
ト

レ
ス

の
原

因
と

な
る

職
場

環
境

の
改

善

で
あ

る
。

20
15

年
12

月
か

ら
労

働
安

全
衛

生
法

の
改

正
に

よ
り

、
従

業
員

50
人

以
上

の
職

場
は

年
に

一
度

定
期

的
に

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

を
実

施
す

る
こ

と
が

義
務

化
さ

れ
た

。

指
導
ポ
イ
ン
ト

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
説
明
で
す
。

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
検
査
か
確
認
し
ま
す
。

6
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現
在

大
山

病
院

で
実

施
し

て
い

る
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
は

、

質
問

票
を

事
業

者
を

通
し

て
、

従
業

員
へ

配
布

し
、

記
入

、
回

収
し

て
い

る
。

指
導
ポ
イ
ン
ト

現
状
分
析
と
し
て
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
は
紙
ベ
ー
ス
で

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
ま
す
。

ま
た
こ
こ
で
、
実
際
の
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
イ
メ
ー
ジ
を
確
認
し
、

ア
ン
ケ
ー
ト
の
選
択
形
式
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
ま
す
。

7

現
状

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

の
流

れ
は

、
下

記
の

通
り

で
あ

る

導
入
前
の
準
備

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
票
の
記
入

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
票
の
回
収

ス
ト
レ
ス
状
況
の
評
価

医
師
の
面
接
指
導
要
否
判
定

ス
ト
レ
ス
状
況
の
集
計
・
分
析

年
に
一
回

結
果
通
知
配
布

結
果
通
知
受
領

医
師
へ
の
面
接
依
頼

医
師
へ
の
面
接
依
頼

医
師
に
よ
る
面
接
指
導

就
業
措
置
の
実
施

労
働
基
準
監
督
署
へ
実
施
結
果
提
出

職
場
環
境
改
善

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
票
の
配
布

産
業
医

事
業
者

従
業
員

指
導
ポ
イ
ン
ト

現
状
分
析
と
し
て
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
作
業
負
荷
は
、

事
業
者
が
一
番
高
く
、
ま
た
作
業
が
膨
大
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
ま
す
。

8
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1-
3.

関
係

者
へ

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

事
業

者

①
対

象
者

を
確

認
し

、
質

問
票

を
配

布
し

た
り

、
回

収
状

況
を

確
認

し
た

り
し

て
、

非
常

に
手

間
が

か
か

る
。

②
事

業
者

と
し

て
従

業
員

の
健

康
管

理
は

非
常

に
重

要
だ

と
考

え
る

が
、

こ
の

作
業

量
に

対
し

て
、

人
手

も
か

な
り

か
け

な
い

と
い

け
ず

、
こ

れ
以

上
の

頻
度

で
の

チ
ェ

ッ
ク

は
難

し
い

。

従
業

員

①
ス

ト
レ

ス
が

か
か

っ
て

る
と

き
ほ

ど
、

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

票
の

回
答

が
面

倒
。

②
事

業
者

に
出

す
の

で
、

正
直

な
こ

と
を

書
い

て
問

題
が

発
生

し
た

ら
、

責
め

ら
れ

そ
う

で
怖

い
。

③
忙

し
い

の
で

、
適

当
に

書
い

て
い

る
④

手
軽

に
し

て
ほ

し
い

⑤
質

問
票

以
外

の
方

法
は

な
い

の
か

産
業

医

①
ス

ト
レ

ス
状

況
を

従
業

員
の

主
観

的
な

回
答

だ
け

で
な

く
、

客
観

的
な

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

デ
ー

タ
も

ほ
し

い
。

②
今

ま
で

自
分

で
分

析
す

る
た

め
に

手
動

で
集

計
し

て
い

た
が

、
シ

ス
テ

ム
化

に
あ

た
り

自
動

で
デ

ー
タ

が
入

り
、

簡
易

的
な

分
析

は
行

っ
て

ほ
し

い
。

③
ス

ト
レ

ス
状

況
を

事
業

者
単

位
で

集
計

し
、

分
析

さ
れ

た
結

果
を

確
認

し
た

い
。

指
導
ポ
イ
ン
ト

現
状
分
析
と
し
て
、
関
係
者
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
で
す
。

現
状
問
題
以
外
に
も
、
将
来
的
な
要
望
も
入
っ
て
い
ま
す
。

9

２
.S

T
EP

1
状

況
分

析
1.

の
背

景
と

現
状

分
析

、
関

係
者

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

を
受

け
て

、
課

題
を

明
ら

か
に

し
て

く
だ

さ
い

。
具

体
的

に
は

「
状

況
分

析
シ

ー
ト

」
を

使
用

し
て

、
デ

ィ
ス

カ
ッ

シ
ョ

ン
を

行
い

、
現

在
の

状
況

と
課

題
を

整
理

し
て

ま
と

め
て

く
だ

さ
い

。

10
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状
況

分
析

シ
ー

ト

状
況

課
題

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

の
定

周
期

の
頻

度
を

上
げ

ら
れ

な
い

•
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
の

実
施

に
お

け
る

事
業

者
作

業
負

荷
が

高
い

•
従

業
員

は
、

仕
事

の
合

間
に

チ
ェ

ッ
ク

す
る

の
で

、
今

の
紙

面
に

よ
る

チ
ェ

ッ
ク

は
手

間

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

の
客

観
的

な
デ

ー
タ

が
な

い
•

自
己

報
告

形
式

の
質

問
票

に
よ

る
ア

ン
ケ

ー
ト

の
回

答
の

み
で

は
、

本
当

に
心

的
負

担
が

高
い

か
ど

う
か

判
断

材
料

と
し

て
不

足
し

て
い

る

ス
ト

レ
ス

状
況

を
分

析
す

る
に

あ
た

り
、

結
果

を
手

動
で

集
計

し
て

い
る

•
手

動
で

デ
ー

タ
入

力
を

行
い

分
析

を
行

っ
て

い
る

た
め

、
作

業
負

荷
が

高
い

状
況

と
課

題
を

整
理

し
て

く
だ

さ
い

指
導
ポ
イ
ン
ト

状
況
分
析
と
課
題
を
整
理
し
ま
す
。

整
理
す
る
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、

・
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
が
ど
う
い
う
も
の
か

・
ど
の
よ
う
な
手
順
で
行
う
か

こ
の
内
容
を
把
握
し
た
上
で
、

・
関
係
者
た
ち
の
意
見
は
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
の
か

を
検
討
し
て
、
グ
ル
ー
プ
内
で
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
し
な
が
ら
状
況
を
分
析
し
、
課
題
を
抽
出
し
ま

す
。

11

2.
状

況
分

析
で

ま
と

め
た

も
の

を
も

と
に

、
シ

ス
テ

ム
化

に
よ

る
対

応
策

を
検

討
し

て
く

だ
さ

い
。

具
体

的
に

は
、

「
対

応
検

討
シ

ー
ト

」
を

使
用

し
て

、
デ

ィ
ス

カ
ッ

シ
ョ

ン
を

行
い

、
課

題
と

対
応

策
を

検
討

し
、

ま
と

め
て

く
だ

さ
い

。
※

対
応

策
に

は
、

A
Iや

Io
Ｔ

を
含

め
て

く
だ

さ
い

。

3.
ST

EP
2

対
応

策
検

討

12
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対
応

検
討

シ
ー

ト
課

題
と

対
応

策
を

整
理

し
て

く
だ

さ
い

課
題

対
応

策
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
の

実
施

に
お

け
る

事
業

者
、

従
業

員
の

作
業

負
荷

が
高

い

・
W

eb
シ

ス
テ

ム
を

導
入

し
て

、
オ

ン
ラ

イ
ン

で
問

診
用

の
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
を

可
能

と
す

る
。

自
己

報
告

形
式

の
質

問
票

に
よ

る
ア

ン
ケ

ー
ト

の
回

答
の

み
で

は
、

本
当

に
心

的
負

担
が

高
い

か
ど

う
か

判
断

材
料

と
し

て
不

足
し

て
い

る

・
ス

ト
レ

ス
負

荷
の

状
況

を
ウ

ェ
ア

ラ
ブ

ル
デ

バ
イ

ス
を

用
い

て
客

観
的

な
デ

ー
タ

と
し

て
取

得
す

る
。

手
動

で
デ

ー
タ

入
力

を
行

い
、

分
析

を
行

っ
て

い
る

た
め

作
業

負
荷

が
高

い

・
W

eb
シ

ス
テ

ム
を

導
入

し
て

、
従

業
員

の
回

答
し

た
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
デ

ー
タ

を
可

視
化

で
き

る
よ

う
に

す
る

。
・

ウ
ェ

ア
ラ

ブ
ル

デ
ー

タ
を

可
視

化
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

・
上

記
の

デ
ー

タ
を

組
み

合
わ

せ
て

、
シ

ス
テ

ム
側

で
分

析
し

た
結

果
を

出
力

す
る

。

指
導
ポ
イ
ン
ト

対
応
策
を
検
討
し
ま
す
。

対
応
策
と
し
て
で
き
る
だ
け
Ａ
Ｉ
/Ｉ
ｏ
Ｔ
を
利
用
す
る
よ
う
促
し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
に
応
じ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
査
な
ど
を
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

13

2.
原

因
分

析
、

3.
対

応
策

検
討

の
検

討
を

も
と

に
、

企
画

を
立

案
し

、
提

案
書

を
ま

と
め

て
く

だ
さ

い
。

具
体

的
に

は
、

グ
ル

ー
プ

で
デ

ィ
ス

カ
ッ

シ
ョ

ン
を

行
い

企
画

内
容

を
「

企
画

提
案

書
」

に
ま

と
め

て
く

だ
さ

い
。

あ
な

た
方

は
病

院
の

シ
ス

テ
ム

企
画

担
当

の
た

め
、

自
分

で
す

べ
て

開
発

す
る

の
で

は
な

く
、

既
存

シ
ス

テ
ム

の
導

入
、

も
し

く
は

開
発

依
頼

を
行

う
た

め
の

企
画

立
案

を
し

て
だ

さ
い

。
※

提
示

し
た

「
企

画
提

案
書

」
の

フ
ォ

ー
マ

ッ
ト

、
項

目
は

必
要

に
応

じ
て

加
減

し
て

も
よ

い
と

し
ま

す
。

4.
ST

EP
3

対
応

企
画

立
案

指
導
ポ
イ
ン
ト

・
受
講
者
の
立
場
の
再
確
認

病
院
の
シ
ス
テ
ム
課
員
で
あ
る
た
め
、
自
分
で
す
べ
て
の
開
発
を
行
う
の
で
は
な
く
、

既
存
シ
ス
テ
ム
な
ど
を
導
入
、
も
し
く
は
開
発
依
頼
を
行
う
想
定
と
す
る

・
要
件
の
再
確
認

院
長
の
指
示
は
何
だ
っ
た
の
か
、
具
体
的
な
対
応
方
針
を
簡
潔
に
整
理
し
、
記
載
さ
せ
る
よ
う
指
導

す
る
。

・
説
明
す
る
相
手

依
頼
さ
れ
た
病
院
の
院
長
は
、
Ｉ
Ｔ
の
専
門
知
識
を
持
ち
ま
せ
ん
。

専
門
用
語
は
あ
ま
り
用
い
ず
、
簡
潔
に
説
明
す
る
こ
と
を
意
識
す
る
よ
う
指
導
す
る
。

・
作
成
指
導

文
章
は
明
確
な
言
葉
を
使
用
し
て
、
読
み
手
に
よ
っ
て
曖
昧
な
表
現
に
な
ら
な
い
よ
う
に
注
意
さ
せ

る
。 適
宜
、
図
や
表
を
使
っ
た
り
し
て
、
わ
か
り
や
す
い
資
料
と
す
る
よ
う
指
導
す
る
。

14
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ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク

シ
ス
テ
ム
企
画
提
案
書

（
案
）

大
山
病
院

シ
ス
テ
ム
開
発

×
×
×
×
×
×
グ
ル
ー
プ

×
年
〇
月

回
答
例

15

代
表
者

構
成
メ
ン
バ
ー

16
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概
要 目
的 う
つ
な
ど
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
、
従
業

員
に
対
し
て
定
期
的
に
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
を
実
施
さ
せ
た
い

背
景

仕
事
の
ス
ト
レ
ス
が
高
い
状
態
が
続
き
、
う
つ
な
ど
の
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
不
調
に
よ
る
精
神
障
害
を
発
病
す
る
従
業
員
が
増
加
し
て
い
る
。

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
も
、
従
業
員
の
ス
ト

レ
ス
負
荷
状
況
を
定
期
的
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
必
要
。

し
か
し
、
現
在
の
チ
ェ
ッ
ク
の
仕
方
で
は
、
作
業
負
荷
が
高
い
た
め

検
討
が
必
要
。

17

２
現
状
の
問
題
点

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
定
周
期
の
頻
度
を
上
げ
ら
れ
な
い

事
業
者
の
作
業
負
荷
が
高
い
（
準
備
、
配
布
、
回
収
な
ど
）

従
業
員
は
質
問
票
の
記
入
が
手
間

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
客
観
的
な
デ
ー
タ
が
な
い

自
己
報
告
形
式
の
質
問
票
に
よ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
の
み
で
は
、
本

当
に
心
的
負
担
が
高
い
か
ど
う
か
判
断
材
料
と
し
て
不
足
し
て
い
る

ス
ト
レ
ス
状
況
の
集
計
、
分
析
が
手
動

手
動
で
デ
ー
タ
入
力
を
行
い
分
析
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
作
業
負
荷
が

高
い

18
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３
対
応
の
方
向
性

Ｗ
ｅ
ｂ
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る

•
紙
面
に
よ
る
質
問
票
の
や
り
取
り
は
、
事
業
者
、
従
業
員
、
産
業
医
す
べ
て

の
作
業
負
荷
を
上
げ
る
た
め
、
Ｗ
ｅ
ｂ
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
問
診
形
式
の
ス
ト

レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
を
検
討
す
る
。

ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
デ
バ
イ
ス
を
利
用
す
る

•
客
観
的
デ
ー
タ
を
取
得
す
る
た
め
、
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
デ
バ
イ
ス
を
利
用
す
る
。

•
心
電
計
、
温
度
計
、
3
軸
加
速
度
計
を
持
つ
、
生
体
セ
ン
サ
ー
を
利
用
し
て
、

心
身
状
態
の
把
握
を
行
う
。

デ
ー
タ
解
析
を
行
う

•
Ｗ
ｅ
ｂ
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
問
診
形
式
の
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
（
主
観
的
デ
ー

タ
）
と
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
デ
バ
イ
ス
で
取
得
し
た
デ
ー
タ
を
合
わ
せ
て
、
ス
ト

レ
ス
負
荷
状
況
を
解
析
す
る

19

具
体
的
実
施
項
目

シ
ス
テ
ム
の
導
入

概
要 簡
易
的
な
質
問
形
式
と
、
客
観
的
な
デ
ー
タ
を
合
わ
せ
て
、
ス
ト
レ
ス
の
負
荷
を
解
析
す
る

シ
ス
テ
ム
。

具
体
的
に
は
、
メ
モ
リ
型
生
体
セ
ン
サ
（

（
株
式
会
社
人
間
と
科
学
の
研
究
所
開

発
）
を
用
い
２
段
階
の
チ
ェ
ッ
ク
に
よ
り
、
メ
ン
タ
ル
ス
ト
レ
ス
を
評
価
す
る
。

と
は
、

（
生
体
情
報
追
跡
装
置
）
と
い
う
、
小
型
軽
量
の

ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
セ
ン
サ
で
す
。

か
ら
送
出
さ
れ
る
デ
ー
タ
を
管
理
し
、
異
常
値
が
認
め
ら

れ
た
場
合
に
ア
ラ
ー
ト
を
表
示
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

第
段
階
（
簡
易
チ
ェ
ッ
ク
）
：
約

分
計
測

心
の
状
態
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
（
自
己
報
告
質
問
票
、
い
わ
ゆ
る
、
問
診
票
）
の
ス
コ
ア

結
果
と
短
時
間
の
ス
ト
レ
ス
印
加
時
の
自
律
神
経
活
動
測
定
結
果
に
よ
り
、
「
正
常
」
、

「
中
間
状
態
」
、
「
う
つ
状
態
」
に
区
別
す
る
。

第
段
階
（
詳
細
チ
ェ
ッ
ク
）
：

時
間
計
測

ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
セ
ン
サ
（

）
を
装
着
し
て
自
律
神
経
（
交
感
神
経
と
副
交
感
神
経
）
を

時
間
測
定

計
測
期
間
を
４
つ
の
時
間
帯
に
分
割
し
て
、
い
つ
（
ど
の
時
間
帯
に
）
、
ど
の
よ
う
な
ス
ト

レ
ス
が
あ
る
の
か
、
睡
眠
の
質
、
睡
眠
時
無
呼
吸
の
有
無
の
他
、
十
分
な
身
体
活
動
を
行
っ

て
い
る
か
ど
う
か
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
職
場
等
で
の
メ
ン
タ
ル
ス
ト
レ
ス
を
客
観
的
評
価
す
る

20
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21

期
待
さ
れ
る
効
果

•
作
業
負
荷
の
軽
減

質
問
票
形
式
の
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
を
Ｗ
ｅ
ｂ
形
式
に
す
る
た
め
、
事
業
者
や
産
業
医
の
作

業
負
荷
が
下
が
る
。

•
客
観
デ
ー
タ
の
取
得

生
体
の
発
す
る
多
く
の
バ
イ
タ
ル
サ
イ
ン
心
電
波
形
、
瞬
間
心
拍
数
と
そ
の
連
続
曲
線
、
交

感
神
経
と
副
交
感
神
経
の
動
き
、
呼
吸
周
波
数
、
体
温
、
表
皮
温
度
の
連
続
曲
線
、
並
び
に

軸
頭
部
、
胴
体
、
四
肢
の
動
き
等
の
デ
ー
タ
の
可
視
化
が
出
来
る
。

•
デ
ー
タ
の
集
計
・
分
析

今
ま
で
手
動
で
集
計
・
分
析
し
て
い
た
も
の
を
、
集
計
は
自
動
で
、
分
析
は
デ
ー
タ
の
解
析

結
果
を
確
認
で
き
る
た
め
、
作
業
負
荷
は
下
が
り
、
分
析
の
精
度
は
上
が
る
。

導
入
に
あ
た
る
課
題

•
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
問
題

引
用

：
B
IT
A
S
-S
T
R
E
S
S
：

メ
ン
タ
ル
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

h
tt
p
:/
/w
w
w
.b
it
a
s.
co
.j
p
/B
IT
A
S
-S
T
R
E
S
S
_
JP
N
.h
tm
l

B
IT
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

h
tt
p
:/
/w
w
w
.b
it
a
s.
co
.j
p
/B
lu
e
_
B
IT
_
T
e
ch
_
JP
N
.h
tm
l
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４
シ
ス
テ
ム
構
成
図

引
用

：
B
IT
A
C
健
康
管
理
シ
ス
テ
ム

23
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２０１９年度文部科学省 

「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」 

「AIと IoTを駆使して地域医療連携とチーム医療をサポートできる 

高度 IT人材育成カリキュラム開発」 

成果報告書 

 

本報告書は、文部科学省の生涯学習振興事業委託費による委託事業として、 

学校法人三橋学園 船橋情報ビジネス専門学校が実施した 

２０１９年度「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」の 

成果をとりまとめたものです。 

 

２０２０年２月 

学校法人三橋学園 

船橋情報ビジネス専門学校 
 


